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日本鍼灸のガバナンス 

筑波技術大学名誉教授、社会鍼灸学研究会代表 

形井秀一 

ガバナンス（governance）とは統治、管理、制御を意味する。それを実施する組織

の最たるものが国家や政府(government)であり、また近年、企業の倫理観が問われ、

「コーポレイトガバナンス」（企業統治）という言葉も用いられる。だがそれとは反対

に、「組織や社会を構成するメンバーが主体的に関与する、意志決定、合意形成のシス

テム」（ウェブサイト「コトバンク」より）を意味する「パブリックガバナンス（public 

governance）」も重要であることも認識されている。消費者、市民、受益者の意識の高

まりと権利の擁護が進むと共に、日本においても、近世から続く御上（おかみ）の統

治、お役所へのお任せ、大企業の年功序列などの意識から、消費者や市民ファースト、

行政と受益者の「協働」という、パブリックガバナンス意識が向上してきている。こ

のような現今だからこそ、日本鍼灸のガバナンスをその両方の意味から検討したい。 

 国民の保健衛生（医療）は社会保障問題の重要事項であるので、各種の法律に則り、

国家（厚労省）がガバナンスしている。例えば、医療従事者数調整や国家試験の合格

率・水準の維持などはその証左であろう。その施策や方向性に関しては、厚労省と医

師や看護師などの代表が意志決定している。さらに、そのガバナンスに関しては、患

者の権利であるインフォームドコンセント・チョイスを大切にするという時流も少な

からず影響しているのである。 

さて、日本鍼灸界には「ガバナンス」はどの様に存在するのであろうか。 

合格率が年々低下傾向のはり師、きゅう師国家試験は、2018 年春実施された第 26

回で、合格率は 50%台まで低下し、過去最低を更新した。この合格率の低下傾向は、

福岡判決後の鍼灸学校の急増が少なからず影響していると考えられるが、鍼灸市場の

低迷も鍼灸学校の乱立による資質低下が要因とも言われている。 

その福岡裁判は、柔道整復専門学校の設置規制に対して、一学校法人が反旗を翻し

たことであり、規制緩和の流れもあり障壁が撤廃された。その結果、市場経済競争原

理の影響が鍼灸界にも及んだ。それまでの国の規制という暗黙のガバナンスから解放

された結果と考えられるが、現在議論がなされている「療養費」問題、マッサージ学

科新設要求とその裁判などに関しても、すべて、あはき界のガバナンス力不足がもた

らした混迷と言えよう。しかし、反対の見方をすると、日本鍼灸の手法や流派の特徴

である「多様性」が伝統となり、互いの存在を認め合い、緩やかな結束力で、医療の

端くれとして生き残ってきたと考えれば、パブリックガバナンスが長年機能している

という見方も成り立つ。 

鍼灸界の国際的な関係の中に日本鍼灸があることを強く意識させられる昨今である

が、国内の諸問題に関して、鍼灸のガバナンスが問われている。日本鍼灸のガバナン

スに関する実情の検証には、パブリックガバナンスの一つであるメディアも検討する

に値する。ガバナンスの存在の有無、必要性、その質、あり方も含め、学術的に、冷

静に、鍼灸界のガバナンスについて議論することが望まれる。  

 

（第 13 回社会鍼灸学研究会発表呼びかけ文を改編）  
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鍼灸とガバナンス 
形井秀一 

筑波技術大学名誉教授、洞峰パーク鍼灸院院長 

 

【要旨】 

「ガバナンス, Governance」という語は、「組織における意思決定、執行、監督にかかわる機構」という

意味で使われている。 

日本に、鍼灸ガバナンスが存在するか否かはさておくとして、鍼灸ガバナンスが機能するためには、鍼

灸の制度、監督、指導の三つの要素を監視していくことが必要である。 

鍼灸のガバナンスを今考える必要があるのは、日本での鍼灸の社会的地位が低い状況がある一方で、そ

のような日本の現状にお構いなく、世界に鍼灸が普及し、鍼灸の国際標準化が進みつつあるからである。 

鍼灸界における意思決定、執行、監督に関わる機構が、日本鍼灸のガバナンスであるが、鍼灸の健全な

臨床行為の監視・管理、非効率・不健全な行為をする治療者への制裁、鍼灸の社会的責任を果たす方策の

確立等に関して機能する必要がある。日本鍼灸界におけるそのような組織について、過去と現在を踏まえ、

考えてみたい。 

 
キーワード：ガバナンス、鍼灸、国際標準化、意思決定、監督 
 
I. はじめに 

「ガバナンス, Governance」という語は、近年、

マスコミでも話題となっているが、一般的に「組

織における意思決定、執行、監督にかかわる機構」

という意味で使われている。これに近い「ガバメ

ント、Government」という語は、「政府や政府の

機関、行政」という意味である。 
また、コーポレート・ガバナンス、パブリック・

ガバナンスなどの言葉もあるが、コーポレート・

ガバナンスとは、「企業の効率的かつ健全な活動

を可能にするシステム」という意味で使われる言

葉で、具体的には、おおよそ三つの意味合いがあ

る。 
一つは企業の経営を監視するために必要な経

営管理機構で、健全な経営であるように監視する

という意味。二つ目に非効率・不健全な行為をす

る経営者に課す制裁；企業として効率的な仕事を

やらなければいけないのに、怠った場合の制裁。

三つ目は、企業の社会的責任を果たすためのディ

スクロージャー制度の確立；閉鎖的な経営や閉鎖

的な企業ではなく、社会に開いた企業として活動

することを掲げ、そのようなシステムを作ったう

えで会社経営を行うことを意味する。 
そこで、コーポレート・ガバナンスをひとつの

ヒントにして、鍼灸ガバナンスを考えたい。 
II. 鍼灸のガバナンス 
1. 鍼灸が成り立つ要素 

「ガバナンスと鍼灸」を考えるために、鍼灸が

どのような要素で成り立っているかを再確認す

る。 
鍼灸は、①針とモグサを使う治療法であり、そ

れを学ぶための②学校教育がある。この教育の結

果、学生の能力が一定水準に達していることを国

が保証するのが、③鍼灸師の国家資格である。 
そして、①については、鍼灸の臨床には、理論

や技術があり、患者に安全で質の高い臨床を提供

する。②教育はその質を保証する場であり、一定

の質を保証する教育が行われることになる。 
資格は、国家資格であるが、資格制度が設立し

た最初から国家試験があったわけではなく、制度

自体が、「取り締まり方」から「取り締まり規則」、

「営業法」、「～師法」と変遷し、都道府県知事資

格から国家資格に変化してきた。どのような変遷

があるにせよ、一定水準の質は求められ、それを

認め、保証するものが資格である。 
そして、それらの構成要素が機能するためには、

制度、監督、指導の三つの要素が機能しているか

どうかを監視していくことが必要であり、それが

ガバナンスである。 
2. 何故、今、鍼灸のガバナンスを考えるのか 

では、なぜ、今回、社会鍼灸学研究会で鍼灸の

ガバナンスを取り上げたのか、その背景となる事

柄を最初に考えてみたい。それは、日本における

鍼灸の存在、あり方そのものが、様々な問題を抱

えているからである。 
（1） 鍼灸の社会的地位の低さ 
まず最初に、鍼灸は、社会的地位が不安定で、

認知度が低い事が挙げられる。 
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そして、1868年、明治時代になると、西洋医学

に基づいた医師法が制定され、鍼灸は（西洋）医

師の指導の下に行うことが定められた。そして、

制度的には、1874年に鍼術灸術営業取締方、1911
年に鍼術灸術営業取締規則が作られ、鍼灸師の誕

生と鍼灸学校の建設が認められ、戦後 1947 年に

は、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」

が制定され、専修学校を設置することも可能とな

り、現行制度につながる戦後の鍼灸が始まった。 
そして、平成時代になると、中国や韓国など他

の国々の鍼灸との関係、対比を意識せざるを得な

い状況になってきた。特に、この十年ぐらいは、

中医鍼灸、韓医鍼灸に続いて、「欧米鍼灸」も意識

しなければならない状況になってきた。つまり、

戦前から戦後にあった西洋医学と競い合う鍼灸

を追求しようとする視点から、アジアを始め、欧

米各国の鍼灸、つまり世界の鍼灸との関係に問題

がシフトしてきており、日本鍼灸が各国の鍼灸と

今後どの様に向き合っていくかという課題を解

決する必要がある。 
（2） 戦後の日本鍼灸の立場 
以上のように、日本鍼灸の社会的位置を大まか

にみてきたが、戦後の日本鍼灸を少し詳しく見て

いきたい。  
第二次世界大戦後（以下、戦後）、明治以来行わ

れてきた国の近代化がさらに発展する時期であ

るが、この時期の鍼灸界は、国の方向性と軌を一

にして鍼灸の近代化を推進する必要があるとす

る➀現代科学的な鍼灸を目指すグループと➁（経

絡治療を中心とした）古典の理論や技術に立脚す

る鍼灸を目指すグループ、そして、➂1970年代以

降に日本に直接入ってくる近代中国鍼灸理論を

重視するグループ、の大きく3つの流れがあった。                
➀を目指す鍼灸の立場では、鍼灸の有効性を西

洋医学、西洋科学的な実証で明らかにすることが

求められた。しかし、②の鍼灸は、現代科学や医

学の問題点を指摘し、相対的に、鍼灸の存在の優

位性を主張する立場であった。この両者は対極に

あって、相容れないように考えられるが、現在の

鍼灸治療院を訪れる患者のほとんどが、西洋医学

も受療し、また、現代科学を離れた生活はあり得

ない状況であれば、いずれの立場でも、現代西洋

医学を抜きに医学・医療を語れないであろう。そ

して、もう一つ加味しておかなければならないの

は、上記３グループの割合を調査すると、３つグ

ループにそれぞれの割合の順位はあるものの、結

局は、①＋②、①＋③というように、両者を患者

の病態に応じで使い分ける④折衷的な立場のグ

ループが最も割合が高いと云う事である 1）。 
このように見ていくと、「西洋医学との統合と

融合の模索」をするか「独自の方向性を模索」を

するかという鍼灸に対する問いは、現実的な社会

状況からは、余り明確な答えを導きにくいかも知

れない。だが、その一方で、1990年代以降、ＣＡ

Ｍ（Complementary and Alternative Medicine、
補完代替医療）を目指した動きがあったが、現在

では統合医療（Integrative Medicine）を模索する

動きの方が目立つ。日本鍼灸はどの様なあり方が

求められるのか、鍼灸の存在、地位の有り様をど

の様に考えるのか、もう少し、議論と試行の時間

が必要である。 
 現在の鍼灸の存在の仕方は、単純にガバナンス

の力で決めていくような話ではないであろう。鍼

灸界を構成している人たちがどういう鍼灸界に

していきたいかを打ち出す必要がある。 
（3） 鍼灸の存在価値 
日本国民のほぼ100パーセントが、西洋医学を

受療している状況であることを前提として鍼灸

を考える必要がある。西洋医学と鍼灸が対抗する

構図にあるのではなく、並列していけるか、ある

いはそれぞれが役割を分担していけるか否かと

いうことに、少しずつ明確なものを見出すことが

大事であると考える。それには、どのような動き

があるかを見ておきたい。 
1) 東洋医学の世界遺産登録 

さて、鍼灸は、古い歴史があるので価値がある、

とよく言われる。つまり、2000年前に誕生し、現

代まで続き、現代においても意味があるものなの

で価値があるということになる。 
その例として、例えば韓国では 2011 年に『東

医宝鑑』をユネスコの世界遺産に申請・登録し、

中国は『本草綱目』と『黄帝内経』を 2011 年に

登録し、さらに、「中医鍼灸」も京劇と一緒に、す

でに登録している。ユネスコの無形文化遺産に登

録されるということは、東洋医学が、単に、過去

の古い医学なのではなく、現在にその考え方が活

かされる、意味がある医学と考えられていること

を示していると言えよう。 
鍼灸については、中華民族の知恵と創造力が生

み出した優れた文化のひとつであり、現在も実践

社会鍼灸学研究 2018（通巻 13 号）[ここに入力] 
 

2 
 

明治以来、鍼灸の免許制度があるにも関わらず、

鍼灸の存在、地位は、不安定である。あるいは鍼

灸関係者の中では、鍼灸の社会的地位の低さに対

する不安が長年続いている状況がある。この現実

が、2018年度の社会鍼灸学研究会で、何人かの先

生の研究発表の中にあったように、どうやったら

鍼灸の認知度が上がるかを研究しようとする意

識に繋がっている。この状況が明治以来の長年の

未解決の宿題だと言える。  
実は、筆者が鍼灸の分野に関わり始めた時も同

じように感じた。鍼灸は社会的な認知度の低い分

野で、そのような状況が続くことは望ましいこと

ではないというのが最初の思いであった。どの様

な方法で一般の方々に知ってもらえるか、それを

明らかにし、実践していこうというのが、四十年

前に関わり始めた時に抱いた気持ちであった。本

年度の社会鍼灸学研究会1日目に研究発表された

方々の言葉はよく分かる。だが、40年前の筆者と

同じ意識を今の若手が持つ状況が続いていると

したら、自分自身、大いに反省しなければいけな

いと思っている。当時、解決したいと思っていた

課題がまだ解決出来ておらず、皆さんにその課題

をバトンタッチしてしまっているのだから。 
ともかく、一般の認知度の低さが、歴史的、社

会的、制度的、文化的な状況の中で、変わらず続

いていること。これが、ガバナンスというテーマ

を取り上げた理由である。 
（2） 鍼灸の国際的な標準化 
もう一つの要因としては、1860 年代くらいか

ら始まっていた鍼灸の世界への広がりの動きが、

1970年代以降、さらに大きなものとなり、特に、

2000 年代後半からそれは顕著になってきた。鍼

灸の世界的な普及と交流が起こっており、各国そ

れぞれの利害がぶつかり合う中で、その利害をど

う解決していくか模索しなければならない状況

になってきていることが挙げられる。 
これは非常に大きな問題で、ISO、ICD、ICHI

といった舞台での国際的な動きから分かるよう

に、鍼灸が世界へ急激に拡大する状況にあり、鍼

灸を含む東洋医学が、WHOや ICDなど、健康分

野で国際的な事柄を決定する場で議論されてい

ることである。 
2018 年の 6 月にWHO から ICD-11 が発表さ

れたが、西洋医学の疾病分類である ICD の中に

東洋医学の証分類等が入る。この事は、2000年の

長きに亘る東洋医学の歴史を考えると驚くべき

事と言えるが、日本国内ではそのような受けとめ

られ方をしていない。例えば、朝日新聞は、ICD
が発表されたことを伝える2018 年 5 月の記事の

中で、ICD-11 の中に、スマホなどへの依存症の問

題が入ったという事を大きく取り上げた。東洋医

学も入ったことは、記事の終わりの方で数行書い

てある程度の取り扱いであった。おそらく、ほと

んどの人が、その記事には気づいていないだろう。

朝日新聞の関東版には掲載されていたが、関西版

ではその「東洋医学」の数行さえ削られていたら

しい。 
だが既に述べたように、現時点では取り扱いは

低いが、これは、東洋医学に関わる我々にとって、

大きな出来事である。そしてそれ以上に、世界の

医学、医療にとっては、非常に大きな出来事だと

言える。西洋医学の疾病観で成立している ICDに、

全く異なる東洋医学的な疾病分類・証分類が入る

ことになるからである。日本の歴史上の鍼灸の存

在と、現在の世界の動きの中の日本鍼灸の在り様

を、今、考えることが求められる所以である。 
3. 日本鍼灸の地位の変遷 
（1） 日本鍼灸の略史 
日本において鍼灸の地位が、どのように変遷し

てきたかを簡単な略史で示す（図 1）。

 
奈良時代に鍼灸を含む東洋医学は国の医学に

なり、中国から理論や技術を輸入し、それらを学

ぶ時代が続いた。しかし江戸時代に入って、江戸

幕府はゆるやかな鎖国政策をとったので、中国か

らの影響は小さくなり、結果的にそれまで海外か

ら取り入れていた文化や文物を日本的なものに

変えていく時代となった。それに加え、江戸時代

には、蘭方も入ってきており、西洋医学、西洋文

化も意識されていた。 
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そして、1868年、明治時代になると、西洋医学

に基づいた医師法が制定され、鍼灸は（西洋）医

師の指導の下に行うことが定められた。そして、

制度的には、1874年に鍼術灸術営業取締方、1911
年に鍼術灸術営業取締規則が作られ、鍼灸師の誕

生と鍼灸学校の建設が認められ、戦後 1947 年に

は、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」

が制定され、専修学校を設置することも可能とな

り、現行制度につながる戦後の鍼灸が始まった。 
そして、平成時代になると、中国や韓国など他

の国々の鍼灸との関係、対比を意識せざるを得な

い状況になってきた。特に、この十年ぐらいは、

中医鍼灸、韓医鍼灸に続いて、「欧米鍼灸」も意識

しなければならない状況になってきた。つまり、

戦前から戦後にあった西洋医学と競い合う鍼灸

を追求しようとする視点から、アジアを始め、欧

米各国の鍼灸、つまり世界の鍼灸との関係に問題

がシフトしてきており、日本鍼灸が各国の鍼灸と

今後どの様に向き合っていくかという課題を解

決する必要がある。 
（2） 戦後の日本鍼灸の立場 
以上のように、日本鍼灸の社会的位置を大まか

にみてきたが、戦後の日本鍼灸を少し詳しく見て

いきたい。  
第二次世界大戦後（以下、戦後）、明治以来行わ

れてきた国の近代化がさらに発展する時期であ

るが、この時期の鍼灸界は、国の方向性と軌を一

にして鍼灸の近代化を推進する必要があるとす

る➀現代科学的な鍼灸を目指すグループと➁（経

絡治療を中心とした）古典の理論や技術に立脚す

る鍼灸を目指すグループ、そして、➂1970年代以

降に日本に直接入ってくる近代中国鍼灸理論を

重視するグループ、の大きく3つの流れがあった。                
➀を目指す鍼灸の立場では、鍼灸の有効性を西

洋医学、西洋科学的な実証で明らかにすることが

求められた。しかし、②の鍼灸は、現代科学や医

学の問題点を指摘し、相対的に、鍼灸の存在の優

位性を主張する立場であった。この両者は対極に

あって、相容れないように考えられるが、現在の

鍼灸治療院を訪れる患者のほとんどが、西洋医学

も受療し、また、現代科学を離れた生活はあり得

ない状況であれば、いずれの立場でも、現代西洋

医学を抜きに医学・医療を語れないであろう。そ

して、もう一つ加味しておかなければならないの

は、上記３グループの割合を調査すると、３つグ

ループにそれぞれの割合の順位はあるものの、結

局は、①＋②、①＋③というように、両者を患者

の病態に応じで使い分ける④折衷的な立場のグ

ループが最も割合が高いと云う事である 1）。 
このように見ていくと、「西洋医学との統合と

融合の模索」をするか「独自の方向性を模索」を

するかという鍼灸に対する問いは、現実的な社会

状況からは、余り明確な答えを導きにくいかも知

れない。だが、その一方で、1990年代以降、ＣＡ

Ｍ（Complementary and Alternative Medicine、
補完代替医療）を目指した動きがあったが、現在

では統合医療（Integrative Medicine）を模索する

動きの方が目立つ。日本鍼灸はどの様なあり方が

求められるのか、鍼灸の存在、地位の有り様をど

の様に考えるのか、もう少し、議論と試行の時間

が必要である。 
 現在の鍼灸の存在の仕方は、単純にガバナンス

の力で決めていくような話ではないであろう。鍼

灸界を構成している人たちがどういう鍼灸界に

していきたいかを打ち出す必要がある。 
（3） 鍼灸の存在価値 
日本国民のほぼ100パーセントが、西洋医学を

受療している状況であることを前提として鍼灸

を考える必要がある。西洋医学と鍼灸が対抗する

構図にあるのではなく、並列していけるか、ある

いはそれぞれが役割を分担していけるか否かと

いうことに、少しずつ明確なものを見出すことが

大事であると考える。それには、どのような動き

があるかを見ておきたい。 
1) 東洋医学の世界遺産登録 

さて、鍼灸は、古い歴史があるので価値がある、

とよく言われる。つまり、2000年前に誕生し、現

代まで続き、現代においても意味があるものなの

で価値があるということになる。 
その例として、例えば韓国では 2011 年に『東

医宝鑑』をユネスコの世界遺産に申請・登録し、

中国は『本草綱目』と『黄帝内経』を 2011 年に

登録し、さらに、「中医鍼灸」も京劇と一緒に、す

でに登録している。ユネスコの無形文化遺産に登

録されるということは、東洋医学が、単に、過去

の古い医学なのではなく、現在にその考え方が活

かされる、意味がある医学と考えられていること

を示していると言えよう。 
鍼灸については、中華民族の知恵と創造力が生

み出した優れた文化のひとつであり、現在も実践
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明治以来、鍼灸の免許制度があるにも関わらず、

鍼灸の存在、地位は、不安定である。あるいは鍼

灸関係者の中では、鍼灸の社会的地位の低さに対

する不安が長年続いている状況がある。この現実

が、2018年度の社会鍼灸学研究会で、何人かの先

生の研究発表の中にあったように、どうやったら

鍼灸の認知度が上がるかを研究しようとする意

識に繋がっている。この状況が明治以来の長年の

未解決の宿題だと言える。  
実は、筆者が鍼灸の分野に関わり始めた時も同

じように感じた。鍼灸は社会的な認知度の低い分

野で、そのような状況が続くことは望ましいこと

ではないというのが最初の思いであった。どの様

な方法で一般の方々に知ってもらえるか、それを

明らかにし、実践していこうというのが、四十年

前に関わり始めた時に抱いた気持ちであった。本

年度の社会鍼灸学研究会1日目に研究発表された

方々の言葉はよく分かる。だが、40年前の筆者と

同じ意識を今の若手が持つ状況が続いていると

したら、自分自身、大いに反省しなければいけな

いと思っている。当時、解決したいと思っていた

課題がまだ解決出来ておらず、皆さんにその課題

をバトンタッチしてしまっているのだから。 
ともかく、一般の認知度の低さが、歴史的、社

会的、制度的、文化的な状況の中で、変わらず続

いていること。これが、ガバナンスというテーマ

を取り上げた理由である。 
（2） 鍼灸の国際的な標準化 
もう一つの要因としては、1860 年代くらいか

ら始まっていた鍼灸の世界への広がりの動きが、

1970年代以降、さらに大きなものとなり、特に、

2000 年代後半からそれは顕著になってきた。鍼

灸の世界的な普及と交流が起こっており、各国そ

れぞれの利害がぶつかり合う中で、その利害をど

う解決していくか模索しなければならない状況

になってきていることが挙げられる。 
これは非常に大きな問題で、ISO、ICD、ICHI

といった舞台での国際的な動きから分かるよう

に、鍼灸が世界へ急激に拡大する状況にあり、鍼

灸を含む東洋医学が、WHOや ICDなど、健康分

野で国際的な事柄を決定する場で議論されてい

ることである。 
2018 年の 6 月にWHO から ICD-11 が発表さ

れたが、西洋医学の疾病分類である ICD の中に

東洋医学の証分類等が入る。この事は、2000年の

長きに亘る東洋医学の歴史を考えると驚くべき

事と言えるが、日本国内ではそのような受けとめ

られ方をしていない。例えば、朝日新聞は、ICD
が発表されたことを伝える2018 年 5 月の記事の

中で、ICD-11 の中に、スマホなどへの依存症の問

題が入ったという事を大きく取り上げた。東洋医

学も入ったことは、記事の終わりの方で数行書い

てある程度の取り扱いであった。おそらく、ほと

んどの人が、その記事には気づいていないだろう。

朝日新聞の関東版には掲載されていたが、関西版

ではその「東洋医学」の数行さえ削られていたら

しい。 
だが既に述べたように、現時点では取り扱いは

低いが、これは、東洋医学に関わる我々にとって、

大きな出来事である。そしてそれ以上に、世界の

医学、医療にとっては、非常に大きな出来事だと

言える。西洋医学の疾病観で成立している ICDに、

全く異なる東洋医学的な疾病分類・証分類が入る

ことになるからである。日本の歴史上の鍼灸の存

在と、現在の世界の動きの中の日本鍼灸の在り様

を、今、考えることが求められる所以である。 
3. 日本鍼灸の地位の変遷 
（1） 日本鍼灸の略史 
日本において鍼灸の地位が、どのように変遷し

てきたかを簡単な略史で示す（図 1）。
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なり、中国から理論や技術を輸入し、それらを学

ぶ時代が続いた。しかし江戸時代に入って、江戸

幕府はゆるやかな鎖国政策をとったので、中国か

らの影響は小さくなり、結果的にそれまで海外か

ら取り入れていた文化や文物を日本的なものに

変えていく時代となった。それに加え、江戸時代

には、蘭方も入ってきており、西洋医学、西洋文

化も意識されていた。 
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そして、1868年、明治時代になると、西洋医学

に基づいた医師法が制定され、鍼灸は（西洋）医

師の指導の下に行うことが定められた。そして、

制度的には、1874年に鍼術灸術営業取締方、1911
年に鍼術灸術営業取締規則が作られ、鍼灸師の誕

生と鍼灸学校の建設が認められ、戦後 1947 年に

は、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」

が制定され、専修学校を設置することも可能とな

り、現行制度につながる戦後の鍼灸が始まった。 
そして、平成時代になると、中国や韓国など他

の国々の鍼灸との関係、対比を意識せざるを得な

い状況になってきた。特に、この十年ぐらいは、

中医鍼灸、韓医鍼灸に続いて、「欧米鍼灸」も意識

しなければならない状況になってきた。つまり、

戦前から戦後にあった西洋医学と競い合う鍼灸

を追求しようとする視点から、アジアを始め、欧

米各国の鍼灸、つまり世界の鍼灸との関係に問題

がシフトしてきており、日本鍼灸が各国の鍼灸と

今後どの様に向き合っていくかという課題を解

決する必要がある。 
（2） 戦後の日本鍼灸の立場 
以上のように、日本鍼灸の社会的位置を大まか

にみてきたが、戦後の日本鍼灸を少し詳しく見て

いきたい。  
第二次世界大戦後（以下、戦後）、明治以来行わ

れてきた国の近代化がさらに発展する時期であ

るが、この時期の鍼灸界は、国の方向性と軌を一

にして鍼灸の近代化を推進する必要があるとす

る➀現代科学的な鍼灸を目指すグループと➁（経

絡治療を中心とした）古典の理論や技術に立脚す

る鍼灸を目指すグループ、そして、➂1970年代以

降に日本に直接入ってくる近代中国鍼灸理論を

重視するグループ、の大きく3つの流れがあった。                
➀を目指す鍼灸の立場では、鍼灸の有効性を西

洋医学、西洋科学的な実証で明らかにすることが

求められた。しかし、②の鍼灸は、現代科学や医

学の問題点を指摘し、相対的に、鍼灸の存在の優

位性を主張する立場であった。この両者は対極に

あって、相容れないように考えられるが、現在の

鍼灸治療院を訪れる患者のほとんどが、西洋医学

も受療し、また、現代科学を離れた生活はあり得

ない状況であれば、いずれの立場でも、現代西洋

医学を抜きに医学・医療を語れないであろう。そ

して、もう一つ加味しておかなければならないの

は、上記３グループの割合を調査すると、３つグ

ループにそれぞれの割合の順位はあるものの、結

局は、①＋②、①＋③というように、両者を患者

の病態に応じで使い分ける④折衷的な立場のグ

ループが最も割合が高いと云う事である 1）。 
このように見ていくと、「西洋医学との統合と

融合の模索」をするか「独自の方向性を模索」を

するかという鍼灸に対する問いは、現実的な社会

状況からは、余り明確な答えを導きにくいかも知

れない。だが、その一方で、1990年代以降、ＣＡ

Ｍ（Complementary and Alternative Medicine、
補完代替医療）を目指した動きがあったが、現在

では統合医療（Integrative Medicine）を模索する

動きの方が目立つ。日本鍼灸はどの様なあり方が

求められるのか、鍼灸の存在、地位の有り様をど

の様に考えるのか、もう少し、議論と試行の時間

が必要である。 
 現在の鍼灸の存在の仕方は、単純にガバナンス

の力で決めていくような話ではないであろう。鍼

灸界を構成している人たちがどういう鍼灸界に

していきたいかを打ち出す必要がある。 
（3） 鍼灸の存在価値 
日本国民のほぼ100パーセントが、西洋医学を

受療している状況であることを前提として鍼灸

を考える必要がある。西洋医学と鍼灸が対抗する

構図にあるのではなく、並列していけるか、ある

いはそれぞれが役割を分担していけるか否かと

いうことに、少しずつ明確なものを見出すことが

大事であると考える。それには、どのような動き

があるかを見ておきたい。 
1) 東洋医学の世界遺産登録 

さて、鍼灸は、古い歴史があるので価値がある、

とよく言われる。つまり、2000年前に誕生し、現

代まで続き、現代においても意味があるものなの

で価値があるということになる。 
その例として、例えば韓国では 2011 年に『東

医宝鑑』をユネスコの世界遺産に申請・登録し、

中国は『本草綱目』と『黄帝内経』を 2011 年に

登録し、さらに、「中医鍼灸」も京劇と一緒に、す

でに登録している。ユネスコの無形文化遺産に登

録されるということは、東洋医学が、単に、過去

の古い医学なのではなく、現在にその考え方が活

かされる、意味がある医学と考えられていること

を示していると言えよう。 
鍼灸については、中華民族の知恵と創造力が生

み出した優れた文化のひとつであり、現在も実践
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明治以来、鍼灸の免許制度があるにも関わらず、

鍼灸の存在、地位は、不安定である。あるいは鍼

灸関係者の中では、鍼灸の社会的地位の低さに対

する不安が長年続いている状況がある。この現実

が、2018年度の社会鍼灸学研究会で、何人かの先

生の研究発表の中にあったように、どうやったら

鍼灸の認知度が上がるかを研究しようとする意

識に繋がっている。この状況が明治以来の長年の

未解決の宿題だと言える。  
実は、筆者が鍼灸の分野に関わり始めた時も同

じように感じた。鍼灸は社会的な認知度の低い分

野で、そのような状況が続くことは望ましいこと

ではないというのが最初の思いであった。どの様

な方法で一般の方々に知ってもらえるか、それを

明らかにし、実践していこうというのが、四十年

前に関わり始めた時に抱いた気持ちであった。本

年度の社会鍼灸学研究会1日目に研究発表された

方々の言葉はよく分かる。だが、40年前の筆者と

同じ意識を今の若手が持つ状況が続いていると

したら、自分自身、大いに反省しなければいけな

いと思っている。当時、解決したいと思っていた

課題がまだ解決出来ておらず、皆さんにその課題

をバトンタッチしてしまっているのだから。 
ともかく、一般の認知度の低さが、歴史的、社

会的、制度的、文化的な状況の中で、変わらず続

いていること。これが、ガバナンスというテーマ

を取り上げた理由である。 
（2） 鍼灸の国際的な標準化 
もう一つの要因としては、1860 年代くらいか

ら始まっていた鍼灸の世界への広がりの動きが、

1970年代以降、さらに大きなものとなり、特に、

2000 年代後半からそれは顕著になってきた。鍼

灸の世界的な普及と交流が起こっており、各国そ

れぞれの利害がぶつかり合う中で、その利害をど

う解決していくか模索しなければならない状況

になってきていることが挙げられる。 
これは非常に大きな問題で、ISO、ICD、ICHI

といった舞台での国際的な動きから分かるよう

に、鍼灸が世界へ急激に拡大する状況にあり、鍼

灸を含む東洋医学が、WHOや ICDなど、健康分

野で国際的な事柄を決定する場で議論されてい

ることである。 
2018 年の 6 月にWHO から ICD-11 が発表さ

れたが、西洋医学の疾病分類である ICD の中に

東洋医学の証分類等が入る。この事は、2000年の

長きに亘る東洋医学の歴史を考えると驚くべき

事と言えるが、日本国内ではそのような受けとめ

られ方をしていない。例えば、朝日新聞は、ICD
が発表されたことを伝える2018 年 5 月の記事の

中で、ICD-11 の中に、スマホなどへの依存症の問

題が入ったという事を大きく取り上げた。東洋医

学も入ったことは、記事の終わりの方で数行書い

てある程度の取り扱いであった。おそらく、ほと

んどの人が、その記事には気づいていないだろう。

朝日新聞の関東版には掲載されていたが、関西版

ではその「東洋医学」の数行さえ削られていたら

しい。 
だが既に述べたように、現時点では取り扱いは

低いが、これは、東洋医学に関わる我々にとって、

大きな出来事である。そしてそれ以上に、世界の

医学、医療にとっては、非常に大きな出来事だと

言える。西洋医学の疾病観で成立している ICDに、

全く異なる東洋医学的な疾病分類・証分類が入る

ことになるからである。日本の歴史上の鍼灸の存

在と、現在の世界の動きの中の日本鍼灸の在り様

を、今、考えることが求められる所以である。 
3. 日本鍼灸の地位の変遷 
（1） 日本鍼灸の略史 
日本において鍼灸の地位が、どのように変遷し

てきたかを簡単な略史で示す（図 1）。

 
奈良時代に鍼灸を含む東洋医学は国の医学に

なり、中国から理論や技術を輸入し、それらを学

ぶ時代が続いた。しかし江戸時代に入って、江戸

幕府はゆるやかな鎖国政策をとったので、中国か

らの影響は小さくなり、結果的にそれまで海外か

ら取り入れていた文化や文物を日本的なものに

変えていく時代となった。それに加え、江戸時代

には、蘭方も入ってきており、西洋医学、西洋文

化も意識されていた。 
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バナンス）を見ると、日本の東洋医学分野、鍼灸

分野のガバナンスは、非常に脆弱に見える。ISO
や ICD の会議において、世界的な鍼灸の動向を

見極め、日本鍼灸の行く末を模索することの意義

を日本鍼灸界はまだ余り高くは評価していない

のかも知れない。これも日本鍼灸のガバナンスの

現実の一側面ということであろう。 
III. 日本鍼灸のガバナンス 

では、日本鍼灸のガバナンスとは、どのような

ものと考えられるであろうか。 
鍼灸界における意思決定、執行、監督に関わる

機構が日本鍼灸のガバナンスであり、鍼灸の効率

的かつ健全な活動を可能にするシステムという

ことである。具体的には、鍼灸の健全な臨床行為

を監視する管理機構、非効率・不健全な行為をす

る治療者への制裁、鍼灸の社会的責任を果たすべ

く方策の確立ということになる。しかし、そのよ

うな組織が日本鍼灸界に存在しているであろう

か。 
1. 鍼灸監視の管理機構 
鍼灸の健全な臨床行為の監視をする管理機構

は、厚生労働省の免許交付、専門学校の教育、保

健所への開業届け出、などを通して管理すること

になる。つまり、東洋療法研修支援財団が国家試

験を実施して、厚労省の肩代わりをすることで、

臨床の一定の水準を保とうとし、文部科学省が、

設立を申請してきた大学に鍼灸を教える適切な

場として認可を出すか出さないか、また資格支援

学校、盲学校はすべて文科省が管轄しているわけ

で、管理運営は一定程度行われている。これが日

本鍼灸に対するガバナンスの現状であると言え

る。 
あるいは、非効率・不健全な行為をする治療者

への制裁のために、医道審議会があり、免許取り

消し等を行っている。また、鍼灸の社会的責任を

果たすための方策の確立についても、東洋療法学

校協会が教育の質を担保している。さらに平成30
年度からは、国家試験受験資格の単位数を100単

位まで増やしている。それに、学術団体が、鍼灸

の有効性・安全性の研究をし、師会・業団が講習

会・啓蒙活動等を行っている（図2）。それらが総

合的にガバナンスの要素であると言えるであろ

う。 

 
 

2. 医道審議会 
医道審議会は、厚生労働省の審議会の一つで、

日本医師会会長、日本歯科医師会会長、学識経験

者の中から、専門委員は、該当する専門事項の学

識経験者の中から、厚生労働大臣が任命した 30
名ほどで構成され、二年の任期で仕事をしている。

そしてその中に分科会があり、医道分科会、医師

分科会、歯科医師分科会、保健師助産師看護師分

科会、理学療法士作業療法士分科会、あん摩マッ

サージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

分科会、薬剤師分科会、死体解剖資格審査分科会

があり、ここで免許取消・停止などの行政処分と

その手続を行っている（下線、筆者）。また、各種

国家試験の内容・合格基準作成、等に関する諮問

に対して、答申も行っている（図3）。 

 
3. 鍼灸学術団体 
その他に、全日本鍼灸学会、日本伝統鍼灸学会、

日本東洋医学系物理療法学会、また、研究会、講

習会など鍼灸学術団体も少なからずある。これら
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的医療として脈々と受け継がれている点や、完成

された知識体系、また健康への寄与も少なからぬ

ものがあり、重要な文化的遺産であると意義づけ、

無形文化遺産としてユネスコはリスト入りさせ

た。しかし、日本の鍼灸や漢方の関係では、残念

ながら、まだ１件も登録されているものはない。 
2) 有効な臨床効果をあげる 
もちろん、鍼灸臨床家が日々努力しているよう

に、優れた治療効果を出して、患者さんに鍼灸を認

めてもらうということも大事である。患者さんが

治って、評価することに意味を見いだす考え方で

あり、そのための講習会や勉強会がたくさん存在

することも、そのことを表している。 
3) 鍼灸の有効性の立証 
さらに、有効性を科学的に証明するために、鍼灸

師は、全日本鍼灸学会、温泉気候物理療法学会、日

本生理学会などに所属し、有効性の研究を進めて

きた。鍼灸の安全性についても、安全性ガイドライ

ンなどを作りながら努力をしてきた。 
このような努力は、地位の不安定さを解消して、

しっかりしたものにしていこうという強い思い

がその基本にあったであろうし、パブリック・ガ

バナンスであるとも言える積み重ねであったと

言うことができるであろう。 
4. 鍼灸の世界への普及 

現在、鍼灸が非常な勢いで世界に広がっている

が、このことはガバナンスの構築とどの様な関係

にあるのであろうか。 
（1） 15～19世紀；ヨーロッパの文化・文明が

世界へ伝播、西洋医学が国学へ 
13～15 世紀は、モンゴルの 1 国世界支配であ

ったが、15～17世紀には、モンゴルが衰退し、オ

スマントルコが地中海を中心に覇権を握った。さ

らに、ポルトガル、スペインなどが興隆し、世界

の新航路を開拓しようとした。それらの国々に、

イギリス、フランス、オランダなども加わり、ヨ

ーロッパの国々はアフリカ、アジア、アメリカの

国々を開拓し、世界を植民地化した。そして、世

界の富が欧州に集まると言われるような状況と

なった。 
そして、18～19世紀には、アメリカ合衆国を含

む欧米から、アフリカ、アジア、アメリカへ文化・

文明が伝播した。もちろん、欧米の文化文明の一

分野であった西欧医学も世界へ広がった。 
日本は 19 世紀半ばまで半鎖国状態であったと

既に述べたが、アジア侵略の一つとして日本にも

欧米の国々が開国を迫った。明治維新は 1868 年

であるが、明治7年（1874年）には、日本にはプ

ロシア医学（ドイツ医学）を基本にした医制がで

きる。東洋医学を捨て、西洋医学を国の医療行政

の中心に据えるということになった。 
（2）20世紀；アジアの民族医学の復権 
このように、19世紀には、西洋医学がアジアの

国々の医学となったが、20世紀の半ばからアジア

の国々の復権の気運が高まり、多くの国がヨーロ

ッパからの支配から独立した。各民族が固有に有

していた民族医学の見直しが盛んになり、東洋医

学にも再び注目が集まるようになった。 
1972 年、中国は日本および米国と国交正常化

するが、中国は資本主義圏と国交を正常化する際

の戦略の一つとして、鍼麻酔を前面に押し出し、

古い歴史と最先端の医学が融合した国として、中

華人民共和国を世界に認識させようとした。そし

て、その後の 40～50 年の間に、鍼灸は世界へ着

実に普及してきた。 
欧米が鍼に驚き、興味を抱き始めた時代は、70

～80年代であり、学校教育を行い、各国で制度を

確立する動きが明確になったのが90 年代～2000
年代であった。その流れは現在も止まらず進んで

いる。各国が東洋医学を受け入れる時期に、

CAM(Complementary and Alternative 
medicine)や統合医療の考え方が欧米から生まれ、

鍼灸は、ヨーロッパでは１２か国で制度化される

状況まできている。そのような世界の潮流を見据

えながら、中国は ISOで鍼灸・漢方薬を標準化し、

WHOの ICD-11（国際疾病分類）の中に東洋医学

の証を入れるなど、世界規模で中医学を普及させ

ようとしている。 
それは、2000年代以降、中医学の世界戦略をデ

ザインしてきた中国の李振吉 2）が、2009 年に、

中医薬国際標準化が持つ重要な意味について、次

のように述べていることでも分かるであろう。

「その設立（ISO/TC249の設置）は、中医薬国際

標準化のあらゆるルート（ISO、WHO、および

WFCMS や世界鍼灸学会連合会・WFAS といっ

た中医薬国際組織）が開通したことを意味する」

と。中医学を世界標準化していくことを国家戦略

として進める道筋をつけたことを明らかにした

分けである。 
このような中国の中医学に関する国家戦略（ガ
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バナンス）を見ると、日本の東洋医学分野、鍼灸

分野のガバナンスは、非常に脆弱に見える。ISO
や ICD の会議において、世界的な鍼灸の動向を

見極め、日本鍼灸の行く末を模索することの意義

を日本鍼灸界はまだ余り高くは評価していない

のかも知れない。これも日本鍼灸のガバナンスの

現実の一側面ということであろう。 
III. 日本鍼灸のガバナンス 

では、日本鍼灸のガバナンスとは、どのような

ものと考えられるであろうか。 
鍼灸界における意思決定、執行、監督に関わる

機構が日本鍼灸のガバナンスであり、鍼灸の効率

的かつ健全な活動を可能にするシステムという

ことである。具体的には、鍼灸の健全な臨床行為

を監視する管理機構、非効率・不健全な行為をす

る治療者への制裁、鍼灸の社会的責任を果たすべ

く方策の確立ということになる。しかし、そのよ

うな組織が日本鍼灸界に存在しているであろう

か。 
1. 鍼灸監視の管理機構 
鍼灸の健全な臨床行為の監視をする管理機構

は、厚生労働省の免許交付、専門学校の教育、保

健所への開業届け出、などを通して管理すること

になる。つまり、東洋療法研修支援財団が国家試

験を実施して、厚労省の肩代わりをすることで、

臨床の一定の水準を保とうとし、文部科学省が、

設立を申請してきた大学に鍼灸を教える適切な

場として認可を出すか出さないか、また資格支援

学校、盲学校はすべて文科省が管轄しているわけ

で、管理運営は一定程度行われている。これが日

本鍼灸に対するガバナンスの現状であると言え

る。 
あるいは、非効率・不健全な行為をする治療者

への制裁のために、医道審議会があり、免許取り

消し等を行っている。また、鍼灸の社会的責任を

果たすための方策の確立についても、東洋療法学

校協会が教育の質を担保している。さらに平成30
年度からは、国家試験受験資格の単位数を100単

位まで増やしている。それに、学術団体が、鍼灸

の有効性・安全性の研究をし、師会・業団が講習

会・啓蒙活動等を行っている（図2）。それらが総

合的にガバナンスの要素であると言えるであろ

う。 

 
 

2. 医道審議会 
医道審議会は、厚生労働省の審議会の一つで、

日本医師会会長、日本歯科医師会会長、学識経験

者の中から、専門委員は、該当する専門事項の学

識経験者の中から、厚生労働大臣が任命した 30
名ほどで構成され、二年の任期で仕事をしている。

そしてその中に分科会があり、医道分科会、医師

分科会、歯科医師分科会、保健師助産師看護師分

科会、理学療法士作業療法士分科会、あん摩マッ

サージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

分科会、薬剤師分科会、死体解剖資格審査分科会

があり、ここで免許取消・停止などの行政処分と

その手続を行っている（下線、筆者）。また、各種

国家試験の内容・合格基準作成、等に関する諮問

に対して、答申も行っている（図3）。 

 
3. 鍼灸学術団体 
その他に、全日本鍼灸学会、日本伝統鍼灸学会、

日本東洋医学系物理療法学会、また、研究会、講

習会など鍼灸学術団体も少なからずある。これら
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的医療として脈々と受け継がれている点や、完成

された知識体系、また健康への寄与も少なからぬ

ものがあり、重要な文化的遺産であると意義づけ、

無形文化遺産としてユネスコはリスト入りさせ

た。しかし、日本の鍼灸や漢方の関係では、残念

ながら、まだ１件も登録されているものはない。 
2) 有効な臨床効果をあげる 
もちろん、鍼灸臨床家が日々努力しているよう

に、優れた治療効果を出して、患者さんに鍼灸を認

めてもらうということも大事である。患者さんが

治って、評価することに意味を見いだす考え方で

あり、そのための講習会や勉強会がたくさん存在

することも、そのことを表している。 
3) 鍼灸の有効性の立証 
さらに、有効性を科学的に証明するために、鍼灸

師は、全日本鍼灸学会、温泉気候物理療法学会、日

本生理学会などに所属し、有効性の研究を進めて

きた。鍼灸の安全性についても、安全性ガイドライ

ンなどを作りながら努力をしてきた。 
このような努力は、地位の不安定さを解消して、

しっかりしたものにしていこうという強い思い

がその基本にあったであろうし、パブリック・ガ

バナンスであるとも言える積み重ねであったと

言うことができるであろう。 
4. 鍼灸の世界への普及 

現在、鍼灸が非常な勢いで世界に広がっている

が、このことはガバナンスの構築とどの様な関係

にあるのであろうか。 
（1） 15～19世紀；ヨーロッパの文化・文明が

世界へ伝播、西洋医学が国学へ 
13～15 世紀は、モンゴルの 1 国世界支配であ

ったが、15～17世紀には、モンゴルが衰退し、オ

スマントルコが地中海を中心に覇権を握った。さ

らに、ポルトガル、スペインなどが興隆し、世界

の新航路を開拓しようとした。それらの国々に、

イギリス、フランス、オランダなども加わり、ヨ

ーロッパの国々はアフリカ、アジア、アメリカの

国々を開拓し、世界を植民地化した。そして、世

界の富が欧州に集まると言われるような状況と

なった。 
そして、18～19世紀には、アメリカ合衆国を含

む欧米から、アフリカ、アジア、アメリカへ文化・

文明が伝播した。もちろん、欧米の文化文明の一

分野であった西欧医学も世界へ広がった。 
日本は 19 世紀半ばまで半鎖国状態であったと

既に述べたが、アジア侵略の一つとして日本にも

欧米の国々が開国を迫った。明治維新は 1868 年

であるが、明治7年（1874年）には、日本にはプ

ロシア医学（ドイツ医学）を基本にした医制がで

きる。東洋医学を捨て、西洋医学を国の医療行政

の中心に据えるということになった。 
（2）20世紀；アジアの民族医学の復権 
このように、19世紀には、西洋医学がアジアの

国々の医学となったが、20世紀の半ばからアジア

の国々の復権の気運が高まり、多くの国がヨーロ

ッパからの支配から独立した。各民族が固有に有

していた民族医学の見直しが盛んになり、東洋医

学にも再び注目が集まるようになった。 
1972 年、中国は日本および米国と国交正常化

するが、中国は資本主義圏と国交を正常化する際

の戦略の一つとして、鍼麻酔を前面に押し出し、

古い歴史と最先端の医学が融合した国として、中

華人民共和国を世界に認識させようとした。そし

て、その後の 40～50 年の間に、鍼灸は世界へ着

実に普及してきた。 
欧米が鍼に驚き、興味を抱き始めた時代は、70

～80年代であり、学校教育を行い、各国で制度を

確立する動きが明確になったのが90 年代～2000
年代であった。その流れは現在も止まらず進んで

いる。各国が東洋医学を受け入れる時期に、

CAM(Complementary and Alternative 
medicine)や統合医療の考え方が欧米から生まれ、

鍼灸は、ヨーロッパでは１２か国で制度化される

状況まできている。そのような世界の潮流を見据

えながら、中国は ISOで鍼灸・漢方薬を標準化し、

WHOの ICD-11（国際疾病分類）の中に東洋医学

の証を入れるなど、世界規模で中医学を普及させ

ようとしている。 
それは、2000年代以降、中医学の世界戦略をデ

ザインしてきた中国の李振吉 2）が、2009 年に、

中医薬国際標準化が持つ重要な意味について、次

のように述べていることでも分かるであろう。

「その設立（ISO/TC249の設置）は、中医薬国際

標準化のあらゆるルート（ISO、WHO、および

WFCMS や世界鍼灸学会連合会・WFAS といっ

た中医薬国際組織）が開通したことを意味する」

と。中医学を世界標準化していくことを国家戦略

として進める道筋をつけたことを明らかにした

分けである。 
このような中国の中医学に関する国家戦略（ガ
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や ICD の会議において、世界的な鍼灸の動向を

見極め、日本鍼灸の行く末を模索することの意義

を日本鍼灸界はまだ余り高くは評価していない

のかも知れない。これも日本鍼灸のガバナンスの

現実の一側面ということであろう。 
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では、日本鍼灸のガバナンスとは、どのような
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鍼灸界における意思決定、執行、監督に関わる

機構が日本鍼灸のガバナンスであり、鍼灸の効率

的かつ健全な活動を可能にするシステムという

ことである。具体的には、鍼灸の健全な臨床行為

を監視する管理機構、非効率・不健全な行為をす

る治療者への制裁、鍼灸の社会的責任を果たすべ

く方策の確立ということになる。しかし、そのよ

うな組織が日本鍼灸界に存在しているであろう

か。 
1. 鍼灸監視の管理機構 
鍼灸の健全な臨床行為の監視をする管理機構

は、厚生労働省の免許交付、専門学校の教育、保

健所への開業届け出、などを通して管理すること

になる。つまり、東洋療法研修支援財団が国家試

験を実施して、厚労省の肩代わりをすることで、

臨床の一定の水準を保とうとし、文部科学省が、

設立を申請してきた大学に鍼灸を教える適切な

場として認可を出すか出さないか、また資格支援

学校、盲学校はすべて文科省が管轄しているわけ

で、管理運営は一定程度行われている。これが日

本鍼灸に対するガバナンスの現状であると言え

る。 
あるいは、非効率・不健全な行為をする治療者

への制裁のために、医道審議会があり、免許取り

消し等を行っている。また、鍼灸の社会的責任を

果たすための方策の確立についても、東洋療法学

校協会が教育の質を担保している。さらに平成30
年度からは、国家試験受験資格の単位数を100単

位まで増やしている。それに、学術団体が、鍼灸

の有効性・安全性の研究をし、師会・業団が講習

会・啓蒙活動等を行っている（図2）。それらが総

合的にガバナンスの要素であると言えるであろ

う。 
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的医療として脈々と受け継がれている点や、完成

された知識体系、また健康への寄与も少なからぬ

ものがあり、重要な文化的遺産であると意義づけ、

無形文化遺産としてユネスコはリスト入りさせ

た。しかし、日本の鍼灸や漢方の関係では、残念

ながら、まだ１件も登録されているものはない。 
2) 有効な臨床効果をあげる 
もちろん、鍼灸臨床家が日々努力しているよう

に、優れた治療効果を出して、患者さんに鍼灸を認

めてもらうということも大事である。患者さんが

治って、評価することに意味を見いだす考え方で

あり、そのための講習会や勉強会がたくさん存在

することも、そのことを表している。 
3) 鍼灸の有効性の立証 
さらに、有効性を科学的に証明するために、鍼灸

師は、全日本鍼灸学会、温泉気候物理療法学会、日

本生理学会などに所属し、有効性の研究を進めて

きた。鍼灸の安全性についても、安全性ガイドライ

ンなどを作りながら努力をしてきた。 
このような努力は、地位の不安定さを解消して、

しっかりしたものにしていこうという強い思い

がその基本にあったであろうし、パブリック・ガ

バナンスであるとも言える積み重ねであったと

言うことができるであろう。 
4. 鍼灸の世界への普及 

現在、鍼灸が非常な勢いで世界に広がっている

が、このことはガバナンスの構築とどの様な関係

にあるのであろうか。 
（1） 15～19世紀；ヨーロッパの文化・文明が

世界へ伝播、西洋医学が国学へ 
13～15 世紀は、モンゴルの 1 国世界支配であ

ったが、15～17世紀には、モンゴルが衰退し、オ

スマントルコが地中海を中心に覇権を握った。さ

らに、ポルトガル、スペインなどが興隆し、世界

の新航路を開拓しようとした。それらの国々に、

イギリス、フランス、オランダなども加わり、ヨ

ーロッパの国々はアフリカ、アジア、アメリカの

国々を開拓し、世界を植民地化した。そして、世

界の富が欧州に集まると言われるような状況と

なった。 
そして、18～19世紀には、アメリカ合衆国を含

む欧米から、アフリカ、アジア、アメリカへ文化・

文明が伝播した。もちろん、欧米の文化文明の一

分野であった西欧医学も世界へ広がった。 
日本は 19 世紀半ばまで半鎖国状態であったと

既に述べたが、アジア侵略の一つとして日本にも

欧米の国々が開国を迫った。明治維新は 1868 年

であるが、明治7年（1874年）には、日本にはプ

ロシア医学（ドイツ医学）を基本にした医制がで

きる。東洋医学を捨て、西洋医学を国の医療行政

の中心に据えるということになった。 
（2）20世紀；アジアの民族医学の復権 
このように、19世紀には、西洋医学がアジアの

国々の医学となったが、20世紀の半ばからアジア

の国々の復権の気運が高まり、多くの国がヨーロ

ッパからの支配から独立した。各民族が固有に有

していた民族医学の見直しが盛んになり、東洋医

学にも再び注目が集まるようになった。 
1972 年、中国は日本および米国と国交正常化

するが、中国は資本主義圏と国交を正常化する際

の戦略の一つとして、鍼麻酔を前面に押し出し、

古い歴史と最先端の医学が融合した国として、中

華人民共和国を世界に認識させようとした。そし

て、その後の 40～50 年の間に、鍼灸は世界へ着

実に普及してきた。 
欧米が鍼に驚き、興味を抱き始めた時代は、70

～80年代であり、学校教育を行い、各国で制度を
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いる。各国が東洋医学を受け入れる時期に、
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鍼灸は、ヨーロッパでは１２か国で制度化される

状況まできている。そのような世界の潮流を見据

えながら、中国は ISOで鍼灸・漢方薬を標準化し、

WHOの ICD-11（国際疾病分類）の中に東洋医学

の証を入れるなど、世界規模で中医学を普及させ

ようとしている。 
それは、2000年代以降、中医学の世界戦略をデ

ザインしてきた中国の李振吉 2）が、2009 年に、

中医薬国際標準化が持つ重要な意味について、次
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標準化のあらゆるルート（ISO、WHO、および
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た中医薬国際組織）が開通したことを意味する」

と。中医学を世界標準化していくことを国家戦略

として進める道筋をつけたことを明らかにした

分けである。 
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1) 鍼灸関係商業雑誌 
日本の鍼灸の雑誌としては、『医道の日本』が最

も長く続いている。戦後の日本の鍼灸界を牽引し

てきたと言っても過言ではないであろう。その他

には、『鍼灸OSAKA』、『中医臨床』、『週刊・あは

きワールド』などがある。 
2) 学会関係雑誌 
学会、準学会、講習会、研究会、大学などが発

行する雑誌には、一部は既に述べたが、他には、

『全日本鍼灸学会雑誌』、『伝統鍼灸』、『経絡治療』、

『日本良導絡自律神経学会雑誌』、『日本東洋医学

系物理療法学会誌』、『東方医学』、『臨床針灸』、『日

本東洋医学会雑誌』、『日本鍼灸史学会論文集』、

『東洋医学とペインクリニック ,Oriental 
Medicine and the Pain Clinic』、『経絡鍼療』、『季

刊 内経』、『砭石』、『東洋療法学校協会 学会誌』、

『明治国際医療大学誌』、『関西医療大学紀要』等

がある。それぞれのグループにおいては、それら

の雑誌は、その組織の考え方の発表の場であり、

意見交換や学術的な交流の場として機能してき

た 
7. まとめ 
このように、鍼灸に関わる国、行政、学校、鍼灸

の学術、業団体等が、鍼灸について、一定の方向

性を見いだすための活動をそれぞれ行っている。

これらが、日本鍼灸のガバナンスと言えるもので

あろう。 
IV. 終わりに 
 日本鍼灸におけるガバナンスについて述べた。

これまで述べたように、日本の鍼灸の過去や現状

に、ガバナンスが存在していないわけではない。

国の立場のガバナンスはもちろんのこと、パブリ

ック・ガバナンスと考えられる民間の立場での学

会、業団、マスメディアなどが存在することで、

ガバナンスが発揮されてきたと言えるのではな

いであろうか。 
しかし、それは、鍼灸師がその存在の意義を認

め、またガバナンスが、鍼灸師の社会的地位や鍼

灸の評価を高める役割を担うものであることが

必要である。これまで日本鍼灸のガバナンスにつ

いては余り語られてこなかったが、もっと積極的

に、ガバナンスの議論が行われてしかるべきであ

ろう。 
V. 文献 
1） 小川卓良,形井秀一,箕輪政博,「第５回鍼灸業

態アンケート集計結果」 ,医道の日本

誌,2011;70(12):201-44. 
2） 李辰吉,中国中医薬報,2013.3.27. 
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ではないであろうか。2016年に日本（つくば／東

京）で世界鍼灸学会連合会（ World Federation of 
Acupuncture-Moxibustion Societies, WFAS）が

開催されたときの参加鍼灸団体を図4に示す（図

４）。 
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あはき等法推進協議会という機関がある（図
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ご存じのように、1988年に鍼灸、あん摩の法改

正が実現した。その内容は、修業年限を中卒5年

課程から高卒3年課程に改め、資格試験が都道府

県知事の資格から厚生大臣の発行する国家資格

になり、学校・養成施設への入学資格が大学入学

資格に引き上げられた。また厚生大臣の指定を受

けられる用件を備えた機関（財団）を設立する必

要があり、東洋療法研修試験財団が設立された。

そのため、それまでバラバラに動いていた鍼灸の

7 団体が団結して法律改正を実現させようと努力

し、それを実現させた。そして、その後も協力し

て、あはき界の問題について意見交換をして、あ

はき界の発展を推進してきた。これが、「あはき等

法推進協議会」である。 
平成 29 年に鍼治療が長胸神経麻痺を起こした

という報道がなされたが、それに対し、株式会社 
読売巨人軍代表取締役社長に対し、学術・教育・

業団（公益社団法人 全日本鍼灸学会、日本伝統鍼

灸学会、公益社団法人 日本鍼灸師会、公益社団法

人 全日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人 日
本あん摩マッサージ指圧師会、公益社団法人 全
国病院理学療法協会、社会福祉法人 日本盲人会

連合、公益社団法人 東洋療法学校協会、日本理療

科教員連盟）などの主要な鍼灸団体が、公開質問

状を出した。これを中心となって進めたのが、あ

はき等法推進協議会であるが、このように鍼灸の

パブリック・ガバナンスと言える動きを進めてき

た協議会である。 
5. JLOM鍼灸関係4団体代表者会議 
それから、JLOM 鍼灸 4 団体代表者会議があ

る。この会議はJLOM（注１）の関連する団体と

して作られた。JLOMというのは、鍼灸の国際的

な動きが盛んなってきたので、対外的な動きに対

して鍼灸関係の団体間で意思をまとめながら活

動するべきあるという事で、漢方や、漢方の製薬

会社や、鍼灸関係団体、それに、厚労省や経産省

などもオブザーバーとして参加する会議を行っ

ている。日本の東洋医学の方向性を話し合い、主

に国際的な問題に対応していこうという団体で

ある。その団体の中に、全日本鍼灸学会、日本伝

統鍼灸学会、日本鍼灸師会、東洋療法学校協会の

4 団体が入っている。そこで、日本の鍼灸団体を

代表する4団体が、横の連絡をとりながら対外的

な動きに対する活動を後押するために設立した

のが標記の会である。まだ新しい会であるが、こ

れも鍼灸の対外的な動きに関するガバナンスを

担う会に発展する可能性はある。 
注 1：JLOM とは、Japan Liaison of Oriental 
Medicine の略で,日本東洋医学サミット会議であ

る。鍼灸界では日本東洋医学会、全日本鍼灸学会、

日本鍼灸師会、東洋療法学校協会が加盟している。 
6. 鍼灸のパブリック・ガバナンス；メディア 
鍼灸のガバナンスについて述べてきたが、一つ

忘れてはならないのが、パブリック・ガバナンス

である。それは具体的には、日本の鍼灸界では、

雑誌が果たしてきたと言えるのではないであろ

うか。これも、組織的な動きをするものではない

が、日本の鍼灸界の声を代弁し、また、考え方や

方向性に影響を与えてきたものであると言えよ

う。 
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【はじめに】 

 日本における鍼灸を生業とする者（鍼灸師）を養

成する機関の教育では、はり師・きゅう師の国家資

格取得を目的に、日本鍼灸の哲学や思想、歴史など

の人文科学や日本鍼灸に係る法制度や経済、社会

的役割や位置付けなどの社会科学の教育と比べ、

近代西洋医療及び日本鍼灸に係る自然科学を中心

とした知識と技術の習得が中心である。 

 それは日本鍼灸が、臨床を通して、近代西洋医療

同様、生活者である患者の疾病を治療し（Cure）、

看護同様、生活者である患者を癒し（Care）、その

結果として生活者である患者のQOL（生活の質）を

高める、“Cure”と“Care”の二面性を有する日本

鍼灸の特徴により、人々への鍼灸による効用を社

会実装するための手段である「実学」だからである。 

 しかし、『日本鍼灸のガバナンスを考えるために』

は、「実学」としての日本鍼灸に求められる知識と

技術に係る自然科学を中心とした知見だけでは不

十分である。むしろ、日本鍼灸の哲学や思想、歴史

などの人文科学や日本鍼灸に係る法制度や経済、

社会的役割や位置付け、運営管理や戦略を含む組

織論などの社会科学の知見が重要であり、『日本鍼

灸のガバナンスを考えるために』は、それらの知見

は必要不可欠である。 

 本稿では、『日本鍼灸のガバナンスを考える』た

めに、『日本鍼灸には、ガバナンスが必要なのか？』

を検討する上で、日本鍼灸界の各個人が認識して

おくべき事柄として、日本鍼灸にガバナンスが求

められる「背景」と日本鍼灸のガバナンスの「課題」

を概観し、そこから認識すべき事柄を提示する。 

【背景】 

 日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背

景」（Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応

の現状、Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況、

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請）。 

Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応の現

状 

 これまで各国の伝統医療の診断や処方に用いら

れてきた手技や生薬の効果・効能を裏打ちする伝

統的知識は、公知で、誰もが自由に、無料で利用で

きるものと考えられてきた。しかし、現在、世界の

医療・健康産業の側面から、鍼灸を含む日本伝統医

療を取り巻く国外環境は、従来の我々の認識を超

え、急激に変化している。 

 伝統医療に係る「遺伝資源」や「伝統的知識」に

関する事柄は、国連教育科学文化機関（UNESCO: 

United Nations Educational、 Scientific and 

Cultural Organization）や国際標準化機構（ISO: 

International Organization for 

Standardization）、世界保健機関（WHO: World 

Health Organization）、生物多様性条約（CBD: 

Convention on Biological Diversity）、世界貿易

機関/知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（WTO / TRIP: World Trade Organization / 

Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights）、環太平洋パート

ナーシップに関する包括的及び先進的な協定

（ CPTPP: Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership）、世

界知的所有権機関（WIPO: World Intellectual 

Property Organization）、国連食糧農業機関（FAO: 

Food and Agriculture Organization）など、文化・

産業・医療・環境・貿易・知的財産・農業など多岐

に亘る国際機関や条約で、同時多発的に、個別かつ

専門的に議論されており、資源国（主に開発途上国）

と利用国（主に先進工業国）、各国の駆け引きや攻

防が随所で展開され、南北問題の一端にもなって

いる1）。 

 伝統医療に係る「遺伝資源」と共にそれを裏打ち

する「伝統的知識」が富を生み出す時代となった今

日、鍼灸を含む日本伝統医療界は、否応なしに、こ

れら多岐に亘る国際機関や条約での伝統医療に係

る「遺伝資源」や「伝統的知識」の議論を包括的か

つ有機的に捉え、俯瞰的な視点で、ISOをはじめと

した個々の国際機関や条約での日本伝統医療に係

る問題解決に当らなければならない時期に来てい

る。しかし、日本伝統医療界は、未だISOにおける

伝統医療の標準化の対応にのみ、終始追われてい

る。 

 日本伝統医療を取り巻く国外環境の変化に持続

的に対応するには、表 1 に示す通り、「国外対応」

のための「国内対応」（五項目）が必要である。五

項目とは、①意識［「日本伝統医療は日本の資源（医

療資源、文化資源、知的資源）」であると捉える意

識を日本の国民や国家、伝統医療界に啓発し、一人

でも多くの日本の国民に日本伝統医療の支援者に

なってもらうこと］、②法律［日本伝統医療へ国家

が積極的に関われる環境を作り、日本伝統医療に

対する公的支援を強化するために、日本伝統医療

を推進するための基本となる法律の制定を議員立
8 
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【要旨】 

【はじめに】『日本鍼灸のガバナンスを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンスが必要なの

か？』を検討する上で、日本鍼灸界の各個人が認識しておくべき事柄として、日本鍼灸にガバナ

ンスが求められる「背景」と日本鍼灸のガバナンスの「課題」を概観し、そこから認識すべき事

柄を提示する。【背景】日本鍼灸にガバナンスが求められる 3つの「背景」のⅠ．鍼灸を含む日本

伝統医療界の国内外対応の現状では、自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、文化資源、知的

資源）と捉えていない日本では、日本伝統医療界は、「国外対応」のための「国内対応」を明確に

する作業まで手が回らず、鍼灸を含む「日本伝統医療の国際化」の抜本的国内外対応には至って

いない。Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況では、自国の伝統医療を自国の資源（医療資

源、文化資源、知的資源）と捉えている国では、国家が自国の伝統医療に積極的に関与し、自国

の伝統医療を国益と国民の福祉に積極的に利活用している。Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化

の要請では、DMAT 関係者などから、災害時の多職種連携において、日本の鍼灸界の窓口一本化が

要請されている。【課題】日本鍼灸のガバナンスの 3つの「課題」のⅠ．日本鍼灸の半制度化の現

状では、日本鍼灸は、「あはき法」で、曖昧に、医療（または「医業類似行為」）として規定（制度

化）され、制度的医療（近代西洋医療）の枠外で、近代西洋医療（医師）の専門職支配に抵触しな

い範囲でのみ行える、限定された医療として規定（半制度化）されている。Ⅱ．日本鍼灸の多様

性では、日本鍼灸の特徴である 3 つの多様性（①機能的多様性、②施術体系的多様性、③施術者

的多様性）が、曖昧に、医療として「半制度化」された日本鍼灸に内在する“グレーゾーンの自由

（曖昧な灰色の自由）”において存在している。Ⅲ．日本の医療関連職種の状況では、日本鍼灸の

ガバナンスが有益な社会実装となるには、日本における他の医療関連職種との利害関係も考慮し、

政治的側面も検討する必要がある。【まとめ】日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背景」

は顕在化し、日本の鍼灸界は対応が迫られている。日本鍼灸にガバナンスが求められる 3つの「背

景」と日本鍼灸のガバナンスの 3つの「課題」は、密接に関係している。「日本鍼灸は、ガバナン

スにより何を得るのか？」、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何を失うのか？」を明確にし、『日本

鍼灸のガバナンスを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンスが必要なのか？』を検討する必

要がある。但し、『日本鍼灸のガバナンス』は手段であり、目的ではない。「日本鍼灸のガバナン

スの目的は何か？」を最初に明確にする必要がある。目的と手段は、等価ではなく、失敗の本質

は歴史的に何時でも、目的と手段を履き違えることに在る。  
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は顕在化し、日本の鍼灸界は対応が迫られている。日本鍼灸にガバナンスが求められる 3つの「背

景」と日本鍼灸のガバナンスの 3つの「課題」は、密接に関係している。「日本鍼灸は、ガバナン

スにより何を得るのか？」、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何を失うのか？」を明確にし、『日本

鍼灸のガバナンスを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンスが必要なのか？』を検討する必

要がある。但し、『日本鍼灸のガバナンス』は手段であり、目的ではない。「日本鍼灸のガバナン

スの目的は何か？」を最初に明確にする必要がある。目的と手段は、等価ではなく、失敗の本質

は歴史的に何時でも、目的と手段を履き違えることに在る。  
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【はじめに】 

 日本における鍼灸を生業とする者（鍼灸師）を養

成する機関の教育では、はり師・きゅう師の国家資

格取得を目的に、日本鍼灸の哲学や思想、歴史など

の人文科学や日本鍼灸に係る法制度や経済、社会

的役割や位置付けなどの社会科学の教育と比べ、

近代西洋医療及び日本鍼灸に係る自然科学を中心

とした知識と技術の習得が中心である。 

 それは日本鍼灸が、臨床を通して、近代西洋医療

同様、生活者である患者の疾病を治療し（Cure）、

看護同様、生活者である患者を癒し（Care）、その

結果として生活者である患者のQOL（生活の質）を

高める、“Cure”と“Care”の二面性を有する日本

鍼灸の特徴により、人々への鍼灸による効用を社

会実装するための手段である「実学」だからである。 

 しかし、『日本鍼灸のガバナンスを考えるために』

は、「実学」としての日本鍼灸に求められる知識と

技術に係る自然科学を中心とした知見だけでは不

十分である。むしろ、日本鍼灸の哲学や思想、歴史

などの人文科学や日本鍼灸に係る法制度や経済、

社会的役割や位置付け、運営管理や戦略を含む組

織論などの社会科学の知見が重要であり、『日本鍼

灸のガバナンスを考えるために』は、それらの知見

は必要不可欠である。 

 本稿では、『日本鍼灸のガバナンスを考える』た

めに、『日本鍼灸には、ガバナンスが必要なのか？』

を検討する上で、日本鍼灸界の各個人が認識して

おくべき事柄として、日本鍼灸にガバナンスが求

められる「背景」と日本鍼灸のガバナンスの「課題」

を概観し、そこから認識すべき事柄を提示する。 

【背景】 

 日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背

景」（Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応

の現状、Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況、

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請）。 

Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応の現

状 

 これまで各国の伝統医療の診断や処方に用いら

れてきた手技や生薬の効果・効能を裏打ちする伝

統的知識は、公知で、誰もが自由に、無料で利用で

きるものと考えられてきた。しかし、現在、世界の

医療・健康産業の側面から、鍼灸を含む日本伝統医

療を取り巻く国外環境は、従来の我々の認識を超

え、急激に変化している。 

 伝統医療に係る「遺伝資源」や「伝統的知識」に

関する事柄は、国連教育科学文化機関（UNESCO: 

United Nations Educational、 Scientific and 

Cultural Organization）や国際標準化機構（ISO: 

International Organization for 

Standardization）、世界保健機関（WHO: World 

Health Organization）、生物多様性条約（CBD: 

Convention on Biological Diversity）、世界貿易

機関/知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（WTO / TRIP: World Trade Organization / 

Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights）、環太平洋パート

ナーシップに関する包括的及び先進的な協定

（ CPTPP: Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership）、世

界知的所有権機関（WIPO: World Intellectual 

Property Organization）、国連食糧農業機関（FAO: 

Food and Agriculture Organization）など、文化・

産業・医療・環境・貿易・知的財産・農業など多岐

に亘る国際機関や条約で、同時多発的に、個別かつ

専門的に議論されており、資源国（主に開発途上国）

と利用国（主に先進工業国）、各国の駆け引きや攻

防が随所で展開され、南北問題の一端にもなって

いる1）。 

 伝統医療に係る「遺伝資源」と共にそれを裏打ち

する「伝統的知識」が富を生み出す時代となった今

日、鍼灸を含む日本伝統医療界は、否応なしに、こ

れら多岐に亘る国際機関や条約での伝統医療に係

る「遺伝資源」や「伝統的知識」の議論を包括的か

つ有機的に捉え、俯瞰的な視点で、ISOをはじめと

した個々の国際機関や条約での日本伝統医療に係

る問題解決に当らなければならない時期に来てい

る。しかし、日本伝統医療界は、未だISOにおける

伝統医療の標準化の対応にのみ、終始追われてい

る。 

 日本伝統医療を取り巻く国外環境の変化に持続

的に対応するには、表 1 に示す通り、「国外対応」

のための「国内対応」（五項目）が必要である。五

項目とは、①意識［「日本伝統医療は日本の資源（医

療資源、文化資源、知的資源）」であると捉える意

識を日本の国民や国家、伝統医療界に啓発し、一人

でも多くの日本の国民に日本伝統医療の支援者に

なってもらうこと］、②法律［日本伝統医療へ国家

が積極的に関われる環境を作り、日本伝統医療に

対する公的支援を強化するために、日本伝統医療

を推進するための基本となる法律の制定を議員立
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【はじめに】『日本鍼灸のガバナンスを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンスが必要なの

か？』を検討する上で、日本鍼灸界の各個人が認識しておくべき事柄として、日本鍼灸にガバナ

ンスが求められる「背景」と日本鍼灸のガバナンスの「課題」を概観し、そこから認識すべき事

柄を提示する。【背景】日本鍼灸にガバナンスが求められる 3つの「背景」のⅠ．鍼灸を含む日本

伝統医療界の国内外対応の現状では、自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、文化資源、知的

資源）と捉えていない日本では、日本伝統医療界は、「国外対応」のための「国内対応」を明確に

する作業まで手が回らず、鍼灸を含む「日本伝統医療の国際化」の抜本的国内外対応には至って

いない。Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況では、自国の伝統医療を自国の資源（医療資

源、文化資源、知的資源）と捉えている国では、国家が自国の伝統医療に積極的に関与し、自国

の伝統医療を国益と国民の福祉に積極的に利活用している。Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化

の要請では、DMAT 関係者などから、災害時の多職種連携において、日本の鍼灸界の窓口一本化が

要請されている。【課題】日本鍼灸のガバナンスの 3つの「課題」のⅠ．日本鍼灸の半制度化の現

状では、日本鍼灸は、「あはき法」で、曖昧に、医療（または「医業類似行為」）として規定（制度

化）され、制度的医療（近代西洋医療）の枠外で、近代西洋医療（医師）の専門職支配に抵触しな

い範囲でのみ行える、限定された医療として規定（半制度化）されている。Ⅱ．日本鍼灸の多様

性では、日本鍼灸の特徴である 3 つの多様性（①機能的多様性、②施術体系的多様性、③施術者

的多様性）が、曖昧に、医療として「半制度化」された日本鍼灸に内在する“グレーゾーンの自由

（曖昧な灰色の自由）”において存在している。Ⅲ．日本の医療関連職種の状況では、日本鍼灸の

ガバナンスが有益な社会実装となるには、日本における他の医療関連職種との利害関係も考慮し、

政治的側面も検討する必要がある。【まとめ】日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背景」

は顕在化し、日本の鍼灸界は対応が迫られている。日本鍼灸にガバナンスが求められる 3つの「背

景」と日本鍼灸のガバナンスの 3つの「課題」は、密接に関係している。「日本鍼灸は、ガバナン

スにより何を得るのか？」、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何を失うのか？」を明確にし、『日本

鍼灸のガバナンスを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンスが必要なのか？』を検討する必

要がある。但し、『日本鍼灸のガバナンス』は手段であり、目的ではない。「日本鍼灸のガバナン

スの目的は何か？」を最初に明確にする必要がある。目的と手段は、等価ではなく、失敗の本質

は歴史的に何時でも、目的と手段を履き違えることに在る。  
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/ TRIPS、CPTPP、

WIPO、FAO など、文

化・産業・医療・環

境・貿易・知的財産・

農業など多岐に亘る

国際機関や条約で、

自国の伝統医療の議

論を積極的に展開し

ている1）。 

 韓国や中国、イン

ドでは、国家が自国

の伝統医療に積極的

に関与し、自国の伝

統医療を国益と国民

の福祉に積極的に利

活用している1）。 

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請 

 2011 年 3 月の東日本大震災以降、鍼灸関連団体

及び個人レベルでの災害時の鍼灸による支援活動

が活発になっている。災害時の医療支援において、

被災地である自治体や災害派遣医療チーム（DMAT: 

Disaster Medical Assistance Team、医師、看護

師、救急救命士やその他のコメディカル・事務員な

どで構成され、地域の救急医療体制では対応出来

ない大規模災害や事故などの現場に急行する医療

チーム）をはじめとした多職種連携が必須となっ

ている。しかし、有事及び平時を問わず、多職種連

携においては、各医療職種に対し、公平かつ公正な

立場での指揮命令系統の窓口一本化が求められる。

それを満たさなければ、各医療職種は他の医療職

種多や自治体、DMATをは

じめとした多職種との

連携は困難となる。日本

鍼灸師会と全日本鍼灸

マッサージ師会は、災害

医療センターが協力し、

国 際 医 療 技 術 財 団

（ JIMTEF: Japan 

International Medical 

Technology Foundation）

が主催する多職種連携

による災害医療研修に

参加してきた。そこで、

DMAT関係者などから、日

本の鍼灸界に対し、災害

支援窓口の一本化の要請がされてきた。 

 そのため、2018 年 6 月の全日本鍼灸学会大阪大

会会期中に大阪市内で、此れまで災害時の鍼灸に

よる支援活動を行ってきた鍼灸関連団体により、

災害時の情報共有と連絡の場として「日本災害鍼

灸マッサージ連絡協議会（JLCDAM: Japan Liaison 

Council for Disaster Acupuncture and Massage）」

設立の会合が持たれた。2018年7月の「平成30年

7月豪雨（西日本豪雨）」を切っ掛けに、JLCDAMの

メーリングリストが立ち上がり、日本鍼灸師会、全

日本鍼灸マッサージ師会、災害鍼灸マッサージプ

ロジェクト（災プロ）、鍼灸地域支援ネット、はり

灸レンジャー、東京路上鍼灸チーム（TRAST）、アム
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法などで検討すること］、③データベース［日本伝

統医療の特徴と独自性を明確にし、日本伝統医療

が日本固有のものであり、日本に帰属することを

立証するための、日本伝統医療に係

る人文科学・社会科学・自然科学分

野の知見を有機的に統合したデー

タベースを構築すること］、④呼称

［日本の伝統医療の出所と帰属性

を自ずと明示する“Medicine, 

Japanese Traditional”（日本伝統

医療）を日本の伝統医療を正式な呼

称として明確に定義し、提唱するこ

と］、⑤概念［「日本伝統医療とは何

か？」、その特徴と独自性を示す「日

本伝統医療の概念」を整理し、明確

に定義し、提示すること］である1）。 

 「国外対応は国内対応」でもある。「国外対応」

とは「日本伝統医療を取り巻く国外環境の“変化”

への善処」であり、「国内対応」とは「日本伝統医

療を取り巻く国内環境の“不備”への善処」である。

「国内環境（人的環境、資金的環境、法制度的環境、

学術的環境）の“不備”への善処」は、「国外環境

の“変化”への善処」を援護し、支える。つまり、

「国外対応」には「国内対応」による支援が必要不

可欠であり、「国外対応」と「国内対応」は表裏一

体である。先ずは「国外対応」のための「国内対応」

とは何かを明確にし、それらを国内で確実に実行

することが求められる。謂わば、鍼灸を含む「日本

伝統医療の国際化」とは、「『国外対応』のための『国

内対応』」の整備であり、その具体的国内対応が先

の五項目である。それにより、日本伝統医療を取り

巻く国内環境［国外対応のための人的環境の未整

備（人員不足と人材育成の欠如）、資金的環境の未

整備（不安定な財源調達と確保）］の改善が期待さ

れる。 

 しかし、自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、

文化資源、知的資源）と捉えていない日本では、自

国の伝統医療に係る基本法及び推進関連法などは

存在せず、近代西洋医療と同様に、自国の伝統医療

を正統医療とする、自国の伝統医療の「制度化」2）

は行われていない。故に、国家が自国の伝統医療に

積極的に関与し、自国の伝統医療を国益と国民の

福祉に積極的に利活用することはない。このよう

な国内環境下においては、鍼灸を含む日本伝統医

療界は、「国外対応」のための「国内対応」を明確

にする作業まで手が回らず、「日本伝統医療の国際

化」に対する鍼灸を含む日本伝統医療界の抜本的

国内外対応には至っていないのが現状である。 

Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況 

 図1に示す文明と医学・医療の系譜から、歴史的

経緯により、国民や国家、伝統医療界が、自国の伝

統医療を自国の資源（医療資源、文化資源、知的資

源）と捉えている韓国や中国、インドでは、表2に

示す通り、韓国の韓医薬育成法（2003 年）や中国

の中医薬法（2016 年）、専利法(改正 2016 年)、イ

ンドの“The Central Council for Indian Medicine, 

New Delhi. The Indian Medicine Central Council 

Act 1970. The Drugs and Cosmetics Act 1940.”

のような、自国の伝統医療に係る基本法及び推進

関連法などを整備し、近代西洋医療と同様に、自国

の伝統医療を正統医療とする、自国の伝統医療の

「制度化」2）が行われている。 

 また、韓国や中国、インドでは、人的にも、資金

的にも、法制度的にも、学術的にも、自国の伝統医

療を取り巻く国内環境に対する国内の公的支援は

充足しており、足元が安定した状況で、自国の伝統

医療を取り巻く国外環境の変化に対応している 1）。 

 韓国では韓国伝統的知識ポータル（KTKP: Korea 

Traditional Knowledge Portal）3）や中国では中国

伝統医学特許データベース（CTCMPD: China TCM 

Patent Database）4，5）、インドでは伝統的知識デジ

タルライブラリー（TKDL: Traditional Knowledge 

Digital Library）6）のような、自国の伝統医療の

特徴と独自性を明確にし、自国の伝統医療が自国

固有のものであり、自国に帰属することを立証す

るための、自国の伝統医療に係る人文科学・社会科

学・自然科学分野の知見を有機的に統合したデー

タベースを構築し、UNESCOやISO、WHO、CBD、WTO 



─　　　─

社会鍼灸学研究 2018　(通巻13号)

10 11 
 

/ TRIPS、CPTPP、

WIPO、FAO など、文

化・産業・医療・環

境・貿易・知的財産・

農業など多岐に亘る

国際機関や条約で、

自国の伝統医療の議

論を積極的に展開し

ている1）。 
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に関与し、自国の伝
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の福祉に積極的に利

活用している1）。 

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請 

 2011 年 3 月の東日本大震災以降、鍼灸関連団体

及び個人レベルでの災害時の鍼灸による支援活動

が活発になっている。災害時の医療支援において、
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師、救急救命士やその他のコメディカル・事務員な

どで構成され、地域の救急医療体制では対応出来

ない大規模災害や事故などの現場に急行する医療

チーム）をはじめとした多職種連携が必須となっ

ている。しかし、有事及び平時を問わず、多職種連

携においては、各医療職種に対し、公平かつ公正な

立場での指揮命令系統の窓口一本化が求められる。

それを満たさなければ、各医療職種は他の医療職

種多や自治体、DMATをは

じめとした多職種との

連携は困難となる。日本

鍼灸師会と全日本鍼灸

マッサージ師会は、災害

医療センターが協力し、

国 際 医 療 技 術 財 団
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Technology Foundation）

が主催する多職種連携

による災害医療研修に

参加してきた。そこで、

DMAT関係者などから、日

本の鍼灸界に対し、災害

支援窓口の一本化の要請がされてきた。 

 そのため、2018 年 6 月の全日本鍼灸学会大阪大

会会期中に大阪市内で、此れまで災害時の鍼灸に

よる支援活動を行ってきた鍼灸関連団体により、

災害時の情報共有と連絡の場として「日本災害鍼

灸マッサージ連絡協議会（JLCDAM: Japan Liaison 

Council for Disaster Acupuncture and Massage）」

設立の会合が持たれた。2018年7月の「平成30年

7月豪雨（西日本豪雨）」を切っ掛けに、JLCDAMの

メーリングリストが立ち上がり、日本鍼灸師会、全

日本鍼灸マッサージ師会、災害鍼灸マッサージプ

ロジェクト（災プロ）、鍼灸地域支援ネット、はり
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法などで検討すること］、③データベース［日本伝

統医療の特徴と独自性を明確にし、日本伝統医療

が日本固有のものであり、日本に帰属することを

立証するための、日本伝統医療に係

る人文科学・社会科学・自然科学分

野の知見を有機的に統合したデー

タベースを構築すること］、④呼称

［日本の伝統医療の出所と帰属性

を自ずと明示する“Medicine, 

Japanese Traditional”（日本伝統

医療）を日本の伝統医療を正式な呼

称として明確に定義し、提唱するこ

と］、⑤概念［「日本伝統医療とは何

か？」、その特徴と独自性を示す「日

本伝統医療の概念」を整理し、明確

に定義し、提示すること］である1）。 

 「国外対応は国内対応」でもある。「国外対応」

とは「日本伝統医療を取り巻く国外環境の“変化”

への善処」であり、「国内対応」とは「日本伝統医

療を取り巻く国内環境の“不備”への善処」である。

「国内環境（人的環境、資金的環境、法制度的環境、

学術的環境）の“不備”への善処」は、「国外環境

の“変化”への善処」を援護し、支える。つまり、

「国外対応」には「国内対応」による支援が必要不

可欠であり、「国外対応」と「国内対応」は表裏一

体である。先ずは「国外対応」のための「国内対応」

とは何かを明確にし、それらを国内で確実に実行

することが求められる。謂わば、鍼灸を含む「日本

伝統医療の国際化」とは、「『国外対応』のための『国

内対応』」の整備であり、その具体的国内対応が先

の五項目である。それにより、日本伝統医療を取り

巻く国内環境［国外対応のための人的環境の未整

備（人員不足と人材育成の欠如）、資金的環境の未

整備（不安定な財源調達と確保）］の改善が期待さ

れる。 

 しかし、自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、

文化資源、知的資源）と捉えていない日本では、自

国の伝統医療に係る基本法及び推進関連法などは

存在せず、近代西洋医療と同様に、自国の伝統医療

を正統医療とする、自国の伝統医療の「制度化」2）

は行われていない。故に、国家が自国の伝統医療に

積極的に関与し、自国の伝統医療を国益と国民の

福祉に積極的に利活用することはない。このよう

な国内環境下においては、鍼灸を含む日本伝統医

療界は、「国外対応」のための「国内対応」を明確

にする作業まで手が回らず、「日本伝統医療の国際

化」に対する鍼灸を含む日本伝統医療界の抜本的

国内外対応には至っていないのが現状である。 

Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況 

 図1に示す文明と医学・医療の系譜から、歴史的

経緯により、国民や国家、伝統医療界が、自国の伝

統医療を自国の資源（医療資源、文化資源、知的資

源）と捉えている韓国や中国、インドでは、表2に

示す通り、韓国の韓医薬育成法（2003 年）や中国

の中医薬法（2016 年）、専利法(改正 2016 年)、イ

ンドの“The Central Council for Indian Medicine, 

New Delhi. The Indian Medicine Central Council 

Act 1970. The Drugs and Cosmetics Act 1940.”

のような、自国の伝統医療に係る基本法及び推進

関連法などを整備し、近代西洋医療と同様に、自国

の伝統医療を正統医療とする、自国の伝統医療の

「制度化」2）が行われている。 

 また、韓国や中国、インドでは、人的にも、資金

的にも、法制度的にも、学術的にも、自国の伝統医

療を取り巻く国内環境に対する国内の公的支援は

充足しており、足元が安定した状況で、自国の伝統

医療を取り巻く国外環境の変化に対応している 1）。 

 韓国では韓国伝統的知識ポータル（KTKP: Korea 

Traditional Knowledge Portal）3）や中国では中国

伝統医学特許データベース（CTCMPD: China TCM 

Patent Database）4，5）、インドでは伝統的知識デジ

タルライブラリー（TKDL: Traditional Knowledge 

Digital Library）6）のような、自国の伝統医療の

特徴と独自性を明確にし、自国の伝統医療が自国

固有のものであり、自国に帰属することを立証す

るための、自国の伝統医療に係る人文科学・社会科

学・自然科学分野の知見を有機的に統合したデー

タベースを構築し、UNESCOやISO、WHO、CBD、WTO 
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Ⅱ．日本鍼灸の多様性 

 日本鍼灸には、3 つの多様性（①機能的多様性、

②施術体系的多様性、③施術者的多様性）が存在す

る。 

 ①機能的多様性とは、鍼灸は「医療」として疾病

の治療に用いられ、鍼灸は「慰安」（癒し）として

ストレス管理に用いられてきたことである。世界

的にも保健医療福祉サービス利用者のQOL（生活の

質）の向上が、21 世紀の医学的臨床研究上の最終

的エンドポイントとなり、医療経済学的側面から

も、20 世紀までの治療（Cure）を中心とした保健

医療福祉政策以上に、疾病予防や健康増進（Care）

を中心とした保健医療福祉政策が重視、注目され

ている21世紀の今日において、保健医療福祉の学

術用語を用いれば、「慰安」（癒し）とは「ストレス

管理における日常介入」と言い換えられる。「慰安」

（癒し）＝「ストレス管理における日常介入」を公

正に捉え、学術的に評価し、「慰安」（癒し）＝「ス

トレス管理における日常介入」を疾病予防や健康

増進の手段として、積極的に利活用していくこと

が、保健医療福祉分野の世界的課題となっている。

これら時代の趨勢を鑑みれば、鍼灸の独自性は、

「医療」でもあり、「慰安」（癒し）でもあることで

あり、鍼灸の付加価値は、“Cure”から“Care”ま

で対応できることである。 

 ②施術体系的多様性とは、表3に示す通り、大区

分（現代西洋医学的鍼灸治療派、東洋医学的鍼灸治

療派、気の認知的鍼灸治療派、その他）に大別され、

その下に中区分［現代西洋医学（正統的医学）派、

電気抵抗を指標にする派、現代古典派、古典文献派、

現代古典派と古典文献派の理論統一または折衷派、

鍼灸治療派、身体現象を通じて気の状態を診察診

断する派、直接気の状態を感じて診察・診断する派、

個人が学んだ内容を体系化したもの、全身治療を

中心としたもの、反応点を中心としたもの、診療技

術や治療技術の伝達を目的としたもの］が在り、さ

らに下位区分の小区分が在り、それらの区分を代

表する団体が複数存在する26）。つまり、日本鍼灸の

施術体系は、多様性に富んでいるのが特徴なので

ある。 

 ③施術者的多様性とは、日本鍼灸のサービス供

給者である日本の鍼灸師の身体機能的特徴として、

健常者（晴眼者）と障碍者（視覚障碍）が存在する

ことである。基本的に健常者は医療サービス供給

者であり、障碍者は医療サービス需要者である、近

代西洋医療従事者の身体機能的特徴と比べ、日本

の鍼灸師の身体機能的特徴は、多様性に富んでい

る。但し、例外として、特別支援学校の理学療法士

学校（筑波大学附属視覚特別支援学校高など部専

攻科理学療法科、大阪府立視覚支援学校高など部

専攻科理学療法科など）により養成される視覚障

碍者の理学療法士と、特別支援学校の歯科技工士

学校（筑波大学附属聴覚特別支援学校高など部専

攻科歯科技工科など）により養成される聴覚障碍

者の歯科技工士が存在する。本来、健常者（晴眼者）

も障碍者（視覚障碍）も、医療サービス供給者でも

あり、需要者でもあるべきだが、合理性と効率性を

追求する近代西洋医療と日本伝統医療である日本
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療としての日本鍼灸において

存在が可能となっている。つ

まり、「半制度化」された日本
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ーンの自由（曖昧な灰色の自

由）”が内在し、それにより、

日本鍼灸の多様性は存在して

いるのである。 

 

12 
 

ダ（AMDA）がメンバーとなり、全日本鍼灸学会、日
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灸師会と全日本鍼灸マッサージ師会、AMDA は、災

害支援の窓口一本化の方向に進んでいる。今後は、

これら 3 団体と他の鍼灸関連団体（災プロや鍼灸

地域支援ネット、はり灸レンジャー、TRAST など）

及び個人レベルでの鍼灸による支援活動が、有機

的に連携できる枠組みを構築し、真の災害支援の

窓口一本化へ向けて進んでいけるか否かが、日本

の鍼灸界に求められている。 
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代国家による医療の「制度化」には、医療を社会統

制システムとして国家に従属させる意図がある 2）。 
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による医療の「制度化」は、欧

州からの近代西洋医療の導入

（移植）ではなく、近代西洋

医療の存在しなかった日本に、

まず制度的医療という枠（制

度）を作り、その制度の下に

新たに近代西洋医療を制度的

医療として構築していった 2）。 

 現在、日本鍼灸の法的規定

は、所謂「あはき法」で、曖昧

に、医療（または「医業類似行

為」）として規定（制度化）さ

れている2）。それは、制度的医

療（近代西洋医療）の枠外で、

かつ近代西洋医療（医師）の

専門職支配に抵触しない範囲

でのみ行える、限定された医

療としての規定である。正に

日本鍼灸は、「半制度化」され

た医療といえる 2）。そして、

「半制度化」された日本鍼灸

には、曖昧に、医療として規

定されたが故の“グレーゾー

ンの自由（曖昧な灰色の自由）”
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Ⅱ．日本鍼灸の多様性 
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ストレス管理に用いられてきたことである。世界

的にも保健医療福祉サービス利用者のQOL（生活の

質）の向上が、21 世紀の医学的臨床研究上の最終

的エンドポイントとなり、医療経済学的側面から
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医療福祉政策以上に、疾病予防や健康増進（Care）

を中心とした保健医療福祉政策が重視、注目され

ている21世紀の今日において、保健医療福祉の学

術用語を用いれば、「慰安」（癒し）とは「ストレス

管理における日常介入」と言い換えられる。「慰安」

（癒し）＝「ストレス管理における日常介入」を公

正に捉え、学術的に評価し、「慰安」（癒し）＝「ス

トレス管理における日常介入」を疾病予防や健康

増進の手段として、積極的に利活用していくこと
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ある。 
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る。但し、例外として、特別支援学校の理学療法士

学校（筑波大学附属視覚特別支援学校高など部専

攻科理学療法科、大阪府立視覚支援学校高など部

専攻科理学療法科など）により養成される視覚障

碍者の理学療法士と、特別支援学校の歯科技工士

学校（筑波大学附属聴覚特別支援学校高など部専

攻科歯科技工科など）により養成される聴覚障碍

者の歯科技工士が存在する。本来、健常者（晴眼者）

も障碍者（視覚障碍）も、医療サービス供給者でも

あり、需要者でもあるべきだが、合理性と効率性を

追求する近代西洋医療と日本伝統医療である日本

鍼灸では、その担い手の身体機能的特徴に違いが

ある。 

 但し、日本鍼灸の多様性（①機能的多様性、②施

術体系的多様性、③施術者的多様性）は、近代国家

である日本の「あはき法」により、曖昧に、医療（ま

たは「医業類似行為」）として規定（制度化）され、

制度的医療（近代西洋医療）の枠外で、かつ近代西

洋医療（医師）の専門職支配に抵触しない範囲での

み行える、限定された医療と

して規定（半制度化）された医

療としての日本鍼灸において

存在が可能となっている。つ

まり、「半制度化」された日本

鍼灸には、曖昧に、医療として

規定されたが故の“グレーゾ

ーンの自由（曖昧な灰色の自

由）”が内在し、それにより、

日本鍼灸の多様性は存在して

いるのである。 

 

12 
 

ダ（AMDA）がメンバーとなり、全日本鍼灸学会、日

本伝統鍼灸学会がオブザーバーとなっている。 

 また、2018年12月には、日本鍼灸師会と全日本

鍼灸マッサージ師会が「災害支援鍼灸マッサージ

合同委員会（DSAM: Disaster Support Acupuncture 

Masseur Joint Committee）」を設立し、日本鍼灸師

会と全日本鍼灸マッサージ師会は、個別にAMDAと

災害時の協定を締結するに至っている。 

 DSAM の設立や災害時の協定締結により、日本鍼

灸師会と全日本鍼灸マッサージ師会、AMDA は、災

害支援の窓口一本化の方向に進んでいる。今後は、

これら 3 団体と他の鍼灸関連団体（災プロや鍼灸

地域支援ネット、はり灸レンジャー、TRAST など）

及び個人レベルでの鍼灸による支援活動が、有機

的に連携できる枠組みを構築し、真の災害支援の

窓口一本化へ向けて進んでいけるか否かが、日本

の鍼灸界に求められている。 

 

【課題】 

 日本鍼灸のガバナンスの3つの「課題」（Ⅰ．日

本鍼灸の半制度化の現状、Ⅱ．日本鍼灸の多様性、

Ⅲ．日本の医療関連職種の状況）。 

Ⅰ．日本鍼灸の半制度化の現状 

 医療の「制度化」とは、近代国家（国民国家）の

成立に伴い、18 世紀後半の欧州の近代社会で医療

者資格・医療行為・医療施設・医療内容が国家によ

って法的に規制されていく過程のことである2）。近

代国家による医療の「制度化」には、医療を社会統

制システムとして国家に従属させる意図がある 2）。 

 従って、図2と図3が示す通り、近代国家におい

て、「制度化」された医療（近代西洋医療や伝統医

療）は、国民国家である近代国家（軍事国家・産業

国家・福祉国家）の構成員である国民（軍事要員・

産業要員・福祉要員）の健康を合理的かつ効率的に

管理する制度的医療の範疇（枠組）に在る7）。 

 日本における医療の「制度化」は、明治政府の「医

制」（1874年）から始まる医療

制度の新設である 2）。「医制」

による医療の「制度化」は、欧

州からの近代西洋医療の導入

（移植）ではなく、近代西洋

医療の存在しなかった日本に、

まず制度的医療という枠（制

度）を作り、その制度の下に

新たに近代西洋医療を制度的

医療として構築していった 2）。 

 現在、日本鍼灸の法的規定

は、所謂「あはき法」で、曖昧

に、医療（または「医業類似行

為」）として規定（制度化）さ

れている2）。それは、制度的医

療（近代西洋医療）の枠外で、

かつ近代西洋医療（医師）の

専門職支配に抵触しない範囲

でのみ行える、限定された医

療としての規定である。正に

日本鍼灸は、「半制度化」され

た医療といえる 2）。そして、

「半制度化」された日本鍼灸

には、曖昧に、医療として規

定されたが故の“グレーゾー

ンの自由（曖昧な灰色の自由）”

が内在することになった。 

─　　　─

社会鍼灸学研究 2018　(通巻13号)

1313 
 

Ⅱ．日本鍼灸の多様性 

 日本鍼灸には、3 つの多様性（①機能的多様性、

②施術体系的多様性、③施術者的多様性）が存在す

る。 

 ①機能的多様性とは、鍼灸は「医療」として疾病

の治療に用いられ、鍼灸は「慰安」（癒し）として

ストレス管理に用いられてきたことである。世界

的にも保健医療福祉サービス利用者のQOL（生活の

質）の向上が、21 世紀の医学的臨床研究上の最終

的エンドポイントとなり、医療経済学的側面から

も、20 世紀までの治療（Cure）を中心とした保健

医療福祉政策以上に、疾病予防や健康増進（Care）

を中心とした保健医療福祉政策が重視、注目され

ている21世紀の今日において、保健医療福祉の学

術用語を用いれば、「慰安」（癒し）とは「ストレス

管理における日常介入」と言い換えられる。「慰安」

（癒し）＝「ストレス管理における日常介入」を公

正に捉え、学術的に評価し、「慰安」（癒し）＝「ス

トレス管理における日常介入」を疾病予防や健康

増進の手段として、積極的に利活用していくこと

が、保健医療福祉分野の世界的課題となっている。

これら時代の趨勢を鑑みれば、鍼灸の独自性は、

「医療」でもあり、「慰安」（癒し）でもあることで

あり、鍼灸の付加価値は、“Cure”から“Care”ま

で対応できることである。 

 ②施術体系的多様性とは、表3に示す通り、大区

分（現代西洋医学的鍼灸治療派、東洋医学的鍼灸治

療派、気の認知的鍼灸治療派、その他）に大別され、

その下に中区分［現代西洋医学（正統的医学）派、

電気抵抗を指標にする派、現代古典派、古典文献派、

現代古典派と古典文献派の理論統一または折衷派、

鍼灸治療派、身体現象を通じて気の状態を診察診

断する派、直接気の状態を感じて診察・診断する派、

個人が学んだ内容を体系化したもの、全身治療を

中心としたもの、反応点を中心としたもの、診療技

術や治療技術の伝達を目的としたもの］が在り、さ

らに下位区分の小区分が在り、それらの区分を代

表する団体が複数存在する26）。つまり、日本鍼灸の

施術体系は、多様性に富んでいるのが特徴なので

ある。 

 ③施術者的多様性とは、日本鍼灸のサービス供

給者である日本の鍼灸師の身体機能的特徴として、

健常者（晴眼者）と障碍者（視覚障碍）が存在する

ことである。基本的に健常者は医療サービス供給

者であり、障碍者は医療サービス需要者である、近

代西洋医療従事者の身体機能的特徴と比べ、日本

の鍼灸師の身体機能的特徴は、多様性に富んでい

る。但し、例外として、特別支援学校の理学療法士

学校（筑波大学附属視覚特別支援学校高など部専

攻科理学療法科、大阪府立視覚支援学校高など部

専攻科理学療法科など）により養成される視覚障

碍者の理学療法士と、特別支援学校の歯科技工士

学校（筑波大学附属聴覚特別支援学校高など部専

攻科歯科技工科など）により養成される聴覚障碍

者の歯科技工士が存在する。本来、健常者（晴眼者）

も障碍者（視覚障碍）も、医療サービス供給者でも

あり、需要者でもあるべきだが、合理性と効率性を

追求する近代西洋医療と日本伝統医療である日本

鍼灸では、その担い手の身体機能的特徴に違いが

ある。 

 但し、日本鍼灸の多様性（①機能的多様性、②施

術体系的多様性、③施術者的多様性）は、近代国家

である日本の「あはき法」により、曖昧に、医療（ま

たは「医業類似行為」）として規定（制度化）され、

制度的医療（近代西洋医療）の枠外で、かつ近代西

洋医療（医師）の専門職支配に抵触しない範囲での

み行える、限定された医療と

して規定（半制度化）された医

療としての日本鍼灸において

存在が可能となっている。つ

まり、「半制度化」された日本

鍼灸には、曖昧に、医療として

規定されたが故の“グレーゾ

ーンの自由（曖昧な灰色の自

由）”が内在し、それにより、

日本鍼灸の多様性は存在して

いるのである。 

 

12 
 

ダ（AMDA）がメンバーとなり、全日本鍼灸学会、日

本伝統鍼灸学会がオブザーバーとなっている。 

 また、2018年12月には、日本鍼灸師会と全日本

鍼灸マッサージ師会が「災害支援鍼灸マッサージ

合同委員会（DSAM: Disaster Support Acupuncture 

Masseur Joint Committee）」を設立し、日本鍼灸師

会と全日本鍼灸マッサージ師会は、個別にAMDAと

災害時の協定を締結するに至っている。 

 DSAM の設立や災害時の協定締結により、日本鍼

灸師会と全日本鍼灸マッサージ師会、AMDA は、災

害支援の窓口一本化の方向に進んでいる。今後は、

これら 3 団体と他の鍼灸関連団体（災プロや鍼灸

地域支援ネット、はり灸レンジャー、TRAST など）

及び個人レベルでの鍼灸による支援活動が、有機

的に連携できる枠組みを構築し、真の災害支援の

窓口一本化へ向けて進んでいけるか否かが、日本

の鍼灸界に求められている。 

 

【課題】 
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ージを考える国会議員の会」や「柔道整復師の業務

を考える議員連盟」が在り、政治団体として「日本

鍼灸師連盟」や「全日本鍼灸マッサージ師連盟」、

「日本柔道整復師連盟」が在る。 

 なお、日本の医師においては、業団は「日本医師

会」の単独ではあが、医師の専門科が細分化してい

ることから、各医師が所属する「医療系の各専門科

の学会」が業団の性質を担っているのが現実であ

り、医療系の各専門科に関連する企業群は、「医療

系の各専門科の学会」の賛助会員などとして、「医

療系の各専門科の学会」及びそこに所属する医師

を支援しているのが現状である。因みに、漢方を専

門に扱う医師に関しては「日本東洋医学会」が主な

業団の性質を担っているが、漢方を専門に扱う医

師の業団の性質を帯びた「日本臨床漢方医会」も存

在する。また、日本の漢方に係る議員連盟としては、

「日本の誇れる漢方を推進する議員連盟」が在る。 

 また、図 4 が示す通り、看護師と栄養士の人数

は、他の職種と比べ、圧倒的に多く、表4から、こ

れらの職種の業団である「日本看護協会」と「日本

栄養士会」、それらの政治団体である「日本看護連

盟」と「日本栄養士連盟」は、有権者数から、圧力

団体として政治的に強い影響力があると考えられ

る。 

 日本鍼灸のガバナンスが有益な社会実装となる

には、日本における他の医療関連職種との利害関

係も考慮し、政治的側面も検討する必要がある。 

【まとめ】 

 自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、文化資

源、知的資源）と捉えていない日本では、自国の伝

統医療に係る基本法及び推進関連法などは存在せ

ず、近代西洋医療と同様に、自国の伝統医療を正統

医療とする、自国の伝統医療の「制度化」は行われ

ていない。そのため、日本伝統医療界は、人的にも、

資金的にも、法制度的にも、学術的にも、日本伝統

医療を取り巻く国内環境に対する国内の公的支援

は脆弱であり、足元が不安定な状況で、日本伝統医

療を取り巻く国外環境の変化に対応せざるを得な

い状況に置かれている。それは、日本伝統医療に係

るISO対策費が、毎年確保できるか否か不確実な、

国の競争的研究資金で賄われていることが物語っ

ている。日本伝統医療界が、伝統医療に係る国際会

議の場において、自国の伝統医療を自国の資源（医

療資源、文化資源、知的資源）と捉えている国々と

同じレベルで議論し、日本伝統医療を取り巻く国

外環境の変化に持続的に対応するには、現状では 

その持続性は望めないのである。従って、鍼灸を含

む日本伝統医療界の国内外対応の現状では、国家

が自国の伝統医療に積極的に関与し、自国の伝統

医療を国益と国民の福祉に積極的に利活用するこ

とはないのである。 

 一方、自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、

文化資源、知的資源）と捉えている韓国や中国、イ

ンドでは、自国の伝統医療に係る基本法及び推進

関連法などを整備し、近代西洋医療と同様に、自国

の伝統医療を正統医療とする、自国の伝統医療の

「制度化」が行われている。これらの国々では、人

的にも、資金的にも、法制度的にも、学術的にも、

自国の伝統医療を取り巻く国内環境に対する国内

の公的支援は充足しており、足元が安定した状況

で、自国の伝統医療を取り巻く国外環境の変化に

対応し、国家が自国の伝統医療に積極的に関与し、

自国の伝統医療を国益と国民の福祉に積極的に利

活用している。 

 また、2011 年 3 月の東日本大震災以降、鍼灸関

連団体及び個人レベルで災害時の鍼灸支援活動が

活発になっている。災害医療支援では、DMAT をは

じめとした、多職種連携が必須となっている。数年

前から、日本の鍼灸界に対し、DMAT 関係者などか

ら、災害支援窓口の一本化の要請がされてきた。 

 日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背

景」（Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応

の現状、Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況、

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請）は顕在

化しており、日本の鍼灸界は対応が迫られている。 

 日本鍼灸のガバナンスを検討するには、近代国

家における医療の「制度化」に伴う、「制度化によ

る国家への魂の売却と従属」31）を議論する必要があ

る。「制度化」は、「制度化」された職種の身分は保

障され、社会的地位は向上するかも知れないが、代

わりにアイデンティティを国家に委ね、現存のシ

ステムへ埋没する“トレードオフ”と表裏一体であ

る。近代国家では、医療のガバナンスは、国家が主

体となり管理している。国家統治の観点から、医療

は、国民の健康で文化的な最低限度の生活の保障

に重要であり、人口の質と量の変動による国力の

弱体化を防ぐために、国家によりガバナンスされ

る。しかし、国家によるガバナンスを受け入れる側

には“不自由”となることもある。 

 仮に、日本鍼灸の法的規定が、医療として規定

1 
 

 

14 
 

Ⅲ．日本の医療関連職種の状況 

 日本における医療関連職種の就業医

療従事者数は、近代西洋医学系は、看護

師1,149,397人（平成28年）27）、栄養士

1,060,000人（平成28年：但し、累計免

許交付数）28）、医師319,480人（平成28

年）29）、薬剤師301,323人（平成28年）
29）、管理栄養士210,000人（平成28年：

但し、累計免許交付数）28）、理学療法士

105,136 人（平成 26 年：但し、医療施

設、介護サービス施設・事業所の合計常

勤換算従事者数）30）、歯科医師 104,533

人（平成28年）29）、作業療法士57,652

人（平成26年：但し、医療施設、介護サ

ービス施設・事業所の合計常勤換算従事

者数）30）である。日本伝統医療系は、あん摩マッサ

ージ指圧師 116,280 人（平成 28 年）27）、はり師

116,007 人（平成28 年）27）、きゅう師114,048 人

（平成28 年）27）、柔道整復師68,120 人（平成28

年）27）である。 

 日本における医療関連職種の就業医療従事者数

の人数順位は、図4 に示す通り、1位：看護師、2

位：栄養士、3位：医師、4位：薬剤師、5位：管理

栄養士、6位：あん摩マッサージ指圧師、7位：は

り師、8位：きゅう師、9位：理学療法士、10位：

歯科医師、11位：柔道整復師、12位：作業療法士

の順である。 

 日本における医療関連職種の状況は、表 4 に示

す通り、「半制度化」された日本伝統医療系は複合

的資格取得者も多く、主な業団は、「日本鍼灸師会」

や「全日本鍼灸マッサージ師会」、「日本あん摩マッ

サージ指圧師会」、「日本柔道整復師会」、「全国柔道

整復師連合会」など、其々複数存在するが、「制度

化」された近代西洋医療系の職種の業団は基本的

には単独である。また、日本伝統医療系にも近代西

洋医療系の職種同様、議員連盟として「鍼灸マッサ
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サージ指圧師会」、「日本柔道整復師会」、「全国柔道

整復師連合会」など、其々複数存在するが、「制度

化」された近代西洋医療系の職種の業団は基本的

には単独である。また、日本伝統医療系にも近代西

洋医療系の職種同様、議員連盟として「鍼灸マッサ
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ージを考える国会議員の会」や「柔道整復師の業務

を考える議員連盟」が在り、政治団体として「日本

鍼灸師連盟」や「全日本鍼灸マッサージ師連盟」、

「日本柔道整復師連盟」が在る。 

 なお、日本の医師においては、業団は「日本医師

会」の単独ではあが、医師の専門科が細分化してい

ることから、各医師が所属する「医療系の各専門科

の学会」が業団の性質を担っているのが現実であ

り、医療系の各専門科に関連する企業群は、「医療

系の各専門科の学会」の賛助会員などとして、「医

療系の各専門科の学会」及びそこに所属する医師

を支援しているのが現状である。因みに、漢方を専

門に扱う医師に関しては「日本東洋医学会」が主な

業団の性質を担っているが、漢方を専門に扱う医

師の業団の性質を帯びた「日本臨床漢方医会」も存

在する。また、日本の漢方に係る議員連盟としては、

「日本の誇れる漢方を推進する議員連盟」が在る。 

 また、図 4 が示す通り、看護師と栄養士の人数

は、他の職種と比べ、圧倒的に多く、表4から、こ

れらの職種の業団である「日本看護協会」と「日本

栄養士会」、それらの政治団体である「日本看護連

盟」と「日本栄養士連盟」は、有権者数から、圧力

団体として政治的に強い影響力があると考えられ

る。 

 日本鍼灸のガバナンスが有益な社会実装となる

には、日本における他の医療関連職種との利害関

係も考慮し、政治的側面も検討する必要がある。 

【まとめ】 

 自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、文化資

源、知的資源）と捉えていない日本では、自国の伝

統医療に係る基本法及び推進関連法などは存在せ

ず、近代西洋医療と同様に、自国の伝統医療を正統

医療とする、自国の伝統医療の「制度化」は行われ

ていない。そのため、日本伝統医療界は、人的にも、

資金的にも、法制度的にも、学術的にも、日本伝統

医療を取り巻く国内環境に対する国内の公的支援

は脆弱であり、足元が不安定な状況で、日本伝統医

療を取り巻く国外環境の変化に対応せざるを得な

い状況に置かれている。それは、日本伝統医療に係

るISO対策費が、毎年確保できるか否か不確実な、

国の競争的研究資金で賄われていることが物語っ

ている。日本伝統医療界が、伝統医療に係る国際会

議の場において、自国の伝統医療を自国の資源（医

療資源、文化資源、知的資源）と捉えている国々と

同じレベルで議論し、日本伝統医療を取り巻く国

外環境の変化に持続的に対応するには、現状では 

その持続性は望めないのである。従って、鍼灸を含

む日本伝統医療界の国内外対応の現状では、国家

が自国の伝統医療に積極的に関与し、自国の伝統

医療を国益と国民の福祉に積極的に利活用するこ

とはないのである。 

 一方、自国の伝統医療を自国の資源（医療資源、

文化資源、知的資源）と捉えている韓国や中国、イ

ンドでは、自国の伝統医療に係る基本法及び推進

関連法などを整備し、近代西洋医療と同様に、自国

の伝統医療を正統医療とする、自国の伝統医療の

「制度化」が行われている。これらの国々では、人

的にも、資金的にも、法制度的にも、学術的にも、

自国の伝統医療を取り巻く国内環境に対する国内

の公的支援は充足しており、足元が安定した状況

で、自国の伝統医療を取り巻く国外環境の変化に

対応し、国家が自国の伝統医療に積極的に関与し、

自国の伝統医療を国益と国民の福祉に積極的に利

活用している。 

 また、2011 年 3 月の東日本大震災以降、鍼灸関

連団体及び個人レベルで災害時の鍼灸支援活動が

活発になっている。災害医療支援では、DMAT をは

じめとした、多職種連携が必須となっている。数年

前から、日本の鍼灸界に対し、DMAT 関係者などか

ら、災害支援窓口の一本化の要請がされてきた。 

 日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背

景」（Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応

の現状、Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況、

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請）は顕在

化しており、日本の鍼灸界は対応が迫られている。 

 日本鍼灸のガバナンスを検討するには、近代国

家における医療の「制度化」に伴う、「制度化によ

る国家への魂の売却と従属」31）を議論する必要があ

る。「制度化」は、「制度化」された職種の身分は保

障され、社会的地位は向上するかも知れないが、代

わりにアイデンティティを国家に委ね、現存のシ

ステムへ埋没する“トレードオフ”と表裏一体であ

る。近代国家では、医療のガバナンスは、国家が主

体となり管理している。国家統治の観点から、医療

は、国民の健康で文化的な最低限度の生活の保障

に重要であり、人口の質と量の変動による国力の

弱体化を防ぐために、国家によりガバナンスされ

る。しかし、国家によるガバナンスを受け入れる側

には“不自由”となることもある。 

 仮に、日本鍼灸の法的規定が、医療として規定
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Ⅲ．日本の医療関連職種の状況 

 日本における医療関連職種の就業医

療従事者数は、近代西洋医学系は、看護

師1,149,397人（平成28年）27）、栄養士

1,060,000人（平成28年：但し、累計免

許交付数）28）、医師319,480人（平成28

年）29）、薬剤師301,323人（平成28年）
29）、管理栄養士210,000人（平成28年：

但し、累計免許交付数）28）、理学療法士

105,136 人（平成 26 年：但し、医療施

設、介護サービス施設・事業所の合計常

勤換算従事者数）30）、歯科医師 104,533

人（平成28年）29）、作業療法士57,652

人（平成26年：但し、医療施設、介護サ

ービス施設・事業所の合計常勤換算従事

者数）30）である。日本伝統医療系は、あん摩マッサ

ージ指圧師 116,280 人（平成 28 年）27）、はり師

116,007 人（平成28 年）27）、きゅう師114,048 人

（平成28 年）27）、柔道整復師68,120 人（平成28

年）27）である。 

 日本における医療関連職種の就業医療従事者数

の人数順位は、図4 に示す通り、1位：看護師、2

位：栄養士、3位：医師、4位：薬剤師、5位：管理

栄養士、6位：あん摩マッサージ指圧師、7位：は

り師、8位：きゅう師、9位：理学療法士、10位：

歯科医師、11位：柔道整復師、12位：作業療法士

の順である。 

 日本における医療関連職種の状況は、表 4 に示

す通り、「半制度化」された日本伝統医療系は複合

的資格取得者も多く、主な業団は、「日本鍼灸師会」

や「全日本鍼灸マッサージ師会」、「日本あん摩マッ

サージ指圧師会」、「日本柔道整復師会」、「全国柔道

整復師連合会」など、其々複数存在するが、「制度

化」された近代西洋医療系の職種の業団は基本的

には単独である。また、日本伝統医療系にも近代西

洋医療系の職種同様、議員連盟として「鍼灸マッサ
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（制度化）され、近代西洋医療のように制度的医療

の枠内でのみ行える医療として規定されるのなら、

日本鍼灸の社会的地位は向上するかも知れないが、

アイデンティティを委ねた国家により、合理的か

つ効率的に管理するために日本鍼灸は標準化され

る。必然的に、「半制度化」された医療としての日

本鍼灸において存在が可能となっている、日本鍼

灸の多様性（①機能的多様性、②施術体系的多様性、

③施術者的多様性）は制約、ないしは制限され、現

存のシステムに埋没することになる。つまり、「半

制度化」された日本鍼灸には、曖昧に、医療として

規定されたが故の“グレーゾーンの自由（曖昧な灰

色の自由）”が内在し、そこに存在する日本鍼灸の

多様性は、日本鍼灸の「制度化」に伴い、失われる

可能性は否めないのである。近代国家における医

療の「制度化」において、何かを得るためには、そ

れと同等の代価が必要となる。“トレードオフ”に

よる“不自由”を忌諱し、利己的に都合の良い「制

度化」によるガバナンスは存在しない。その現実を

日本鍼灸界の各個人は十分に認識した上で、日本

鍼灸のガバナンスを検討する必要がある。 

 また、日本鍼灸にガバナンスが求められる「背景」

の「Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応の

現状」で示した、日本伝統医療を取り巻く国外環境

の変化に持続的に対応するための「国外対応」のた

めの「国内対応」（五項目：①意識、②法律、③デ

ータベース、④呼称、⑤概念）を整備し、社会実装

するためには、日本における他の医療関連職種と

の利害関係も考慮しながら、政治的側面も踏まえ、

検討することが必要不可欠である。 

 日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背

景」（Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応

の現状、Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況、

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請）と日本

鍼灸のガバナンスの3つの「課題」（Ⅰ．日本鍼灸

の半制度化の現状、Ⅱ．日本鍼灸の多様性、Ⅲ．日

本の医療関連職種の状況）は、密接に関係している。 

 さらに、日本鍼灸のガバナンスを検討する際、そ

の対象が「行為」としての鍼灸なのか、「業者」と

しての鍼灸師なのかを区別する必要がある。何故

なら、医療職種は、概して「行為」と「業者」が分

離し難い職種であり、議論や検討の対象が「行為」

なのか「業者」なのか、医療においては総じて曖昧

になることが多々あるからである。 

 洋の東西を問わず、生きとし生けるもののよう

に日々変わりゆく医療の力動の多くは、近代西洋

医療でも伝統医療でも、その医療の提供者と利用

者の力動によるものである。今後、「“曖昧な灰色の

自由”を享受できる桎梏の『半制度化』された日本

鍼灸」で在り続けるか否かは、その力動次第である。

本稿では取り上げられなかったが、日本鍼灸のガ

バナンスが有益な社会実装となるには、これまで

提示した何よりも、『日本鍼灸の利用者の利害関係

の検討』が最も重要であることは言うまでもない。

しかし、紙面の制約上、その議論は別の稿に譲る。 

 何れにせよ、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何

を得るのか？」、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何

を失うのか？」を明確にし、『日本鍼灸のガバナン

スを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンス

が必要なのか？』を検討する必要がある。但し、『日

本鍼灸のガバナンス』は手段であり、目的ではない。

「日本鍼灸のガバナンスの目的は何か？」を最初

に明確にする必要がある。決して手段が目的にな

ることがあってはならない。何故なら、目的と手段

は、等価ではなく、失敗の本質は歴史的に何時でも、

目的と手段を履き違えることに在るからである。 

謝辞： 

 本稿執筆に当たり、表 4 作成にご協力頂きまし

た坂部昌明氏と竹藤裕子氏に、この場を借りて御

礼申し上げます。 
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（制度化）され、近代西洋医療のように制度的医療

の枠内でのみ行える医療として規定されるのなら、

日本鍼灸の社会的地位は向上するかも知れないが、

アイデンティティを委ねた国家により、合理的か

つ効率的に管理するために日本鍼灸は標準化され

る。必然的に、「半制度化」された医療としての日

本鍼灸において存在が可能となっている、日本鍼

灸の多様性（①機能的多様性、②施術体系的多様性、

③施術者的多様性）は制約、ないしは制限され、現

存のシステムに埋没することになる。つまり、「半

制度化」された日本鍼灸には、曖昧に、医療として

規定されたが故の“グレーゾーンの自由（曖昧な灰

色の自由）”が内在し、そこに存在する日本鍼灸の

多様性は、日本鍼灸の「制度化」に伴い、失われる

可能性は否めないのである。近代国家における医

療の「制度化」において、何かを得るためには、そ

れと同等の代価が必要となる。“トレードオフ”に

よる“不自由”を忌諱し、利己的に都合の良い「制

度化」によるガバナンスは存在しない。その現実を

日本鍼灸界の各個人は十分に認識した上で、日本

鍼灸のガバナンスを検討する必要がある。 

 また、日本鍼灸にガバナンスが求められる「背景」

の「Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応の

現状」で示した、日本伝統医療を取り巻く国外環境

の変化に持続的に対応するための「国外対応」のた

めの「国内対応」（五項目：①意識、②法律、③デ

ータベース、④呼称、⑤概念）を整備し、社会実装

するためには、日本における他の医療関連職種と

の利害関係も考慮しながら、政治的側面も踏まえ、

検討することが必要不可欠である。 

 日本鍼灸にガバナンスが求められる 3 つの「背

景」（Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応

の現状、Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況、

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請）と日本

鍼灸のガバナンスの3つの「課題」（Ⅰ．日本鍼灸

の半制度化の現状、Ⅱ．日本鍼灸の多様性、Ⅲ．日

本の医療関連職種の状況）は、密接に関係している。 

 さらに、日本鍼灸のガバナンスを検討する際、そ

の対象が「行為」としての鍼灸なのか、「業者」と

しての鍼灸師なのかを区別する必要がある。何故

なら、医療職種は、概して「行為」と「業者」が分

離し難い職種であり、議論や検討の対象が「行為」

なのか「業者」なのか、医療においては総じて曖昧

になることが多々あるからである。 

 洋の東西を問わず、生きとし生けるもののよう

に日々変わりゆく医療の力動の多くは、近代西洋

医療でも伝統医療でも、その医療の提供者と利用

者の力動によるものである。今後、「“曖昧な灰色の

自由”を享受できる桎梏の『半制度化』された日本

鍼灸」で在り続けるか否かは、その力動次第である。

本稿では取り上げられなかったが、日本鍼灸のガ

バナンスが有益な社会実装となるには、これまで

提示した何よりも、『日本鍼灸の利用者の利害関係

の検討』が最も重要であることは言うまでもない。

しかし、紙面の制約上、その議論は別の稿に譲る。 

 何れにせよ、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何

を得るのか？」、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何

を失うのか？」を明確にし、『日本鍼灸のガバナン

スを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンス

が必要なのか？』を検討する必要がある。但し、『日

本鍼灸のガバナンス』は手段であり、目的ではない。

「日本鍼灸のガバナンスの目的は何か？」を最初

に明確にする必要がある。決して手段が目的にな

ることがあってはならない。何故なら、目的と手段

は、等価ではなく、失敗の本質は歴史的に何時でも、

目的と手段を履き違えることに在るからである。 
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景」（Ⅰ．鍼灸を含む日本伝統医療界の国内外対応

の現状、Ⅱ．自国の伝統医療を有する諸外国の状況、

Ⅲ．鍼灸による災害支援窓口一本化の要請）と日本

鍼灸のガバナンスの3つの「課題」（Ⅰ．日本鍼灸

の半制度化の現状、Ⅱ．日本鍼灸の多様性、Ⅲ．日

本の医療関連職種の状況）は、密接に関係している。 

 さらに、日本鍼灸のガバナンスを検討する際、そ

の対象が「行為」としての鍼灸なのか、「業者」と

しての鍼灸師なのかを区別する必要がある。何故

なら、医療職種は、概して「行為」と「業者」が分

離し難い職種であり、議論や検討の対象が「行為」

なのか「業者」なのか、医療においては総じて曖昧

になることが多々あるからである。 

 洋の東西を問わず、生きとし生けるもののよう

に日々変わりゆく医療の力動の多くは、近代西洋

医療でも伝統医療でも、その医療の提供者と利用

者の力動によるものである。今後、「“曖昧な灰色の

自由”を享受できる桎梏の『半制度化』された日本

鍼灸」で在り続けるか否かは、その力動次第である。

本稿では取り上げられなかったが、日本鍼灸のガ

バナンスが有益な社会実装となるには、これまで

提示した何よりも、『日本鍼灸の利用者の利害関係

の検討』が最も重要であることは言うまでもない。

しかし、紙面の制約上、その議論は別の稿に譲る。 

 何れにせよ、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何

を得るのか？」、「日本鍼灸は、ガバナンスにより何

を失うのか？」を明確にし、『日本鍼灸のガバナン

スを考える』ために、『日本鍼灸には、ガバナンス

が必要なのか？』を検討する必要がある。但し、『日

本鍼灸のガバナンス』は手段であり、目的ではない。

「日本鍼灸のガバナンスの目的は何か？」を最初

に明確にする必要がある。決して手段が目的にな

ることがあってはならない。何故なら、目的と手段

は、等価ではなく、失敗の本質は歴史的に何時でも、

目的と手段を履き違えることに在るからである。 
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流派の特徴である「多様性」が伝統を生み、認め

合いによる緩やかな結束力により、医療の端くれ

として生き残ってきたと考えれば、ガバナンス不

要論も成り立つのである。 

国際的にも苦境を強いられている日本鍼灸、国

内の諸問題に関して、今、そのガバナンスが問わ

れている。いったい、誰が何処で鍼灸、鍼灸界を

操り、ステークホルダー（受益者である国民、制

度主体である国、制度を支える企業や斯界全体と

いった利害関係者）への説明責任を果たしている

のかという、これまで、議論されたことはない日

本鍼灸のガバナンスについて、その変遷をたどり、

社会的な実情を検証することが必要である。 

２.鍼灸制度史から考えるガバナンス 

（１） 明治時代 

明治維新は立憲君主制の始まりであって、御上

の統治＝ガバメントが常識であり、上意下達が民

意を表していた。1874(明治７)年、文部省はその

後の日本の医療制度の方向性を示す「医制」を達

し（東京京都大阪三府へ達）、鍼灸に関しては事実

上、医療管理下以外での施術を禁止した。しかし、

実情は野放し常態であって、1885(明治18)年、内

務省は「鍼灸術営業差許方」（内務省達甲第十号）

を達し、修業履歴の届出を義務づけ、鍼灸施術を

許可制とし、実質の管理制度をスタートさせた。

明治期前半は、明治政府のガバナンスによる西洋

式の医療制度の推進が国家命題であって、鍼灸は、

その狭間のガバナンスにより生き延びてきたとい

えるだろう。検証できるだけの資料を見出すこと

はできないが、江戸時代から脈々と続いてきた鍼

灸が視覚障害者の業であったり、庶民に親しまれ

てきた民間医療であったりしたことが、明治政府

の鍼灸へのガバナンスに影響したことは否めない。 

明治中期、「温知社」などによる明治政府に対す

る漢方存続運動に鍼灸師（吉田弘道）が関わって

来たことも、後押ししただろう。明治後半になる

と、平民の誕生とともに、民意という意識が目覚

め、もの申す民（平民）が結集し意志を表出する

ようになる。1902(明治35)年、「日本鍼灸医会」に

よる『日本鍼灸雑誌』や1910(同43)年「東京鍼灸

学会」による『鍼灸学講義』（のちの『東京鍼灸雑

誌』）の創刊などはその現れであろう。民意ガバナ

ンス意識はさらに高まり、それまで地方毎に免許

鑑札が必要だった制度に対して、その改正につい

て明治政府への請願書となり、1911(明治44)年の

全国統一的な初法令「鍼術灸術営業取締規則」（取

締規則）の制定に繋がった。 

 

（２） 大正時代～戦前 

 大正デモクラシーとともに、民意の意識はさら

に向上し、鍼灸制度に対する独自のガバナンスの

動きが出てくる。1925(昭和元）年～1935(昭和10)

年頃にかけて、大阪が活動拠点であった山崎良斎

らの鍼灸師団体「大日本鍼灸医会」は、鍼灸師の

地位向上を目指し「鍼灸医師法」の成立へむけて

画策した。一方、『東邦医学』を主催していた医師

の駒井一雄は、1938(昭和13)年の「国民健康保険

法」成立に合わせ、鍼灸を健康保険に包括させる

ことが先決であると考え孤軍奮闘していた。残念

なことに両者は、その方向性について「激論」を

交わし、真っ向から対立していた。しかし、当時

（近代）の鍼灸のガバナンスについて、当事者自

らが議論できる場が、時代ともに成り立っていっ

たという見方ができるだろう。 

また、1939(昭和14)年には、駒井が主催し、厚

生省衛生局の医務課長、野間正秋氏を囲んで、山

崎直史、保寶弥一郎、柳谷素霊、坂本貢、代田文

誌、竹山晋民などといった当時の日本斯界を代表

する鍼灸師が座談会を行った。野間課長から、鍼

灸術に対する考えや、（実現は見なかった）規則改

正の根本方針を訊き出し、野間は、「国民の健康保

持が重要な課題になってきて、医療の制度改善が

急務である。しかし、国としては鍼灸の実状を調

査把握していない。鍼灸行為が営業というのは矛

盾があるようにも思われるが、実質的向上があっ

て立法が伴うものである。医師法並みの鍼灸師法

の制定は無理であろう。復興気運は理解している。

この機会にこそ謹慎と研究が特別に必要である」

と述べた（『東邦医学』第六巻十号昭和14年9月）。
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鍼灸のガバナンス 

～日本の鍼灸制度史から考える～ 
箕輪政博 

社会鍼灸学研究会副代表 

 

１.緒言 

（１）背景 

 ガバナンス（governance）とは統治、管理、制

御を意味し、一般的には「組織や社会に関与する

メンバーが主体的に関与する、意志決定、合意形

成のシステム」といわれていて、その組織の最た

るものが国家や政府(government)である。近年、

企業の倫理観が問われ、「コーポレイトガバナンス」

（企業統治）という言葉が用いられるようになり、

株主総会を核にして、取締役、会計監査といった

管理・監視部門および各部署やグループ会社など

の位置付けや関係を銘記したその統治機構の意識

改革が進んでいる。 

消費者、市民、受益者の意識の高まりと権利の

擁護が進むと共に、日本においても近世・近代か

らの御上の統治、お役所のお任せ、大企業の序列

という考え方から、消費者や市民ファースト、行

政と受益者の「協働」という、一種のガバナンス

意識が向上してきている。このような動向を「コ

ーポレイトガバナンス」と対比して「パブリック

ガバナンス」（公共統治）といい、政府・地方公共

団体などの公的機関が適正に運営されるよう、受

益者である国民が受託者である公的機関の意思決

定を規律付け、また、その仕組みや財務の適正化、

効率性・透明性の向上、説明責任の徹底などが求

められている。 

（２）医療とガバナンス 

 国民の保健衛生（医療）は社会保障問題の重要

事項であるので、各種の法律に則り、国家（ガバ

メント＝厚労省）がガバナンスしている。例えば、

医療従事者数調整や国家試験の合格率水準の維持

などはその証左であろう。その施策や方向性に関

して、厚労省と医師や看護師などの代表が意志決

定しているわけだが、そのガバナンスに関して国

民の代表である議員や業団、学会のディスカショ

ンが有機的に連動していて、さらに、そのサービ

スに関して、患者の権利であるインフォームドコ

ンセント・チョイスという時流も常に影響してい

るのである。 

 医療とガバナンスに関してはすでに、「医療ガバ

ナンス学会」や「医療ガバナンス研究所（NPO)）

などが成立し、医療現場のみならず医療と社会、

経済、メディアなどといった多角的な研究も進ん

でいる。また、厚生労働省のウェブサイトでは「医

療法人のガバナンスについて」という論文も報告

されており、「ガバナンスの定義と目的」でコーポ

レイト・ガバナンスを引用し、医療法人における

ガバナンスについて研究報告されている。このよ

うに、現代の医療問題に関しては、ガバナンスに

関して学術的な検証が不可欠であることがわかる。 

（３）鍼灸とガバナンス 

合格率が年々低下傾向のはり師、きゅう師国家

試験は第26回（2018年実施）、過去最低を更新し

50%台まで低下した。この傾向は、福岡判決後の鍼

灸学校の急増に依っていることは誰も否定できな

い。また、鍼灸市場の低迷も鍼灸学校の乱立によ

る資質低下が要因していると言われている。よっ

て、国家試験の敷居を高くすることで資質を向上

させ、有資格者の輩出の自主規制することが、解

決策というようにも映る。しかし、国家試験の難

易度を上げる意味と目的について議論がなされ、

教育界や業団体のコンセンサスに基づいていると

いう印象は低い。また、これが本当に国民のニー

ズであるとしたら、そのニーズを誰がどの様に分

析し、戦略をたてているのかという疑問も湧いて

くる。つまり、あはきを取り巻く事象に関するガ

バナンスが気がかりである。 

抑も、福岡判決の引き金は柔道整復専門学校の

設置規制に関して、一学校法人が反旗を翻し、規

制緩和の流れを受け障壁が撤廃されたのである。

その結果、市場経済競争原理の影響が鍼灸界にも

及んだ。それまでの国の規制という暗黙のガバナ

ンスから解放されたことが誘因であり、現在の議

論が成されている「療養費」問題（『社会鍼灸学研

究2018』）、マッサージ学科新設裁判などに関して

も、すべて、あはき界のガバナンス形成不足がも

たらした混迷ではないかと考えるのである。しか

し、少し乱暴な見方をすると、日本鍼灸の手法や
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合いによる緩やかな結束力により、医療の端くれ

として生き残ってきたと考えれば、ガバナンス不

要論も成り立つのである。 

国際的にも苦境を強いられている日本鍼灸、国

内の諸問題に関して、今、そのガバナンスが問わ

れている。いったい、誰が何処で鍼灸、鍼灸界を

操り、ステークホルダー（受益者である国民、制

度主体である国、制度を支える企業や斯界全体と

いった利害関係者）への説明責任を果たしている

のかという、これまで、議論されたことはない日

本鍼灸のガバナンスについて、その変遷をたどり、

社会的な実情を検証することが必要である。 

２.鍼灸制度史から考えるガバナンス 

（１） 明治時代 

明治維新は立憲君主制の始まりであって、御上

の統治＝ガバメントが常識であり、上意下達が民

意を表していた。1874(明治７)年、文部省はその

後の日本の医療制度の方向性を示す「医制」を達

し（東京京都大阪三府へ達）、鍼灸に関しては事実

上、医療管理下以外での施術を禁止した。しかし、

実情は野放し常態であって、1885(明治18)年、内

務省は「鍼灸術営業差許方」（内務省達甲第十号）

を達し、修業履歴の届出を義務づけ、鍼灸施術を

許可制とし、実質の管理制度をスタートさせた。

明治期前半は、明治政府のガバナンスによる西洋

式の医療制度の推進が国家命題であって、鍼灸は、

その狭間のガバナンスにより生き延びてきたとい

えるだろう。検証できるだけの資料を見出すこと

はできないが、江戸時代から脈々と続いてきた鍼

灸が視覚障害者の業であったり、庶民に親しまれ

てきた民間医療であったりしたことが、明治政府

の鍼灸へのガバナンスに影響したことは否めない。 

明治中期、「温知社」などによる明治政府に対す

る漢方存続運動に鍼灸師（吉田弘道）が関わって

来たことも、後押ししただろう。明治後半になる

と、平民の誕生とともに、民意という意識が目覚

め、もの申す民（平民）が結集し意志を表出する

ようになる。1902(明治35)年、「日本鍼灸医会」に

よる『日本鍼灸雑誌』や1910(同43)年「東京鍼灸

学会」による『鍼灸学講義』（のちの『東京鍼灸雑

誌』）の創刊などはその現れであろう。民意ガバナ

ンス意識はさらに高まり、それまで地方毎に免許

鑑札が必要だった制度に対して、その改正につい

て明治政府への請願書となり、1911(明治44)年の

全国統一的な初法令「鍼術灸術営業取締規則」（取

締規則）の制定に繋がった。 

 

（２） 大正時代～戦前 

 大正デモクラシーとともに、民意の意識はさら

に向上し、鍼灸制度に対する独自のガバナンスの

動きが出てくる。1925(昭和元）年～1935(昭和10)

年頃にかけて、大阪が活動拠点であった山崎良斎

らの鍼灸師団体「大日本鍼灸医会」は、鍼灸師の

地位向上を目指し「鍼灸医師法」の成立へむけて

画策した。一方、『東邦医学』を主催していた医師

の駒井一雄は、1938(昭和13)年の「国民健康保険

法」成立に合わせ、鍼灸を健康保険に包括させる

ことが先決であると考え孤軍奮闘していた。残念

なことに両者は、その方向性について「激論」を

交わし、真っ向から対立していた。しかし、当時

（近代）の鍼灸のガバナンスについて、当事者自

らが議論できる場が、時代ともに成り立っていっ

たという見方ができるだろう。 

また、1939(昭和14)年には、駒井が主催し、厚

生省衛生局の医務課長、野間正秋氏を囲んで、山

崎直史、保寶弥一郎、柳谷素霊、坂本貢、代田文

誌、竹山晋民などといった当時の日本斯界を代表

する鍼灸師が座談会を行った。野間課長から、鍼

灸術に対する考えや、（実現は見なかった）規則改

正の根本方針を訊き出し、野間は、「国民の健康保

持が重要な課題になってきて、医療の制度改善が

急務である。しかし、国としては鍼灸の実状を調

査把握していない。鍼灸行為が営業というのは矛

盾があるようにも思われるが、実質的向上があっ

て立法が伴うものである。医師法並みの鍼灸師法

の制定は無理であろう。復興気運は理解している。

この機会にこそ謹慎と研究が特別に必要である」

と述べた（『東邦医学』第六巻十号昭和14年9月）。
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鍼灸のガバナンス 

～日本の鍼灸制度史から考える～ 
箕輪政博 

社会鍼灸学研究会副代表 

 

１.緒言 

（１）背景 

 ガバナンス（governance）とは統治、管理、制

御を意味し、一般的には「組織や社会に関与する

メンバーが主体的に関与する、意志決定、合意形

成のシステム」といわれていて、その組織の最た

るものが国家や政府(government)である。近年、

企業の倫理観が問われ、「コーポレイトガバナンス」

（企業統治）という言葉が用いられるようになり、

株主総会を核にして、取締役、会計監査といった

管理・監視部門および各部署やグループ会社など

の位置付けや関係を銘記したその統治機構の意識

改革が進んでいる。 

消費者、市民、受益者の意識の高まりと権利の

擁護が進むと共に、日本においても近世・近代か

らの御上の統治、お役所のお任せ、大企業の序列

という考え方から、消費者や市民ファースト、行

政と受益者の「協働」という、一種のガバナンス

意識が向上してきている。このような動向を「コ

ーポレイトガバナンス」と対比して「パブリック

ガバナンス」（公共統治）といい、政府・地方公共

団体などの公的機関が適正に運営されるよう、受

益者である国民が受託者である公的機関の意思決

定を規律付け、また、その仕組みや財務の適正化、

効率性・透明性の向上、説明責任の徹底などが求

められている。 

（２）医療とガバナンス 

 国民の保健衛生（医療）は社会保障問題の重要

事項であるので、各種の法律に則り、国家（ガバ

メント＝厚労省）がガバナンスしている。例えば、

医療従事者数調整や国家試験の合格率水準の維持

などはその証左であろう。その施策や方向性に関

して、厚労省と医師や看護師などの代表が意志決

定しているわけだが、そのガバナンスに関して国

民の代表である議員や業団、学会のディスカショ

ンが有機的に連動していて、さらに、そのサービ

スに関して、患者の権利であるインフォームドコ

ンセント・チョイスという時流も常に影響してい

るのである。 

 医療とガバナンスに関してはすでに、「医療ガバ

ナンス学会」や「医療ガバナンス研究所（NPO)）

などが成立し、医療現場のみならず医療と社会、

経済、メディアなどといった多角的な研究も進ん

でいる。また、厚生労働省のウェブサイトでは「医

療法人のガバナンスについて」という論文も報告

されており、「ガバナンスの定義と目的」でコーポ

レイト・ガバナンスを引用し、医療法人における

ガバナンスについて研究報告されている。このよ

うに、現代の医療問題に関しては、ガバナンスに

関して学術的な検証が不可欠であることがわかる。 

（３）鍼灸とガバナンス 

合格率が年々低下傾向のはり師、きゅう師国家

試験は第26回（2018年実施）、過去最低を更新し

50%台まで低下した。この傾向は、福岡判決後の鍼

灸学校の急増に依っていることは誰も否定できな

い。また、鍼灸市場の低迷も鍼灸学校の乱立によ

る資質低下が要因していると言われている。よっ

て、国家試験の敷居を高くすることで資質を向上

させ、有資格者の輩出の自主規制することが、解

決策というようにも映る。しかし、国家試験の難

易度を上げる意味と目的について議論がなされ、

教育界や業団体のコンセンサスに基づいていると

いう印象は低い。また、これが本当に国民のニー

ズであるとしたら、そのニーズを誰がどの様に分

析し、戦略をたてているのかという疑問も湧いて

くる。つまり、あはきを取り巻く事象に関するガ

バナンスが気がかりである。 

抑も、福岡判決の引き金は柔道整復専門学校の

設置規制に関して、一学校法人が反旗を翻し、規

制緩和の流れを受け障壁が撤廃されたのである。

その結果、市場経済競争原理の影響が鍼灸界にも

及んだ。それまでの国の規制という暗黙のガバナ

ンスから解放されたことが誘因であり、現在の議

論が成されている「療養費」問題（『社会鍼灸学研

究2018』）、マッサージ学科新設裁判などに関して

も、すべて、あはき界のガバナンス形成不足がも

たらした混迷ではないかと考えるのである。しか

し、少し乱暴な見方をすると、日本鍼灸の手法や
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流派の特徴である「多様性」が伝統を生み、認め

合いによる緩やかな結束力により、医療の端くれ

として生き残ってきたと考えれば、ガバナンス不

要論も成り立つのである。 

国際的にも苦境を強いられている日本鍼灸、国

内の諸問題に関して、今、そのガバナンスが問わ

れている。いったい、誰が何処で鍼灸、鍼灸界を

操り、ステークホルダー（受益者である国民、制

度主体である国、制度を支える企業や斯界全体と

いった利害関係者）への説明責任を果たしている

のかという、これまで、議論されたことはない日

本鍼灸のガバナンスについて、その変遷をたどり、

社会的な実情を検証することが必要である。 

２.鍼灸制度史から考えるガバナンス 

（１） 明治時代 

明治維新は立憲君主制の始まりであって、御上

の統治＝ガバメントが常識であり、上意下達が民

意を表していた。1874(明治７)年、文部省はその

後の日本の医療制度の方向性を示す「医制」を達

し（東京京都大阪三府へ達）、鍼灸に関しては事実

上、医療管理下以外での施術を禁止した。しかし、

実情は野放し常態であって、1885(明治18)年、内

務省は「鍼灸術営業差許方」（内務省達甲第十号）

を達し、修業履歴の届出を義務づけ、鍼灸施術を

許可制とし、実質の管理制度をスタートさせた。

明治期前半は、明治政府のガバナンスによる西洋

式の医療制度の推進が国家命題であって、鍼灸は、

その狭間のガバナンスにより生き延びてきたとい

えるだろう。検証できるだけの資料を見出すこと

はできないが、江戸時代から脈々と続いてきた鍼

灸が視覚障害者の業であったり、庶民に親しまれ

てきた民間医療であったりしたことが、明治政府

の鍼灸へのガバナンスに影響したことは否めない。 

明治中期、「温知社」などによる明治政府に対す

る漢方存続運動に鍼灸師（吉田弘道）が関わって

来たことも、後押ししただろう。明治後半になる

と、平民の誕生とともに、民意という意識が目覚

め、もの申す民（平民）が結集し意志を表出する

ようになる。1902(明治35)年、「日本鍼灸医会」に

よる『日本鍼灸雑誌』や1910(同43)年「東京鍼灸

学会」による『鍼灸学講義』（のちの『東京鍼灸雑

誌』）の創刊などはその現れであろう。民意ガバナ

ンス意識はさらに高まり、それまで地方毎に免許

鑑札が必要だった制度に対して、その改正につい

て明治政府への請願書となり、1911(明治44)年の

全国統一的な初法令「鍼術灸術営業取締規則」（取

締規則）の制定に繋がった。 

 

（２） 大正時代～戦前 

 大正デモクラシーとともに、民意の意識はさら

に向上し、鍼灸制度に対する独自のガバナンスの

動きが出てくる。1925(昭和元）年～1935(昭和10)

年頃にかけて、大阪が活動拠点であった山崎良斎

らの鍼灸師団体「大日本鍼灸医会」は、鍼灸師の

地位向上を目指し「鍼灸医師法」の成立へむけて

画策した。一方、『東邦医学』を主催していた医師

の駒井一雄は、1938(昭和13)年の「国民健康保険

法」成立に合わせ、鍼灸を健康保険に包括させる

ことが先決であると考え孤軍奮闘していた。残念

なことに両者は、その方向性について「激論」を

交わし、真っ向から対立していた。しかし、当時

（近代）の鍼灸のガバナンスについて、当事者自

らが議論できる場が、時代ともに成り立っていっ

たという見方ができるだろう。 

また、1939(昭和14)年には、駒井が主催し、厚

生省衛生局の医務課長、野間正秋氏を囲んで、山

崎直史、保寶弥一郎、柳谷素霊、坂本貢、代田文

誌、竹山晋民などといった当時の日本斯界を代表

する鍼灸師が座談会を行った。野間課長から、鍼

灸術に対する考えや、（実現は見なかった）規則改

正の根本方針を訊き出し、野間は、「国民の健康保

持が重要な課題になってきて、医療の制度改善が

急務である。しかし、国としては鍼灸の実状を調

査把握していない。鍼灸行為が営業というのは矛

盾があるようにも思われるが、実質的向上があっ

て立法が伴うものである。医師法並みの鍼灸師法

の制定は無理であろう。復興気運は理解している。

この機会にこそ謹慎と研究が特別に必要である」

と述べた（『東邦医学』第六巻十号昭和14年9月）。
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～日本の鍼灸制度史から考える～ 
箕輪政博 

社会鍼灸学研究会副代表 

 

１.緒言 

（１）背景 

 ガバナンス（governance）とは統治、管理、制

御を意味し、一般的には「組織や社会に関与する

メンバーが主体的に関与する、意志決定、合意形

成のシステム」といわれていて、その組織の最た

るものが国家や政府(government)である。近年、

企業の倫理観が問われ、「コーポレイトガバナンス」

（企業統治）という言葉が用いられるようになり、

株主総会を核にして、取締役、会計監査といった

管理・監視部門および各部署やグループ会社など

の位置付けや関係を銘記したその統治機構の意識

改革が進んでいる。 

消費者、市民、受益者の意識の高まりと権利の

擁護が進むと共に、日本においても近世・近代か

らの御上の統治、お役所のお任せ、大企業の序列

という考え方から、消費者や市民ファースト、行

政と受益者の「協働」という、一種のガバナンス

意識が向上してきている。このような動向を「コ

ーポレイトガバナンス」と対比して「パブリック

ガバナンス」（公共統治）といい、政府・地方公共

団体などの公的機関が適正に運営されるよう、受

益者である国民が受託者である公的機関の意思決

定を規律付け、また、その仕組みや財務の適正化、

効率性・透明性の向上、説明責任の徹底などが求

められている。 

（２）医療とガバナンス 

 国民の保健衛生（医療）は社会保障問題の重要

事項であるので、各種の法律に則り、国家（ガバ

メント＝厚労省）がガバナンスしている。例えば、

医療従事者数調整や国家試験の合格率水準の維持

などはその証左であろう。その施策や方向性に関

して、厚労省と医師や看護師などの代表が意志決

定しているわけだが、そのガバナンスに関して国

民の代表である議員や業団、学会のディスカショ

ンが有機的に連動していて、さらに、そのサービ

スに関して、患者の権利であるインフォームドコ

ンセント・チョイスという時流も常に影響してい

るのである。 

 医療とガバナンスに関してはすでに、「医療ガバ

ナンス学会」や「医療ガバナンス研究所（NPO)）

などが成立し、医療現場のみならず医療と社会、

経済、メディアなどといった多角的な研究も進ん

でいる。また、厚生労働省のウェブサイトでは「医

療法人のガバナンスについて」という論文も報告

されており、「ガバナンスの定義と目的」でコーポ

レイト・ガバナンスを引用し、医療法人における

ガバナンスについて研究報告されている。このよ

うに、現代の医療問題に関しては、ガバナンスに

関して学術的な検証が不可欠であることがわかる。 

（３）鍼灸とガバナンス 

合格率が年々低下傾向のはり師、きゅう師国家

試験は第26回（2018年実施）、過去最低を更新し

50%台まで低下した。この傾向は、福岡判決後の鍼

灸学校の急増に依っていることは誰も否定できな

い。また、鍼灸市場の低迷も鍼灸学校の乱立によ

る資質低下が要因していると言われている。よっ

て、国家試験の敷居を高くすることで資質を向上

させ、有資格者の輩出の自主規制することが、解

決策というようにも映る。しかし、国家試験の難

易度を上げる意味と目的について議論がなされ、

教育界や業団体のコンセンサスに基づいていると

いう印象は低い。また、これが本当に国民のニー

ズであるとしたら、そのニーズを誰がどの様に分

析し、戦略をたてているのかという疑問も湧いて

くる。つまり、あはきを取り巻く事象に関するガ

バナンスが気がかりである。 

抑も、福岡判決の引き金は柔道整復専門学校の

設置規制に関して、一学校法人が反旗を翻し、規

制緩和の流れを受け障壁が撤廃されたのである。

その結果、市場経済競争原理の影響が鍼灸界にも

及んだ。それまでの国の規制という暗黙のガバナ

ンスから解放されたことが誘因であり、現在の議

論が成されている「療養費」問題（『社会鍼灸学研

究2018』）、マッサージ学科新設裁判などに関して

も、すべて、あはき界のガバナンス形成不足がも

たらした混迷ではないかと考えるのである。しか

し、少し乱暴な見方をすると、日本鍼灸の手法や
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（２）そのガバナンスは如何に 

2003(平成 15)年 12 月、推進協として「無資格

マッサージ等取締関係資料」を発布する。推進協

は新あはき法の推進に関する協議会であり、その

ミッションに則した活動といえるだろう。また、

インターネットで「あはき等法推進協議会」を検

索するとこの関係資料の他に、最近の推進協の会

議報告を見出すことができる。これらのデータか

ら、東京四谷の全鍼師会館内に「あはき等法推進

協議会」名義の住所は存在し、現在も７者が年に

数回の協議会を持ち回りで維持していることがわ

かる。推進協自体のウェブサイトはなく、なぜか、

盲人会のサイトでその報告がなされているようで、

最新の報告を引用する。 

日盲連（盲人会） 最近の活動のページにおいて、

2018年10月30日付け、「平成30年度 第５回あ

はき等法推進協議会開催」というタイトルで「平

成30年度第５回あはき等法推進協議会（代表・伊

藤久夫全日本鍼灸マッサージ師会会長）が 10 月

18日、東京・四谷の全鍼師会会館で開催されまし

た。日本盲人会連合からは竹下義樹会長、小川幹

雄副会長、須藤平八郎理事が参加した。 

主な協議内容は前回９月 20 日に開催された第

４回協議会に引き続きあはき療養費に関する施術

管理者研修のあり方とあはきについての広告のあ

り方検討会への対応でした。あはきの療養費の受

領委任払い制度への移行に伴う施術管理者の研修

について、平成 32 年度から実施することになっ

ているが、その研修の実施主体、研修時間、実務

経験の年数等に関して話し合われました。今後、

東洋療法研修試験財団と協議しながら内容を検討

することになります。なお、療養費の医師の同意

書の適正なあり方について日本医師会との話し合

いを持つことになりました。あはきの広告のあり

方については広告の緩和、無免許者の規制、指導

体制のあり方等の検討が行われています。施術者

側と保険者、自治体の主張を踏まえ、今後ガイド

ラインの原案が示されることになっているが施術

者側の主張を反映させることについて話し合われ

ました。なお、このほか、前回の協議会、東洋療

法研修試験財団のあはき国家試験のあり方検討会

では 11 月にあん摩マッサージ指圧師、12 月には

り師きゅう師の試行試験を行い検討に反映させる

こと、標準産業分類の改訂に合わせてあはきの適

正化を求める作業を進めることなどが話し合われ

ました」と報告されていた。   

この報告からは斯界のリアルタイムな課題、「療

養費の受領委任払い」や「国家試験のあり方」、「広

告」問題などまさに「あはき等法」に関わる議論

がなされ、ガバナンス機能が働いているようにも

読みとれる。 

 

1988(昭和 63)年の大改正で財団が法条文に位

置づけられ、財団は厚生労働大臣の職務を代行す

る組織であり、財団を厚生労働省（ガバメント）

と読み替えることができる。財団の大本は７者懇

であるから、現在の財団は推進協の実像というこ

とにもなる。よって、日本のあはきは推進協のガ

バナンスの上に成りたっているとも換言できる。 

しかし、現代の多くの、特に若いあはき師で財

団設立の経過を知るものは少ないし、ましてや推

進協（７者懇）の存在すら聞いたことがないもの

もいる。それは、推進協の発する情報が限定的か

つ五月雨式であり、現状では公にその活動実態が

わかりにくいことが誘因していると考える。また、

臨床に直接関係することではないので、免許者＝
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鍼灸に対する自らのガバナンス意識がさらに高ま

り、近代日本の鍼灸の地位向上をめざし、ガバメ

ントを動かそうという気運が手に取るように感じ

られる。しかし、実際にそこまでは叶わなかった。 

 その後、日本近代のガバメントは暴走し、敗戦

により日本国家のガバナンスは破綻した。 

（３）GHQ旋風への抵抗と成果 

GHQ による鍼灸禁止の動きに対する反対運動は、

晴眼者と視覚障害者の統一的なガバナンスの黎明

であり、当時のガバメントであるGHQのガバナン

スに影響をもたらし、日本国憲法制定からいち早

く、1947(昭和 22)年 12 月「あん摩、はり、きゅ

う、柔道整復等営業法」（法律第217号）の制定に

至ったのである。結果的にライセンスのレベルは

向上し、戦前の流れからみれば、近代の斯界の望

みが叶えられた成果であり、それは、近代ガバナ

ンスの動向が不可欠であったことに他ならない。 

奥津によれば、「それぞれ立場は違うが、お互い

「鍼灸存続」を合い言葉にし、時には協力し合い

ながら運動を展開した。後世、「業界が一致団結し

たのは、後にも先にもGHQ旋風だけである」と語

り継がれるほど、この時の業界はまとまりが強か

った」と報告している。『社会鍼灸学研究2016(第

11号)』 

（４）戦後、民主主義の台頭と７者懇への道のり 

 戦後、規制という暗黙のガバナンス下、東洋医

学が鍼麻酔ブームなどによる需要喚起があり、

1970 年代に鍼灸専門学校の新設という小さな嵐

が起きたが、1998年のいわゆる規制緩和の流れを

受ける福岡裁判まで約50年は「昭和の安定期」と

いえるだろう。この間、あはき（柔道整復）業界

は、学校数が限られていたために入学者は一定の

倍率を保ち、そのために学生の質もある程度担保

することができ、輩出有資格者数も激増すること

はなかった。パイは小さいながらも少数安定を維

持し、高度経済成長やバブル経済などに需要を後

押しされていた。また、「療養費」という健康保険

のニッチな給付も受けていたために、ガバメント

（ガバナンス）に疑問を呈するものは少なかった

ようだ。 

 しかし、社会的地位の格上げや医療への位置付

けは、近代から続く斯界の念願であった。 その

動きの一部が、身分法として217号制定時の法律

名から「営業」という文字を削除することであっ

た。その願いは1951(昭和26)年の改正で実現する

のだが、法律内容が抜本的に改正されたわけでは

なく、実質的な身分の格上げや社会的な地位向上

は実現していない。医療への位置付けは「資質の

向上」が不可欠である。そのためには、積極的要

件の引き上げや国家試験の実施が求められる。こ

の希求が、斯界の統一された動き、後述する通称

７者懇の成立であり、そのガバナンスが 1988(昭

和63)年の大改正として結実したのだった。 

３.７者懇（後の推進協）の成立とそのガバナンス 

（１）その道のり 

 ７者懇とは、全日本鍼灸マッサージ師会（全鍼）、

日本鍼灸師会（日鍼会）、日本あん摩マッサージ指

圧師会（日マ会）、全国病院理学療法協会（全病理）、

日本盲人連合会（盲人会）、東洋療法学校協会（学

校協会）、日本理療科教員連盟（理教連）（順不同）

の集まりを指す。    

その始まりは、1950(昭和30)年代、全鍼、盲人

会、理教連が、あはき等法改正について連絡協議

していたことと考えられ、その動きは 1971(昭和

46)年、ＰＴＯＴ法や療術対策の事務局レベルの情

報交換を目的に「３者懇」として成立した。その

後、全病理と日マ会といった視覚障害者系５団体

が集結し「５者懇」となった。 

1980年代後半、主に晴眼者系の団体である日鍼

会では、木下晴都会長が中心になり、鍼灸師の養

成過程改革や法律改正の議論が進んでいた。

1986(昭和61)年後半、柔道整復師法改正の動きが

起こる。その翌年２月、厚生労働省から当時の全

鍼の関野光雄会長へ「あはきも同様の必要性はあ

るか、改正案の用意はあるか」という問いかけが

あり、視覚障害関係「５者懇」と日鍼会、学校協

会が協議を重ね、1987(昭和62)12月、「７者懇＝

はりきゅうマッサージ関係団体協議会」が成立し、

合意文書と覚書を交わした。７者懇はロビー活動

を展開し、1988(昭和63)年、議員立法として改正

あはき法が国会へ提出され、５月 31 日付けで法

律第71号として公布された。同年６月６日、７者

懇の発展的解散と同時に「新法（あはき等法）推

進協議会」（推進協）を結成し覚書が交わされた。

さらに同年、「東洋療法研修試験財団」（財団）設

立準備委員会が発足され、1990(平成 2)年３月に

同財団は認可され、４月から改正法が施行され現

在に至るのであった。財団のウェブサイトの「本

財団設立の趣旨」や「沿革」には、その経緯が明

示されている。 
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（２）そのガバナンスは如何に 

2003(平成 15)年 12 月、推進協として「無資格

マッサージ等取締関係資料」を発布する。推進協

は新あはき法の推進に関する協議会であり、その

ミッションに則した活動といえるだろう。また、

インターネットで「あはき等法推進協議会」を検

索するとこの関係資料の他に、最近の推進協の会

議報告を見出すことができる。これらのデータか

ら、東京四谷の全鍼師会館内に「あはき等法推進

協議会」名義の住所は存在し、現在も７者が年に

数回の協議会を持ち回りで維持していることがわ

かる。推進協自体のウェブサイトはなく、なぜか、

盲人会のサイトでその報告がなされているようで、

最新の報告を引用する。 

日盲連（盲人会） 最近の活動のページにおいて、

2018年10月30日付け、「平成30年度 第５回あ

はき等法推進協議会開催」というタイトルで「平

成30年度第５回あはき等法推進協議会（代表・伊

藤久夫全日本鍼灸マッサージ師会会長）が 10 月

18日、東京・四谷の全鍼師会会館で開催されまし

た。日本盲人会連合からは竹下義樹会長、小川幹

雄副会長、須藤平八郎理事が参加した。 

主な協議内容は前回９月 20 日に開催された第

４回協議会に引き続きあはき療養費に関する施術

管理者研修のあり方とあはきについての広告のあ

り方検討会への対応でした。あはきの療養費の受

領委任払い制度への移行に伴う施術管理者の研修

について、平成 32 年度から実施することになっ

ているが、その研修の実施主体、研修時間、実務

経験の年数等に関して話し合われました。今後、

東洋療法研修試験財団と協議しながら内容を検討

することになります。なお、療養費の医師の同意

書の適正なあり方について日本医師会との話し合

いを持つことになりました。あはきの広告のあり

方については広告の緩和、無免許者の規制、指導

体制のあり方等の検討が行われています。施術者

側と保険者、自治体の主張を踏まえ、今後ガイド

ラインの原案が示されることになっているが施術

者側の主張を反映させることについて話し合われ

ました。なお、このほか、前回の協議会、東洋療

法研修試験財団のあはき国家試験のあり方検討会

では 11 月にあん摩マッサージ指圧師、12 月には

り師きゅう師の試行試験を行い検討に反映させる

こと、標準産業分類の改訂に合わせてあはきの適

正化を求める作業を進めることなどが話し合われ

ました」と報告されていた。   

この報告からは斯界のリアルタイムな課題、「療

養費の受領委任払い」や「国家試験のあり方」、「広

告」問題などまさに「あはき等法」に関わる議論

がなされ、ガバナンス機能が働いているようにも

読みとれる。 

 

1988(昭和 63)年の大改正で財団が法条文に位

置づけられ、財団は厚生労働大臣の職務を代行す

る組織であり、財団を厚生労働省（ガバメント）

と読み替えることができる。財団の大本は７者懇

であるから、現在の財団は推進協の実像というこ

とにもなる。よって、日本のあはきは推進協のガ

バナンスの上に成りたっているとも換言できる。 

しかし、現代の多くの、特に若いあはき師で財

団設立の経過を知るものは少ないし、ましてや推

進協（７者懇）の存在すら聞いたことがないもの

もいる。それは、推進協の発する情報が限定的か

つ五月雨式であり、現状では公にその活動実態が

わかりにくいことが誘因していると考える。また、

臨床に直接関係することではないので、免許者＝
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鍼灸に対する自らのガバナンス意識がさらに高ま

り、近代日本の鍼灸の地位向上をめざし、ガバメ

ントを動かそうという気運が手に取るように感じ

られる。しかし、実際にそこまでは叶わなかった。 

 その後、日本近代のガバメントは暴走し、敗戦

により日本国家のガバナンスは破綻した。 

（３）GHQ旋風への抵抗と成果 

GHQ による鍼灸禁止の動きに対する反対運動は、

晴眼者と視覚障害者の統一的なガバナンスの黎明

であり、当時のガバメントであるGHQのガバナン

スに影響をもたらし、日本国憲法制定からいち早

く、1947(昭和 22)年 12 月「あん摩、はり、きゅ

う、柔道整復等営業法」（法律第217号）の制定に

至ったのである。結果的にライセンスのレベルは

向上し、戦前の流れからみれば、近代の斯界の望

みが叶えられた成果であり、それは、近代ガバナ

ンスの動向が不可欠であったことに他ならない。 

奥津によれば、「それぞれ立場は違うが、お互い

「鍼灸存続」を合い言葉にし、時には協力し合い

ながら運動を展開した。後世、「業界が一致団結し

たのは、後にも先にもGHQ旋風だけである」と語

り継がれるほど、この時の業界はまとまりが強か

った」と報告している。『社会鍼灸学研究2016(第

11号)』 

（４）戦後、民主主義の台頭と７者懇への道のり 

 戦後、規制という暗黙のガバナンス下、東洋医

学が鍼麻酔ブームなどによる需要喚起があり、

1970 年代に鍼灸専門学校の新設という小さな嵐

が起きたが、1998年のいわゆる規制緩和の流れを

受ける福岡裁判まで約50年は「昭和の安定期」と

いえるだろう。この間、あはき（柔道整復）業界

は、学校数が限られていたために入学者は一定の

倍率を保ち、そのために学生の質もある程度担保

することができ、輩出有資格者数も激増すること

はなかった。パイは小さいながらも少数安定を維

持し、高度経済成長やバブル経済などに需要を後

押しされていた。また、「療養費」という健康保険

のニッチな給付も受けていたために、ガバメント

（ガバナンス）に疑問を呈するものは少なかった

ようだ。 

 しかし、社会的地位の格上げや医療への位置付

けは、近代から続く斯界の念願であった。 その

動きの一部が、身分法として217号制定時の法律

名から「営業」という文字を削除することであっ

た。その願いは1951(昭和26)年の改正で実現する

のだが、法律内容が抜本的に改正されたわけでは

なく、実質的な身分の格上げや社会的な地位向上

は実現していない。医療への位置付けは「資質の

向上」が不可欠である。そのためには、積極的要

件の引き上げや国家試験の実施が求められる。こ

の希求が、斯界の統一された動き、後述する通称

７者懇の成立であり、そのガバナンスが 1988(昭

和63)年の大改正として結実したのだった。 

３.７者懇（後の推進協）の成立とそのガバナンス 

（１）その道のり 

 ７者懇とは、全日本鍼灸マッサージ師会（全鍼）、

日本鍼灸師会（日鍼会）、日本あん摩マッサージ指

圧師会（日マ会）、全国病院理学療法協会（全病理）、

日本盲人連合会（盲人会）、東洋療法学校協会（学

校協会）、日本理療科教員連盟（理教連）（順不同）

の集まりを指す。    

その始まりは、1950(昭和30)年代、全鍼、盲人

会、理教連が、あはき等法改正について連絡協議

していたことと考えられ、その動きは 1971(昭和

46)年、ＰＴＯＴ法や療術対策の事務局レベルの情

報交換を目的に「３者懇」として成立した。その

後、全病理と日マ会といった視覚障害者系５団体

が集結し「５者懇」となった。 

1980年代後半、主に晴眼者系の団体である日鍼

会では、木下晴都会長が中心になり、鍼灸師の養

成過程改革や法律改正の議論が進んでいた。

1986(昭和61)年後半、柔道整復師法改正の動きが

起こる。その翌年２月、厚生労働省から当時の全

鍼の関野光雄会長へ「あはきも同様の必要性はあ

るか、改正案の用意はあるか」という問いかけが

あり、視覚障害関係「５者懇」と日鍼会、学校協

会が協議を重ね、1987(昭和62)12月、「７者懇＝

はりきゅうマッサージ関係団体協議会」が成立し、

合意文書と覚書を交わした。７者懇はロビー活動

を展開し、1988(昭和63)年、議員立法として改正

あはき法が国会へ提出され、５月 31 日付けで法

律第71号として公布された。同年６月６日、７者

懇の発展的解散と同時に「新法（あはき等法）推

進協議会」（推進協）を結成し覚書が交わされた。

さらに同年、「東洋療法研修試験財団」（財団）設

立準備委員会が発足され、1990(平成 2)年３月に

同財団は認可され、４月から改正法が施行され現

在に至るのであった。財団のウェブサイトの「本

財団設立の趣旨」や「沿革」には、その経緯が明

示されている。 

─　　　─
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（２）そのガバナンスは如何に 

2003(平成 15)年 12 月、推進協として「無資格

マッサージ等取締関係資料」を発布する。推進協

は新あはき法の推進に関する協議会であり、その

ミッションに則した活動といえるだろう。また、

インターネットで「あはき等法推進協議会」を検

索するとこの関係資料の他に、最近の推進協の会

議報告を見出すことができる。これらのデータか

ら、東京四谷の全鍼師会館内に「あはき等法推進

協議会」名義の住所は存在し、現在も７者が年に

数回の協議会を持ち回りで維持していることがわ

かる。推進協自体のウェブサイトはなく、なぜか、

盲人会のサイトでその報告がなされているようで、

最新の報告を引用する。 

日盲連（盲人会） 最近の活動のページにおいて、

2018年10月30日付け、「平成30年度 第５回あ

はき等法推進協議会開催」というタイトルで「平

成30年度第５回あはき等法推進協議会（代表・伊

藤久夫全日本鍼灸マッサージ師会会長）が 10 月

18日、東京・四谷の全鍼師会会館で開催されまし

た。日本盲人会連合からは竹下義樹会長、小川幹

雄副会長、須藤平八郎理事が参加した。 

主な協議内容は前回９月 20 日に開催された第

４回協議会に引き続きあはき療養費に関する施術

管理者研修のあり方とあはきについての広告のあ

り方検討会への対応でした。あはきの療養費の受

領委任払い制度への移行に伴う施術管理者の研修

について、平成 32 年度から実施することになっ

ているが、その研修の実施主体、研修時間、実務

経験の年数等に関して話し合われました。今後、

東洋療法研修試験財団と協議しながら内容を検討

することになります。なお、療養費の医師の同意

書の適正なあり方について日本医師会との話し合

いを持つことになりました。あはきの広告のあり

方については広告の緩和、無免許者の規制、指導

体制のあり方等の検討が行われています。施術者

側と保険者、自治体の主張を踏まえ、今後ガイド

ラインの原案が示されることになっているが施術

者側の主張を反映させることについて話し合われ

ました。なお、このほか、前回の協議会、東洋療

法研修試験財団のあはき国家試験のあり方検討会

では 11 月にあん摩マッサージ指圧師、12 月には

り師きゅう師の試行試験を行い検討に反映させる

こと、標準産業分類の改訂に合わせてあはきの適

正化を求める作業を進めることなどが話し合われ

ました」と報告されていた。   

この報告からは斯界のリアルタイムな課題、「療

養費の受領委任払い」や「国家試験のあり方」、「広

告」問題などまさに「あはき等法」に関わる議論

がなされ、ガバナンス機能が働いているようにも

読みとれる。 

 

1988(昭和 63)年の大改正で財団が法条文に位

置づけられ、財団は厚生労働大臣の職務を代行す

る組織であり、財団を厚生労働省（ガバメント）

と読み替えることができる。財団の大本は７者懇

であるから、現在の財団は推進協の実像というこ

とにもなる。よって、日本のあはきは推進協のガ

バナンスの上に成りたっているとも換言できる。 

しかし、現代の多くの、特に若いあはき師で財

団設立の経過を知るものは少ないし、ましてや推

進協（７者懇）の存在すら聞いたことがないもの

もいる。それは、推進協の発する情報が限定的か

つ五月雨式であり、現状では公にその活動実態が

わかりにくいことが誘因していると考える。また、

臨床に直接関係することではないので、免許者＝
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鍼灸に対する自らのガバナンス意識がさらに高ま

り、近代日本の鍼灸の地位向上をめざし、ガバメ

ントを動かそうという気運が手に取るように感じ

られる。しかし、実際にそこまでは叶わなかった。 

 その後、日本近代のガバメントは暴走し、敗戦

により日本国家のガバナンスは破綻した。 

（３）GHQ旋風への抵抗と成果 

GHQ による鍼灸禁止の動きに対する反対運動は、

晴眼者と視覚障害者の統一的なガバナンスの黎明

であり、当時のガバメントであるGHQのガバナン

スに影響をもたらし、日本国憲法制定からいち早

く、1947(昭和 22)年 12 月「あん摩、はり、きゅ

う、柔道整復等営業法」（法律第217号）の制定に

至ったのである。結果的にライセンスのレベルは

向上し、戦前の流れからみれば、近代の斯界の望

みが叶えられた成果であり、それは、近代ガバナ

ンスの動向が不可欠であったことに他ならない。 

奥津によれば、「それぞれ立場は違うが、お互い

「鍼灸存続」を合い言葉にし、時には協力し合い

ながら運動を展開した。後世、「業界が一致団結し

たのは、後にも先にもGHQ旋風だけである」と語

り継がれるほど、この時の業界はまとまりが強か

った」と報告している。『社会鍼灸学研究2016(第

11号)』 

（４）戦後、民主主義の台頭と７者懇への道のり 

 戦後、規制という暗黙のガバナンス下、東洋医

学が鍼麻酔ブームなどによる需要喚起があり、

1970 年代に鍼灸専門学校の新設という小さな嵐

が起きたが、1998年のいわゆる規制緩和の流れを

受ける福岡裁判まで約50年は「昭和の安定期」と

いえるだろう。この間、あはき（柔道整復）業界

は、学校数が限られていたために入学者は一定の

倍率を保ち、そのために学生の質もある程度担保

することができ、輩出有資格者数も激増すること

はなかった。パイは小さいながらも少数安定を維

持し、高度経済成長やバブル経済などに需要を後

押しされていた。また、「療養費」という健康保険

のニッチな給付も受けていたために、ガバメント

（ガバナンス）に疑問を呈するものは少なかった

ようだ。 

 しかし、社会的地位の格上げや医療への位置付

けは、近代から続く斯界の念願であった。 その

動きの一部が、身分法として217号制定時の法律

名から「営業」という文字を削除することであっ

た。その願いは1951(昭和26)年の改正で実現する

のだが、法律内容が抜本的に改正されたわけでは

なく、実質的な身分の格上げや社会的な地位向上

は実現していない。医療への位置付けは「資質の

向上」が不可欠である。そのためには、積極的要

件の引き上げや国家試験の実施が求められる。こ

の希求が、斯界の統一された動き、後述する通称

７者懇の成立であり、そのガバナンスが 1988(昭

和63)年の大改正として結実したのだった。 

３.７者懇（後の推進協）の成立とそのガバナンス 

（１）その道のり 

 ７者懇とは、全日本鍼灸マッサージ師会（全鍼）、

日本鍼灸師会（日鍼会）、日本あん摩マッサージ指

圧師会（日マ会）、全国病院理学療法協会（全病理）、

日本盲人連合会（盲人会）、東洋療法学校協会（学

校協会）、日本理療科教員連盟（理教連）（順不同）

の集まりを指す。    

その始まりは、1950(昭和30)年代、全鍼、盲人

会、理教連が、あはき等法改正について連絡協議

していたことと考えられ、その動きは 1971(昭和

46)年、ＰＴＯＴ法や療術対策の事務局レベルの情

報交換を目的に「３者懇」として成立した。その

後、全病理と日マ会といった視覚障害者系５団体

が集結し「５者懇」となった。 

1980年代後半、主に晴眼者系の団体である日鍼

会では、木下晴都会長が中心になり、鍼灸師の養

成過程改革や法律改正の議論が進んでいた。

1986(昭和61)年後半、柔道整復師法改正の動きが

起こる。その翌年２月、厚生労働省から当時の全

鍼の関野光雄会長へ「あはきも同様の必要性はあ

るか、改正案の用意はあるか」という問いかけが

あり、視覚障害関係「５者懇」と日鍼会、学校協

会が協議を重ね、1987(昭和62)12月、「７者懇＝

はりきゅうマッサージ関係団体協議会」が成立し、

合意文書と覚書を交わした。７者懇はロビー活動

を展開し、1988(昭和63)年、議員立法として改正

あはき法が国会へ提出され、５月 31 日付けで法

律第71号として公布された。同年６月６日、７者

懇の発展的解散と同時に「新法（あはき等法）推

進協議会」（推進協）を結成し覚書が交わされた。

さらに同年、「東洋療法研修試験財団」（財団）設

立準備委員会が発足され、1990(平成 2)年３月に

同財団は認可され、４月から改正法が施行され現

在に至るのであった。財団のウェブサイトの「本

財団設立の趣旨」や「沿革」には、その経緯が明

示されている。 
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に置かねばならない。 

 

 

 

５.結語 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）はパブリックガ

バナンスについて、「健全で効果的なパブリックガ

バナンスは、民主主義と人権の強化、経済的繁栄

や社会的結束の促進、貧困削減、環境保護と天然

資源の持続可能な使用の促進、政府や行政への信

頼向上に役立ちます」と謳っている。内容の一部

は、鍼灸臨床に直結するものではないが、日本の

鍼灸の置かれた社会的状況や我々に課されたスト

ラテジに置き換えられる。 

日本の鍼灸の特徴は「多様性」であるといわれ

る。この多様性とは臨床技術だけではなく、日本

社会における鍼灸の置かれた位置を歴史的に見て

も表現できそうだ。これまで培ってきた、あるい

は耐えてきた、この「多様性」を強みにストラテ

ジを練れば、これからの社会のガバナンスで益々

求められるキーワード、「ダイバーシティー」にも

合致していけるだろう。日本の鍼灸のガバナンス

が有効機能すれば市民（患者）にとって分かり易

い医療選択肢と成り得るし、国家や行政施策に対

するよりよいアピールに繋がるはずだ。 

社会保障問題が国家の行く末に暗い影を落とし、

その中心的な課題である国民医療費への関心が

年々高まる今、鍼灸のガバナンスは一鍼灸師の問

題ではない。今後はステークホルダーへの意識喚

起を常に念頭に置かねばならない。 
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従事者の関心が低いともいえる。 

「昭和の安定期」以降、斯界に降り注ぐ様々な

問題の多くは、規制緩和や新規参入学校法人とい

った社会情勢や外圧に因るものであり、その後の

対応も全て後手に回っている印象がある。あくま

で、「推進協」は、あはき等法に関する７者による

財団（ガバメント）と相互の連絡調整機能がメイ

ンであり、「障害」の有無（福祉）と「医療と営業

行為」という永遠の課題を有する各者の利害が異

なるのは仕方がない。しかし、「昭和の安定期」に

斯界のコンセンサスに基づく長期的なヴィジョン

やストラテジをもち、さらにはガバナンスの強化

を図っていたら、異なる環境の現状を迎えていた

だろう。 

（ ３ ） 新 た な ガ バ ナ ン ス の 形 成 か

 

 福岡判決後の新設校の急増による施術者の資質

の低下やリーマンショックなどに要因する、あは

き市場の低迷策として、主に晴眼者を中心にした

４団体は、2012(平成24)年、厚生省の医事課長や

参議院議員として「鍼灸マッサージを考える国会

議員の会」事務局長などを歴任した阿部正俊を委

員長に担ぎ出し「国民のための鍼灸医療推進機構

（AcuPOPJ）」（機構）を立ち上げた。啓発推進のた

めに鍼灸に関する情報を発信する「鍼灸Ｎｅｔ」

というウェブサイトも立ち上げ、ページトップに

は「現代日本鍼灸界をリードする４団体が運営す

る鍼灸のポータルサイト」とアピールしている。

支援団体として「財団」も明記されているので、

新たなガバナンスの形成を思わせる。その活動は

現在進行形なのだが、具体的な成果などはあまり

明確に見えてこない。  

阿部委員長以下各組織の要職者が列席した

2018(平成30)年度の第１回運営委員会で、学校協

会代表の坂本歩氏は「本機構は山積する業界問題

に対して協調して動ける場、考える場としての役

割を担えるのではないか」と改めて提起し、日鍼

会代表の小川卓良氏は「活動に閉塞感がある」と

言及している（医道の日本2018年８月報告）。 

４.日本の鍼灸は医療か否か、という積年の課題 

我々の「業」とは、心ある人間の体（ヒト）へ、

合法的に「鍼を刺す」ことである。これは、「日本

国憲法」下で「制定・施行」された「法律217号

＝あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等

に関する法律」により、普通の人が行えば「刑法」

の「傷害罪」になりかねない「鍼を刺す」という

危険な行為を、「国家」により免じて許された＝「免

許」されているという重みがある。そんな「重み」

は、歴史や制度のアヤで等閑にされてしまったよ

うにも思える。 

これまでの研究でわかった日本の鍼灸の社会的

位置を以下に提示する。 

・かつても今も、東洋「医学」の一分野である。 

・近代のスタートは「そもそも医術の一部である

もの」を特例的に認めた「営業行為」であった。 

・「限定的な医業の一部で」あって、決して「医業

類似行為」ではない。 

・健康保険では「療養の給付」ではなく、あくま

で原則外の、保険者が権限を持つ「療養費」扱い

である。 

・「医療的営業行為」であって、「制度的医療」に

正当に組み入れられている訳ではない。 

これらを総合的に考えれば、「鍼灸は医学であり

医業であるが、日本の制度的医療ではない。しか

し、限定的に認められた医療的営業行為である」

という実像が見えてくる。医療社会学者 佐藤純一

のいう、鍼灸は恣意的に「半制度化」された非近

代医療、という表現はとても的を得ている。 

 半制度化の側面を具体的に考える。制度として

の、あはきは法律によりガバメントから監視・管

理されている。また、医療保険制度に包括される

療養費施術については、その財源が保険金や税金

という公的な徴収金であり、ガバメントの監視と

ともに、保険者や行政から監視＝パブリックガバ

ナンスという一面も併せ持っている。自由診療に

ついては、市場競争経済の影響をまともに受ける

のだから、現代社会においては、コンプライアン

スやアカウンタビリティは不可欠である。よって、

自由診療における生き残りや持続的発展を望むな

らば、コーポレイトガバナンスという概念も念頭
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に置かねばならない。 

 

 

 

５.結語 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）はパブリックガ

バナンスについて、「健全で効果的なパブリックガ

バナンスは、民主主義と人権の強化、経済的繁栄

や社会的結束の促進、貧困削減、環境保護と天然

資源の持続可能な使用の促進、政府や行政への信

頼向上に役立ちます」と謳っている。内容の一部

は、鍼灸臨床に直結するものではないが、日本の

鍼灸の置かれた社会的状況や我々に課されたスト

ラテジに置き換えられる。 

日本の鍼灸の特徴は「多様性」であるといわれ

る。この多様性とは臨床技術だけではなく、日本

社会における鍼灸の置かれた位置を歴史的に見て

も表現できそうだ。これまで培ってきた、あるい

は耐えてきた、この「多様性」を強みにストラテ

ジを練れば、これからの社会のガバナンスで益々

求められるキーワード、「ダイバーシティー」にも

合致していけるだろう。日本の鍼灸のガバナンス

が有効機能すれば市民（患者）にとって分かり易

い医療選択肢と成り得るし、国家や行政施策に対

するよりよいアピールに繋がるはずだ。 

社会保障問題が国家の行く末に暗い影を落とし、

その中心的な課題である国民医療費への関心が

年々高まる今、鍼灸のガバナンスは一鍼灸師の問

題ではない。今後はステークホルダーへの意識喚

起を常に念頭に置かねばならない。 
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従事者の関心が低いともいえる。 

「昭和の安定期」以降、斯界に降り注ぐ様々な

問題の多くは、規制緩和や新規参入学校法人とい

った社会情勢や外圧に因るものであり、その後の

対応も全て後手に回っている印象がある。あくま

で、「推進協」は、あはき等法に関する７者による

財団（ガバメント）と相互の連絡調整機能がメイ

ンであり、「障害」の有無（福祉）と「医療と営業

行為」という永遠の課題を有する各者の利害が異

なるのは仕方がない。しかし、「昭和の安定期」に

斯界のコンセンサスに基づく長期的なヴィジョン

やストラテジをもち、さらにはガバナンスの強化

を図っていたら、異なる環境の現状を迎えていた

だろう。 

（ ３ ） 新 た な ガ バ ナ ン ス の 形 成 か

 

 福岡判決後の新設校の急増による施術者の資質

の低下やリーマンショックなどに要因する、あは

き市場の低迷策として、主に晴眼者を中心にした

４団体は、2012(平成24)年、厚生省の医事課長や

参議院議員として「鍼灸マッサージを考える国会

議員の会」事務局長などを歴任した阿部正俊を委

員長に担ぎ出し「国民のための鍼灸医療推進機構

（AcuPOPJ）」（機構）を立ち上げた。啓発推進のた

めに鍼灸に関する情報を発信する「鍼灸Ｎｅｔ」

というウェブサイトも立ち上げ、ページトップに

は「現代日本鍼灸界をリードする４団体が運営す

る鍼灸のポータルサイト」とアピールしている。

支援団体として「財団」も明記されているので、

新たなガバナンスの形成を思わせる。その活動は

現在進行形なのだが、具体的な成果などはあまり

明確に見えてこない。  

阿部委員長以下各組織の要職者が列席した

2018(平成30)年度の第１回運営委員会で、学校協

会代表の坂本歩氏は「本機構は山積する業界問題

に対して協調して動ける場、考える場としての役

割を担えるのではないか」と改めて提起し、日鍼

会代表の小川卓良氏は「活動に閉塞感がある」と

言及している（医道の日本2018年８月報告）。 

４.日本の鍼灸は医療か否か、という積年の課題 

我々の「業」とは、心ある人間の体（ヒト）へ、

合法的に「鍼を刺す」ことである。これは、「日本

国憲法」下で「制定・施行」された「法律217号

＝あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等

に関する法律」により、普通の人が行えば「刑法」

の「傷害罪」になりかねない「鍼を刺す」という

危険な行為を、「国家」により免じて許された＝「免

許」されているという重みがある。そんな「重み」

は、歴史や制度のアヤで等閑にされてしまったよ

うにも思える。 

これまでの研究でわかった日本の鍼灸の社会的

位置を以下に提示する。 

・かつても今も、東洋「医学」の一分野である。 

・近代のスタートは「そもそも医術の一部である

もの」を特例的に認めた「営業行為」であった。 

・「限定的な医業の一部で」あって、決して「医業

類似行為」ではない。 

・健康保険では「療養の給付」ではなく、あくま

で原則外の、保険者が権限を持つ「療養費」扱い

である。 

・「医療的営業行為」であって、「制度的医療」に

正当に組み入れられている訳ではない。 

これらを総合的に考えれば、「鍼灸は医学であり

医業であるが、日本の制度的医療ではない。しか

し、限定的に認められた医療的営業行為である」

という実像が見えてくる。医療社会学者 佐藤純一

のいう、鍼灸は恣意的に「半制度化」された非近

代医療、という表現はとても的を得ている。 

 半制度化の側面を具体的に考える。制度として

の、あはきは法律によりガバメントから監視・管

理されている。また、医療保険制度に包括される

療養費施術については、その財源が保険金や税金

という公的な徴収金であり、ガバメントの監視と

ともに、保険者や行政から監視＝パブリックガバ

ナンスという一面も併せ持っている。自由診療に

ついては、市場競争経済の影響をまともに受ける

のだから、現代社会においては、コンプライアン

スやアカウンタビリティは不可欠である。よって、

自由診療における生き残りや持続的発展を望むな

らば、コーポレイトガバナンスという概念も念頭
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するよりよいアピールに繋がるはずだ。 
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にまず上がってくる。なかなか難しいが、日本

鍼灸を科学的に立証していく、それは戦後ずっ

と続けてきたし、戦前も行っていた。戦後は、

特に鍼灸師ががんばって行ってきたものが増え

たので、それらを整理していき、自信をもって

世界に打ち出していくのは一つの方法だと私は

思います。 

小川：先生、そのところですね。私の研究につな

がるのですが、先生のおっしゃる科学的な追求

の歴史が日本鍼灸の特徴であるとおっしゃいま

したが、東京宣言でRCTは、ポジティブな結果

が今得られていないので、RCT だけでは日本鍼

灸の良さを表現することはなかなか難しいと言

われて、新しい研究デザインも必要だというこ

とが、明文化されているが、それについてはど

うお考えですか。 

形井：2 重の問題があって、基礎といったら変に

聞こえるかもしれないけど、臨床基礎的な、有

効性のメカニズムの領域の研究などは、日本鍼

灸がまとめてきた部分があるので、それは中国

の教科書なんかにも、（どれだけ日本が評価して

いるかは別として）、取り入れられている部分は

あるわけです。今、おっしゃってるのは、臨床

的な研究をする際にRCTが難しいのかというこ

とは、それはその通りです。勿論RCTはどうや

って評価できるかの研究はやっているわけです

けれども、それは日本だけじゃなくて世界的に

難しい状況がある。先程私が言った、日本の難

しさ、それプラス日本の鍼灸師の置かれている

立場が、医療とちょっと違うところに置かれて

いる、あるいは、医療に少しひっかかっている

ところにしか置かれていないので、臨床研究す

るときに、まず鍼灸治療にきました、というこ

と自体バイアスがかかっている訳です。何が言

いたいかというと、例えば、整形外科に行って、

疾患で振り分けて、整形外科的な疾患について

どのような効果がありました、という研究をし

ようする時に、鍼灸治療院に来たということは、

そういう整形外科的な評価をしていないってい

うことだし、できないということです。そうす

ると、医師と提携して研究をやらざるを得ない

です。その、医師と提携しようっていうのはも

のすごく大変な事で、そんな簡単には一緒にや

りましょうという分けにはいかない。もしやれ

るとしたら、妥協点を見いだして一緒にやりま

しょうということになりがちで、研究の質が落

ちやすい。低いところで妥協してやるのだった

ら数は集まります。しかし、質を上げようとし

て厳しくすればするほど症例数が減っていって

しまうというのが、日本鍼灸のおかれている臨

床研究としてRCTのもう一つの難しさの側面で

もある。それは今、なかなか解決出来ない状況

です。 

でも、その一方で、大学病院や総合病院の中

に鍼灸師がかなり入って来ていますから、そう

いう中からすぐれた研究が出てくる可能性があ

るので、ぜひそういうところに居る先生方に頑

張ってもらいたい。 

しかし、開業鍼灸師が医療現場の人と一緒に

やろうというのは、それはものすごく大変な訳

です。それは、難しいところがあるけど努力し

て欲しい。私が最初に言いたかったのは、戦後

ずっとやってきている鍼灸臨床の基礎的な研究

があるので、そういうところを整理した上で発

信していく必要がある。でも今、少し途絶えつ

つある。大学でそういう研究を、途絶えさせな

いで、鍼灸の基礎や臨床の基礎等の研究を絶や

さないで続けてもらいたい。 

それに、臨床研究はRCTだけでは勿論ありま

せん。日本の鍼灸師も独自の臨床の立場がある

から、それを活かした形の新しい研究がもし出

来るならばそれはおもしろい研究が、世界のど

こにもない研究を出せる可能性があります。 

鍼灸大学の先生方のレベルも世界の中ではか

なり上の方だと私は思っていますが、そういう

先生方がしっかり誰か他の分野の人と手を組み

ながらやっていくことで、特徴的な日本の鍼灸

治療を報告していくことができると思います。

そのような研究が医療と違う視点で提示できる。 

私はスマホの使い方がよく分かっていなくて、

この前すごく頑張って電話番号の登録ができた。

でも、私のような人にでも、スマホを使ったら

毎日の患者のデータを登録できて、1 年集積し

たら何万人という患者のデータ集まる。日本中

の開業鍼灸師のデータがすごいので集積しよう

というのであれば、私も一生懸命スマホを勉強

します。そういうあらゆる可能性をそれぞれが

自分の得意なところでやろうっていうのであれ

ば面白いなと思います。 

小川：有り難うございました。 
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午前の部 

小野：総合討論を始めたいと思います。まずは形

井先生のご発表に関して、ご質問のある方は挙

手の上、お名前と所属を述べた上でご質問くだ

さい。発表された内容の確認でも結構です。 

松浦：どういった国の鍼灸師が、西洋、他の国が

イギリスを通ってというようなスライドがあっ

たのですが、そのときの鍼灸師のレベル、ドク

ターみたいな人が鍼灸をやってるのか、我々み

たいな高卒レベルの人が、どのくらいの方がそ

ういう研究等をやってらっしゃるのか。 

形井：それは、国によって大分違います。    

勿論、医療関係の方が最初に中国医学を関連

する医学として考え易い、情報が得やすいとい

うことがありますので、医療関係者は勿論研究

しています。それから、医療関係じゃなくても

鍼灸に興味を持って、勉強した人もいます。医

師を以外やコメディカルの人で、特に看護系の

人は研究するということがあります。ですから、

国によって違います。 

例えば、アメリカは、医師の鍼灸学会・学術

団体があります。それ以外に、医療系とは独立

した形で独自に鍼灸制度を作って、鍼灸を大学

院レベルで教育し、その上に博士課程もありま

す。 

そのような人が鍼灸を研究するというのもあ

るし、ドライニードリングみたいな事を新たに

出すような、コメディカル分野の人たちがやっ

ているというのもあり、国によって違います。 

また研究レベルでは簡単には言えませんが、そ

ういう意味では様々です。逆に言うと、中国の

論文は、中国は 2000 年の歴史があるからハイ

レベルかという疑問も出てくる訳。どういう手

法を使って、どのような研究を行って結果を出

して考察できているかというようなことを客

観的にみると、それぞれの国の状況で、あるい

は立場で、様々です。 

松浦：わかりました、有り難うございました。 

小野：他にございますか 

小川：おがわ鍼灸整骨の小川と申します。形井先

生、勉強になりました、ありがとうございまし

た。私からの質問です。中国が、中国医学を伝

統医療として商品化、価値付けをすることに成

功している、同じように日本鍼灸も何らかの形

でそういった方法を模索をしていると思います。

中国が成功した一つの理由は、中国医学が、そ

もそも中国文化だったので、自国の文化である

と堂々と唄えると思うのです。一方、日本の鍼

灸は、日本鍼灸と言いながらも発祥は中国であ

るために、日本固有と言うことが非常に難しい

と思います。しかし、日本独特の発見が加わっ

たと思っています。例えば日本人の国民性であ

ったり、西洋医学との融合等言われていますが、

こういったところは唄えるのではないのという

ところがあればお伺いしたいと思います。 

形井：国民性の問題とは必ずしも言い切れないと

も思います。例えば、車は、今2番目くらいに

落ちてきていますが、トヨタはこの前世界１位

になりました。分野によっては後続の分野でも、

一番であるということもあるかと思います。い

つも日本は２番ですという事にはないと思いま

すが、国民性だけでは片付けられなくなるわけ

です。それで、日本がこれから、世界の鍼灸の

中にどのように生きるかということは、考えて

いかないといけないと思いますし、みんなの宿

題だと思います。 

私の個人的な考えでは、1 つは、科学的な視

点で研究を続けてきたというのが日本の鍼灸の

歴史の特徴だろうと思っています。しなしなが

ら、医療（科学的医学）の中に完全に入ってい

ってないとこがあって、例えば臨床研究をする

場合に、鍼灸臨床研究をするための場がない。

医療ではないところ（施術所）で行っているの

で研究のバイアスがかかる。そうなると、純粋

に日本から出る、鍼灸師が出すデータが医療の

中で評価できるデータなのかという事が根本的
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にまず上がってくる。なかなか難しいが、日本

鍼灸を科学的に立証していく、それは戦後ずっ

と続けてきたし、戦前も行っていた。戦後は、

特に鍼灸師ががんばって行ってきたものが増え

たので、それらを整理していき、自信をもって

世界に打ち出していくのは一つの方法だと私は

思います。 

小川：先生、そのところですね。私の研究につな

がるのですが、先生のおっしゃる科学的な追求

の歴史が日本鍼灸の特徴であるとおっしゃいま

したが、東京宣言でRCTは、ポジティブな結果

が今得られていないので、RCT だけでは日本鍼

灸の良さを表現することはなかなか難しいと言

われて、新しい研究デザインも必要だというこ

とが、明文化されているが、それについてはど

うお考えですか。 

形井：2 重の問題があって、基礎といったら変に

聞こえるかもしれないけど、臨床基礎的な、有

効性のメカニズムの領域の研究などは、日本鍼

灸がまとめてきた部分があるので、それは中国

の教科書なんかにも、（どれだけ日本が評価して

いるかは別として）、取り入れられている部分は

あるわけです。今、おっしゃってるのは、臨床

的な研究をする際にRCTが難しいのかというこ

とは、それはその通りです。勿論RCTはどうや

って評価できるかの研究はやっているわけです

けれども、それは日本だけじゃなくて世界的に

難しい状況がある。先程私が言った、日本の難

しさ、それプラス日本の鍼灸師の置かれている

立場が、医療とちょっと違うところに置かれて

いる、あるいは、医療に少しひっかかっている

ところにしか置かれていないので、臨床研究す

るときに、まず鍼灸治療にきました、というこ

と自体バイアスがかかっている訳です。何が言

いたいかというと、例えば、整形外科に行って、

疾患で振り分けて、整形外科的な疾患について

どのような効果がありました、という研究をし

ようする時に、鍼灸治療院に来たということは、

そういう整形外科的な評価をしていないってい

うことだし、できないということです。そうす

ると、医師と提携して研究をやらざるを得ない

です。その、医師と提携しようっていうのはも

のすごく大変な事で、そんな簡単には一緒にや

りましょうという分けにはいかない。もしやれ

るとしたら、妥協点を見いだして一緒にやりま

しょうということになりがちで、研究の質が落

ちやすい。低いところで妥協してやるのだった

ら数は集まります。しかし、質を上げようとし

て厳しくすればするほど症例数が減っていって

しまうというのが、日本鍼灸のおかれている臨

床研究としてRCTのもう一つの難しさの側面で

もある。それは今、なかなか解決出来ない状況

です。 

でも、その一方で、大学病院や総合病院の中

に鍼灸師がかなり入って来ていますから、そう

いう中からすぐれた研究が出てくる可能性があ

るので、ぜひそういうところに居る先生方に頑

張ってもらいたい。 

しかし、開業鍼灸師が医療現場の人と一緒に

やろうというのは、それはものすごく大変な訳

です。それは、難しいところがあるけど努力し

て欲しい。私が最初に言いたかったのは、戦後

ずっとやってきている鍼灸臨床の基礎的な研究

があるので、そういうところを整理した上で発

信していく必要がある。でも今、少し途絶えつ

つある。大学でそういう研究を、途絶えさせな

いで、鍼灸の基礎や臨床の基礎等の研究を絶や

さないで続けてもらいたい。 

それに、臨床研究はRCTだけでは勿論ありま

せん。日本の鍼灸師も独自の臨床の立場がある

から、それを活かした形の新しい研究がもし出

来るならばそれはおもしろい研究が、世界のど

こにもない研究を出せる可能性があります。 

鍼灸大学の先生方のレベルも世界の中ではか

なり上の方だと私は思っていますが、そういう

先生方がしっかり誰か他の分野の人と手を組み

ながらやっていくことで、特徴的な日本の鍼灸

治療を報告していくことができると思います。

そのような研究が医療と違う視点で提示できる。 

私はスマホの使い方がよく分かっていなくて、

この前すごく頑張って電話番号の登録ができた。

でも、私のような人にでも、スマホを使ったら

毎日の患者のデータを登録できて、1 年集積し

たら何万人という患者のデータ集まる。日本中

の開業鍼灸師のデータがすごいので集積しよう

というのであれば、私も一生懸命スマホを勉強

します。そういうあらゆる可能性をそれぞれが

自分の得意なところでやろうっていうのであれ

ば面白いなと思います。 

小川：有り難うございました。 
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小野：総合討論を始めたいと思います。まずは形

井先生のご発表に関して、ご質問のある方は挙

手の上、お名前と所属を述べた上でご質問くだ

さい。発表された内容の確認でも結構です。 

松浦：どういった国の鍼灸師が、西洋、他の国が

イギリスを通ってというようなスライドがあっ

たのですが、そのときの鍼灸師のレベル、ドク

ターみたいな人が鍼灸をやってるのか、我々み

たいな高卒レベルの人が、どのくらいの方がそ

ういう研究等をやってらっしゃるのか。 

形井：それは、国によって大分違います。    

勿論、医療関係の方が最初に中国医学を関連

する医学として考え易い、情報が得やすいとい

うことがありますので、医療関係者は勿論研究

しています。それから、医療関係じゃなくても

鍼灸に興味を持って、勉強した人もいます。医

師を以外やコメディカルの人で、特に看護系の

人は研究するということがあります。ですから、

国によって違います。 

例えば、アメリカは、医師の鍼灸学会・学術

団体があります。それ以外に、医療系とは独立

した形で独自に鍼灸制度を作って、鍼灸を大学

院レベルで教育し、その上に博士課程もありま

す。 

そのような人が鍼灸を研究するというのもあ

るし、ドライニードリングみたいな事を新たに

出すような、コメディカル分野の人たちがやっ

ているというのもあり、国によって違います。 

また研究レベルでは簡単には言えませんが、そ

ういう意味では様々です。逆に言うと、中国の

論文は、中国は 2000 年の歴史があるからハイ

レベルかという疑問も出てくる訳。どういう手

法を使って、どのような研究を行って結果を出

して考察できているかというようなことを客

観的にみると、それぞれの国の状況で、あるい

は立場で、様々です。 

松浦：わかりました、有り難うございました。 

小野：他にございますか 

小川：おがわ鍼灸整骨の小川と申します。形井先

生、勉強になりました、ありがとうございまし

た。私からの質問です。中国が、中国医学を伝

統医療として商品化、価値付けをすることに成

功している、同じように日本鍼灸も何らかの形

でそういった方法を模索をしていると思います。

中国が成功した一つの理由は、中国医学が、そ

もそも中国文化だったので、自国の文化である

と堂々と唄えると思うのです。一方、日本の鍼

灸は、日本鍼灸と言いながらも発祥は中国であ

るために、日本固有と言うことが非常に難しい

と思います。しかし、日本独特の発見が加わっ

たと思っています。例えば日本人の国民性であ

ったり、西洋医学との融合等言われていますが、

こういったところは唄えるのではないのという

ところがあればお伺いしたいと思います。 

形井：国民性の問題とは必ずしも言い切れないと

も思います。例えば、車は、今2番目くらいに

落ちてきていますが、トヨタはこの前世界１位

になりました。分野によっては後続の分野でも、

一番であるということもあるかと思います。い

つも日本は２番ですという事にはないと思いま

すが、国民性だけでは片付けられなくなるわけ

です。それで、日本がこれから、世界の鍼灸の

中にどのように生きるかということは、考えて

いかないといけないと思いますし、みんなの宿

題だと思います。 

私の個人的な考えでは、1 つは、科学的な視

点で研究を続けてきたというのが日本の鍼灸の

歴史の特徴だろうと思っています。しなしなが

ら、医療（科学的医学）の中に完全に入ってい

ってないとこがあって、例えば臨床研究をする

場合に、鍼灸臨床研究をするための場がない。

医療ではないところ（施術所）で行っているの

で研究のバイアスがかかる。そうなると、純粋

に日本から出る、鍼灸師が出すデータが医療の

中で評価できるデータなのかという事が根本的
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にまず上がってくる。なかなか難しいが、日本

鍼灸を科学的に立証していく、それは戦後ずっ

と続けてきたし、戦前も行っていた。戦後は、

特に鍼灸師ががんばって行ってきたものが増え

たので、それらを整理していき、自信をもって

世界に打ち出していくのは一つの方法だと私は

思います。 

小川：先生、そのところですね。私の研究につな

がるのですが、先生のおっしゃる科学的な追求

の歴史が日本鍼灸の特徴であるとおっしゃいま

したが、東京宣言でRCTは、ポジティブな結果

が今得られていないので、RCT だけでは日本鍼

灸の良さを表現することはなかなか難しいと言

われて、新しい研究デザインも必要だというこ

とが、明文化されているが、それについてはど

うお考えですか。 

形井：2 重の問題があって、基礎といったら変に

聞こえるかもしれないけど、臨床基礎的な、有

効性のメカニズムの領域の研究などは、日本鍼

灸がまとめてきた部分があるので、それは中国

の教科書なんかにも、（どれだけ日本が評価して

いるかは別として）、取り入れられている部分は

あるわけです。今、おっしゃってるのは、臨床

的な研究をする際にRCTが難しいのかというこ

とは、それはその通りです。勿論RCTはどうや

って評価できるかの研究はやっているわけです

けれども、それは日本だけじゃなくて世界的に

難しい状況がある。先程私が言った、日本の難

しさ、それプラス日本の鍼灸師の置かれている

立場が、医療とちょっと違うところに置かれて

いる、あるいは、医療に少しひっかかっている

ところにしか置かれていないので、臨床研究す

るときに、まず鍼灸治療にきました、というこ

と自体バイアスがかかっている訳です。何が言

いたいかというと、例えば、整形外科に行って、

疾患で振り分けて、整形外科的な疾患について

どのような効果がありました、という研究をし

ようする時に、鍼灸治療院に来たということは、

そういう整形外科的な評価をしていないってい

うことだし、できないということです。そうす

ると、医師と提携して研究をやらざるを得ない

です。その、医師と提携しようっていうのはも

のすごく大変な事で、そんな簡単には一緒にや

りましょうという分けにはいかない。もしやれ

るとしたら、妥協点を見いだして一緒にやりま

しょうということになりがちで、研究の質が落

ちやすい。低いところで妥協してやるのだった

ら数は集まります。しかし、質を上げようとし

て厳しくすればするほど症例数が減っていって

しまうというのが、日本鍼灸のおかれている臨

床研究としてRCTのもう一つの難しさの側面で

もある。それは今、なかなか解決出来ない状況

です。 

でも、その一方で、大学病院や総合病院の中

に鍼灸師がかなり入って来ていますから、そう

いう中からすぐれた研究が出てくる可能性があ

るので、ぜひそういうところに居る先生方に頑

張ってもらいたい。 

しかし、開業鍼灸師が医療現場の人と一緒に

やろうというのは、それはものすごく大変な訳

です。それは、難しいところがあるけど努力し

て欲しい。私が最初に言いたかったのは、戦後

ずっとやってきている鍼灸臨床の基礎的な研究

があるので、そういうところを整理した上で発

信していく必要がある。でも今、少し途絶えつ

つある。大学でそういう研究を、途絶えさせな

いで、鍼灸の基礎や臨床の基礎等の研究を絶や

さないで続けてもらいたい。 

それに、臨床研究はRCTだけでは勿論ありま

せん。日本の鍼灸師も独自の臨床の立場がある

から、それを活かした形の新しい研究がもし出

来るならばそれはおもしろい研究が、世界のど

こにもない研究を出せる可能性があります。 

鍼灸大学の先生方のレベルも世界の中ではか

なり上の方だと私は思っていますが、そういう

先生方がしっかり誰か他の分野の人と手を組み

ながらやっていくことで、特徴的な日本の鍼灸

治療を報告していくことができると思います。

そのような研究が医療と違う視点で提示できる。 

私はスマホの使い方がよく分かっていなくて、

この前すごく頑張って電話番号の登録ができた。

でも、私のような人にでも、スマホを使ったら

毎日の患者のデータを登録できて、1 年集積し

たら何万人という患者のデータ集まる。日本中

の開業鍼灸師のデータがすごいので集積しよう

というのであれば、私も一生懸命スマホを勉強

します。そういうあらゆる可能性をそれぞれが

自分の得意なところでやろうっていうのであれ

ば面白いなと思います。 

小川：有り難うございました。 
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小野：総合討論を始めたいと思います。まずは形

井先生のご発表に関して、ご質問のある方は挙

手の上、お名前と所属を述べた上でご質問くだ

さい。発表された内容の確認でも結構です。 

松浦：どういった国の鍼灸師が、西洋、他の国が

イギリスを通ってというようなスライドがあっ

たのですが、そのときの鍼灸師のレベル、ドク

ターみたいな人が鍼灸をやってるのか、我々み

たいな高卒レベルの人が、どのくらいの方がそ

ういう研究等をやってらっしゃるのか。 

形井：それは、国によって大分違います。    

勿論、医療関係の方が最初に中国医学を関連

する医学として考え易い、情報が得やすいとい

うことがありますので、医療関係者は勿論研究

しています。それから、医療関係じゃなくても

鍼灸に興味を持って、勉強した人もいます。医

師を以外やコメディカルの人で、特に看護系の

人は研究するということがあります。ですから、

国によって違います。 

例えば、アメリカは、医師の鍼灸学会・学術

団体があります。それ以外に、医療系とは独立

した形で独自に鍼灸制度を作って、鍼灸を大学

院レベルで教育し、その上に博士課程もありま

す。 

そのような人が鍼灸を研究するというのもあ

るし、ドライニードリングみたいな事を新たに

出すような、コメディカル分野の人たちがやっ

ているというのもあり、国によって違います。 

また研究レベルでは簡単には言えませんが、そ

ういう意味では様々です。逆に言うと、中国の

論文は、中国は 2000 年の歴史があるからハイ

レベルかという疑問も出てくる訳。どういう手

法を使って、どのような研究を行って結果を出

して考察できているかというようなことを客

観的にみると、それぞれの国の状況で、あるい

は立場で、様々です。 

松浦：わかりました、有り難うございました。 

小野：他にございますか 

小川：おがわ鍼灸整骨の小川と申します。形井先

生、勉強になりました、ありがとうございまし

た。私からの質問です。中国が、中国医学を伝

統医療として商品化、価値付けをすることに成

功している、同じように日本鍼灸も何らかの形

でそういった方法を模索をしていると思います。

中国が成功した一つの理由は、中国医学が、そ

もそも中国文化だったので、自国の文化である

と堂々と唄えると思うのです。一方、日本の鍼

灸は、日本鍼灸と言いながらも発祥は中国であ

るために、日本固有と言うことが非常に難しい

と思います。しかし、日本独特の発見が加わっ

たと思っています。例えば日本人の国民性であ

ったり、西洋医学との融合等言われていますが、

こういったところは唄えるのではないのという

ところがあればお伺いしたいと思います。 

形井：国民性の問題とは必ずしも言い切れないと

も思います。例えば、車は、今2番目くらいに

落ちてきていますが、トヨタはこの前世界１位

になりました。分野によっては後続の分野でも、

一番であるということもあるかと思います。い

つも日本は２番ですという事にはないと思いま

すが、国民性だけでは片付けられなくなるわけ

です。それで、日本がこれから、世界の鍼灸の

中にどのように生きるかということは、考えて

いかないといけないと思いますし、みんなの宿

題だと思います。 

私の個人的な考えでは、1 つは、科学的な視

点で研究を続けてきたというのが日本の鍼灸の

歴史の特徴だろうと思っています。しなしなが

ら、医療（科学的医学）の中に完全に入ってい

ってないとこがあって、例えば臨床研究をする

場合に、鍼灸臨床研究をするための場がない。

医療ではないところ（施術所）で行っているの

で研究のバイアスがかかる。そうなると、純粋

に日本から出る、鍼灸師が出すデータが医療の

中で評価できるデータなのかという事が根本的
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です。つまりもっと言ったら、七者懇はたまた

まその代表を出して恐らく法人格を持っている

のが中心ですが、その実態がまず分かってない。

小さいものも含めてどれだけあるかを調べて、

それの参加者と、鍼灸師の全体の母数を見て、

その団体に入会率を求めてそれを考察するって

いうのが本当は必要です。それがされていない。

ですから、一概に低いとも言えないし一概に高

いとも言えないというのが事実です。たまたま

私の関心がどちらか、例えば、教諭が多かった

ら東洋療法学校協会に入っているだろうし、み

なさん業団に入っているのかな、と単なる私の

一人の推測です。それはデータを出して、他の

業界、団体と比べれば、我々は低いといえるの

ではないかと思います。 

川越：ありがとうございます。 

古屋：呉竹学園の古屋と申します。大変貴重なお

話をありがとうございました。先ほどの横山先

生のご質問に対して、少し補足をします。今、

医師、歯科医師、薬剤師は、文科省から、真の

合格率、先ほど箕輪先生からお話いただいたよ

うに、入学年度ごと6年間で卒業した人達の合

格率を出して、各大学の質を検証する動きがご

ざいます。これを真の合格率といいます。実際

にもう文科省のホームページを見れば真の合格

率に関係する数字が出てきております。 

箕輪：ごめんなさい、真のっていうのはどういう

ことでしょうか。 

古屋：シンの、まことの。要は、入学してから6年

間で卒業して国家試験に合格した人は何人です

かという事です。それが、入学定員に対して、

例えば 100 人入りました、そのうちの 90 人が

卒業しました、それで、この人たちの合格率は

何％ですかという、そういう見方をしてきてお

ります。はりきゅうの世界は、先ほど福岡裁判

の後に学校が増えて質の低下が色々叫ばれてい

る訳ですが、そういう真の合格率までは出てい

ない状況です。学校協会は一部それに近い事を

始めているようです。今後の課題ですが、質を

どう上げるかというのは、そういう数値を見る

事によって確認が出来ると思います。以上です。 

箕輪：私も記憶が定かではないのですが、私がこ

この研究会で,福岡裁判があったのを検証した

時に、確かまだ今ぐらいになる前の入学者の数

から、国家試験の受験者数を差し引いたという

のをやったことがあります。ただそれと合格率

とは全部はリンクしていませんけど。実際に、

それをやるのは勿論研究ですけれども、それは

明らかにするっていうのは本当にしていいのと

いうのはありますよね。勿論、研究として事実

として提示するということはあります。合格率

は出ています。おっしゃったように本当は真の

合格率は私はやるべきだと思っています。でも、

同時に不安もあります。 

古屋：引き続きよろしいでしょうか。今、私が発

言させて頂いたのは、実は国がやっている事で

す。国が絶対数を必要としている部分と、それ

から各大学に質を求めているという２点があり

ます。これはすなわち、国が、大学に対する、

もしくは今後の医療人を育てる、ガバナンスに

なっていると思います。ですので、はりきゅう

の業界というか、はりきゅうの国家試験かは、

はっきり分かりませんが、今ははまだそういう

ことが求められていない訳です。ある意味、こ

こが、今回のテーマのように、ガバナンスとい

う事であれば、国がまだそれを出していないの

です。では、国が我々に対して求めているガバ

ナンスと、我々が国に対して順守するガバナン

スのバランスに立って、今私たちは動いている

ので、その関係性というのは今後非常に重要に

なってくるような気がしてなりません。有り難

うございました。 

箕輪：ありがとうございます。まさに先生のおっ

しゃる通り。だから、医療ガバナンスが働いて、

ガバナンスがガバナンスを必要としているので

す。我々は、我々のガバナンスはどこにあるの

か分からないから実態さえも分からない。各学

校財団が合格率を出しています。あれは合格率

だけを出していますけど、あれだけでガバナン

スというのは分からないです。だからそこが問

題じゃないかって思ったところが今回のテーマ

ですし、ですから今、古屋先生がまとめていた

だいて、ありがとうございました。 

小野：他にありますか。 

友岡：貴重な発表有り難うございます。順天堂大

学の友岡と申します。とても勉強になりました。

二人の先生に2点お伺いします。まず、近代の

民主主義の時流という背景と、それからICDや

ISO の問題からガバナンスの必要性というのを

挙げているという話であったと思いますが、ガ
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小野：次に箕輪先生の演題の方についてご質問は

ありますか。 

横山：森ノ宮の横山と申します。話の中で、特に

国家試験の合格率が低迷していて、国家試験の

合格率は誰が決めているのだ、と言う疑問が出

ていたと思うのですが、医療系の国家試験の合

格率は厚労省が決めているというか、誘導して

いるのではないでしょうか。医師国家試験の合

格率や看護、あはき柔整はどうでしょう。 

箕輪：PTはちょっと分かりませんが、医師、看護

師については厚労省の毎年実態調査のニーズも

あるでしょう。特に医師の場合は政策で、医学

部が新たに２つできました。鍼灸師に関しては

財団法人の方で実態調査なんて行っていません

し。それで、実態が分からない中で誰も将来的

な見通しを立ててない。国家試験の合格率をど

こに聞いたら分かるのか。逆に皆さんに知って

いたら教えて欲しい。そこで誰がというのは、

一応財団の中に、カリキュラムや国家試験を検

討するところとかがあるのは事実です。だから、

あそこはやっているといえるかもしれない訳で

す。だから、鍼灸師がこんなに今多くなって質

を高めるために国家試験を見直しますというよ

うな、ガバナンス的な事がされていないのでは

ないかというのが私の意見です。 

横山：有り難うございます。もう一点、その合格

率がどうかというのが、国家試験の合格率と教

育の質の関係ということに関して、国家試験に

合格できないというのは、教育の質が低い、で、

卒業させてはいけないはずの人たちを卒業させ

ているのではないかと。で、要は、学校は卒業

生に対して責任を果たしていないのではないか

という視点は成り立ち得るんでしょうか。 

箕輪：それは、それ自体が来年のテーマになる位

なんじゃないでしょうか。つまり、僕は盲学校

の教員ですから、各専門学校でプレ国家試験の

結果でその人を受けさせる、受けさせないと考

えるとちょっと微妙な問題になると思います。

つまり、学校国家試験のレベルをあげるから学

内のプレ国家試験のレベルを高くする、だけど

あんまり高くしたら落ちこぼれる者が出る訳だ

から、この研究会で私が1回やったのですが、

入学者の数と卒業者の数を調べると分かるんで

す。ということは、それを見れば、この学校は

いっぱい退学者が出るな、ということになって

きます。それは、合格率は良いが、国家試験受

験のハードルをすごく高くしている。これは学

校方針の問題になります。それから、入学試験

で、レベルを下げればいっぱい入ってくるけど、

それは当然、ギリギリの人をいっぱい入れて、

それをどうやって磨いていくかということだと

思います。勿論そこが教育の質になるのではな

いか。 

意外に知られていないのが盲学校の実態で、

実は盲学校も今、生徒難で困っているところで

す。で、かなりギリギリの人もいっぱい居ます。

だけど、やっぱり議論になるわけです。国家試

験に受かるのか、受からないのか。ギリギリで

入れて、盲学校の先生は生徒少ないですからマ

ンツーマンに近い教育をしていて、補修もやっ

て、うちの学校は模擬試験を４回やっています。

それで、受からせているっていう実績が結構あ

ります。盲学校の合格率は国家試験の合格率を

みれば分かります。今の横山先生の質問に関し

ては、教育の質と国家試験のレベルの問題は一

概には議論できない問題だと思いますし、今の

テーマは非常に良いテーマなんじゃないかなと

思います。以上です。 

横山：ありがとうございました。 

小野：他はいらっしゃいますか 

川越：和ら会の川越でございます。よろしくお願

いします。近現代史の所は非常に勉強になりま

した。殆ど同意できる内容ばっかりですが、一

点だけ私の発表した内容と矛盾している、ちょ

っと認識が違うところがあったので、お話させ

て頂きます。七者懇の話をされた時に、鍼灸師

でしたら七者懇の団体のどこかに所属している

とおっしゃったのですが、私は、行団や団体に

対する構成率の低さこそ問題だという話を昨日

させて頂いた立場で、何か私の周りだけが不真

面目なのかというような想いもあって、先生の

ところは特別、真面目なのかな、とか色々考え

たのですが、そのあたり、どうでしょうか。皆

さんの意見も本当は聞きたいのですが。とりあ

えず質問でお願いします。 

箕輪：私は少し口が滑って、皆がどちらかの組織

に入っているのではないか、と言いましたが、

これは単なる私の個人的な感触です。それで、

その組織率の低さの問題の方が実はこの我々の

社会鍼灸学研究会のテーマとしてふさわしいの
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です。つまりもっと言ったら、七者懇はたまた

まその代表を出して恐らく法人格を持っている

のが中心ですが、その実態がまず分かってない。

小さいものも含めてどれだけあるかを調べて、

それの参加者と、鍼灸師の全体の母数を見て、

その団体に入会率を求めてそれを考察するって

いうのが本当は必要です。それがされていない。

ですから、一概に低いとも言えないし一概に高

いとも言えないというのが事実です。たまたま

私の関心がどちらか、例えば、教諭が多かった

ら東洋療法学校協会に入っているだろうし、み

なさん業団に入っているのかな、と単なる私の

一人の推測です。それはデータを出して、他の

業界、団体と比べれば、我々は低いといえるの

ではないかと思います。 

川越：ありがとうございます。 

古屋：呉竹学園の古屋と申します。大変貴重なお

話をありがとうございました。先ほどの横山先

生のご質問に対して、少し補足をします。今、

医師、歯科医師、薬剤師は、文科省から、真の

合格率、先ほど箕輪先生からお話いただいたよ

うに、入学年度ごと6年間で卒業した人達の合

格率を出して、各大学の質を検証する動きがご

ざいます。これを真の合格率といいます。実際

にもう文科省のホームページを見れば真の合格

率に関係する数字が出てきております。 

箕輪：ごめんなさい、真のっていうのはどういう

ことでしょうか。 

古屋：シンの、まことの。要は、入学してから6年

間で卒業して国家試験に合格した人は何人です

かという事です。それが、入学定員に対して、

例えば 100 人入りました、そのうちの 90 人が

卒業しました、それで、この人たちの合格率は

何％ですかという、そういう見方をしてきてお

ります。はりきゅうの世界は、先ほど福岡裁判

の後に学校が増えて質の低下が色々叫ばれてい

る訳ですが、そういう真の合格率までは出てい

ない状況です。学校協会は一部それに近い事を

始めているようです。今後の課題ですが、質を

どう上げるかというのは、そういう数値を見る

事によって確認が出来ると思います。以上です。 

箕輪：私も記憶が定かではないのですが、私がこ

この研究会で,福岡裁判があったのを検証した

時に、確かまだ今ぐらいになる前の入学者の数

から、国家試験の受験者数を差し引いたという

のをやったことがあります。ただそれと合格率

とは全部はリンクしていませんけど。実際に、

それをやるのは勿論研究ですけれども、それは

明らかにするっていうのは本当にしていいのと

いうのはありますよね。勿論、研究として事実

として提示するということはあります。合格率

は出ています。おっしゃったように本当は真の

合格率は私はやるべきだと思っています。でも、

同時に不安もあります。 

古屋：引き続きよろしいでしょうか。今、私が発

言させて頂いたのは、実は国がやっている事で

す。国が絶対数を必要としている部分と、それ

から各大学に質を求めているという２点があり

ます。これはすなわち、国が、大学に対する、

もしくは今後の医療人を育てる、ガバナンスに

なっていると思います。ですので、はりきゅう

の業界というか、はりきゅうの国家試験かは、

はっきり分かりませんが、今ははまだそういう

ことが求められていない訳です。ある意味、こ

こが、今回のテーマのように、ガバナンスとい

う事であれば、国がまだそれを出していないの

です。では、国が我々に対して求めているガバ

ナンスと、我々が国に対して順守するガバナン

スのバランスに立って、今私たちは動いている

ので、その関係性というのは今後非常に重要に

なってくるような気がしてなりません。有り難

うございました。 

箕輪：ありがとうございます。まさに先生のおっ

しゃる通り。だから、医療ガバナンスが働いて、

ガバナンスがガバナンスを必要としているので

す。我々は、我々のガバナンスはどこにあるの

か分からないから実態さえも分からない。各学

校財団が合格率を出しています。あれは合格率

だけを出していますけど、あれだけでガバナン

スというのは分からないです。だからそこが問

題じゃないかって思ったところが今回のテーマ

ですし、ですから今、古屋先生がまとめていた

だいて、ありがとうございました。 

小野：他にありますか。 

友岡：貴重な発表有り難うございます。順天堂大

学の友岡と申します。とても勉強になりました。

二人の先生に2点お伺いします。まず、近代の

民主主義の時流という背景と、それからICDや

ISO の問題からガバナンスの必要性というのを

挙げているという話であったと思いますが、ガ
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小野：次に箕輪先生の演題の方についてご質問は

ありますか。 

横山：森ノ宮の横山と申します。話の中で、特に

国家試験の合格率が低迷していて、国家試験の

合格率は誰が決めているのだ、と言う疑問が出

ていたと思うのですが、医療系の国家試験の合

格率は厚労省が決めているというか、誘導して

いるのではないでしょうか。医師国家試験の合

格率や看護、あはき柔整はどうでしょう。 

箕輪：PTはちょっと分かりませんが、医師、看護

師については厚労省の毎年実態調査のニーズも

あるでしょう。特に医師の場合は政策で、医学

部が新たに２つできました。鍼灸師に関しては

財団法人の方で実態調査なんて行っていません

し。それで、実態が分からない中で誰も将来的

な見通しを立ててない。国家試験の合格率をど

こに聞いたら分かるのか。逆に皆さんに知って

いたら教えて欲しい。そこで誰がというのは、

一応財団の中に、カリキュラムや国家試験を検

討するところとかがあるのは事実です。だから、

あそこはやっているといえるかもしれない訳で

す。だから、鍼灸師がこんなに今多くなって質

を高めるために国家試験を見直しますというよ

うな、ガバナンス的な事がされていないのでは

ないかというのが私の意見です。 

横山：有り難うございます。もう一点、その合格

率がどうかというのが、国家試験の合格率と教

育の質の関係ということに関して、国家試験に

合格できないというのは、教育の質が低い、で、

卒業させてはいけないはずの人たちを卒業させ

ているのではないかと。で、要は、学校は卒業

生に対して責任を果たしていないのではないか

という視点は成り立ち得るんでしょうか。 

箕輪：それは、それ自体が来年のテーマになる位

なんじゃないでしょうか。つまり、僕は盲学校

の教員ですから、各専門学校でプレ国家試験の

結果でその人を受けさせる、受けさせないと考

えるとちょっと微妙な問題になると思います。

つまり、学校国家試験のレベルをあげるから学

内のプレ国家試験のレベルを高くする、だけど

あんまり高くしたら落ちこぼれる者が出る訳だ

から、この研究会で私が1回やったのですが、

入学者の数と卒業者の数を調べると分かるんで

す。ということは、それを見れば、この学校は

いっぱい退学者が出るな、ということになって

きます。それは、合格率は良いが、国家試験受

験のハードルをすごく高くしている。これは学

校方針の問題になります。それから、入学試験

で、レベルを下げればいっぱい入ってくるけど、

それは当然、ギリギリの人をいっぱい入れて、

それをどうやって磨いていくかということだと

思います。勿論そこが教育の質になるのではな

いか。 

意外に知られていないのが盲学校の実態で、

実は盲学校も今、生徒難で困っているところで

す。で、かなりギリギリの人もいっぱい居ます。

だけど、やっぱり議論になるわけです。国家試

験に受かるのか、受からないのか。ギリギリで

入れて、盲学校の先生は生徒少ないですからマ

ンツーマンに近い教育をしていて、補修もやっ

て、うちの学校は模擬試験を４回やっています。

それで、受からせているっていう実績が結構あ

ります。盲学校の合格率は国家試験の合格率を

みれば分かります。今の横山先生の質問に関し

ては、教育の質と国家試験のレベルの問題は一

概には議論できない問題だと思いますし、今の

テーマは非常に良いテーマなんじゃないかなと

思います。以上です。 

横山：ありがとうございました。 

小野：他はいらっしゃいますか 

川越：和ら会の川越でございます。よろしくお願

いします。近現代史の所は非常に勉強になりま

した。殆ど同意できる内容ばっかりですが、一

点だけ私の発表した内容と矛盾している、ちょ

っと認識が違うところがあったので、お話させ

て頂きます。七者懇の話をされた時に、鍼灸師

でしたら七者懇の団体のどこかに所属している

とおっしゃったのですが、私は、行団や団体に

対する構成率の低さこそ問題だという話を昨日

させて頂いた立場で、何か私の周りだけが不真

面目なのかというような想いもあって、先生の

ところは特別、真面目なのかな、とか色々考え

たのですが、そのあたり、どうでしょうか。皆

さんの意見も本当は聞きたいのですが。とりあ

えず質問でお願いします。 

箕輪：私は少し口が滑って、皆がどちらかの組織

に入っているのではないか、と言いましたが、

これは単なる私の個人的な感触です。それで、

その組織率の低さの問題の方が実はこの我々の

社会鍼灸学研究会のテーマとしてふさわしいの
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です。つまりもっと言ったら、七者懇はたまた

まその代表を出して恐らく法人格を持っている

のが中心ですが、その実態がまず分かってない。

小さいものも含めてどれだけあるかを調べて、

それの参加者と、鍼灸師の全体の母数を見て、

その団体に入会率を求めてそれを考察するって

いうのが本当は必要です。それがされていない。

ですから、一概に低いとも言えないし一概に高

いとも言えないというのが事実です。たまたま

私の関心がどちらか、例えば、教諭が多かった

ら東洋療法学校協会に入っているだろうし、み

なさん業団に入っているのかな、と単なる私の

一人の推測です。それはデータを出して、他の

業界、団体と比べれば、我々は低いといえるの

ではないかと思います。 

川越：ありがとうございます。 

古屋：呉竹学園の古屋と申します。大変貴重なお

話をありがとうございました。先ほどの横山先

生のご質問に対して、少し補足をします。今、

医師、歯科医師、薬剤師は、文科省から、真の

合格率、先ほど箕輪先生からお話いただいたよ

うに、入学年度ごと6年間で卒業した人達の合

格率を出して、各大学の質を検証する動きがご

ざいます。これを真の合格率といいます。実際

にもう文科省のホームページを見れば真の合格

率に関係する数字が出てきております。 

箕輪：ごめんなさい、真のっていうのはどういう

ことでしょうか。 

古屋：シンの、まことの。要は、入学してから6年

間で卒業して国家試験に合格した人は何人です

かという事です。それが、入学定員に対して、

例えば 100 人入りました、そのうちの 90 人が

卒業しました、それで、この人たちの合格率は

何％ですかという、そういう見方をしてきてお

ります。はりきゅうの世界は、先ほど福岡裁判

の後に学校が増えて質の低下が色々叫ばれてい

る訳ですが、そういう真の合格率までは出てい

ない状況です。学校協会は一部それに近い事を

始めているようです。今後の課題ですが、質を

どう上げるかというのは、そういう数値を見る

事によって確認が出来ると思います。以上です。 

箕輪：私も記憶が定かではないのですが、私がこ

この研究会で,福岡裁判があったのを検証した

時に、確かまだ今ぐらいになる前の入学者の数

から、国家試験の受験者数を差し引いたという

のをやったことがあります。ただそれと合格率

とは全部はリンクしていませんけど。実際に、

それをやるのは勿論研究ですけれども、それは

明らかにするっていうのは本当にしていいのと

いうのはありますよね。勿論、研究として事実

として提示するということはあります。合格率

は出ています。おっしゃったように本当は真の

合格率は私はやるべきだと思っています。でも、

同時に不安もあります。 

古屋：引き続きよろしいでしょうか。今、私が発

言させて頂いたのは、実は国がやっている事で

す。国が絶対数を必要としている部分と、それ

から各大学に質を求めているという２点があり

ます。これはすなわち、国が、大学に対する、

もしくは今後の医療人を育てる、ガバナンスに

なっていると思います。ですので、はりきゅう

の業界というか、はりきゅうの国家試験かは、

はっきり分かりませんが、今ははまだそういう

ことが求められていない訳です。ある意味、こ

こが、今回のテーマのように、ガバナンスとい

う事であれば、国がまだそれを出していないの

です。では、国が我々に対して求めているガバ

ナンスと、我々が国に対して順守するガバナン

スのバランスに立って、今私たちは動いている

ので、その関係性というのは今後非常に重要に

なってくるような気がしてなりません。有り難

うございました。 

箕輪：ありがとうございます。まさに先生のおっ

しゃる通り。だから、医療ガバナンスが働いて、

ガバナンスがガバナンスを必要としているので

す。我々は、我々のガバナンスはどこにあるの

か分からないから実態さえも分からない。各学

校財団が合格率を出しています。あれは合格率

だけを出していますけど、あれだけでガバナン

スというのは分からないです。だからそこが問

題じゃないかって思ったところが今回のテーマ

ですし、ですから今、古屋先生がまとめていた

だいて、ありがとうございました。 

小野：他にありますか。 

友岡：貴重な発表有り難うございます。順天堂大

学の友岡と申します。とても勉強になりました。

二人の先生に2点お伺いします。まず、近代の

民主主義の時流という背景と、それからICDや

ISO の問題からガバナンスの必要性というのを

挙げているという話であったと思いますが、ガ
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小野：次に箕輪先生の演題の方についてご質問は

ありますか。 

横山：森ノ宮の横山と申します。話の中で、特に

国家試験の合格率が低迷していて、国家試験の

合格率は誰が決めているのだ、と言う疑問が出

ていたと思うのですが、医療系の国家試験の合

格率は厚労省が決めているというか、誘導して

いるのではないでしょうか。医師国家試験の合

格率や看護、あはき柔整はどうでしょう。 

箕輪：PTはちょっと分かりませんが、医師、看護

師については厚労省の毎年実態調査のニーズも

あるでしょう。特に医師の場合は政策で、医学

部が新たに２つできました。鍼灸師に関しては

財団法人の方で実態調査なんて行っていません

し。それで、実態が分からない中で誰も将来的

な見通しを立ててない。国家試験の合格率をど

こに聞いたら分かるのか。逆に皆さんに知って

いたら教えて欲しい。そこで誰がというのは、

一応財団の中に、カリキュラムや国家試験を検

討するところとかがあるのは事実です。だから、

あそこはやっているといえるかもしれない訳で

す。だから、鍼灸師がこんなに今多くなって質

を高めるために国家試験を見直しますというよ

うな、ガバナンス的な事がされていないのでは

ないかというのが私の意見です。 

横山：有り難うございます。もう一点、その合格

率がどうかというのが、国家試験の合格率と教

育の質の関係ということに関して、国家試験に

合格できないというのは、教育の質が低い、で、

卒業させてはいけないはずの人たちを卒業させ

ているのではないかと。で、要は、学校は卒業

生に対して責任を果たしていないのではないか

という視点は成り立ち得るんでしょうか。 

箕輪：それは、それ自体が来年のテーマになる位

なんじゃないでしょうか。つまり、僕は盲学校

の教員ですから、各専門学校でプレ国家試験の

結果でその人を受けさせる、受けさせないと考

えるとちょっと微妙な問題になると思います。

つまり、学校国家試験のレベルをあげるから学

内のプレ国家試験のレベルを高くする、だけど

あんまり高くしたら落ちこぼれる者が出る訳だ

から、この研究会で私が1回やったのですが、

入学者の数と卒業者の数を調べると分かるんで

す。ということは、それを見れば、この学校は

いっぱい退学者が出るな、ということになって

きます。それは、合格率は良いが、国家試験受

験のハードルをすごく高くしている。これは学

校方針の問題になります。それから、入学試験

で、レベルを下げればいっぱい入ってくるけど、

それは当然、ギリギリの人をいっぱい入れて、

それをどうやって磨いていくかということだと

思います。勿論そこが教育の質になるのではな

いか。 

意外に知られていないのが盲学校の実態で、

実は盲学校も今、生徒難で困っているところで

す。で、かなりギリギリの人もいっぱい居ます。

だけど、やっぱり議論になるわけです。国家試

験に受かるのか、受からないのか。ギリギリで

入れて、盲学校の先生は生徒少ないですからマ

ンツーマンに近い教育をしていて、補修もやっ

て、うちの学校は模擬試験を４回やっています。

それで、受からせているっていう実績が結構あ

ります。盲学校の合格率は国家試験の合格率を

みれば分かります。今の横山先生の質問に関し

ては、教育の質と国家試験のレベルの問題は一

概には議論できない問題だと思いますし、今の

テーマは非常に良いテーマなんじゃないかなと

思います。以上です。 

横山：ありがとうございました。 

小野：他はいらっしゃいますか 

川越：和ら会の川越でございます。よろしくお願

いします。近現代史の所は非常に勉強になりま

した。殆ど同意できる内容ばっかりですが、一

点だけ私の発表した内容と矛盾している、ちょ

っと認識が違うところがあったので、お話させ

て頂きます。七者懇の話をされた時に、鍼灸師

でしたら七者懇の団体のどこかに所属している

とおっしゃったのですが、私は、行団や団体に

対する構成率の低さこそ問題だという話を昨日

させて頂いた立場で、何か私の周りだけが不真

面目なのかというような想いもあって、先生の

ところは特別、真面目なのかな、とか色々考え

たのですが、そのあたり、どうでしょうか。皆

さんの意見も本当は聞きたいのですが。とりあ

えず質問でお願いします。 

箕輪：私は少し口が滑って、皆がどちらかの組織

に入っているのではないか、と言いましたが、

これは単なる私の個人的な感触です。それで、

その組織率の低さの問題の方が実はこの我々の

社会鍼灸学研究会のテーマとしてふさわしいの
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いかなと思っています。具体的に、どこにガバ

ナンスするかというのではなくて、逆に、世話

人会でもあったのですが、ガバナンスはいるの、

いらないの？あるの？ないの？というとこも、

まだ、初めて提示した段階じゃないかなと思う

のですが。ただ私たちは意識してそこを考える

べきです。恐らくみなさんもです。今回も、こ

のわかりにくいテーマで参加して下さって有り

難うございます。以上で終わります。 

友岡：有り難うございます。 

阿部：鍼灸院の阿部です。貴重なお話有り難うご

ざいました。僕は臨床家です。毎日鍼をたくさ

んの患者さんに打っていますけども、多様な治

療法を僕ら治療家として持ち合わせているので

す。僕も治療に対する自分の考え方があって、

そうしているのですけども、ガバナンスを、整

理することによって、多様な形で対応できると

いう側面が失われてしまうんじゃないかという

危惧を感じてしまった。そのガバナンスが必要

な側面もあるとは思うんですが、今持っている

日本鍼灸の良さも失われてしまうのではないか

と、そういった側面はいかがですか。 

形井：ものすごく難しい問題ですね。鍼灸が普及

していく、広がっていくというのは、確かに多

様性を生み出す可能性がありますが、その多様

性の中で、最低限の共通の枠を作っていくのが

標準化です。 

多様に広がっていると、その多様性の一方で、

安全性や有効性を担保することが求められ、そ

のために、最低限ここまでは、標準的にみんな

ができる、というところを明確にする必要が出

てきます。その2つの内のどっちが強くなるか

は、時代々々で代わることを繰り返してきてい

るのだろうと思います。 

そこで、今質問されたことが、現在の世界で

どのように問題になっているかというと、ご存

じのように、中国が、中医学を世界の標準にし

ようとしている状況で、日本の鍼灸は消えてい

きそうなので、多様性の1つである日本鍼灸は

残したいという意識と、中国がブルドーザーみ

たいに鍼灸を世界に広めて行くことで、鍼灸が

世界に普及し、定着して、その結果、日本鍼灸

にもリターンしてくるメリットがあると考える

意識とあるわけです。 

一面だけで言えないと思うのですが、先生の

おっしゃる、多様な鍼灸というのがどの様な面

を指してらっしゃるのか、ここでは時間がない

ので細かくは言えないですけども、例えば、色

んな種類の道具や色んな技術を使う多様性を残

したいのか、多様な鍼灸理論を認めて欲しいと

いうことなのか、様々な多様性とその標準化が

あると思います。 

また、あるところまでは標準化しても別に多

様性は失わない、むしろそこで統一してもらっ

て広まるのならそれで良い、その上で多様性を

認めてくれるのならいいよ、という議論が出て

くる可能性もある。そこはもう少し細かい議論

をしていかなければ行けないと思います。おっ

しゃる事は十分理解出来ますし、いずれそうい

う議論はしたいなと思います。 

阿部：ありがとうございました。 

箕輪：ありがとうございます。臨床を毎日やって

いる方に来て頂いて、発言して頂いくのはとて

もありがたいですし、小川先生にもお話してい

ただいたように、臨床をやっている方が社会的

な研究をするぐらいに進歩していただければと

思います。多様性というのは、一言で言うと簡

単です。今、ダイバーシティ、ダイバーシティ

と言われていますが、多様性も逆に言うと、と

ても危険で、多様性は曖昧であるから、余計に

多様性という風に、昨日も厳しく言わせてもら

ったのですが、多様性で片付けちゃうと、逆に

突っ込まれた時に答えようがない。もっと言う

と、今までの日本鍼灸は多様性の中の小さいガ

バナンスと対立してきて、マイナスになってき

ているのではないかなと言う風に僕は考えてき

ております。だから、多様性の実態を今よりも

っと我々の社会鍼灸学研究会も実態をちゃんと

研究しようというずっと隠れたテーマがあるの

です。流派の実態を一回あらい出して。例えば

その流派の実態をあらい出して、その先の臨床

で頑張るのであれば、流派の代表が出て、治療

成績を競うのはナンセンスですが、その流派の

代表者が出た臨床研究所を作って、臨床家を育

てるのも良いと、僕は思っている位です。ただ

多様性自体が明確にできていない。それから、

多様性によってガバナンスが対立するという事

も起こりうるだろうと考えています。ただ、逆

に多様性を説明するのは誰が説明するか、とい

ったときに、それぞれの立場で多様性を説明し
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バナンスといっても色んな分野でする事もたく

さんあるで、形井先生が最初のスライドで、鍼

灸のガバナンスを考えた場合ということで臨床

と教育、資格制度の3つに分けていたのですが、

先生方がその3つの分野が出てきた場合には、

まずどこに関するガバナンスが出てきて、何を

したら良いか、お考えがあればお伺いしたい。

次に、ガバナンスや何かを発信していく場合は、

団結力みたいな組織力があると思うのですが、

私も鍼灸師ですが大企業で働くというよりは一

匹狼でやっていくというかそういう資質がある

ような集団の特性だとは思うのですが、そうい

った面が特徴の集団は何が大事になってくるの

かというのをお伺いしたい。 

形井：前半の話ですが、今おっしゃった通りで、

鍼灸師の数さえコントロールしようとしない。

ちょっと変な言い方かもしれませんが、でも、

コントロールしようっていう事は、それだけ大

事だからです。病気の人がこれくらいいて、そ

れに対して治療家がこれぐらい必要だからコン

トロールしよう、それで、当然のことながらそ

れをやらないと、内閣・政府が医療政策をちゃ

んとしていないからという批判を受ける。その

準備・努力もやって、保険も保証して、という

ところにさえ私たちは到達できていない。この

分野で４０年間以上ずっと見ていますが、全然

政府が縛りを作ってこない。ただ、法律改正が

ありましたから、それは見方によってはそうい

うことはその一つだって言っても良いのですけ

ども、やっぱりそういう意味では日本の医療政

策に乗っかっていない分野である。寂しいけど

も。そういう現実をまず踏まえることをしない

といけないです。 

だからガバメントのガバナンスは期待できな

いので、パブリック・ガバナンス、つまり鍼灸

師サイドがガバナンスを踏まえて、自分たちで

一定の方向性を、こういう鍼灸があって、全体

の数がどれぐらいいて、こういうことが我々は

できるのだから国は、保険をこの程度認めるべ

きである、６疾患ではなく、３０疾患は認める

べきである等と主張する。そこまでやるには、

日本の健康政策に対して、費用対効果も出して

いくことまでやらないといけないでしょう。要

するに、ガバメントは、国費で、医師を始めと

して、医療分野に対して、必要なことは全部や

っているわけです。鍼灸分野にはお金も微々た

るもので、何をやれとも言わないし、放ったら

かされている。 

でも、主張は出し続けるしかないのです。そ

して、どこかで気づいてもらうしかない。長く

言い続けても、最初はほとんど反応はないでし

ょう。でもやっぱりやり続けなければいけない

と思います。それは、戦後、臨床研究を忙しい

臨床の合間をみて地道に頑張ってきた人たちが

居たから今につながってきたので、だからもう

ちょっと続けていかなければ仕方がない。特効

策とか、特効薬はないのでが、そんな事を積み

重ねていくしかないかな、研究自体はその一つ

と思ってやっております。 

箕輪：的確な答えであるかどうかは分からないが、

我々の免許というのは国家免許です。国家免許

の意味っていうのは、本来なら鍼を人に刺すと

傷害罪になりかねないものを、鍼灸師に国が、

免じて許したわけです。それだけ重要な訳です

よ。だから社会保障の一部は療養費も関われる

し、社会保証の介護保険の中の機能訓練指導員

にもなれる。ところが、近代を見てみると、国

家の免許でありながら、どうしてこんなに管理

はされないし、都合が悪いときになるとちょっ

と縛ることはされて、後は、単に自由にやって

いいよという割には、よく分からないようにさ

れちゃったっていう思いが私はあります。だか

ら、ここはみなさん紳士な方たちが多い研究会

だから私も安心して話しが出来るのですが、臨

床家のすごい人が来て、「何を言っているのだ、

技術だろ、鍼灸は。ガバナンスなんかいらない

よ。」と言うぐらいの意見が出ても面白いかもし

れないですけど。 

だからガバナンス意識を働かせて、我々がこ

れだけ自分たちでガバナンスしていますよとい

うところを、さっきおっしゃった教育もそうだ

し、臨床もそうだしというところで、連携しな

がらやっていった方がいいのかなということ。

ここは何度も言うように、運動団体じゃないの

で、そういう方向性もあるのかなと。それで、

実際は、社会はこうで、我々はでもこういうこ

とがガバナンスの問題じゃないかという風に提

示することにとどまって、ここの研究会では出

来ない。だからそこで今あったようなディスカ

ッションして行きながらっていうレベルじゃな
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いかなと思っています。具体的に、どこにガバ

ナンスするかというのではなくて、逆に、世話

人会でもあったのですが、ガバナンスはいるの、

いらないの？あるの？ないの？というとこも、

まだ、初めて提示した段階じゃないかなと思う

のですが。ただ私たちは意識してそこを考える

べきです。恐らくみなさんもです。今回も、こ

のわかりにくいテーマで参加して下さって有り

難うございます。以上で終わります。 

友岡：有り難うございます。 

阿部：鍼灸院の阿部です。貴重なお話有り難うご

ざいました。僕は臨床家です。毎日鍼をたくさ

んの患者さんに打っていますけども、多様な治

療法を僕ら治療家として持ち合わせているので

す。僕も治療に対する自分の考え方があって、

そうしているのですけども、ガバナンスを、整

理することによって、多様な形で対応できると

いう側面が失われてしまうんじゃないかという

危惧を感じてしまった。そのガバナンスが必要

な側面もあるとは思うんですが、今持っている

日本鍼灸の良さも失われてしまうのではないか

と、そういった側面はいかがですか。 

形井：ものすごく難しい問題ですね。鍼灸が普及

していく、広がっていくというのは、確かに多

様性を生み出す可能性がありますが、その多様

性の中で、最低限の共通の枠を作っていくのが

標準化です。 

多様に広がっていると、その多様性の一方で、

安全性や有効性を担保することが求められ、そ

のために、最低限ここまでは、標準的にみんな

ができる、というところを明確にする必要が出

てきます。その2つの内のどっちが強くなるか

は、時代々々で代わることを繰り返してきてい

るのだろうと思います。 

そこで、今質問されたことが、現在の世界で

どのように問題になっているかというと、ご存

じのように、中国が、中医学を世界の標準にし

ようとしている状況で、日本の鍼灸は消えてい

きそうなので、多様性の1つである日本鍼灸は

残したいという意識と、中国がブルドーザーみ

たいに鍼灸を世界に広めて行くことで、鍼灸が

世界に普及し、定着して、その結果、日本鍼灸

にもリターンしてくるメリットがあると考える

意識とあるわけです。 

一面だけで言えないと思うのですが、先生の

おっしゃる、多様な鍼灸というのがどの様な面

を指してらっしゃるのか、ここでは時間がない

ので細かくは言えないですけども、例えば、色

んな種類の道具や色んな技術を使う多様性を残

したいのか、多様な鍼灸理論を認めて欲しいと

いうことなのか、様々な多様性とその標準化が

あると思います。 

また、あるところまでは標準化しても別に多

様性は失わない、むしろそこで統一してもらっ

て広まるのならそれで良い、その上で多様性を

認めてくれるのならいいよ、という議論が出て

くる可能性もある。そこはもう少し細かい議論

をしていかなければ行けないと思います。おっ

しゃる事は十分理解出来ますし、いずれそうい

う議論はしたいなと思います。 

阿部：ありがとうございました。 

箕輪：ありがとうございます。臨床を毎日やって

いる方に来て頂いて、発言して頂いくのはとて

もありがたいですし、小川先生にもお話してい

ただいたように、臨床をやっている方が社会的

な研究をするぐらいに進歩していただければと

思います。多様性というのは、一言で言うと簡

単です。今、ダイバーシティ、ダイバーシティ

と言われていますが、多様性も逆に言うと、と

ても危険で、多様性は曖昧であるから、余計に

多様性という風に、昨日も厳しく言わせてもら

ったのですが、多様性で片付けちゃうと、逆に

突っ込まれた時に答えようがない。もっと言う

と、今までの日本鍼灸は多様性の中の小さいガ

バナンスと対立してきて、マイナスになってき

ているのではないかなと言う風に僕は考えてき

ております。だから、多様性の実態を今よりも

っと我々の社会鍼灸学研究会も実態をちゃんと

研究しようというずっと隠れたテーマがあるの

です。流派の実態を一回あらい出して。例えば

その流派の実態をあらい出して、その先の臨床

で頑張るのであれば、流派の代表が出て、治療

成績を競うのはナンセンスですが、その流派の

代表者が出た臨床研究所を作って、臨床家を育

てるのも良いと、僕は思っている位です。ただ

多様性自体が明確にできていない。それから、

多様性によってガバナンスが対立するという事

も起こりうるだろうと考えています。ただ、逆

に多様性を説明するのは誰が説明するか、とい

ったときに、それぞれの立場で多様性を説明し
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バナンスといっても色んな分野でする事もたく

さんあるで、形井先生が最初のスライドで、鍼

灸のガバナンスを考えた場合ということで臨床

と教育、資格制度の3つに分けていたのですが、

先生方がその3つの分野が出てきた場合には、

まずどこに関するガバナンスが出てきて、何を

したら良いか、お考えがあればお伺いしたい。

次に、ガバナンスや何かを発信していく場合は、

団結力みたいな組織力があると思うのですが、

私も鍼灸師ですが大企業で働くというよりは一

匹狼でやっていくというかそういう資質がある

ような集団の特性だとは思うのですが、そうい

った面が特徴の集団は何が大事になってくるの

かというのをお伺いしたい。 

形井：前半の話ですが、今おっしゃった通りで、

鍼灸師の数さえコントロールしようとしない。

ちょっと変な言い方かもしれませんが、でも、

コントロールしようっていう事は、それだけ大

事だからです。病気の人がこれくらいいて、そ

れに対して治療家がこれぐらい必要だからコン

トロールしよう、それで、当然のことながらそ

れをやらないと、内閣・政府が医療政策をちゃ

んとしていないからという批判を受ける。その

準備・努力もやって、保険も保証して、という

ところにさえ私たちは到達できていない。この

分野で４０年間以上ずっと見ていますが、全然

政府が縛りを作ってこない。ただ、法律改正が

ありましたから、それは見方によってはそうい

うことはその一つだって言っても良いのですけ

ども、やっぱりそういう意味では日本の医療政

策に乗っかっていない分野である。寂しいけど

も。そういう現実をまず踏まえることをしない

といけないです。 

だからガバメントのガバナンスは期待できな

いので、パブリック・ガバナンス、つまり鍼灸

師サイドがガバナンスを踏まえて、自分たちで

一定の方向性を、こういう鍼灸があって、全体

の数がどれぐらいいて、こういうことが我々は

できるのだから国は、保険をこの程度認めるべ

きである、６疾患ではなく、３０疾患は認める

べきである等と主張する。そこまでやるには、

日本の健康政策に対して、費用対効果も出して

いくことまでやらないといけないでしょう。要

するに、ガバメントは、国費で、医師を始めと

して、医療分野に対して、必要なことは全部や

っているわけです。鍼灸分野にはお金も微々た

るもので、何をやれとも言わないし、放ったら

かされている。 

でも、主張は出し続けるしかないのです。そ

して、どこかで気づいてもらうしかない。長く

言い続けても、最初はほとんど反応はないでし

ょう。でもやっぱりやり続けなければいけない

と思います。それは、戦後、臨床研究を忙しい

臨床の合間をみて地道に頑張ってきた人たちが

居たから今につながってきたので、だからもう

ちょっと続けていかなければ仕方がない。特効

策とか、特効薬はないのでが、そんな事を積み

重ねていくしかないかな、研究自体はその一つ

と思ってやっております。 

箕輪：的確な答えであるかどうかは分からないが、

我々の免許というのは国家免許です。国家免許

の意味っていうのは、本来なら鍼を人に刺すと

傷害罪になりかねないものを、鍼灸師に国が、

免じて許したわけです。それだけ重要な訳です

よ。だから社会保障の一部は療養費も関われる

し、社会保証の介護保険の中の機能訓練指導員

にもなれる。ところが、近代を見てみると、国

家の免許でありながら、どうしてこんなに管理

はされないし、都合が悪いときになるとちょっ

と縛ることはされて、後は、単に自由にやって

いいよという割には、よく分からないようにさ

れちゃったっていう思いが私はあります。だか

ら、ここはみなさん紳士な方たちが多い研究会

だから私も安心して話しが出来るのですが、臨

床家のすごい人が来て、「何を言っているのだ、

技術だろ、鍼灸は。ガバナンスなんかいらない

よ。」と言うぐらいの意見が出ても面白いかもし

れないですけど。 

だからガバナンス意識を働かせて、我々がこ

れだけ自分たちでガバナンスしていますよとい

うところを、さっきおっしゃった教育もそうだ

し、臨床もそうだしというところで、連携しな

がらやっていった方がいいのかなということ。

ここは何度も言うように、運動団体じゃないの

で、そういう方向性もあるのかなと。それで、

実際は、社会はこうで、我々はでもこういうこ

とがガバナンスの問題じゃないかという風に提

示することにとどまって、ここの研究会では出

来ない。だからそこで今あったようなディスカ

ッションして行きながらっていうレベルじゃな

─　　　─

社会鍼灸学研究 2018　(通巻13号)

31

社会鍼灸学研究 2018（通巻 13 号）[ここに入力] 
 

31 
 

いかなと思っています。具体的に、どこにガバ

ナンスするかというのではなくて、逆に、世話

人会でもあったのですが、ガバナンスはいるの、

いらないの？あるの？ないの？というとこも、

まだ、初めて提示した段階じゃないかなと思う

のですが。ただ私たちは意識してそこを考える

べきです。恐らくみなさんもです。今回も、こ

のわかりにくいテーマで参加して下さって有り

難うございます。以上で終わります。 

友岡：有り難うございます。 

阿部：鍼灸院の阿部です。貴重なお話有り難うご

ざいました。僕は臨床家です。毎日鍼をたくさ

んの患者さんに打っていますけども、多様な治

療法を僕ら治療家として持ち合わせているので

す。僕も治療に対する自分の考え方があって、

そうしているのですけども、ガバナンスを、整

理することによって、多様な形で対応できると

いう側面が失われてしまうんじゃないかという

危惧を感じてしまった。そのガバナンスが必要

な側面もあるとは思うんですが、今持っている

日本鍼灸の良さも失われてしまうのではないか

と、そういった側面はいかがですか。 

形井：ものすごく難しい問題ですね。鍼灸が普及

していく、広がっていくというのは、確かに多

様性を生み出す可能性がありますが、その多様

性の中で、最低限の共通の枠を作っていくのが

標準化です。 

多様に広がっていると、その多様性の一方で、

安全性や有効性を担保することが求められ、そ

のために、最低限ここまでは、標準的にみんな

ができる、というところを明確にする必要が出

てきます。その2つの内のどっちが強くなるか

は、時代々々で代わることを繰り返してきてい

るのだろうと思います。 

そこで、今質問されたことが、現在の世界で

どのように問題になっているかというと、ご存

じのように、中国が、中医学を世界の標準にし

ようとしている状況で、日本の鍼灸は消えてい

きそうなので、多様性の1つである日本鍼灸は

残したいという意識と、中国がブルドーザーみ

たいに鍼灸を世界に広めて行くことで、鍼灸が

世界に普及し、定着して、その結果、日本鍼灸

にもリターンしてくるメリットがあると考える

意識とあるわけです。 

一面だけで言えないと思うのですが、先生の

おっしゃる、多様な鍼灸というのがどの様な面

を指してらっしゃるのか、ここでは時間がない

ので細かくは言えないですけども、例えば、色

んな種類の道具や色んな技術を使う多様性を残

したいのか、多様な鍼灸理論を認めて欲しいと

いうことなのか、様々な多様性とその標準化が

あると思います。 

また、あるところまでは標準化しても別に多

様性は失わない、むしろそこで統一してもらっ

て広まるのならそれで良い、その上で多様性を

認めてくれるのならいいよ、という議論が出て

くる可能性もある。そこはもう少し細かい議論

をしていかなければ行けないと思います。おっ

しゃる事は十分理解出来ますし、いずれそうい

う議論はしたいなと思います。 

阿部：ありがとうございました。 

箕輪：ありがとうございます。臨床を毎日やって

いる方に来て頂いて、発言して頂いくのはとて

もありがたいですし、小川先生にもお話してい

ただいたように、臨床をやっている方が社会的

な研究をするぐらいに進歩していただければと

思います。多様性というのは、一言で言うと簡

単です。今、ダイバーシティ、ダイバーシティ

と言われていますが、多様性も逆に言うと、と

ても危険で、多様性は曖昧であるから、余計に

多様性という風に、昨日も厳しく言わせてもら

ったのですが、多様性で片付けちゃうと、逆に

突っ込まれた時に答えようがない。もっと言う

と、今までの日本鍼灸は多様性の中の小さいガ

バナンスと対立してきて、マイナスになってき

ているのではないかなと言う風に僕は考えてき

ております。だから、多様性の実態を今よりも

っと我々の社会鍼灸学研究会も実態をちゃんと

研究しようというずっと隠れたテーマがあるの

です。流派の実態を一回あらい出して。例えば

その流派の実態をあらい出して、その先の臨床

で頑張るのであれば、流派の代表が出て、治療

成績を競うのはナンセンスですが、その流派の

代表者が出た臨床研究所を作って、臨床家を育

てるのも良いと、僕は思っている位です。ただ

多様性自体が明確にできていない。それから、

多様性によってガバナンスが対立するという事

も起こりうるだろうと考えています。ただ、逆

に多様性を説明するのは誰が説明するか、とい

ったときに、それぞれの立場で多様性を説明し
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バナンスといっても色んな分野でする事もたく

さんあるで、形井先生が最初のスライドで、鍼

灸のガバナンスを考えた場合ということで臨床

と教育、資格制度の3つに分けていたのですが、

先生方がその3つの分野が出てきた場合には、

まずどこに関するガバナンスが出てきて、何を

したら良いか、お考えがあればお伺いしたい。

次に、ガバナンスや何かを発信していく場合は、

団結力みたいな組織力があると思うのですが、

私も鍼灸師ですが大企業で働くというよりは一

匹狼でやっていくというかそういう資質がある

ような集団の特性だとは思うのですが、そうい

った面が特徴の集団は何が大事になってくるの

かというのをお伺いしたい。 

形井：前半の話ですが、今おっしゃった通りで、

鍼灸師の数さえコントロールしようとしない。

ちょっと変な言い方かもしれませんが、でも、

コントロールしようっていう事は、それだけ大

事だからです。病気の人がこれくらいいて、そ

れに対して治療家がこれぐらい必要だからコン

トロールしよう、それで、当然のことながらそ

れをやらないと、内閣・政府が医療政策をちゃ

んとしていないからという批判を受ける。その

準備・努力もやって、保険も保証して、という

ところにさえ私たちは到達できていない。この

分野で４０年間以上ずっと見ていますが、全然

政府が縛りを作ってこない。ただ、法律改正が

ありましたから、それは見方によってはそうい

うことはその一つだって言っても良いのですけ

ども、やっぱりそういう意味では日本の医療政

策に乗っかっていない分野である。寂しいけど

も。そういう現実をまず踏まえることをしない

といけないです。 

だからガバメントのガバナンスは期待できな

いので、パブリック・ガバナンス、つまり鍼灸

師サイドがガバナンスを踏まえて、自分たちで

一定の方向性を、こういう鍼灸があって、全体

の数がどれぐらいいて、こういうことが我々は

できるのだから国は、保険をこの程度認めるべ

きである、６疾患ではなく、３０疾患は認める

べきである等と主張する。そこまでやるには、

日本の健康政策に対して、費用対効果も出して

いくことまでやらないといけないでしょう。要

するに、ガバメントは、国費で、医師を始めと

して、医療分野に対して、必要なことは全部や

っているわけです。鍼灸分野にはお金も微々た

るもので、何をやれとも言わないし、放ったら

かされている。 

でも、主張は出し続けるしかないのです。そ

して、どこかで気づいてもらうしかない。長く

言い続けても、最初はほとんど反応はないでし

ょう。でもやっぱりやり続けなければいけない

と思います。それは、戦後、臨床研究を忙しい

臨床の合間をみて地道に頑張ってきた人たちが

居たから今につながってきたので、だからもう

ちょっと続けていかなければ仕方がない。特効

策とか、特効薬はないのでが、そんな事を積み

重ねていくしかないかな、研究自体はその一つ

と思ってやっております。 

箕輪：的確な答えであるかどうかは分からないが、

我々の免許というのは国家免許です。国家免許

の意味っていうのは、本来なら鍼を人に刺すと

傷害罪になりかねないものを、鍼灸師に国が、

免じて許したわけです。それだけ重要な訳です

よ。だから社会保障の一部は療養費も関われる

し、社会保証の介護保険の中の機能訓練指導員

にもなれる。ところが、近代を見てみると、国

家の免許でありながら、どうしてこんなに管理

はされないし、都合が悪いときになるとちょっ

と縛ることはされて、後は、単に自由にやって

いいよという割には、よく分からないようにさ

れちゃったっていう思いが私はあります。だか

ら、ここはみなさん紳士な方たちが多い研究会

だから私も安心して話しが出来るのですが、臨

床家のすごい人が来て、「何を言っているのだ、

技術だろ、鍼灸は。ガバナンスなんかいらない

よ。」と言うぐらいの意見が出ても面白いかもし

れないですけど。 

だからガバナンス意識を働かせて、我々がこ

れだけ自分たちでガバナンスしていますよとい

うところを、さっきおっしゃった教育もそうだ

し、臨床もそうだしというところで、連携しな

がらやっていった方がいいのかなということ。

ここは何度も言うように、運動団体じゃないの

で、そういう方向性もあるのかなと。それで、

実際は、社会はこうで、我々はでもこういうこ

とがガバナンスの問題じゃないかという風に提

示することにとどまって、ここの研究会では出

来ない。だからそこで今あったようなディスカ

ッションして行きながらっていうレベルじゃな
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に内在する多様性が認められなくなる可能性

がある。すべてではないが、既存に存在する

すべてを認める訳にはいかないということに

なります。そこでどう折り合いが鍼灸界の中

でつけられるかという問題がまず出てくると

思います。 

いずれにしても、多様性は必ず制限されま

す。これは覚悟しなければならないことかと

思います。但し、窓口を一本化したとしても

経済的なインセンティブを鍼灸界が得られる

か、それは分からないです。というのは、先

ほどもスライドで示しましたように、鍼灸が

いくら良いものであったとしても、鍼灸の効

果をいくら証明したとしても、それを採択す

るかしないかは意思決定をする人たちの話で

す。意思決定する人たちは誰かというと、国

民から選ばれた自治体や国の議員です。鍼灸

が彼らにどれだけ訴求力があるかが重要にな

ってきます。ですから、ときの政治状況や、

オリ・パラなどの歴史的なイベントがあると、

色々と鍼灸もその影響を受けるので、その影

響次第で状況が変わっていくという事です。 

古屋：ありがとうございます。ということは、

まだクラウドの中。本当に、ここから先、ど

うしたら良いのかというのは、先ほどのお二

人の先生のところから国は我々に何も求めて

きてないとお話がありましたが、実は私たち

から提供出来る物は何もないのかもしれない。

極端な言い方かもませんが、要するに私たち

はこういう者ですよ、と言ったとしても、そ

れは今社会に受け入れられていないので、そ

れが認められていないのか、国の政策の中に

我々が提示したものを、国がそれを拾い上げ

るだけの何かを我々は提示できていないのか

もしれない、という環境にあるのかなと思っ

ています。今、先生のお話でも多様性は必ず

制限されますと。 

例えば、歯科医療の中で、保健医療と自由

診療がある訳です。これはどちらを選択しま

すかというと患者の選択になる訳です。鍼灸

においてもなにかそういう枠組みみたいなこ

とがだんだん作られてきて、それで鍼灸とい

う一つの制度ができてくる。可能性はあるの

かなと思いますが、では、我々は何を提供出

来るのでしょうか。何か、先生、示唆があれ

ば頂ければと思います。 

小野：一つお話をしないといけない前提があり

ます。近代国家といわれる国の政策は、全て

人口動態を基本としています。それ故、近代

国家には人口問題を研究する研究機関があり

ます。日本では国立人口問題研究所がそれに

当たります。今日の日本では、人口動態が大

きく変化しています。海外に例を見ない、非

常に先進的状況です。これまで、日本は絶え

ず、海外にモデルを求めてきました。それが

明治維新以降の日本の常套手段でした。しか

し、それは人口動態の変化と共に通用しなく

なってきました。一方で、海外からは、様々

な分野で、日本にモデルを求めるようになっ

てきました。例えば、日本の介護保険制度が

良い例です。海外には介護保険制度は無く、

スウェーデンなどは日本の介護保険制度を参

考にしています。2005年に、統合医療の調査

研究でスウェーデンを訪問し、スウェーデン

政府の政策担当者とお話した際、「我々は日本

の介護保険制度の動きに注視している」と言

われ、日本は既に海外のモデルとして見られ

ていることに気付きました。しかし、日本の

多くの方々は、日本はモデルとして海外から

見られていることに気付いていないのが現状

です。 

日本は明治維新以降、海外の様々な社会制

度をキャッチアップしてきました。それは、

産業にしても、医療にしても、農業にしても、

海外、特に近代国家として先行していた欧米

の先進国の優れた社会制度を探しては、キャ

ッチアップしてきました。日本は、そのキャ

ッチアップ体質から抜け出せない限りは、日

本の新たな政策展開は難しいと思います。但

し、現在の医療政策は、これまでの医療政策

を継承してきた上に在ります。前のシステム、

前の考え方を全て断ち切る事はできません。

これまでのシステムを継承しながらも、如何

に新たな社会モデルを展開していくかが、今

まさに問われている状況だと思います。 

そうすると、今までの成功体験を元にして

いる考え方ではない、新たなモデルなり、考

え方なりを提示しないといけませんが、それ

が鍼灸師や鍼灸界にできるか。例えば、鍼灸

師が目指すべきは、医師であるというこれま
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たら、誰も説得力はないです。多様性全体をガ

バナンスというシステムが勧めるというような

考えになります。 

形井：先ほど小川先生の質問を頂いて、科学的な

研究をしてきたということについてそれはその

通りだと自分もそう思っていますが、それだけ

ではありません。もう一つ、古典的なというの

に必ずしも正しくはないのですけども、日本鍼

灸の患者と治療家がコンタクトする、手でコン

タクトする事もあるし言葉でコンタクトするこ

ともあるし、治療の中で密着型の治療を行って

いくということの特徴があると思いますよね。

だからそこは、日本鍼灸の一つの到達点として

みんながしっかり認識した上でそれをどういう

風に世界の鍼灸に提示できるか、という一つの

宿題もある。 

小川：というのは、日本鍼灸が世界の別の地域の

鍼灸よりも優位に、そのコンタクトが分厚いと

いうか、深いというか。 

形井：まだ優位かどうかは分からないです。特徴

的にそうだと思います。例えば中国に行って見

れば分かりますけども、１日に一病院で何百人

という患者をこなす、日本は一人１時間かかり

ます、全く違う世界があるわけです。中国式の

鍼灸は世界で行っている中で、その多くの国々

がそういう方向しか鍼灸を受け入れないとした

ら、やっぱりちょっと違う部分の鍼灸が抜け落

ちてしまう、と私は思っています。でも、コン

タクト型の鍼灸も鍼灸の一つの分野として日本

が今持っているのだと、これが昨日の質疑の話

題も含めてでもあるのですけども、そういうこ

とももう一つ大事なものとして確立していけれ

ばと思います。補足です。 

小川：有り難うございました。 

小野：二人の先生方のご発表の中に共通していた

ものがあったと思いますが、それは、個別色々

な組織がガバナンスだろうと思われてやってい

る事自体が多様化しているというところがある

のではないかと思います。だから、ガバナンス

自体の多様化といいますか、一つになっていな

い状況が日本鍼灸の状況かということにもなる

かと思います。 

 

午後の部 

古屋：呉竹学園の古屋と申します。有り難うご

ざいました。本日のお話では、ガバナンス、

もしくは制度化というところに焦点を当てて

いいますが、実はこの業界に対して国が何か

を言おうとしたときに、業界か、もしくは鍼

灸に対してかもしれませんが、そのときに必

ず言われることは、窓口を一本化してくれと

いう事です。東京オリ・パラに向けて選手村

で活動したいと組織委員会に４団体でお願い

に行ったのですが、その時も、あなた方は鍼

灸関連の代表ですか、という問いかけがあり

ました。代表とは言えないが、一応主要なメ

ンバーが集まって、エビデンスベースでの提

供は出来ますよ、と言うことで話しは進んで

いったのです。そういう現実が一つあるとい

うこと。 

もう一つは、法改正の時に、厚労省から4年

生、修行年限 4 年というのを提示されていま

す。どういういきさつかは分かりませんが、

鍼灸では、受け入れなかったと聞いています。

先ほど、得るものと、失うものと両方あると

いう話がありましたが、そういう歴史がある

中で、現在３年で国家試験の受験資格が得ら

れる。当時は厚生省ですけども、医療従事者

の教育は修業年限を４年にしたいというのが

国の提示だった。ということを考えてくると、

今鍼灸は反制度化という話になりますが、そ

ういう過去を踏まえて先生のお考えの中で、

制度化した時にガバナンスを作った時、もし

くはそれがない時に得るものと、失うものに

ついて、どの辺の所をお考えかを、一つ教え

て頂ければありがたいです。 

小野：先ずガバナンスを得たときの話をします。

ガバナンスを得ることによって、すべての鍼

灸に係る意思決定において効率性が上がると

いうことです。合理性が上がるともいえます。

すべての鍼灸に係る意思決定、先程、先生の

オリ・パラの話や災害の話でも、すべてにお

いて合理性と効率性が上がるというのが一番

のメリットです。例えば鍼灸が既存の医療制

度の中に入る、後は色々助成金を受けやすく

なるとかです。ここに話を持って行けば、す

べて解決するというのが窓口一本化です。そ

れがまず一番のメリットだと思います。それ

以外にも個別様々なメリットがあると思いま

す。デメリットがあるとしたら、日本の鍼灸
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に内在する多様性が認められなくなる可能性

がある。すべてではないが、既存に存在する

すべてを認める訳にはいかないということに

なります。そこでどう折り合いが鍼灸界の中

でつけられるかという問題がまず出てくると

思います。 

いずれにしても、多様性は必ず制限されま

す。これは覚悟しなければならないことかと

思います。但し、窓口を一本化したとしても

経済的なインセンティブを鍼灸界が得られる

か、それは分からないです。というのは、先

ほどもスライドで示しましたように、鍼灸が

いくら良いものであったとしても、鍼灸の効

果をいくら証明したとしても、それを採択す

るかしないかは意思決定をする人たちの話で

す。意思決定する人たちは誰かというと、国

民から選ばれた自治体や国の議員です。鍼灸

が彼らにどれだけ訴求力があるかが重要にな

ってきます。ですから、ときの政治状況や、

オリ・パラなどの歴史的なイベントがあると、

色々と鍼灸もその影響を受けるので、その影

響次第で状況が変わっていくという事です。 

古屋：ありがとうございます。ということは、

まだクラウドの中。本当に、ここから先、ど

うしたら良いのかというのは、先ほどのお二

人の先生のところから国は我々に何も求めて

きてないとお話がありましたが、実は私たち

から提供出来る物は何もないのかもしれない。

極端な言い方かもませんが、要するに私たち

はこういう者ですよ、と言ったとしても、そ

れは今社会に受け入れられていないので、そ

れが認められていないのか、国の政策の中に

我々が提示したものを、国がそれを拾い上げ

るだけの何かを我々は提示できていないのか

もしれない、という環境にあるのかなと思っ

ています。今、先生のお話でも多様性は必ず

制限されますと。 

例えば、歯科医療の中で、保健医療と自由

診療がある訳です。これはどちらを選択しま

すかというと患者の選択になる訳です。鍼灸

においてもなにかそういう枠組みみたいなこ

とがだんだん作られてきて、それで鍼灸とい

う一つの制度ができてくる。可能性はあるの

かなと思いますが、では、我々は何を提供出

来るのでしょうか。何か、先生、示唆があれ

ば頂ければと思います。 

小野：一つお話をしないといけない前提があり

ます。近代国家といわれる国の政策は、全て

人口動態を基本としています。それ故、近代

国家には人口問題を研究する研究機関があり

ます。日本では国立人口問題研究所がそれに

当たります。今日の日本では、人口動態が大

きく変化しています。海外に例を見ない、非

常に先進的状況です。これまで、日本は絶え

ず、海外にモデルを求めてきました。それが

明治維新以降の日本の常套手段でした。しか

し、それは人口動態の変化と共に通用しなく

なってきました。一方で、海外からは、様々

な分野で、日本にモデルを求めるようになっ

てきました。例えば、日本の介護保険制度が

良い例です。海外には介護保険制度は無く、

スウェーデンなどは日本の介護保険制度を参

考にしています。2005年に、統合医療の調査

研究でスウェーデンを訪問し、スウェーデン

政府の政策担当者とお話した際、「我々は日本

の介護保険制度の動きに注視している」と言

われ、日本は既に海外のモデルとして見られ

ていることに気付きました。しかし、日本の

多くの方々は、日本はモデルとして海外から

見られていることに気付いていないのが現状

です。 

日本は明治維新以降、海外の様々な社会制

度をキャッチアップしてきました。それは、

産業にしても、医療にしても、農業にしても、

海外、特に近代国家として先行していた欧米

の先進国の優れた社会制度を探しては、キャ

ッチアップしてきました。日本は、そのキャ

ッチアップ体質から抜け出せない限りは、日

本の新たな政策展開は難しいと思います。但

し、現在の医療政策は、これまでの医療政策

を継承してきた上に在ります。前のシステム、

前の考え方を全て断ち切る事はできません。

これまでのシステムを継承しながらも、如何

に新たな社会モデルを展開していくかが、今

まさに問われている状況だと思います。 

そうすると、今までの成功体験を元にして

いる考え方ではない、新たなモデルなり、考

え方なりを提示しないといけませんが、それ

が鍼灸師や鍼灸界にできるか。例えば、鍼灸

師が目指すべきは、医師であるというこれま
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たら、誰も説得力はないです。多様性全体をガ

バナンスというシステムが勧めるというような

考えになります。 

形井：先ほど小川先生の質問を頂いて、科学的な

研究をしてきたということについてそれはその

通りだと自分もそう思っていますが、それだけ

ではありません。もう一つ、古典的なというの

に必ずしも正しくはないのですけども、日本鍼

灸の患者と治療家がコンタクトする、手でコン

タクトする事もあるし言葉でコンタクトするこ

ともあるし、治療の中で密着型の治療を行って

いくということの特徴があると思いますよね。

だからそこは、日本鍼灸の一つの到達点として

みんながしっかり認識した上でそれをどういう

風に世界の鍼灸に提示できるか、という一つの

宿題もある。 

小川：というのは、日本鍼灸が世界の別の地域の

鍼灸よりも優位に、そのコンタクトが分厚いと

いうか、深いというか。 

形井：まだ優位かどうかは分からないです。特徴

的にそうだと思います。例えば中国に行って見

れば分かりますけども、１日に一病院で何百人

という患者をこなす、日本は一人１時間かかり

ます、全く違う世界があるわけです。中国式の

鍼灸は世界で行っている中で、その多くの国々

がそういう方向しか鍼灸を受け入れないとした

ら、やっぱりちょっと違う部分の鍼灸が抜け落

ちてしまう、と私は思っています。でも、コン

タクト型の鍼灸も鍼灸の一つの分野として日本

が今持っているのだと、これが昨日の質疑の話

題も含めてでもあるのですけども、そういうこ

とももう一つ大事なものとして確立していけれ

ばと思います。補足です。 

小川：有り難うございました。 

小野：二人の先生方のご発表の中に共通していた

ものがあったと思いますが、それは、個別色々

な組織がガバナンスだろうと思われてやってい

る事自体が多様化しているというところがある

のではないかと思います。だから、ガバナンス

自体の多様化といいますか、一つになっていな

い状況が日本鍼灸の状況かということにもなる

かと思います。 

 

午後の部 

古屋：呉竹学園の古屋と申します。有り難うご

ざいました。本日のお話では、ガバナンス、

もしくは制度化というところに焦点を当てて

いいますが、実はこの業界に対して国が何か

を言おうとしたときに、業界か、もしくは鍼

灸に対してかもしれませんが、そのときに必

ず言われることは、窓口を一本化してくれと

いう事です。東京オリ・パラに向けて選手村

で活動したいと組織委員会に４団体でお願い

に行ったのですが、その時も、あなた方は鍼

灸関連の代表ですか、という問いかけがあり

ました。代表とは言えないが、一応主要なメ

ンバーが集まって、エビデンスベースでの提

供は出来ますよ、と言うことで話しは進んで

いったのです。そういう現実が一つあるとい

うこと。 

もう一つは、法改正の時に、厚労省から4年

生、修行年限 4 年というのを提示されていま

す。どういういきさつかは分かりませんが、

鍼灸では、受け入れなかったと聞いています。

先ほど、得るものと、失うものと両方あると

いう話がありましたが、そういう歴史がある

中で、現在３年で国家試験の受験資格が得ら

れる。当時は厚生省ですけども、医療従事者

の教育は修業年限を４年にしたいというのが

国の提示だった。ということを考えてくると、

今鍼灸は反制度化という話になりますが、そ

ういう過去を踏まえて先生のお考えの中で、

制度化した時にガバナンスを作った時、もし

くはそれがない時に得るものと、失うものに

ついて、どの辺の所をお考えかを、一つ教え

て頂ければありがたいです。 

小野：先ずガバナンスを得たときの話をします。

ガバナンスを得ることによって、すべての鍼

灸に係る意思決定において効率性が上がると

いうことです。合理性が上がるともいえます。

すべての鍼灸に係る意思決定、先程、先生の

オリ・パラの話や災害の話でも、すべてにお

いて合理性と効率性が上がるというのが一番

のメリットです。例えば鍼灸が既存の医療制

度の中に入る、後は色々助成金を受けやすく

なるとかです。ここに話を持って行けば、す

べて解決するというのが窓口一本化です。そ

れがまず一番のメリットだと思います。それ

以外にも個別様々なメリットがあると思いま

す。デメリットがあるとしたら、日本の鍼灸
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に内在する多様性が認められなくなる可能性

がある。すべてではないが、既存に存在する

すべてを認める訳にはいかないということに

なります。そこでどう折り合いが鍼灸界の中

でつけられるかという問題がまず出てくると

思います。 

いずれにしても、多様性は必ず制限されま

す。これは覚悟しなければならないことかと

思います。但し、窓口を一本化したとしても

経済的なインセンティブを鍼灸界が得られる

か、それは分からないです。というのは、先

ほどもスライドで示しましたように、鍼灸が

いくら良いものであったとしても、鍼灸の効

果をいくら証明したとしても、それを採択す

るかしないかは意思決定をする人たちの話で

す。意思決定する人たちは誰かというと、国

民から選ばれた自治体や国の議員です。鍼灸

が彼らにどれだけ訴求力があるかが重要にな

ってきます。ですから、ときの政治状況や、

オリ・パラなどの歴史的なイベントがあると、

色々と鍼灸もその影響を受けるので、その影

響次第で状況が変わっていくという事です。 

古屋：ありがとうございます。ということは、

まだクラウドの中。本当に、ここから先、ど

うしたら良いのかというのは、先ほどのお二

人の先生のところから国は我々に何も求めて

きてないとお話がありましたが、実は私たち

から提供出来る物は何もないのかもしれない。

極端な言い方かもませんが、要するに私たち

はこういう者ですよ、と言ったとしても、そ

れは今社会に受け入れられていないので、そ

れが認められていないのか、国の政策の中に

我々が提示したものを、国がそれを拾い上げ

るだけの何かを我々は提示できていないのか

もしれない、という環境にあるのかなと思っ

ています。今、先生のお話でも多様性は必ず

制限されますと。 

例えば、歯科医療の中で、保健医療と自由

診療がある訳です。これはどちらを選択しま

すかというと患者の選択になる訳です。鍼灸

においてもなにかそういう枠組みみたいなこ

とがだんだん作られてきて、それで鍼灸とい

う一つの制度ができてくる。可能性はあるの

かなと思いますが、では、我々は何を提供出

来るのでしょうか。何か、先生、示唆があれ

ば頂ければと思います。 

小野：一つお話をしないといけない前提があり

ます。近代国家といわれる国の政策は、全て

人口動態を基本としています。それ故、近代

国家には人口問題を研究する研究機関があり

ます。日本では国立人口問題研究所がそれに

当たります。今日の日本では、人口動態が大

きく変化しています。海外に例を見ない、非

常に先進的状況です。これまで、日本は絶え

ず、海外にモデルを求めてきました。それが

明治維新以降の日本の常套手段でした。しか

し、それは人口動態の変化と共に通用しなく

なってきました。一方で、海外からは、様々

な分野で、日本にモデルを求めるようになっ

てきました。例えば、日本の介護保険制度が

良い例です。海外には介護保険制度は無く、

スウェーデンなどは日本の介護保険制度を参

考にしています。2005年に、統合医療の調査

研究でスウェーデンを訪問し、スウェーデン

政府の政策担当者とお話した際、「我々は日本

の介護保険制度の動きに注視している」と言

われ、日本は既に海外のモデルとして見られ

ていることに気付きました。しかし、日本の

多くの方々は、日本はモデルとして海外から

見られていることに気付いていないのが現状

です。 

日本は明治維新以降、海外の様々な社会制

度をキャッチアップしてきました。それは、

産業にしても、医療にしても、農業にしても、

海外、特に近代国家として先行していた欧米

の先進国の優れた社会制度を探しては、キャ

ッチアップしてきました。日本は、そのキャ

ッチアップ体質から抜け出せない限りは、日

本の新たな政策展開は難しいと思います。但

し、現在の医療政策は、これまでの医療政策

を継承してきた上に在ります。前のシステム、

前の考え方を全て断ち切る事はできません。

これまでのシステムを継承しながらも、如何

に新たな社会モデルを展開していくかが、今

まさに問われている状況だと思います。 

そうすると、今までの成功体験を元にして

いる考え方ではない、新たなモデルなり、考

え方なりを提示しないといけませんが、それ

が鍼灸師や鍼灸界にできるか。例えば、鍼灸

師が目指すべきは、医師であるというこれま
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たら、誰も説得力はないです。多様性全体をガ

バナンスというシステムが勧めるというような

考えになります。 

形井：先ほど小川先生の質問を頂いて、科学的な

研究をしてきたということについてそれはその

通りだと自分もそう思っていますが、それだけ

ではありません。もう一つ、古典的なというの

に必ずしも正しくはないのですけども、日本鍼

灸の患者と治療家がコンタクトする、手でコン

タクトする事もあるし言葉でコンタクトするこ

ともあるし、治療の中で密着型の治療を行って

いくということの特徴があると思いますよね。

だからそこは、日本鍼灸の一つの到達点として

みんながしっかり認識した上でそれをどういう

風に世界の鍼灸に提示できるか、という一つの

宿題もある。 

小川：というのは、日本鍼灸が世界の別の地域の

鍼灸よりも優位に、そのコンタクトが分厚いと

いうか、深いというか。 

形井：まだ優位かどうかは分からないです。特徴

的にそうだと思います。例えば中国に行って見

れば分かりますけども、１日に一病院で何百人

という患者をこなす、日本は一人１時間かかり

ます、全く違う世界があるわけです。中国式の

鍼灸は世界で行っている中で、その多くの国々

がそういう方向しか鍼灸を受け入れないとした

ら、やっぱりちょっと違う部分の鍼灸が抜け落

ちてしまう、と私は思っています。でも、コン

タクト型の鍼灸も鍼灸の一つの分野として日本

が今持っているのだと、これが昨日の質疑の話

題も含めてでもあるのですけども、そういうこ

とももう一つ大事なものとして確立していけれ

ばと思います。補足です。 

小川：有り難うございました。 

小野：二人の先生方のご発表の中に共通していた

ものがあったと思いますが、それは、個別色々

な組織がガバナンスだろうと思われてやってい

る事自体が多様化しているというところがある

のではないかと思います。だから、ガバナンス

自体の多様化といいますか、一つになっていな

い状況が日本鍼灸の状況かということにもなる

かと思います。 

 

午後の部 

古屋：呉竹学園の古屋と申します。有り難うご

ざいました。本日のお話では、ガバナンス、

もしくは制度化というところに焦点を当てて

いいますが、実はこの業界に対して国が何か

を言おうとしたときに、業界か、もしくは鍼

灸に対してかもしれませんが、そのときに必

ず言われることは、窓口を一本化してくれと

いう事です。東京オリ・パラに向けて選手村

で活動したいと組織委員会に４団体でお願い

に行ったのですが、その時も、あなた方は鍼

灸関連の代表ですか、という問いかけがあり

ました。代表とは言えないが、一応主要なメ

ンバーが集まって、エビデンスベースでの提

供は出来ますよ、と言うことで話しは進んで

いったのです。そういう現実が一つあるとい

うこと。 

もう一つは、法改正の時に、厚労省から4年

生、修行年限 4 年というのを提示されていま

す。どういういきさつかは分かりませんが、

鍼灸では、受け入れなかったと聞いています。

先ほど、得るものと、失うものと両方あると

いう話がありましたが、そういう歴史がある

中で、現在３年で国家試験の受験資格が得ら

れる。当時は厚生省ですけども、医療従事者

の教育は修業年限を４年にしたいというのが

国の提示だった。ということを考えてくると、

今鍼灸は反制度化という話になりますが、そ

ういう過去を踏まえて先生のお考えの中で、

制度化した時にガバナンスを作った時、もし

くはそれがない時に得るものと、失うものに

ついて、どの辺の所をお考えかを、一つ教え

て頂ければありがたいです。 

小野：先ずガバナンスを得たときの話をします。

ガバナンスを得ることによって、すべての鍼

灸に係る意思決定において効率性が上がると

いうことです。合理性が上がるともいえます。

すべての鍼灸に係る意思決定、先程、先生の

オリ・パラの話や災害の話でも、すべてにお

いて合理性と効率性が上がるというのが一番

のメリットです。例えば鍼灸が既存の医療制

度の中に入る、後は色々助成金を受けやすく

なるとかです。ここに話を持って行けば、す

べて解決するというのが窓口一本化です。そ

れがまず一番のメリットだと思います。それ

以外にも個別様々なメリットがあると思いま

す。デメリットがあるとしたら、日本の鍼灸
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 原著論文 

戦後日本のあはき業界について 

～小林勝馬議員提出の質問主意書から考察する～ 

森 一也1)2)、舟木 宏直1)3)、松尾 卓 1)、小林 靖弘1) 

1)京都仏眼鍼灸理療専門学校、2)中央大学法学部、3)佛教大学大学院文学研究科 歴史学専攻 

【要旨】

【目的】国会法で規定された、文書により疑義を質する「質問主意書」の答弁は、内閣の公式見解であ

る。また、提出されたそれの内容を知ることは、日本社会のあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう（以

下あはき）を取り巻く疑義や問題点の存在を浮き彫りにし、当時の情勢を知ることができる。しかし、

これまでにあはきに関連する質問主意書数を総括的に捉えた報告はない。そこで、質問主意書のうち、

あはきに関連する質問主意書数や内容を探ることで、当時のあはき業界を取り巻く環境について検討す

ることとした。

【方法】質問主意書のデータベースを利用し、昭和２２年度開催の第１回国会から平成２９年度までの

開催国会（衆議院：第１９６回、参議院：第１９３回）中に提出された質問主意書及びその答弁内のあ

はきに関連する記載のあるものを１件とカウントした。

【結果・考察】これまでに提出された質問主意書１８、０８９件のうち、あはき関連の記載があったも

のは、１６人の議員により提出された２３件（衆議院：１１件、参議院：１２件）であった。戦後すぐに

６件提出した鍼灸師でもある小林勝馬議員の質問主意書の内容について検討したところ、①あはき師の

食糧事情に関すること、②あはき業界の高等教育事情に関すること、③あはき師特に失明者あはき師に

関する金銭的事情や施設事情に関することの３つに分類された。何れも小林勝馬議員が鍼灸師であるか

らこそ、業界団体からの意見を統合し、質問主意書の提出に至ったと考えられた。また、小林勝馬議員

はあはき業界の実情や今後の行く末を思案し、あはき業界の代表者となって国家に質問したことが推測

された。

【結論】今後は今回検討した以降の年代に質問主意書が提出された時代背景や、提出した国会議員とあ

はきとの関連性を調査する必要があり、さらに質問主意書提出の結果、あはき業界の社会的・政策的な

変化があったのかどうも併せて調査を行う必要性に迫られた。

キーワード：あん摩マッサージ指圧、鍼灸、質問主意書、国会、小林勝馬

About the anma, massage, shiatsu, acupuncture and moxibustion industry in Japan 
after the world war Ⅱ 

~ Consider from the memorandum on question inquiries submitted 
by Kobayashi Katsuma Member 

of the Diet ~ 

<Purpose> “memorandum on questions” which gives doubts based on the documents 
prescribed in the law of the Diet is the official opinion of the Cabinet. We can know about 
surroundings issues that the Anma massage Shiatsu, acupuncture and moxibustion (herein after 
called “Ahaki”) in the Japanese society at the time to study it. However, there has been no 
report that comprehensively captures the number of memorandum on questions related Ahaki. 
Therefore, we decided to examine the environment surrounding Ahaki industry by searching the 
number of memorandum on questions related Ahaki and the contents of it. 

<Method> Using the database of memorandum on question, it was submitted during the Diet 
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でのモデルを、鍼灸界は考え直さなければな

らなくなります。違う言い方をすると、医師

や薬剤師のような、これまでの日本の社会で

成功してきたモデルに、今後も鍼灸師が追随

して行くのは、時代錯誤ともいえます。なぜ

なら、日本の社会はこれまでの人口動態とは

違うものに変化してしまったからです。 

古屋：わかります。 

小野：そうすると、モデルうんぬんよりも、実

は近代西洋医療の方たち以上に、鍼灸を含め

た伝統医療の方たちは、未来志向であるか否

かが重要となります。例えば、日本未来学会

のような、未来社会を考察し、志向する未来

学の集団と一緒に、伝統医療や鍼灸が、日本

の未来を創って行くのに、どのように関われ

るのかを模索していくような、これまでに前

例のないようなことなどを行わない限りは、

多分難しいと思います。日本において、近代

国家の価値観や近代国家の構成要素は、既に

崩れています。日本は、超少子高齢・人口減

少社会です。現在の日本の外国人労働者政策

も、近代国家を維持するために、超少子高齢・

人口減少社会を補うためのものです。 

近代国家としてアメリカが上手く行ってい

るのは、移民を入れることにより、絶えず多

子若齢・人口増大社会を前提とした近代国家

の人口動態を維持しようとして来たからです。

日本は、超少子高齢・人口減少社会です。鍼

灸や伝統医療が、超少子高齢・人口減少社会

に如何に応えられるかを模索しない限りは、

日本における鍼灸や伝統医療の新たな展開は

難しいと思います。 

古屋：有り難うございました、大変参考になる

お話いただきました。今後も勉強させていた

だきますのでどうぞよろしくお願いします。
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 原著論文 

戦後日本のあはき業界について 

～小林勝馬議員提出の質問主意書から考察する～ 

森 一也1)2)、舟木 宏直1)3)、松尾 卓 1)、小林 靖弘1) 

1)京都仏眼鍼灸理療専門学校、2)中央大学法学部、3)佛教大学大学院文学研究科 歴史学専攻 

【要旨】

【目的】国会法で規定された、文書により疑義を質する「質問主意書」の答弁は、内閣の公式見解であ

る。また、提出されたそれの内容を知ることは、日本社会のあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう（以

下あはき）を取り巻く疑義や問題点の存在を浮き彫りにし、当時の情勢を知ることができる。しかし、

これまでにあはきに関連する質問主意書数を総括的に捉えた報告はない。そこで、質問主意書のうち、

あはきに関連する質問主意書数や内容を探ることで、当時のあはき業界を取り巻く環境について検討す

ることとした。

【方法】質問主意書のデータベースを利用し、昭和２２年度開催の第１回国会から平成２９年度までの

開催国会（衆議院：第１９６回、参議院：第１９３回）中に提出された質問主意書及びその答弁内のあ

はきに関連する記載のあるものを１件とカウントした。

【結果・考察】これまでに提出された質問主意書１８、０８９件のうち、あはき関連の記載があったも

のは、１６人の議員により提出された２３件（衆議院：１１件、参議院：１２件）であった。戦後すぐに

６件提出した鍼灸師でもある小林勝馬議員の質問主意書の内容について検討したところ、①あはき師の

食糧事情に関すること、②あはき業界の高等教育事情に関すること、③あはき師特に失明者あはき師に

関する金銭的事情や施設事情に関することの３つに分類された。何れも小林勝馬議員が鍼灸師であるか

らこそ、業界団体からの意見を統合し、質問主意書の提出に至ったと考えられた。また、小林勝馬議員

はあはき業界の実情や今後の行く末を思案し、あはき業界の代表者となって国家に質問したことが推測

された。

【結論】今後は今回検討した以降の年代に質問主意書が提出された時代背景や、提出した国会議員とあ

はきとの関連性を調査する必要があり、さらに質問主意書提出の結果、あはき業界の社会的・政策的な

変化があったのかどうも併せて調査を行う必要性に迫られた。

キーワード：あん摩マッサージ指圧、鍼灸、質問主意書、国会、小林勝馬

About the anma, massage, shiatsu, acupuncture and moxibustion industry in Japan 
after the world war Ⅱ 

~ Consider from the memorandum on question inquiries submitted 
by Kobayashi Katsuma Member 

of the Diet ~ 

<Purpose> “memorandum on questions” which gives doubts based on the documents 
prescribed in the law of the Diet is the official opinion of the Cabinet. We can know about 
surroundings issues that the Anma massage Shiatsu, acupuncture and moxibustion (herein after 
called “Ahaki”) in the Japanese society at the time to study it. However, there has been no 
report that comprehensively captures the number of memorandum on questions related Ahaki. 
Therefore, we decided to examine the environment surrounding Ahaki industry by searching the 
number of memorandum on questions related Ahaki and the contents of it. 

<Method> Using the database of memorandum on question, it was submitted during the Diet 
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でのモデルを、鍼灸界は考え直さなければな

らなくなります。違う言い方をすると、医師

や薬剤師のような、これまでの日本の社会で

成功してきたモデルに、今後も鍼灸師が追随

して行くのは、時代錯誤ともいえます。なぜ

なら、日本の社会はこれまでの人口動態とは

違うものに変化してしまったからです。 

古屋：わかります。 

小野：そうすると、モデルうんぬんよりも、実

は近代西洋医療の方たち以上に、鍼灸を含め

た伝統医療の方たちは、未来志向であるか否

かが重要となります。例えば、日本未来学会

のような、未来社会を考察し、志向する未来

学の集団と一緒に、伝統医療や鍼灸が、日本

の未来を創って行くのに、どのように関われ

るのかを模索していくような、これまでに前

例のないようなことなどを行わない限りは、

多分難しいと思います。日本において、近代

国家の価値観や近代国家の構成要素は、既に

崩れています。日本は、超少子高齢・人口減

少社会です。現在の日本の外国人労働者政策

も、近代国家を維持するために、超少子高齢・

人口減少社会を補うためのものです。 

近代国家としてアメリカが上手く行ってい

るのは、移民を入れることにより、絶えず多

子若齢・人口増大社会を前提とした近代国家

の人口動態を維持しようとして来たからです。

日本は、超少子高齢・人口減少社会です。鍼

灸や伝統医療が、超少子高齢・人口減少社会

に如何に応えられるかを模索しない限りは、

日本における鍼灸や伝統医療の新たな展開は

難しいと思います。 

古屋：有り難うございました、大変参考になる

お話いただきました。今後も勉強させていた

だきますのでどうぞよろしくお願いします。
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 原著論文 

戦後日本のあはき業界について 

～小林勝馬議員提出の質問主意書から考察する～ 

森 一也1)2)、舟木 宏直1)3)、松尾 卓 1)、小林 靖弘1) 

1)京都仏眼鍼灸理療専門学校、2)中央大学法学部、3)佛教大学大学院文学研究科 歴史学専攻 

【要旨】

【目的】国会法で規定された、文書により疑義を質する「質問主意書」の答弁は、内閣の公式見解であ

る。また、提出されたそれの内容を知ることは、日本社会のあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう（以

下あはき）を取り巻く疑義や問題点の存在を浮き彫りにし、当時の情勢を知ることができる。しかし、

これまでにあはきに関連する質問主意書数を総括的に捉えた報告はない。そこで、質問主意書のうち、

あはきに関連する質問主意書数や内容を探ることで、当時のあはき業界を取り巻く環境について検討す

ることとした。

【方法】質問主意書のデータベースを利用し、昭和２２年度開催の第１回国会から平成２９年度までの

開催国会（衆議院：第１９６回、参議院：第１９３回）中に提出された質問主意書及びその答弁内のあ

はきに関連する記載のあるものを１件とカウントした。

【結果・考察】これまでに提出された質問主意書１８、０８９件のうち、あはき関連の記載があったも

のは、１６人の議員により提出された２３件（衆議院：１１件、参議院：１２件）であった。戦後すぐに

６件提出した鍼灸師でもある小林勝馬議員の質問主意書の内容について検討したところ、①あはき師の

食糧事情に関すること、②あはき業界の高等教育事情に関すること、③あはき師特に失明者あはき師に

関する金銭的事情や施設事情に関することの３つに分類された。何れも小林勝馬議員が鍼灸師であるか

らこそ、業界団体からの意見を統合し、質問主意書の提出に至ったと考えられた。また、小林勝馬議員

はあはき業界の実情や今後の行く末を思案し、あはき業界の代表者となって国家に質問したことが推測

された。

【結論】今後は今回検討した以降の年代に質問主意書が提出された時代背景や、提出した国会議員とあ

はきとの関連性を調査する必要があり、さらに質問主意書提出の結果、あはき業界の社会的・政策的な

変化があったのかどうも併せて調査を行う必要性に迫られた。

キーワード：あん摩マッサージ指圧、鍼灸、質問主意書、国会、小林勝馬

About the anma, massage, shiatsu, acupuncture and moxibustion industry in Japan 
after the world war Ⅱ 

~ Consider from the memorandum on question inquiries submitted 
by Kobayashi Katsuma Member 

of the Diet ~ 

<Purpose> “memorandum on questions” which gives doubts based on the documents 
prescribed in the law of the Diet is the official opinion of the Cabinet. We can know about 
surroundings issues that the Anma massage Shiatsu, acupuncture and moxibustion (herein after 
called “Ahaki”) in the Japanese society at the time to study it. However, there has been no 
report that comprehensively captures the number of memorandum on questions related Ahaki. 
Therefore, we decided to examine the environment surrounding Ahaki industry by searching the 
number of memorandum on questions related Ahaki and the contents of it. 

<Method> Using the database of memorandum on question, it was submitted during the Diet 
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でのモデルを、鍼灸界は考え直さなければな

らなくなります。違う言い方をすると、医師

や薬剤師のような、これまでの日本の社会で

成功してきたモデルに、今後も鍼灸師が追随

して行くのは、時代錯誤ともいえます。なぜ

なら、日本の社会はこれまでの人口動態とは

違うものに変化してしまったからです。 

古屋：わかります。 

小野：そうすると、モデルうんぬんよりも、実

は近代西洋医療の方たち以上に、鍼灸を含め

た伝統医療の方たちは、未来志向であるか否

かが重要となります。例えば、日本未来学会

のような、未来社会を考察し、志向する未来

学の集団と一緒に、伝統医療や鍼灸が、日本

の未来を創って行くのに、どのように関われ

るのかを模索していくような、これまでに前

例のないようなことなどを行わない限りは、

多分難しいと思います。日本において、近代

国家の価値観や近代国家の構成要素は、既に

崩れています。日本は、超少子高齢・人口減

少社会です。現在の日本の外国人労働者政策

も、近代国家を維持するために、超少子高齢・

人口減少社会を補うためのものです。 

近代国家としてアメリカが上手く行ってい

るのは、移民を入れることにより、絶えず多

子若齢・人口増大社会を前提とした近代国家

の人口動態を維持しようとして来たからです。

日本は、超少子高齢・人口減少社会です。鍼

灸や伝統医療が、超少子高齢・人口減少社会

に如何に応えられるかを模索しない限りは、

日本における鍼灸や伝統医療の新たな展開は

難しいと思います。 

古屋：有り難うございました、大変参考になる

お話いただきました。今後も勉強させていた

だきますのでどうぞよろしくお願いします。
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従って、質問主意書提出数の動向やその内容を

知ることは、上記に示す質問主意書の役割から考

えると、質問主意書提出当時の日本社会における

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう（以下あは

き）を取り巻く問題点について知ることができる。 
しかしながら、これまでにあはきに関する国会

における質疑の研究は存在しない。また、質問主

意書について、あはきに関連する質問主意書の数

を総括的に捉えた報告はない。

一方、質問主意書について、箕輪は、参議院小

林勝馬議員が、任期中に２７本の質問主意書を提

出していると報告している 6)。小林勝馬議員は東

京都鍼灸按マッサージ師会理事長、日本鍼灸按マ

ッサージ師会副会長および全国鍼灸按マッサー

ジ医法制定実行委員会書記長を務めており、業界

推薦のうえ当選した業界初の国会議員である 7)。

さらにそれら２７本のうち、あはき関連の質問主

意書を６本提出したことを報告している 6)。しか

しながら、箕輪の報告では、各質問主意書の質問

内容については、十分に検討されてはいない。

そこで我々はまず、これまでに提出された質問

主意書のうち、あはきに関連するものの質問主意

書数や、それら質問がどのような内容であったの

かを探る目的で本調査を行うこととした。さらに、

小林勝馬議員がどのような内容の質問主意書の

提出を行っていたのかを検討することで、当時の

あはきを取り巻く環境がどのようなものであっ

たのかについて併せて検討することとした。

【方法】

衆議院及び参議院のホームページ上に掲載さ

れる質問主意書のデータベースを利用した 8)9)。調

査時期範囲を、日本国憲法施行後初めての昭和２

２年度に開かれた第１回国会から平成２９年度

までに開催された国会とし、衆議院については第

１９６回、参議院については第１９３回までとし

た。それらの質問主意書及びその答弁内に、内容

如何に関わらず、あはきに関連する記載のあった

ものを１件とカウントした。なお、同質問主意書

や同答弁書内に複数回あはき関連の記載があっ

た場合でも、１件とカウントした。

【結果と考察】

１：質問主意書提出数と提出年

これまでに提出された質問主意書の総数は、１

８、０８９件であり、うち衆議院１２、１４３件、

参議院５、９４６件であった。その中で、あはき

関連の記載があった質問主意書総数は２３件で

あり、うち衆議院では１１件、参議院では１２件

であった。（表１）

しかしながら、衆議院１１件のうち、質問主意

書提出後に衆議院の総辞職が発生したため、答弁

がなされていないものが１件、さらに質問主意書

提出後に撤回したものが１件存在した。答弁が発

生しなかった２件については、それぞれ平成１５

年および平成２４年のものである。また、質問主

意書が提出された年度も、昭和２２年から昭和２

３年に提出された小林勝馬議員のものを除き、い

ずれかの時期に偏りがあるわけではなかった。

質問主意書の総数における、あはき関連の質問

主意書が占める割合はおおよそ０。１％である。

この割合については、例えば看護師等の他医療職

種における同様の割合等の報告の研究が存在し

ないため、数値の大小について論じることはでき

ない。

しかしながら、本結果より、いずれの時代にも

あはき業界を取り巻く諸問題があり、少なくとも、

内閣に疑義を質する必要性のある問題があった

ことは推察される。

２：質問主意書の提出議員、提出年度およびそ

の質問題目

質問主意書を提出した議員、提出年度およびそ

の質問の題目については表２のとおりとなって
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(House of Representatives: The 196th, House of Councilors: The 193rd) held from the 1st Diet 
held in 1947 . We counted one, the related Ahaki in memorandum on questions and the answer. 

<Results and Discussion> Of the 18,089 memorandum on questions submitted to this date, 
those with Ahaki-related descriptions were 23 cases by 16 members (the House of 
Representatives: 11 cases, the House of Councilors: 12 cases) . We examined the six memorandum 
on questions written immediately after the world war Ⅱ by Kobayashi Katsuma, who is an 
acupuncturist. They were classified in three things. The 1st, about the food situation of the Ahaki 
industry. The 2nd, thing about higher education circumstances of the Ahaki industry. The 3rd, 
things about financial circumstances and facility circumstances about Ahaki, especially the blind 
person acupuncturist. In any case, it was thought that Kobayashi Katsuma, who is an 
acupuncturist, has integrated the opinions of industry groups and has led to the submission of a 
memorandum on questions. Also, it was found out that Kobayashi Katsuma thinks about the 
actual circumstances and future prospects of the Ahaki industry and is questioning the nation as 
a representative person of the Ahaki industry. 

<Conclusion> In the future, it is necessary to investigate the background of the times when the 
memorandum on question was submitted in the period, and the relationship between the 
submitted diet member and the Ahaki. 
As a result of the submission, it was necessary to investigate whether there were any social and 
policy changes in the industry of Ahaki. 

Keywords: Anma－massage－shiatsu, acupuncture and moxibustion, memorandum on questions, 
diet, Katsuma Kobayashi 

【目的】

我が国における最高法規である日本国憲法の前

文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託

によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福

利は国民がこれを享受する。」と規定されている 1)。

従って、主権者である国民は、常に自ら直接的に

国政を決定するわけではなく、最高裁判所裁判官

の国民審査、地方自治特別法の住民の同意および

憲法改正の国民による承認を除き、間接民主制（代

表民主制）の形態を支持している。故に、憲法で

は直接民主制および間接民主制の両制度を通して、

国民の意思をできるだけ多様な形で国政に反映さ

せようとしている 2)。

そのうち、間接民主制を通して、国民の意思を

国政に反映させる方法には以下の２点がある。

第１に、憲法第４１条では、「国会は国権の最高

機関であつて、国の唯一の立法機関である」と定

め、国会中心立法の原則型を支持している。国会

における本会議や各種委員会の議事手続におい

て、討論や評決に入る前に当該事項について、議

員が口頭にて提案者に対し、説明や所見を求め疑

義を質する「質疑」が存在する。これらの質疑に

ついて、内閣は議会の信任を基盤としているもの

であるからこそ、議会側では常に内閣の行動を監

視し、信任にもとる行為がないかどうか確認して

おく手段の一つであると解釈される 3)。

第２に、国会法第７４条１項・２項および第７

５条において定められた「質問主意書」が存在す

る。前述の質疑とは異なり、文書による疑義を質

する質問主意書は、議長に提出され承認を受けた

のち、内閣に送られる。その後、内閣は７日以内

に文書による内閣総理大臣名義で答弁書を作成

しなければならない。それらの答弁は閣議決定を

経て行われるため、内閣の公式見解として捉える

ことができるものであり、質問主意書は利用の仕

方によっては、政府の見解をただす手段として有

効であるものと解釈されている 4)。さらに、質問

主意書の大きな役割としては、①国政に関して行

政機構の見解を求める役割、②国政に関する情報

提供を政府に求める役割、③議員の意見・情報を

政府に伝える役割、④政府の政策に影響を与える

役割、⑤本会議・委員会における質疑を補う役割

の５つがあるとされている 5)。
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従って、質問主意書提出数の動向やその内容を

知ることは、上記に示す質問主意書の役割から考

えると、質問主意書提出当時の日本社会における

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう（以下あは

き）を取り巻く問題点について知ることができる。 
しかしながら、これまでにあはきに関する国会

における質疑の研究は存在しない。また、質問主

意書について、あはきに関連する質問主意書の数

を総括的に捉えた報告はない。

一方、質問主意書について、箕輪は、参議院小

林勝馬議員が、任期中に２７本の質問主意書を提

出していると報告している 6)。小林勝馬議員は東

京都鍼灸按マッサージ師会理事長、日本鍼灸按マ

ッサージ師会副会長および全国鍼灸按マッサー

ジ医法制定実行委員会書記長を務めており、業界

推薦のうえ当選した業界初の国会議員である 7)。

さらにそれら２７本のうち、あはき関連の質問主

意書を６本提出したことを報告している 6)。しか

しながら、箕輪の報告では、各質問主意書の質問

内容については、十分に検討されてはいない。

そこで我々はまず、これまでに提出された質問

主意書のうち、あはきに関連するものの質問主意

書数や、それら質問がどのような内容であったの

かを探る目的で本調査を行うこととした。さらに、

小林勝馬議員がどのような内容の質問主意書の

提出を行っていたのかを検討することで、当時の

あはきを取り巻く環境がどのようなものであっ

たのかについて併せて検討することとした。

【方法】

衆議院及び参議院のホームページ上に掲載さ

れる質問主意書のデータベースを利用した 8)9)。調

査時期範囲を、日本国憲法施行後初めての昭和２

２年度に開かれた第１回国会から平成２９年度

までに開催された国会とし、衆議院については第

１９６回、参議院については第１９３回までとし

た。それらの質問主意書及びその答弁内に、内容

如何に関わらず、あはきに関連する記載のあった

ものを１件とカウントした。なお、同質問主意書

や同答弁書内に複数回あはき関連の記載があっ

た場合でも、１件とカウントした。

【結果と考察】

１：質問主意書提出数と提出年

これまでに提出された質問主意書の総数は、１

８、０８９件であり、うち衆議院１２、１４３件、

参議院５、９４６件であった。その中で、あはき

関連の記載があった質問主意書総数は２３件で

あり、うち衆議院では１１件、参議院では１２件

であった。（表１）

しかしながら、衆議院１１件のうち、質問主意

書提出後に衆議院の総辞職が発生したため、答弁

がなされていないものが１件、さらに質問主意書

提出後に撤回したものが１件存在した。答弁が発

生しなかった２件については、それぞれ平成１５

年および平成２４年のものである。また、質問主

意書が提出された年度も、昭和２２年から昭和２

３年に提出された小林勝馬議員のものを除き、い

ずれかの時期に偏りがあるわけではなかった。

質問主意書の総数における、あはき関連の質問

主意書が占める割合はおおよそ０。１％である。

この割合については、例えば看護師等の他医療職

種における同様の割合等の報告の研究が存在し

ないため、数値の大小について論じることはでき

ない。

しかしながら、本結果より、いずれの時代にも

あはき業界を取り巻く諸問題があり、少なくとも、

内閣に疑義を質する必要性のある問題があった

ことは推察される。

２：質問主意書の提出議員、提出年度およびそ

の質問題目

質問主意書を提出した議員、提出年度およびそ

の質問の題目については表２のとおりとなって
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(House of Representatives: The 196th, House of Councilors: The 193rd) held from the 1st Diet 
held in 1947 . We counted one, the related Ahaki in memorandum on questions and the answer. 

<Results and Discussion> Of the 18,089 memorandum on questions submitted to this date, 
those with Ahaki-related descriptions were 23 cases by 16 members (the House of 
Representatives: 11 cases, the House of Councilors: 12 cases) . We examined the six memorandum 
on questions written immediately after the world war Ⅱ by Kobayashi Katsuma, who is an 
acupuncturist. They were classified in three things. The 1st, about the food situation of the Ahaki 
industry. The 2nd, thing about higher education circumstances of the Ahaki industry. The 3rd, 
things about financial circumstances and facility circumstances about Ahaki, especially the blind 
person acupuncturist. In any case, it was thought that Kobayashi Katsuma, who is an 
acupuncturist, has integrated the opinions of industry groups and has led to the submission of a 
memorandum on questions. Also, it was found out that Kobayashi Katsuma thinks about the 
actual circumstances and future prospects of the Ahaki industry and is questioning the nation as 
a representative person of the Ahaki industry. 

<Conclusion> In the future, it is necessary to investigate the background of the times when the 
memorandum on question was submitted in the period, and the relationship between the 
submitted diet member and the Ahaki. 
As a result of the submission, it was necessary to investigate whether there were any social and 
policy changes in the industry of Ahaki. 

Keywords: Anma－massage－shiatsu, acupuncture and moxibustion, memorandum on questions, 
diet, Katsuma Kobayashi 

【目的】

我が国における最高法規である日本国憲法の前

文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託

によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福

利は国民がこれを享受する。」と規定されている 1)。

従って、主権者である国民は、常に自ら直接的に

国政を決定するわけではなく、最高裁判所裁判官

の国民審査、地方自治特別法の住民の同意および

憲法改正の国民による承認を除き、間接民主制（代

表民主制）の形態を支持している。故に、憲法で

は直接民主制および間接民主制の両制度を通して、

国民の意思をできるだけ多様な形で国政に反映さ

せようとしている 2)。

そのうち、間接民主制を通して、国民の意思を

国政に反映させる方法には以下の２点がある。

第１に、憲法第４１条では、「国会は国権の最高

機関であつて、国の唯一の立法機関である」と定

め、国会中心立法の原則型を支持している。国会

における本会議や各種委員会の議事手続におい

て、討論や評決に入る前に当該事項について、議

員が口頭にて提案者に対し、説明や所見を求め疑

義を質する「質疑」が存在する。これらの質疑に

ついて、内閣は議会の信任を基盤としているもの

であるからこそ、議会側では常に内閣の行動を監

視し、信任にもとる行為がないかどうか確認して

おく手段の一つであると解釈される 3)。

第２に、国会法第７４条１項・２項および第７

５条において定められた「質問主意書」が存在す

る。前述の質疑とは異なり、文書による疑義を質

する質問主意書は、議長に提出され承認を受けた

のち、内閣に送られる。その後、内閣は７日以内

に文書による内閣総理大臣名義で答弁書を作成

しなければならない。それらの答弁は閣議決定を

経て行われるため、内閣の公式見解として捉える

ことができるものであり、質問主意書は利用の仕

方によっては、政府の見解をただす手段として有

効であるものと解釈されている 4)。さらに、質問

主意書の大きな役割としては、①国政に関して行

政機構の見解を求める役割、②国政に関する情報

提供を政府に求める役割、③議員の意見・情報を

政府に伝える役割、④政府の政策に影響を与える

役割、⑤本会議・委員会における質疑を補う役割

の５つがあるとされている 5)。
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従って、質問主意書提出数の動向やその内容を

知ることは、上記に示す質問主意書の役割から考

えると、質問主意書提出当時の日本社会における

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう（以下あは

き）を取り巻く問題点について知ることができる。 
しかしながら、これまでにあはきに関する国会

における質疑の研究は存在しない。また、質問主

意書について、あはきに関連する質問主意書の数

を総括的に捉えた報告はない。

一方、質問主意書について、箕輪は、参議院小

林勝馬議員が、任期中に２７本の質問主意書を提

出していると報告している 6)。小林勝馬議員は東

京都鍼灸按マッサージ師会理事長、日本鍼灸按マ

ッサージ師会副会長および全国鍼灸按マッサー

ジ医法制定実行委員会書記長を務めており、業界

推薦のうえ当選した業界初の国会議員である 7)。

さらにそれら２７本のうち、あはき関連の質問主

意書を６本提出したことを報告している 6)。しか

しながら、箕輪の報告では、各質問主意書の質問

内容については、十分に検討されてはいない。

そこで我々はまず、これまでに提出された質問

主意書のうち、あはきに関連するものの質問主意

書数や、それら質問がどのような内容であったの

かを探る目的で本調査を行うこととした。さらに、

小林勝馬議員がどのような内容の質問主意書の

提出を行っていたのかを検討することで、当時の

あはきを取り巻く環境がどのようなものであっ

たのかについて併せて検討することとした。

【方法】

衆議院及び参議院のホームページ上に掲載さ

れる質問主意書のデータベースを利用した 8)9)。調

査時期範囲を、日本国憲法施行後初めての昭和２

２年度に開かれた第１回国会から平成２９年度

までに開催された国会とし、衆議院については第

１９６回、参議院については第１９３回までとし

た。それらの質問主意書及びその答弁内に、内容

如何に関わらず、あはきに関連する記載のあった

ものを１件とカウントした。なお、同質問主意書

や同答弁書内に複数回あはき関連の記載があっ

た場合でも、１件とカウントした。

【結果と考察】

１：質問主意書提出数と提出年

これまでに提出された質問主意書の総数は、１

８、０８９件であり、うち衆議院１２、１４３件、

参議院５、９４６件であった。その中で、あはき

関連の記載があった質問主意書総数は２３件で

あり、うち衆議院では１１件、参議院では１２件

であった。（表１）

しかしながら、衆議院１１件のうち、質問主意

書提出後に衆議院の総辞職が発生したため、答弁

がなされていないものが１件、さらに質問主意書

提出後に撤回したものが１件存在した。答弁が発

生しなかった２件については、それぞれ平成１５

年および平成２４年のものである。また、質問主

意書が提出された年度も、昭和２２年から昭和２

３年に提出された小林勝馬議員のものを除き、い

ずれかの時期に偏りがあるわけではなかった。

質問主意書の総数における、あはき関連の質問

主意書が占める割合はおおよそ０。１％である。

この割合については、例えば看護師等の他医療職

種における同様の割合等の報告の研究が存在し

ないため、数値の大小について論じることはでき

ない。

しかしながら、本結果より、いずれの時代にも

あはき業界を取り巻く諸問題があり、少なくとも、

内閣に疑義を質する必要性のある問題があった

ことは推察される。

２：質問主意書の提出議員、提出年度およびそ

の質問題目

質問主意書を提出した議員、提出年度およびそ

の質問の題目については表２のとおりとなって
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(House of Representatives: The 196th, House of Councilors: The 193rd) held from the 1st Diet 
held in 1947 . We counted one, the related Ahaki in memorandum on questions and the answer. 

<Results and Discussion> Of the 18,089 memorandum on questions submitted to this date, 
those with Ahaki-related descriptions were 23 cases by 16 members (the House of 
Representatives: 11 cases, the House of Councilors: 12 cases) . We examined the six memorandum 
on questions written immediately after the world war Ⅱ by Kobayashi Katsuma, who is an 
acupuncturist. They were classified in three things. The 1st, about the food situation of the Ahaki 
industry. The 2nd, thing about higher education circumstances of the Ahaki industry. The 3rd, 
things about financial circumstances and facility circumstances about Ahaki, especially the blind 
person acupuncturist. In any case, it was thought that Kobayashi Katsuma, who is an 
acupuncturist, has integrated the opinions of industry groups and has led to the submission of a 
memorandum on questions. Also, it was found out that Kobayashi Katsuma thinks about the 
actual circumstances and future prospects of the Ahaki industry and is questioning the nation as 
a representative person of the Ahaki industry. 

<Conclusion> In the future, it is necessary to investigate the background of the times when the 
memorandum on question was submitted in the period, and the relationship between the 
submitted diet member and the Ahaki. 
As a result of the submission, it was necessary to investigate whether there were any social and 
policy changes in the industry of Ahaki. 

Keywords: Anma－massage－shiatsu, acupuncture and moxibustion, memorandum on questions, 
diet, Katsuma Kobayashi 

【目的】

我が国における最高法規である日本国憲法の前

文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託

によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福

利は国民がこれを享受する。」と規定されている 1)。

従って、主権者である国民は、常に自ら直接的に

国政を決定するわけではなく、最高裁判所裁判官

の国民審査、地方自治特別法の住民の同意および

憲法改正の国民による承認を除き、間接民主制（代

表民主制）の形態を支持している。故に、憲法で

は直接民主制および間接民主制の両制度を通して、

国民の意思をできるだけ多様な形で国政に反映さ

せようとしている 2)。

そのうち、間接民主制を通して、国民の意思を

国政に反映させる方法には以下の２点がある。

第１に、憲法第４１条では、「国会は国権の最高

機関であつて、国の唯一の立法機関である」と定

め、国会中心立法の原則型を支持している。国会

における本会議や各種委員会の議事手続におい

て、討論や評決に入る前に当該事項について、議

員が口頭にて提案者に対し、説明や所見を求め疑

義を質する「質疑」が存在する。これらの質疑に

ついて、内閣は議会の信任を基盤としているもの

であるからこそ、議会側では常に内閣の行動を監

視し、信任にもとる行為がないかどうか確認して

おく手段の一つであると解釈される 3)。

第２に、国会法第７４条１項・２項および第７

５条において定められた「質問主意書」が存在す

る。前述の質疑とは異なり、文書による疑義を質

する質問主意書は、議長に提出され承認を受けた

のち、内閣に送られる。その後、内閣は７日以内

に文書による内閣総理大臣名義で答弁書を作成

しなければならない。それらの答弁は閣議決定を

経て行われるため、内閣の公式見解として捉える

ことができるものであり、質問主意書は利用の仕

方によっては、政府の見解をただす手段として有

効であるものと解釈されている 4)。さらに、質問

主意書の大きな役割としては、①国政に関して行

政機構の見解を求める役割、②国政に関する情報

提供を政府に求める役割、③議員の意見・情報を

政府に伝える役割、④政府の政策に影響を与える

役割、⑤本会議・委員会における質疑を補う役割

の５つがあるとされている 5)。
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や必要熱量を考慮して決定されている。仮にあは

き師に食糧を加配するとした場合、他との平衡が

とれなくなるため加配は不可能であるという否

定的な答弁結果になっている。

戦後の日本は、米不足に伴い、食糧管理法によ

り米価や米流通は政府の直接統轄下におかれて

いた。さらに、それら需給調整は供出割当制度に

よって食料庁が農家から米を買い入れ、配給制度

により消費者へ配分する統制経済的手法で行わ

れていた 10)。

その制度の枠組みだけでは、あはき師の生活が

立ち行かなくなり、あるいはその危険性が想定さ

れることから、あはき師の生活環境特に食生活に

関しての政策転換に繋がることを期待して提出

された質問主意書であると推測できる。

また、あはき師に関連しないものとしても、昭

和２５年には衆議院橫田甚太郞議員が配給米の

増配についての質問主意書を提出していること

からも、社会全体として配給米の問題が存在して

いたと考えられる。

そのような世情の中で、あはき師のみに対する

配給米優遇の質問については、小林勝馬議員が鍼

灸師であったからこそ業界団体から寄せられる

意見を統合することができ、質問主意書の提出に

至ったのであろうと考えることは自然な流れで

ある。

②あはきの高等教育事情に関すること

本項に該当する質問主意書は、「鍼・灸・按・マ

ッサージ業者に対する大学専門教育機関設置に

関する質問主意書」及び「はり、きう、研究所設

置に関する質問主意書」である。

前者の大学専門教育機関設置に関する主意書

内容を要約すると、あはき医術に対して科学性と

学問的体系を構築し、今後現代医学の一翼として

いくため、研究機関である大学専門教育機関の設

置を求めたものである。後者の研究所設置に関す

る主意書内容を要約すると、日本国民にとって、

あはきは健康保持法の一つとなっているが、科学

的な根拠が少ないという理由で排斥される可能

性もある。従って、科学的究明を行う官立研究所

の設置を求めたものである。これらはいずれも、

国家としてその必要性を感じているということ

にしながら、設立については見送るという結果と

なっている。

１９４７年（昭和２２年）９月２３日、日本を

占領統治した連合国軍最高司令官総司令部（Ｇｅ

ｎｅｒａｌ Ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓ：ＧＨＱ）

は、厚生省に対して、日本の鍼灸の問題点を指摘

し、改革を勧告した鍼灸禁止令の発布、所謂ＧＨ

Ｑ旋風が起こっている。

奥津は、ＧＨＱの日本鍼灸に対する指摘内容と

して、①視覚障害者による治療が行われているこ

と、②人体に鍼を刺す、火のついた灸を据える治

療は野蛮であること、③消毒の概念が定着してお

らず、不衛生なこと、④医療としての教育制度が

整備されていないこと、⑤治療効果の科学的根拠

が証明されていないことの５点としている１１）。

それらの指摘を受け、鍼灸の存続を目指し運動を

展開したグループがいくつか存在した。 

その１つは、鍼灸マッサージ師会連盟であり、

小林勝馬議員が所属する事が認められる。まさに、

小林勝馬議員は、ＧＨＱの指摘する④医療として

の教育制度が整備されていないことと⑤治療効

果の科学的根拠が証明されていないことについ

ての整備を国家として行えないかどうかと思案

し、質問主意書の提出に至ったと推測できる。

  先の大学専門教育機関設置の質問主意書は、昭

和２２年９月１２日に提出されたものであるが、

これらはまさに前述のＧＨＱ旋風が起こる１１

日前のことである。おそらく、小林勝馬議員らは

ＧＨＱと交渉の窓口であった厚生省を通じて、あ

る程度情報を掴んでおり、それらに対する回答を

準備するために、９月２３日に先んじて、国家に

見解を問うていたのかもしれない。実際に、民主

党で厚生委員長代理の立場にあった小林勝馬議

員は厚生省と鍼灸医法の制定に向けて厚生省を

続けている最中にも、ＧＨＱに足しげく通い、鍼

灸存続の必要性を訴え続けたとされる。その結果、

全国各地での晴・盲が一体となった全国各地での

反対運動の後押しもあり、ＧＨＱ側の態度が軟化

し、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」

（法律第２１７号）の制定にも繋がったとされた
6)ことからも小林勝馬議員は鍼灸師という立場を

守るため、あるいは存続させるために東奔西走し

ていたことが分かる。

  さらに、研究所設置の件の質問主意書は、昭和

２３年３月１５日に提出されたものである。本提

出日では既に、医療としての鍼灸の位置づけを高

くし、ＧＨＱからの指摘事項をも凌駕する内容が

組み込まれた、あん摩・はり、きゅう、柔道整復
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いる。箕輪や新田が報告した以外の議員からも提

出があったことが明らかとなった。

あはきに関連する質問主意書を提出した議員

数は１６名存在し、うち３名については複数件の

提出が認められた。

複数件提出した議員は３名であり、箕輪が示す

小林勝馬議員の６件が最多となっている。次いで、

谷博之議員と斉藤鉄夫議員の質問主意書提出数

が各２件と続いた。また、斉藤鉄夫議員と田中康

夫議員については、質問主意書を提出したが答弁

に至らなかった件の該当者であった。

箕輪は小林勝馬議員が提出した６件の質問主

意書のうち１件については、鍼・灸・按マ業者に

対して大学専門教育設置についての内容は報告

しているが、他５件の内容報告がなされていない。

そこで、今回昭和２２年から２３年に提出された

小林勝馬議員の質問主意

書の内容について検討を

行うこととした。

小林勝馬議員の質問主

意書は、①あはき師の食糧

事情に関すること、②あは

き業界の高等教育事情に

関すること、③あはき師特

に失明者あはき師に関す

る金銭的事情や施設事情

に関することの３つに分

類することができる。従っ

て、次項の①では、あはき

師の食糧事情に関するこ

と。事項の②では、あはき

の高等教育事情に関する

こと。さらに事項③では、

あはき師特に失明者あは

き師に関する金銭的事情

や施設事情に関すること

についての検討を行うこ

ととした。

３：小林勝馬議員提出の

質問主意書内容

①あはき師の食糧加配

及び増配に関すること

本項に該当する質問主

意書は、「あんま、はり灸師

に加配米配給に関する質

問主意書」と「あんま師に対し主食增配に関する

質問主意書」である。

前者の加配米配給に関する主意書内容を要約

すると、日本の国力の推進に寄与する炭鉱労働者

や重点産業の労務者達は加配米を受けているが、

彼らの健康を支えているあはき師は加配米がな

い。あはき師の空腹は彼らの健康の損失に繋がり、

ひいては国力の衰退に繋がるとして加配米を求

めたものである。後者の主食增配に関する主意書

内容を要約すると、あんま師は一種の肉体労働者

であることから基本の配給米のみでは量が不足

する。また長時間の勤務のため他に食糧を得る術

がないため、増配を求めたものである。当時の日

本の食糧事態を鑑みた結果、加配対象とされてい

る医療業種は、徹夜勤務を行う医師や看護師に限

定しており、その根拠として、その仕事の重要性
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や必要熱量を考慮して決定されている。仮にあは

き師に食糧を加配するとした場合、他との平衡が

とれなくなるため加配は不可能であるという否

定的な答弁結果になっている。

戦後の日本は、米不足に伴い、食糧管理法によ

り米価や米流通は政府の直接統轄下におかれて

いた。さらに、それら需給調整は供出割当制度に

よって食料庁が農家から米を買い入れ、配給制度

により消費者へ配分する統制経済的手法で行わ

れていた 10)。

その制度の枠組みだけでは、あはき師の生活が

立ち行かなくなり、あるいはその危険性が想定さ

れることから、あはき師の生活環境特に食生活に

関しての政策転換に繋がることを期待して提出

された質問主意書であると推測できる。

また、あはき師に関連しないものとしても、昭

和２５年には衆議院橫田甚太郞議員が配給米の

増配についての質問主意書を提出していること

からも、社会全体として配給米の問題が存在して

いたと考えられる。

そのような世情の中で、あはき師のみに対する

配給米優遇の質問については、小林勝馬議員が鍼

灸師であったからこそ業界団体から寄せられる

意見を統合することができ、質問主意書の提出に

至ったのであろうと考えることは自然な流れで

ある。

②あはきの高等教育事情に関すること

本項に該当する質問主意書は、「鍼・灸・按・マ

ッサージ業者に対する大学専門教育機関設置に

関する質問主意書」及び「はり、きう、研究所設

置に関する質問主意書」である。

前者の大学専門教育機関設置に関する主意書

内容を要約すると、あはき医術に対して科学性と

学問的体系を構築し、今後現代医学の一翼として

いくため、研究機関である大学専門教育機関の設

置を求めたものである。後者の研究所設置に関す

る主意書内容を要約すると、日本国民にとって、

あはきは健康保持法の一つとなっているが、科学

的な根拠が少ないという理由で排斥される可能

性もある。従って、科学的究明を行う官立研究所

の設置を求めたものである。これらはいずれも、

国家としてその必要性を感じているということ

にしながら、設立については見送るという結果と

なっている。

１９４７年（昭和２２年）９月２３日、日本を

占領統治した連合国軍最高司令官総司令部（Ｇｅ

ｎｅｒａｌ Ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓ：ＧＨＱ）

は、厚生省に対して、日本の鍼灸の問題点を指摘

し、改革を勧告した鍼灸禁止令の発布、所謂ＧＨ

Ｑ旋風が起こっている。

奥津は、ＧＨＱの日本鍼灸に対する指摘内容と

して、①視覚障害者による治療が行われているこ

と、②人体に鍼を刺す、火のついた灸を据える治

療は野蛮であること、③消毒の概念が定着してお

らず、不衛生なこと、④医療としての教育制度が

整備されていないこと、⑤治療効果の科学的根拠

が証明されていないことの５点としている１１）。

それらの指摘を受け、鍼灸の存続を目指し運動を

展開したグループがいくつか存在した。 

その１つは、鍼灸マッサージ師会連盟であり、

小林勝馬議員が所属する事が認められる。まさに、

小林勝馬議員は、ＧＨＱの指摘する④医療として

の教育制度が整備されていないことと⑤治療効

果の科学的根拠が証明されていないことについ

ての整備を国家として行えないかどうかと思案

し、質問主意書の提出に至ったと推測できる。

  先の大学専門教育機関設置の質問主意書は、昭

和２２年９月１２日に提出されたものであるが、

これらはまさに前述のＧＨＱ旋風が起こる１１

日前のことである。おそらく、小林勝馬議員らは

ＧＨＱと交渉の窓口であった厚生省を通じて、あ

る程度情報を掴んでおり、それらに対する回答を

準備するために、９月２３日に先んじて、国家に

見解を問うていたのかもしれない。実際に、民主

党で厚生委員長代理の立場にあった小林勝馬議

員は厚生省と鍼灸医法の制定に向けて厚生省を

続けている最中にも、ＧＨＱに足しげく通い、鍼

灸存続の必要性を訴え続けたとされる。その結果、

全国各地での晴・盲が一体となった全国各地での

反対運動の後押しもあり、ＧＨＱ側の態度が軟化

し、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」

（法律第２１７号）の制定にも繋がったとされた
6)ことからも小林勝馬議員は鍼灸師という立場を

守るため、あるいは存続させるために東奔西走し

ていたことが分かる。

  さらに、研究所設置の件の質問主意書は、昭和

２３年３月１５日に提出されたものである。本提

出日では既に、医療としての鍼灸の位置づけを高

くし、ＧＨＱからの指摘事項をも凌駕する内容が

組み込まれた、あん摩・はり、きゅう、柔道整復
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いる。箕輪や新田が報告した以外の議員からも提

出があったことが明らかとなった。

あはきに関連する質問主意書を提出した議員

数は１６名存在し、うち３名については複数件の

提出が認められた。

複数件提出した議員は３名であり、箕輪が示す

小林勝馬議員の６件が最多となっている。次いで、

谷博之議員と斉藤鉄夫議員の質問主意書提出数

が各２件と続いた。また、斉藤鉄夫議員と田中康

夫議員については、質問主意書を提出したが答弁

に至らなかった件の該当者であった。

箕輪は小林勝馬議員が提出した６件の質問主

意書のうち１件については、鍼・灸・按マ業者に

対して大学専門教育設置についての内容は報告

しているが、他５件の内容報告がなされていない。

そこで、今回昭和２２年から２３年に提出された

小林勝馬議員の質問主意

書の内容について検討を

行うこととした。

小林勝馬議員の質問主

意書は、①あはき師の食糧

事情に関すること、②あは

き業界の高等教育事情に

関すること、③あはき師特

に失明者あはき師に関す

る金銭的事情や施設事情

に関することの３つに分

類することができる。従っ

て、次項の①では、あはき

師の食糧事情に関するこ

と。事項の②では、あはき

の高等教育事情に関する

こと。さらに事項③では、

あはき師特に失明者あは

き師に関する金銭的事情

や施設事情に関すること

についての検討を行うこ

ととした。

３：小林勝馬議員提出の

質問主意書内容

①あはき師の食糧加配

及び増配に関すること

本項に該当する質問主

意書は、「あんま、はり灸師

に加配米配給に関する質

問主意書」と「あんま師に対し主食增配に関する

質問主意書」である。

前者の加配米配給に関する主意書内容を要約

すると、日本の国力の推進に寄与する炭鉱労働者

や重点産業の労務者達は加配米を受けているが、

彼らの健康を支えているあはき師は加配米がな

い。あはき師の空腹は彼らの健康の損失に繋がり、

ひいては国力の衰退に繋がるとして加配米を求

めたものである。後者の主食增配に関する主意書

内容を要約すると、あんま師は一種の肉体労働者

であることから基本の配給米のみでは量が不足

する。また長時間の勤務のため他に食糧を得る術

がないため、増配を求めたものである。当時の日

本の食糧事態を鑑みた結果、加配対象とされてい

る医療業種は、徹夜勤務を行う医師や看護師に限

定しており、その根拠として、その仕事の重要性
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や必要熱量を考慮して決定されている。仮にあは

き師に食糧を加配するとした場合、他との平衡が

とれなくなるため加配は不可能であるという否

定的な答弁結果になっている。

戦後の日本は、米不足に伴い、食糧管理法によ

り米価や米流通は政府の直接統轄下におかれて

いた。さらに、それら需給調整は供出割当制度に

よって食料庁が農家から米を買い入れ、配給制度

により消費者へ配分する統制経済的手法で行わ

れていた 10)。

その制度の枠組みだけでは、あはき師の生活が

立ち行かなくなり、あるいはその危険性が想定さ

れることから、あはき師の生活環境特に食生活に

関しての政策転換に繋がることを期待して提出

された質問主意書であると推測できる。

また、あはき師に関連しないものとしても、昭

和２５年には衆議院橫田甚太郞議員が配給米の

増配についての質問主意書を提出していること

からも、社会全体として配給米の問題が存在して

いたと考えられる。

そのような世情の中で、あはき師のみに対する

配給米優遇の質問については、小林勝馬議員が鍼

灸師であったからこそ業界団体から寄せられる

意見を統合することができ、質問主意書の提出に

至ったのであろうと考えることは自然な流れで

ある。

②あはきの高等教育事情に関すること

本項に該当する質問主意書は、「鍼・灸・按・マ

ッサージ業者に対する大学専門教育機関設置に

関する質問主意書」及び「はり、きう、研究所設

置に関する質問主意書」である。

前者の大学専門教育機関設置に関する主意書

内容を要約すると、あはき医術に対して科学性と

学問的体系を構築し、今後現代医学の一翼として

いくため、研究機関である大学専門教育機関の設

置を求めたものである。後者の研究所設置に関す

る主意書内容を要約すると、日本国民にとって、

あはきは健康保持法の一つとなっているが、科学

的な根拠が少ないという理由で排斥される可能

性もある。従って、科学的究明を行う官立研究所

の設置を求めたものである。これらはいずれも、

国家としてその必要性を感じているということ

にしながら、設立については見送るという結果と

なっている。

１９４７年（昭和２２年）９月２３日、日本を

占領統治した連合国軍最高司令官総司令部（Ｇｅ

ｎｅｒａｌ Ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓ：ＧＨＱ）

は、厚生省に対して、日本の鍼灸の問題点を指摘

し、改革を勧告した鍼灸禁止令の発布、所謂ＧＨ

Ｑ旋風が起こっている。

奥津は、ＧＨＱの日本鍼灸に対する指摘内容と

して、①視覚障害者による治療が行われているこ

と、②人体に鍼を刺す、火のついた灸を据える治

療は野蛮であること、③消毒の概念が定着してお

らず、不衛生なこと、④医療としての教育制度が

整備されていないこと、⑤治療効果の科学的根拠

が証明されていないことの５点としている１１）。

それらの指摘を受け、鍼灸の存続を目指し運動を

展開したグループがいくつか存在した。 

その１つは、鍼灸マッサージ師会連盟であり、

小林勝馬議員が所属する事が認められる。まさに、

小林勝馬議員は、ＧＨＱの指摘する④医療として

の教育制度が整備されていないことと⑤治療効

果の科学的根拠が証明されていないことについ

ての整備を国家として行えないかどうかと思案

し、質問主意書の提出に至ったと推測できる。

  先の大学専門教育機関設置の質問主意書は、昭

和２２年９月１２日に提出されたものであるが、

これらはまさに前述のＧＨＱ旋風が起こる１１

日前のことである。おそらく、小林勝馬議員らは

ＧＨＱと交渉の窓口であった厚生省を通じて、あ

る程度情報を掴んでおり、それらに対する回答を

準備するために、９月２３日に先んじて、国家に

見解を問うていたのかもしれない。実際に、民主

党で厚生委員長代理の立場にあった小林勝馬議

員は厚生省と鍼灸医法の制定に向けて厚生省を

続けている最中にも、ＧＨＱに足しげく通い、鍼

灸存続の必要性を訴え続けたとされる。その結果、

全国各地での晴・盲が一体となった全国各地での

反対運動の後押しもあり、ＧＨＱ側の態度が軟化

し、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」

（法律第２１７号）の制定にも繋がったとされた
6)ことからも小林勝馬議員は鍼灸師という立場を

守るため、あるいは存続させるために東奔西走し

ていたことが分かる。

  さらに、研究所設置の件の質問主意書は、昭和

２３年３月１５日に提出されたものである。本提

出日では既に、医療としての鍼灸の位置づけを高

くし、ＧＨＱからの指摘事項をも凌駕する内容が

組み込まれた、あん摩・はり、きゅう、柔道整復
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いる。箕輪や新田が報告した以外の議員からも提

出があったことが明らかとなった。

あはきに関連する質問主意書を提出した議員

数は１６名存在し、うち３名については複数件の

提出が認められた。

複数件提出した議員は３名であり、箕輪が示す

小林勝馬議員の６件が最多となっている。次いで、

谷博之議員と斉藤鉄夫議員の質問主意書提出数

が各２件と続いた。また、斉藤鉄夫議員と田中康

夫議員については、質問主意書を提出したが答弁

に至らなかった件の該当者であった。

箕輪は小林勝馬議員が提出した６件の質問主

意書のうち１件については、鍼・灸・按マ業者に

対して大学専門教育設置についての内容は報告

しているが、他５件の内容報告がなされていない。

そこで、今回昭和２２年から２３年に提出された

小林勝馬議員の質問主意

書の内容について検討を

行うこととした。

小林勝馬議員の質問主

意書は、①あはき師の食糧

事情に関すること、②あは

き業界の高等教育事情に

関すること、③あはき師特

に失明者あはき師に関す

る金銭的事情や施設事情

に関することの３つに分

類することができる。従っ

て、次項の①では、あはき

師の食糧事情に関するこ

と。事項の②では、あはき

の高等教育事情に関する

こと。さらに事項③では、

あはき師特に失明者あは

き師に関する金銭的事情

や施設事情に関すること

についての検討を行うこ

ととした。

３：小林勝馬議員提出の

質問主意書内容

①あはき師の食糧加配

及び増配に関すること

本項に該当する質問主

意書は、「あんま、はり灸師

に加配米配給に関する質

問主意書」と「あんま師に対し主食增配に関する

質問主意書」である。

前者の加配米配給に関する主意書内容を要約

すると、日本の国力の推進に寄与する炭鉱労働者

や重点産業の労務者達は加配米を受けているが、

彼らの健康を支えているあはき師は加配米がな

い。あはき師の空腹は彼らの健康の損失に繋がり、

ひいては国力の衰退に繋がるとして加配米を求

めたものである。後者の主食增配に関する主意書

内容を要約すると、あんま師は一種の肉体労働者

であることから基本の配給米のみでは量が不足

する。また長時間の勤務のため他に食糧を得る術

がないため、増配を求めたものである。当時の日

本の食糧事態を鑑みた結果、加配対象とされてい

る医療業種は、徹夜勤務を行う医師や看護師に限

定しており、その根拠として、その仕事の重要性
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員のような国会での発言権を有する者の存在は、

あはき業界の将来を見据えた際に必要不可欠な

存在であると考えられる。

今後は今回検討した以降の年代に質問主意書

が提出されることになった時代背景や、提出した

国会議員とあはきとの関連性を調査する必要が

あり、さらに質問主意書提出の結果、あはき業界

の社会的・政策的な変化があったのかどうも併せ

て調査を行う必要性に迫られる。

【結語】

昭和２２年度開催第１回国会から平成２９年

度開催の国会（衆議院第１９６回、参議院第１９

３回）を調査したところ、あはきに関連する質問

主意書は１６名の国会議員により、延べ２３件提

出があったことが示された。特に終戦直後は、Ｇ

ＨＱや視覚障害者の職域保護の観点から鍼灸師

の立場である小林勝馬議員が集中して提出して

いた。次に、昭和２２年・２３年に小林勝馬議員

が提出した質問主意書について検討した。質問主

意書提出に至った背景や経緯は様々であろうが、

いずれの質問主意書もその時代において、あはき

業界が抱える問題に対して内閣の真意を問う質

問であることが分かる。
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等営業法も制定され、一連のＧＨＱ旋風も一段落

しているところである。しかし、ＧＨＱからの指

摘事項でもあった鍼灸の科学的根拠について必

要性を再認識し、今後の鍼灸の発展・継続には鍼

灸の科学化は不可欠であると想定し、国立の研究

所等の設置を要望・要求したものであると考えら

れる。結果として、国家としての設立は見送られ

ることとなったが、日本鍼灸マッサージ師会連盟

が、財団法人東方治療研究所を設立している。そ

の設立趣旨として、科学的根拠を証明するための

研究が等閑にされていたことへの反省を生かし、

今後は鍼灸治療の科学的根拠を証明するための

研究を行い、併せて鍼灸師の教育・資質向上に努

めたいと記されている 12)。従って、業界として研

究所の設立を懇願していたことが分かる。

 これらのことより、小林勝馬議員はあはき業界

の実情や今後の行く末を思案し、まさにあはき業

界の代表者となって国家に質問していることが

分かる。

③あはき師特に失明者あはき師に関する金銭

的事情や施設事情に関すること

本項に該当する質問主意書は、「あんま師鍼師

等に改築資材特配の件に関する質問主意書」及び

「失明鍼・灸・按・マッサージ業者に対し所得及

び営業税全免に関する質問主意書」である。

前者の改築資材特配に関する主意書内容を要

約すると、新しく制定された法律により治療所の

設備を規定しているが、業者には困窮者、盲者等

特殊事情者が多く、その大部分が都市居住者であ

ることから戦災の被害も多く、物資不足や高物価

により入手が困難であるからこそ、資材の特配を

求めたものである。後者の所得及び営業税全免に

関する主意書内容を要約すると、失明者のあはき

師は晴眼のあはき師において、その業務を補佐す

る人物が必要であり、それらの雇用費が嵩むこと

などを理由として所得税や営業税の全部免除を

求めたものである。いずれも、世情を鑑みて困難

であるとの回答を得ている。

ＧＨＱ内で医療制度の改革を担当した部署は

公衆衛生福祉局であるが、その局長であるクロフ

ォード・Ｆ・サムスも、ＧＨＱ旋風の結果として、

鍼灸の存続を認めた１つの理由に、視覚障害者に

よる激しい存続運動があったことを挙げている
11)。さらに、昭和２３年にはＧＨＱ総司令官マッ

カーサーの主賓として、ヘレン・ケラー女史が来

日するが、それらも存続運動を加速させる１つの

原因になっているのかもしれない 13)。

昭和２４年に身体障害者福祉法が制定される

が、これ以前においては、昭和４年に救護法が制

定され、貧困者に対して公的な救済制度が制度化

された、その対象に身体障害者を特定する規定は

なく、障害者に対する福祉制度が十分であったと

はいえない 14)。したがって、視覚障害者をあはき

業界から締め出すことは、彼らの生活の糧を失う

ことに直結する。江戸時代より脈々と受け繋がれ

てきた、あはき業界における視覚障害者の存在を

締め出すことにより、本業界に新たな混乱を引き

起こす可能性も考えられる。福祉政策がままなら

ない時代において、ある一定の業界における保護

制度について国家に対して疑義の質問主意書を

提出したことは、前述した身体障害者福祉法制定

への１つの材料になった可能性が考えられる。

以上のように、今回検討を行った提出された質

問主意書の結果として、速やかに制度の変革等が

なされたわけではなかった。しかし、質問主意書

の提出によって必要な施策を実施する契機とな

った例や、政策転換に繋がった例もあることから

も 3)、その答弁書の内容如何は別としても、その

提出により内閣の回答をもらえる事の意味する

ところは大きい。仮に、政策転換に繋がらなかっ

たとしても、今後の業界の展望を考えるうえで、

それら答弁書内容を議論のテーブルの俎上に載

せ、内閣もとい国家の意見を土台にして議論する

ことは重要である。

現場で生じた問題や制度運用の方法論などの

解決方法として、各省庁は制度の円滑的な運用を

目指す目的として、省令・施行規則・通知・Ｑ＆

Ａ等を示している。しかしながら、それらによっ

て、その分野を取り巻く諸問題等の疑義が解決す

るものではない。よって、それら解決できないよ

うな類の問題の解決方法としては、国会や各種委

員会において国務大臣に対して質疑を行うこと

や、質問主意書を通じて、内閣の回答を得ること

である。それらを実現する方法としては、あはき

の業界団体が国会議員に対して陳情することも

重要ではあるが、あはき業界の人間が政界に進出

する等によって、いつでも質問主意書を提出行動

に移す事ができるような環境を整備する事が必

要であると考えられる。まさにこの代表的人物と

もいうべき者が小林勝馬議員である。小林勝馬議
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員のような国会での発言権を有する者の存在は、

あはき業界の将来を見据えた際に必要不可欠な

存在であると考えられる。

今後は今回検討した以降の年代に質問主意書

が提出されることになった時代背景や、提出した

国会議員とあはきとの関連性を調査する必要が

あり、さらに質問主意書提出の結果、あはき業界

の社会的・政策的な変化があったのかどうも併せ

て調査を行う必要性に迫られる。

【結語】

昭和２２年度開催第１回国会から平成２９年

度開催の国会（衆議院第１９６回、参議院第１９

３回）を調査したところ、あはきに関連する質問

主意書は１６名の国会議員により、延べ２３件提

出があったことが示された。特に終戦直後は、Ｇ

ＨＱや視覚障害者の職域保護の観点から鍼灸師

の立場である小林勝馬議員が集中して提出して

いた。次に、昭和２２年・２３年に小林勝馬議員

が提出した質問主意書について検討した。質問主

意書提出に至った背景や経緯は様々であろうが、

いずれの質問主意書もその時代において、あはき

業界が抱える問題に対して内閣の真意を問う質

問であることが分かる。
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等営業法も制定され、一連のＧＨＱ旋風も一段落

しているところである。しかし、ＧＨＱからの指

摘事項でもあった鍼灸の科学的根拠について必

要性を再認識し、今後の鍼灸の発展・継続には鍼

灸の科学化は不可欠であると想定し、国立の研究

所等の設置を要望・要求したものであると考えら

れる。結果として、国家としての設立は見送られ

ることとなったが、日本鍼灸マッサージ師会連盟

が、財団法人東方治療研究所を設立している。そ

の設立趣旨として、科学的根拠を証明するための

研究が等閑にされていたことへの反省を生かし、

今後は鍼灸治療の科学的根拠を証明するための

研究を行い、併せて鍼灸師の教育・資質向上に努

めたいと記されている 12)。従って、業界として研

究所の設立を懇願していたことが分かる。
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の実情や今後の行く末を思案し、まさにあはき業

界の代表者となって国家に質問していることが

分かる。

③あはき師特に失明者あはき師に関する金銭

的事情や施設事情に関すること

本項に該当する質問主意書は、「あんま師鍼師

等に改築資材特配の件に関する質問主意書」及び

「失明鍼・灸・按・マッサージ業者に対し所得及

び営業税全免に関する質問主意書」である。

前者の改築資材特配に関する主意書内容を要

約すると、新しく制定された法律により治療所の

設備を規定しているが、業者には困窮者、盲者等

特殊事情者が多く、その大部分が都市居住者であ

ることから戦災の被害も多く、物資不足や高物価

により入手が困難であるからこそ、資材の特配を

求めたものである。後者の所得及び営業税全免に

関する主意書内容を要約すると、失明者のあはき

師は晴眼のあはき師において、その業務を補佐す

る人物が必要であり、それらの雇用費が嵩むこと

などを理由として所得税や営業税の全部免除を

求めたものである。いずれも、世情を鑑みて困難

であるとの回答を得ている。

ＧＨＱ内で医療制度の改革を担当した部署は

公衆衛生福祉局であるが、その局長であるクロフ

ォード・Ｆ・サムスも、ＧＨＱ旋風の結果として、

鍼灸の存続を認めた１つの理由に、視覚障害者に

よる激しい存続運動があったことを挙げている
11)。さらに、昭和２３年にはＧＨＱ総司令官マッ

カーサーの主賓として、ヘレン・ケラー女史が来

日するが、それらも存続運動を加速させる１つの

原因になっているのかもしれない 13)。

昭和２４年に身体障害者福祉法が制定される

が、これ以前においては、昭和４年に救護法が制

定され、貧困者に対して公的な救済制度が制度化

された、その対象に身体障害者を特定する規定は

なく、障害者に対する福祉制度が十分であったと

はいえない 14)。したがって、視覚障害者をあはき

業界から締め出すことは、彼らの生活の糧を失う

ことに直結する。江戸時代より脈々と受け繋がれ

てきた、あはき業界における視覚障害者の存在を

締め出すことにより、本業界に新たな混乱を引き

起こす可能性も考えられる。福祉政策がままなら

ない時代において、ある一定の業界における保護

制度について国家に対して疑義の質問主意書を

提出したことは、前述した身体障害者福祉法制定

への１つの材料になった可能性が考えられる。

以上のように、今回検討を行った提出された質

問主意書の結果として、速やかに制度の変革等が

なされたわけではなかった。しかし、質問主意書

の提出によって必要な施策を実施する契機とな

った例や、政策転換に繋がった例もあることから

も 3)、その答弁書の内容如何は別としても、その

提出により内閣の回答をもらえる事の意味する

ところは大きい。仮に、政策転換に繋がらなかっ

たとしても、今後の業界の展望を考えるうえで、

それら答弁書内容を議論のテーブルの俎上に載

せ、内閣もとい国家の意見を土台にして議論する

ことは重要である。

現場で生じた問題や制度運用の方法論などの

解決方法として、各省庁は制度の円滑的な運用を

目指す目的として、省令・施行規則・通知・Ｑ＆

Ａ等を示している。しかしながら、それらによっ

て、その分野を取り巻く諸問題等の疑義が解決す

るものではない。よって、それら解決できないよ

うな類の問題の解決方法としては、国会や各種委

員会において国務大臣に対して質疑を行うこと

や、質問主意書を通じて、内閣の回答を得ること

である。それらを実現する方法としては、あはき

の業界団体が国会議員に対して陳情することも

重要ではあるが、あはき業界の人間が政界に進出

する等によって、いつでも質問主意書を提出行動

に移す事ができるような環境を整備する事が必

要であると考えられる。まさにこの代表的人物と

もいうべき者が小林勝馬議員である。小林勝馬議
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員のような国会での発言権を有する者の存在は、

あはき業界の将来を見据えた際に必要不可欠な

存在であると考えられる。

今後は今回検討した以降の年代に質問主意書

が提出されることになった時代背景や、提出した

国会議員とあはきとの関連性を調査する必要が

あり、さらに質問主意書提出の結果、あはき業界

の社会的・政策的な変化があったのかどうも併せ

て調査を行う必要性に迫られる。

【結語】

昭和２２年度開催第１回国会から平成２９年

度開催の国会（衆議院第１９６回、参議院第１９

３回）を調査したところ、あはきに関連する質問

主意書は１６名の国会議員により、延べ２３件提

出があったことが示された。特に終戦直後は、Ｇ

ＨＱや視覚障害者の職域保護の観点から鍼灸師

の立場である小林勝馬議員が集中して提出して

いた。次に、昭和２２年・２３年に小林勝馬議員

が提出した質問主意書について検討した。質問主

意書提出に至った背景や経緯は様々であろうが、

いずれの質問主意書もその時代において、あはき

業界が抱える問題に対して内閣の真意を問う質

問であることが分かる。
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等営業法も制定され、一連のＧＨＱ旋風も一段落

しているところである。しかし、ＧＨＱからの指

摘事項でもあった鍼灸の科学的根拠について必

要性を再認識し、今後の鍼灸の発展・継続には鍼

灸の科学化は不可欠であると想定し、国立の研究

所等の設置を要望・要求したものであると考えら

れる。結果として、国家としての設立は見送られ

ることとなったが、日本鍼灸マッサージ師会連盟

が、財団法人東方治療研究所を設立している。そ

の設立趣旨として、科学的根拠を証明するための

研究が等閑にされていたことへの反省を生かし、

今後は鍼灸治療の科学的根拠を証明するための

研究を行い、併せて鍼灸師の教育・資質向上に努

めたいと記されている 12)。従って、業界として研

究所の設立を懇願していたことが分かる。

 これらのことより、小林勝馬議員はあはき業界

の実情や今後の行く末を思案し、まさにあはき業

界の代表者となって国家に質問していることが

分かる。

③あはき師特に失明者あはき師に関する金銭

的事情や施設事情に関すること

本項に該当する質問主意書は、「あんま師鍼師

等に改築資材特配の件に関する質問主意書」及び

「失明鍼・灸・按・マッサージ業者に対し所得及

び営業税全免に関する質問主意書」である。

前者の改築資材特配に関する主意書内容を要

約すると、新しく制定された法律により治療所の

設備を規定しているが、業者には困窮者、盲者等

特殊事情者が多く、その大部分が都市居住者であ

ることから戦災の被害も多く、物資不足や高物価

により入手が困難であるからこそ、資材の特配を

求めたものである。後者の所得及び営業税全免に

関する主意書内容を要約すると、失明者のあはき

師は晴眼のあはき師において、その業務を補佐す

る人物が必要であり、それらの雇用費が嵩むこと

などを理由として所得税や営業税の全部免除を

求めたものである。いずれも、世情を鑑みて困難

であるとの回答を得ている。

ＧＨＱ内で医療制度の改革を担当した部署は

公衆衛生福祉局であるが、その局長であるクロフ

ォード・Ｆ・サムスも、ＧＨＱ旋風の結果として、

鍼灸の存続を認めた１つの理由に、視覚障害者に

よる激しい存続運動があったことを挙げている
11)。さらに、昭和２３年にはＧＨＱ総司令官マッ

カーサーの主賓として、ヘレン・ケラー女史が来

日するが、それらも存続運動を加速させる１つの

原因になっているのかもしれない 13)。

昭和２４年に身体障害者福祉法が制定される

が、これ以前においては、昭和４年に救護法が制

定され、貧困者に対して公的な救済制度が制度化

された、その対象に身体障害者を特定する規定は

なく、障害者に対する福祉制度が十分であったと

はいえない 14)。したがって、視覚障害者をあはき

業界から締め出すことは、彼らの生活の糧を失う

ことに直結する。江戸時代より脈々と受け繋がれ

てきた、あはき業界における視覚障害者の存在を

締め出すことにより、本業界に新たな混乱を引き

起こす可能性も考えられる。福祉政策がままなら

ない時代において、ある一定の業界における保護

制度について国家に対して疑義の質問主意書を

提出したことは、前述した身体障害者福祉法制定

への１つの材料になった可能性が考えられる。

以上のように、今回検討を行った提出された質

問主意書の結果として、速やかに制度の変革等が

なされたわけではなかった。しかし、質問主意書

の提出によって必要な施策を実施する契機とな

った例や、政策転換に繋がった例もあることから

も 3)、その答弁書の内容如何は別としても、その

提出により内閣の回答をもらえる事の意味する

ところは大きい。仮に、政策転換に繋がらなかっ

たとしても、今後の業界の展望を考えるうえで、

それら答弁書内容を議論のテーブルの俎上に載

せ、内閣もとい国家の意見を土台にして議論する

ことは重要である。

現場で生じた問題や制度運用の方法論などの

解決方法として、各省庁は制度の円滑的な運用を

目指す目的として、省令・施行規則・通知・Ｑ＆

Ａ等を示している。しかしながら、それらによっ

て、その分野を取り巻く諸問題等の疑義が解決す

るものではない。よって、それら解決できないよ

うな類の問題の解決方法としては、国会や各種委

員会において国務大臣に対して質疑を行うこと

や、質問主意書を通じて、内閣の回答を得ること

である。それらを実現する方法としては、あはき

の業界団体が国会議員に対して陳情することも

重要ではあるが、あはき業界の人間が政界に進出

する等によって、いつでも質問主意書を提出行動

に移す事ができるような環境を整備する事が必

要であると考えられる。まさにこの代表的人物と

もいうべき者が小林勝馬議員である。小林勝馬議



─　　　─

社会鍼灸学研究 2018　(通巻13号)

42

社会鍼灸学研究 2018（通巻 13 号）[ここに入力] 

 43 

員795人（男性601人、女性194人） 

2. 調査方法と調査期間

(1)調査方法

質問紙法による郵送調査。全会員に調査趣意書、

調査票、返信用封筒を毎月発行する会報 Fresh 

2012年9月号に同封、郵送し、返送された無記名

による回答は、未開封の状態で中央調査社へ発送

した。 

  (2)調査期間  

2012年9月5日から同年10月1日。 

3. 調査内容

調査項目は、設問 1 年代、設問 2 性別、設問 3

就業形態、設問4鍼灸以外の事業内容、設問5施

術に使用するベッド数、設問 6 施術所従業員数、

設問7一日あたりの鍼灸施術患者数、設問8治療

費の設定、設問9年収（資料1）。 

4. 統計処理

調査内容の作成及び回収データの集計は、信頼

性を高めるために（一社）中央調査社大阪支社（以

下、中央調査社と略す）へ委託し、単純集計とク

ロス集計とした。 

【結果】 

1. 回収状況および回答者の属性

（1）回収状況

調査対象 795 人のうち 232 人から回答を得

た。有効回答数232、回答率は29.2％であった。 

（2）回答者の年代・性別 

回答者232人のうち年代別では「40代」62人

（26.7％）が最も多く、ついで「50代」と「60

代」がどちらも 49 人（21.1％）、30 代 46 人

（19.8％）と続いた。性別では、男性 182 人

（78.4％）、女性50人（21.6％）だった（図1）。 

2. 回答者の就業形態

回答者232人のうち「経営」が190人（81.9％）、

「勤務」が38人（16.4％）、「鍼灸関連の仕事をし

ていない」4人（1.7％）であった（図2）。「経営」

190 人のうち、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」108人（56.8％）、「鍼灸治療のみ

の施術所 経営」82人（43.2％）という結果を得

た（図 3）。「勤務」38 人は、「鍼灸以外の治療を 

含む施術所勤務（掛け 持ち仕事なし）」18 人

（47.4％）、「鍼灸以外の治療を含む施術所 勤務

（掛け持ち仕事あり）」9人（23.7％）、「鍼灸治療

のみの施術所勤務（掛け持ち仕事あり）」6 人

（15.8％）、「鍼灸治療のみの施術所勤務（掛け持

ち仕事なし）」5人（13.2％）という結果を得た（図

4）。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」108人と「鍼灸以外の治療を含む施術所勤務」

27人に、鍼灸以外の事業内容を複数回答で求めた

ところ、柔道整復が69人（44.5％）と最も多く、

ついであん摩マッサージ指圧25人（16.1％）、整
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 報告論文 

公益社団法人大阪府鍼灸師会における定点調査結果をもとにした実態調査報告 

竹藤裕子1)、奥本憲司1)、南 治成1)、宮本 豊 1)、若杉昌司1)、得本 誠 1)

1）公益社団法人 大阪府鍼灸師会 

【要旨】 

【目的】厚生労働省の平均所得の定点と比較した鍼灸師の経営状態、事業形態、雇用状況など経済的側

面に絞って報告し、鍼灸師という職業を考えるうえで参考となるデータを蓄積する。 

【方法】調査は、調査時（公社）大阪府鍼灸師会に所属する全会員を対象とし、質問紙法による郵送調

査にて実施した。調査票は経済的側面と関わりのある項目を独自に作成した。回答は無記名とし未

開封の状態で（一社）中央調査社大阪支社へ発送し、単純集計とクロス集計による統計処理を委託

した。 

【結果】調査対象 795 人中 232 名から回答があり、有効回答数 232 人で回答率は 29.2%であった。回答

者の就業形態は、経営者190人（81.9%）、勤務者38人（16.4%）、鍼灸関連をしていない者4人（1.7%）

であった。経営者190人中「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」は108人（56.8％）、

「鍼灸治療のみの施術所経営」は82人（43.2％）であった。勤務者では「鍼灸以外の治療を含む施

術所勤務（掛け持ち仕事なし）」が18人（47.4％）という結果を得た。事業内容は経営者のみから

回答を得た。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営者」と「鍼灸治療のみの施術所経営者」

では、施術に使用するベッド数、1 日の患者数、鍼灸師資格有する従業員数、鍼灸師資格の無い従

業員数全てにおいて、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」が「鍼灸治療のみの施術所

経営」を上回る結果となった。鍼灸施術をしている228名の平成23年度の年収は、300万〜400万

円未満が最も多く34人（14.9％）であった。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」で

は、108名中1、000万円以上が14人(13.0％)、「鍼灸治療のみの施術所経営」では、82人中100万

〜200万円未満19人（23.2％）という結果であった。 

【結語】本結果から、定点における鍼灸師の実態を経済的側面から調査した結果、「鍼灸治療のみ施術所

経営者」よりも「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営者」が多く、年収も多いことが示

された。 

キーワード：会員調査、就業形態、鍼灸以外の事業内容、治療費、年収

【緒言】

 2011年の小川ら1）による報告では、鍼灸師の業

務形態は自営の比率が勤務よりも高く、自営勤務

と自分の将来の見通しについて、「不安である」が

「明るい」を上回っていることが明らかになって

いる。不安の原因が複数あると思われるが、その

一つに生活や経営を維持するために必要な経済的

不安があると考えられ、その経済的不安が自己研

鑚のための講習会参加、学会や業団への所属を制

限する要因となる可能性もあるのではと考える。

そこで鍼灸師の経済的状況を把握するために、

2012 年 10 月時点における大阪府内の一鍼灸専業

団体である（公社）大阪府鍼灸師会（以下、大鍼

会と略す）会員の実態調査を実施した。その調査

結果を厚生労働省の平均所得の定点と比較した鍼

灸師の経営状態、事業形態、雇用状況など経済的

側面に絞って報告し、鍼灸師という職業を考える

うえで参考となるデータを蓄積することを目的と

した。

【方法】 

１． 対象 

調査時、（公社）大阪府鍼灸師会に所属する全会
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員795人（男性601人、女性194人） 

2. 調査方法と調査期間

(1)調査方法

質問紙法による郵送調査。全会員に調査趣意書、

調査票、返信用封筒を毎月発行する会報 Fresh 

2012年9月号に同封、郵送し、返送された無記名

による回答は、未開封の状態で中央調査社へ発送

した。 

  (2)調査期間  

2012年9月5日から同年10月1日。 

3. 調査内容

調査項目は、設問 1 年代、設問 2 性別、設問 3

就業形態、設問4鍼灸以外の事業内容、設問5施

術に使用するベッド数、設問 6 施術所従業員数、

設問7一日あたりの鍼灸施術患者数、設問8治療

費の設定、設問9年収（資料1）。 

4. 統計処理

調査内容の作成及び回収データの集計は、信頼

性を高めるために（一社）中央調査社大阪支社（以

下、中央調査社と略す）へ委託し、単純集計とク

ロス集計とした。 

【結果】 

1. 回収状況および回答者の属性

（1）回収状況

調査対象 795 人のうち 232 人から回答を得

た。有効回答数232、回答率は29.2％であった。 

（2）回答者の年代・性別 

回答者232人のうち年代別では「40代」62人

（26.7％）が最も多く、ついで「50代」と「60

代」がどちらも 49 人（21.1％）、30 代 46 人

（19.8％）と続いた。性別では、男性 182 人

（78.4％）、女性50人（21.6％）だった（図1）。 

2. 回答者の就業形態

回答者232人のうち「経営」が190人（81.9％）、

「勤務」が38人（16.4％）、「鍼灸関連の仕事をし

ていない」4人（1.7％）であった（図2）。「経営」

190 人のうち、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」108人（56.8％）、「鍼灸治療のみ

の施術所 経営」82人（43.2％）という結果を得

た（図 3）。「勤務」38 人は、「鍼灸以外の治療を 

含む施術所勤務（掛け 持ち仕事なし）」18 人

（47.4％）、「鍼灸以外の治療を含む施術所 勤務

（掛け持ち仕事あり）」9人（23.7％）、「鍼灸治療

のみの施術所勤務（掛け持ち仕事あり）」6 人

（15.8％）、「鍼灸治療のみの施術所勤務（掛け持

ち仕事なし）」5人（13.2％）という結果を得た（図

4）。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」108人と「鍼灸以外の治療を含む施術所勤務」

27人に、鍼灸以外の事業内容を複数回答で求めた

ところ、柔道整復が69人（44.5％）と最も多く、

ついであん摩マッサージ指圧25人（16.1％）、整
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 報告論文 

公益社団法人大阪府鍼灸師会における定点調査結果をもとにした実態調査報告 

竹藤裕子1)、奥本憲司1)、南 治成1)、宮本 豊 1)、若杉昌司1)、得本 誠 1)

1）公益社団法人 大阪府鍼灸師会 

【要旨】 

【目的】厚生労働省の平均所得の定点と比較した鍼灸師の経営状態、事業形態、雇用状況など経済的側

面に絞って報告し、鍼灸師という職業を考えるうえで参考となるデータを蓄積する。 

【方法】調査は、調査時（公社）大阪府鍼灸師会に所属する全会員を対象とし、質問紙法による郵送調

査にて実施した。調査票は経済的側面と関わりのある項目を独自に作成した。回答は無記名とし未

開封の状態で（一社）中央調査社大阪支社へ発送し、単純集計とクロス集計による統計処理を委託

した。 

【結果】調査対象 795 人中 232 名から回答があり、有効回答数 232 人で回答率は 29.2%であった。回答

者の就業形態は、経営者190人（81.9%）、勤務者38人（16.4%）、鍼灸関連をしていない者4人（1.7%）

であった。経営者190人中「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」は108人（56.8％）、

「鍼灸治療のみの施術所経営」は82人（43.2％）であった。勤務者では「鍼灸以外の治療を含む施

術所勤務（掛け持ち仕事なし）」が18人（47.4％）という結果を得た。事業内容は経営者のみから

回答を得た。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営者」と「鍼灸治療のみの施術所経営者」

では、施術に使用するベッド数、1 日の患者数、鍼灸師資格有する従業員数、鍼灸師資格の無い従

業員数全てにおいて、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」が「鍼灸治療のみの施術所

経営」を上回る結果となった。鍼灸施術をしている228名の平成23年度の年収は、300万〜400万

円未満が最も多く34人（14.9％）であった。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」で

は、108名中1、000万円以上が14人(13.0％)、「鍼灸治療のみの施術所経営」では、82人中100万

〜200万円未満19人（23.2％）という結果であった。 

【結語】本結果から、定点における鍼灸師の実態を経済的側面から調査した結果、「鍼灸治療のみ施術所

経営者」よりも「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営者」が多く、年収も多いことが示

された。 

キーワード：会員調査、就業形態、鍼灸以外の事業内容、治療費、年収

【緒言】

 2011年の小川ら1）による報告では、鍼灸師の業

務形態は自営の比率が勤務よりも高く、自営勤務

と自分の将来の見通しについて、「不安である」が

「明るい」を上回っていることが明らかになって

いる。不安の原因が複数あると思われるが、その

一つに生活や経営を維持するために必要な経済的

不安があると考えられ、その経済的不安が自己研

鑚のための講習会参加、学会や業団への所属を制

限する要因となる可能性もあるのではと考える。

そこで鍼灸師の経済的状況を把握するために、

2012 年 10 月時点における大阪府内の一鍼灸専業

団体である（公社）大阪府鍼灸師会（以下、大鍼

会と略す）会員の実態調査を実施した。その調査

結果を厚生労働省の平均所得の定点と比較した鍼

灸師の経営状態、事業形態、雇用状況など経済的

側面に絞って報告し、鍼灸師という職業を考える

うえで参考となるデータを蓄積することを目的と

した。

【方法】 

１． 対象 

調査時、（公社）大阪府鍼灸師会に所属する全会

─　　　─

社会鍼灸学研究 2018　(通巻13号)

43

社会鍼灸学研究 2018（通巻 13 号）[ここに入力] 

 43 

員795人（男性601人、女性194人） 

2. 調査方法と調査期間

(1)調査方法

質問紙法による郵送調査。全会員に調査趣意書、

調査票、返信用封筒を毎月発行する会報 Fresh 

2012年9月号に同封、郵送し、返送された無記名

による回答は、未開封の状態で中央調査社へ発送

した。 

  (2)調査期間  

2012年9月5日から同年10月1日。 

3. 調査内容
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就業形態、設問4鍼灸以外の事業内容、設問5施

術に使用するベッド数、設問 6 施術所従業員数、

設問7一日あたりの鍼灸施術患者数、設問8治療

費の設定、設問9年収（資料1）。 

4. 統計処理

調査内容の作成及び回収データの集計は、信頼

性を高めるために（一社）中央調査社大阪支社（以

下、中央調査社と略す）へ委託し、単純集計とク

ロス集計とした。 

【結果】 

1. 回収状況および回答者の属性

（1）回収状況

調査対象 795 人のうち 232 人から回答を得

た。有効回答数232、回答率は29.2％であった。 

（2）回答者の年代・性別 

回答者232人のうち年代別では「40代」62人

（26.7％）が最も多く、ついで「50代」と「60

代」がどちらも 49 人（21.1％）、30 代 46 人

（19.8％）と続いた。性別では、男性 182 人

（78.4％）、女性50人（21.6％）だった（図1）。 

2. 回答者の就業形態

回答者232人のうち「経営」が190人（81.9％）、

「勤務」が38人（16.4％）、「鍼灸関連の仕事をし

ていない」4人（1.7％）であった（図2）。「経営」

190 人のうち、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」108人（56.8％）、「鍼灸治療のみ

の施術所 経営」82人（43.2％）という結果を得

た（図 3）。「勤務」38 人は、「鍼灸以外の治療を 

含む施術所勤務（掛け 持ち仕事なし）」18 人

（47.4％）、「鍼灸以外の治療を含む施術所 勤務

（掛け持ち仕事あり）」9人（23.7％）、「鍼灸治療

のみの施術所勤務（掛け持ち仕事あり）」6 人

（15.8％）、「鍼灸治療のみの施術所勤務（掛け持

ち仕事なし）」5人（13.2％）という結果を得た（図

4）。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」108人と「鍼灸以外の治療を含む施術所勤務」

27人に、鍼灸以外の事業内容を複数回答で求めた

ところ、柔道整復が69人（44.5％）と最も多く、

ついであん摩マッサージ指圧25人（16.1％）、整
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一つに生活や経営を維持するために必要な経済的

不安があると考えられ、その経済的不安が自己研

鑚のための講習会参加、学会や業団への所属を制

限する要因となる可能性もあるのではと考える。

そこで鍼灸師の経済的状況を把握するために、
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団体である（公社）大阪府鍼灸師会（以下、大鍼

会と略す）会員の実態調査を実施した。その調査

結果を厚生労働省の平均所得の定点と比較した鍼

灸師の経営状態、事業形態、雇用状況など経済的
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42人（51.1％）、無回答は13人（15.9％）だった。

雇用している従業員数は、「1 人」が最も多く 21

人（25.％）、ついで「2人」が4人（4.9％）だっ

た。 

（2）「鍼灸師資格の無い従業員」 

「鍼灸師資格の無い従業員」を雇用している経

営者は90人（47.4％）で、雇用していない（従業

員0人、本人のみ）経営者は68人（35.8％）とい

う結果を得た。無回答は32人（16.8％）だった。

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」

108人では、「鍼灸師資格の無い従業 員」を雇用

している経営者は66人（61.1％）、雇用していな

い（従業員0人、本人のみ）経営者は29人（26.9％）、

無回答13人（12.0％）だった。雇用している従業

員数は、「1人」が最も多く23人（21.3％）、つい

で「2人」が16人（14.8％）、「3人」が15人（13.9％）

だった。「鍼灸治療のみ施術所経営」82 人では、

「鍼灸師資格の無い従業員」を雇用している経営

者は24人（29.3％）、雇用していない（従業員0

人、本人のみ）経営者は39人（47.6％）、無回答

は19人（23.2％）だった。雇用している従業員数

は「1 人」が最も多く 17 人（20.7％）、ついで 2

人が7人（8.5％）、従業員「3人」以上は0人だ

った（図8、図9）。 

5. 1日あたりの鍼灸施術患者数

就業形態で「経営」と回答した 190 人のみに、

1 年間の施術状況から 1 日あたりの鍼灸施術患者

数について記述にて回答を得た。複数の施術所を

経営している場合は、1施術所あたりの平均鍼灸施

術患者数を回答してもらった。その結果、患者

数は「5人」が26人（14.1％）と最も多く、つい

で「10〜14 人」24 人（13/0％）、「1 人」19 人

（10.3％）、「30人以上」18人（9.7％）であった。

このうち「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」では「10〜14人」17人（15.7％）が最

も多く、「30 人以上」16 人（14.8％）、「3 人」

（11.1％）と続いた。「鍼灸治療のみの施術所経営」

では「5人」が15人（19.5％）と最も多く、つい

で「6人」10人（13.0％）、「1人」が9人（11.7％）

だった（図10）。 

6. 治療費

就業形態で「経営」と回答した190人に、治療

費の設定方法を質問した（資料1問8）。 

（1）治療費の設定 
まず「1自費治療と保険治療を併用」、「2自費治

療のみ」、「3保険治療のみ」の3つの中から1つ

を選択してもらい、「1自費治療と保険治療を併用」

を選択した回答者に、「完全自費治療の料金設定の
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体またはカイロプラクティック22人（14.2％）、

居宅介護支援、居宅サービス事業14（9.0％）、薬

局、薬店、薬種2人（1.3％）、その他21人（13.5％）、

無回答 2 人（1.3％）だった（図 5）。その他 21

人について、事業内容を自由記載で求めたところ、

美容関係、スポーツ・武道関係、有料老人ホーム

やデイサービスなど居宅を含まない介護関係とい

う結果を得た（表1）。 

3. 施術に使用するベッド数

就業形態で「経営」と回答した 190 人に、施術

に使用するベッド数について尋ねた。2 台が最も

多く58人（30.5％）、ついで4台34（17.9％）、5

台26人（13.7％）だっ た。このうち「鍼灸以外

の治療を含む施術営・他事業経営」108人では、6

台以上が24人（22.2％）と最も多く、ついで5台

が23人（21.3％）、4台が22（20.4％）2台19人

（17.6％）だった。また「鍼灸治療のみの施術所

経営」82人では、2台が39（47.6％）と最も多く

継いで3台が15人（18.3％）、4台と1台が12人

（14.6％） という結果を得た。ベッド数0台の

往診専門は4人（1。2％）、無回答3人（1.6％）

であった（図6）。 

4. 施術所従業員数

就業形態で「経営」と回答した190人に「鍼灸

師資格有する従業員」と「鍼灸師資 格を持たな

い従業員」の人数を尋ねた（資料1問6）  

（1）「鍼灸師資格を有する従業員」 

「鍼灸師資格有する従業員」を雇用している経

営者は77人（40.7％）で、雇用していない（従業

員0人、本人のみ）経営者は85人（44.7％）とい

う結果を得た。無回答は 28 人（14.7％）だった

（図 7）。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」108人では、「鍼灸師資格有する従業員」

を雇用している経営者は50人（46.3％）、雇用し

て いない（従業員0人、本人のみ）経営者は43

人（39.8％）、無回答は 15 人（13.9％）だった。

そして雇用している従業員数は、「1人」が最も多

く24人（22.2％）、ついで「2人」が16人（14.8％）、

「3 人」が 4 人（3.7％）だった。「鍼灸治療のみ

施術所経営」82 人では、「鍼灸師資格有する従業

員」を雇用している経営者は27人（32.9％）、雇

用していない（従業員0人、本人のみ）経営者は
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42人（51.1％）、無回答は13人（15.9％）だった。

雇用している従業員数は、「1 人」が最も多く 21

人（25.％）、ついで「2人」が4人（4.9％）だっ

た。 

（2）「鍼灸師資格の無い従業員」 

「鍼灸師資格の無い従業員」を雇用している経

営者は90人（47.4％）で、雇用していない（従業

員0人、本人のみ）経営者は68人（35.8％）とい

う結果を得た。無回答は32人（16.8％）だった。

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」

108人では、「鍼灸師資格の無い従業 員」を雇用

している経営者は66人（61.1％）、雇用していな

い（従業員0人、本人のみ）経営者は29人（26.9％）、

無回答13人（12.0％）だった。雇用している従業

員数は、「1人」が最も多く23人（21.3％）、つい

で「2人」が16人（14.8％）、「3人」が15人（13.9％）

だった。「鍼灸治療のみ施術所経営」82 人では、

「鍼灸師資格の無い従業員」を雇用している経営

者は24人（29.3％）、雇用していない（従業員0

人、本人のみ）経営者は39人（47.6％）、無回答

は19人（23.2％）だった。雇用している従業員数

は「1 人」が最も多く 17 人（20.7％）、ついで 2

人が7人（8.5％）、従業員「3人」以上は0人だ

った（図8、図9）。 

5. 1日あたりの鍼灸施術患者数

就業形態で「経営」と回答した 190 人のみに、

1 年間の施術状況から 1 日あたりの鍼灸施術患者

数について記述にて回答を得た。複数の施術所を

経営している場合は、1施術所あたりの平均鍼灸施

術患者数を回答してもらった。その結果、患者

数は「5人」が26人（14.1％）と最も多く、つい

で「10〜14 人」24 人（13/0％）、「1 人」19 人

（10.3％）、「30人以上」18人（9.7％）であった。

このうち「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」では「10〜14人」17人（15.7％）が最

も多く、「30 人以上」16 人（14.8％）、「3 人」

（11.1％）と続いた。「鍼灸治療のみの施術所経営」

では「5人」が15人（19.5％）と最も多く、つい

で「6人」10人（13.0％）、「1人」が9人（11.7％）

だった（図10）。 

6. 治療費

就業形態で「経営」と回答した190人に、治療

費の設定方法を質問した（資料1問8）。 

（1）治療費の設定 
まず「1自費治療と保険治療を併用」、「2自費治

療のみ」、「3保険治療のみ」の3つの中から1つ

を選択してもらい、「1自費治療と保険治療を併用」

を選択した回答者に、「完全自費治療の料金設定の
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体またはカイロプラクティック22人（14.2％）、

居宅介護支援、居宅サービス事業14（9.0％）、薬

局、薬店、薬種2人（1.3％）、その他21人（13.5％）、

無回答 2 人（1.3％）だった（図 5）。その他 21

人について、事業内容を自由記載で求めたところ、

美容関係、スポーツ・武道関係、有料老人ホーム

やデイサービスなど居宅を含まない介護関係とい

う結果を得た（表1）。 

3. 施術に使用するベッド数

就業形態で「経営」と回答した 190 人に、施術

に使用するベッド数について尋ねた。2 台が最も

多く58人（30.5％）、ついで4台34（17.9％）、5

台26人（13.7％）だっ た。このうち「鍼灸以外

の治療を含む施術営・他事業経営」108人では、6

台以上が24人（22.2％）と最も多く、ついで5台

が23人（21.3％）、4台が22（20.4％）2台19人

（17.6％）だった。また「鍼灸治療のみの施術所

経営」82人では、2台が39（47.6％）と最も多く

継いで3台が15人（18.3％）、4台と1台が12人

（14.6％） という結果を得た。ベッド数0台の

往診専門は4人（1。2％）、無回答3人（1.6％）

であった（図6）。 

4. 施術所従業員数

就業形態で「経営」と回答した190人に「鍼灸

師資格有する従業員」と「鍼灸師資 格を持たな

い従業員」の人数を尋ねた（資料1問6）  

（1）「鍼灸師資格を有する従業員」 

「鍼灸師資格有する従業員」を雇用している経

営者は77人（40.7％）で、雇用していない（従業

員0人、本人のみ）経営者は85人（44.7％）とい

う結果を得た。無回答は 28 人（14.7％）だった

（図 7）。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」108人では、「鍼灸師資格有する従業員」

を雇用している経営者は50人（46.3％）、雇用し

て いない（従業員0人、本人のみ）経営者は43

人（39.8％）、無回答は 15 人（13.9％）だった。

そして雇用している従業員数は、「1人」が最も多

く24人（22.2％）、ついで「2人」が16人（14.8％）、

「3 人」が 4 人（3.7％）だった。「鍼灸治療のみ

施術所経営」82 人では、「鍼灸師資格有する従業

員」を雇用している経営者は27人（32.9％）、雇

用していない（従業員0人、本人のみ）経営者は
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42人（51.1％）、無回答は13人（15.9％）だった。

雇用している従業員数は、「1 人」が最も多く 21

人（25.％）、ついで「2人」が4人（4.9％）だっ

た。 

（2）「鍼灸師資格の無い従業員」 

「鍼灸師資格の無い従業員」を雇用している経

営者は90人（47.4％）で、雇用していない（従業

員0人、本人のみ）経営者は68人（35.8％）とい

う結果を得た。無回答は32人（16.8％）だった。

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」

108人では、「鍼灸師資格の無い従業 員」を雇用

している経営者は66人（61.1％）、雇用していな

い（従業員0人、本人のみ）経営者は29人（26.9％）、

無回答13人（12.0％）だった。雇用している従業

員数は、「1人」が最も多く23人（21.3％）、つい

で「2人」が16人（14.8％）、「3人」が15人（13.9％）

だった。「鍼灸治療のみ施術所経営」82 人では、

「鍼灸師資格の無い従業員」を雇用している経営

者は24人（29.3％）、雇用していない（従業員0

人、本人のみ）経営者は39人（47.6％）、無回答

は19人（23.2％）だった。雇用している従業員数

は「1 人」が最も多く 17 人（20.7％）、ついで 2

人が7人（8.5％）、従業員「3人」以上は0人だ

った（図8、図9）。 

5. 1日あたりの鍼灸施術患者数

就業形態で「経営」と回答した 190 人のみに、

1 年間の施術状況から 1 日あたりの鍼灸施術患者

数について記述にて回答を得た。複数の施術所を

経営している場合は、1施術所あたりの平均鍼灸施

術患者数を回答してもらった。その結果、患者

数は「5人」が26人（14.1％）と最も多く、つい

で「10〜14 人」24 人（13/0％）、「1 人」19 人

（10.3％）、「30人以上」18人（9.7％）であった。

このうち「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」では「10〜14人」17人（15.7％）が最

も多く、「30 人以上」16 人（14.8％）、「3 人」

（11.1％）と続いた。「鍼灸治療のみの施術所経営」

では「5人」が15人（19.5％）と最も多く、つい

で「6人」10人（13.0％）、「1人」が9人（11.7％）

だった（図10）。 

6. 治療費

就業形態で「経営」と回答した190人に、治療

費の設定方法を質問した（資料1問8）。 

（1）治療費の設定 
まず「1自費治療と保険治療を併用」、「2自費治

療のみ」、「3保険治療のみ」の3つの中から1つ

を選択してもらい、「1自費治療と保険治療を併用」

を選択した回答者に、「完全自費治療の料金設定の
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体またはカイロプラクティック22人（14.2％）、

居宅介護支援、居宅サービス事業14（9.0％）、薬

局、薬店、薬種2人（1.3％）、その他21人（13.5％）、

無回答 2 人（1.3％）だった（図 5）。その他 21

人について、事業内容を自由記載で求めたところ、

美容関係、スポーツ・武道関係、有料老人ホーム

やデイサービスなど居宅を含まない介護関係とい

う結果を得た（表1）。 

3. 施術に使用するベッド数

就業形態で「経営」と回答した 190 人に、施術

に使用するベッド数について尋ねた。2 台が最も

多く58人（30.5％）、ついで4台34（17.9％）、5

台26人（13.7％）だっ た。このうち「鍼灸以外

の治療を含む施術営・他事業経営」108人では、6

台以上が24人（22.2％）と最も多く、ついで5台

が23人（21.3％）、4台が22（20.4％）2台19人

（17.6％）だった。また「鍼灸治療のみの施術所

経営」82人では、2台が39（47.6％）と最も多く

継いで3台が15人（18.3％）、4台と1台が12人

（14.6％） という結果を得た。ベッド数0台の

往診専門は4人（1。2％）、無回答3人（1.6％）

であった（図6）。 

4. 施術所従業員数

就業形態で「経営」と回答した190人に「鍼灸

師資格有する従業員」と「鍼灸師資 格を持たな

い従業員」の人数を尋ねた（資料1問6）  

（1）「鍼灸師資格を有する従業員」 

「鍼灸師資格有する従業員」を雇用している経

営者は77人（40.7％）で、雇用していない（従業

員0人、本人のみ）経営者は85人（44.7％）とい

う結果を得た。無回答は 28 人（14.7％）だった

（図 7）。「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」108人では、「鍼灸師資格有する従業員」

を雇用している経営者は50人（46.3％）、雇用し

て いない（従業員0人、本人のみ）経営者は43

人（39.8％）、無回答は 15 人（13.9％）だった。

そして雇用している従業員数は、「1人」が最も多

く24人（22.2％）、ついで「2人」が16人（14.8％）、

「3 人」が 4 人（3.7％）だった。「鍼灸治療のみ

施術所経営」82 人では、「鍼灸師資格有する従業

員」を雇用している経営者は27人（32.9％）、雇

用していない（従業員0人、本人のみ）経営者は
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「4 その他」7 人（4.5％）、「5 往診はしていない

ので料金設定なし」50人（32.1％）、無回答21人

（13.5％）であった（図14、図15）。 

 「鍼灸完全自費治療費が単一価格か単一でない

（上限と下限判明）」については、（a）通院の場合

は、「単一価格である」が23人(14.7％)、「単一価

格でない（上限・下限判明）」が110人（70.5％）

であった。（b）往診の場合は、「単一価格である」

が16人(10.3％)、「単一価格でない（上限・下限

判明）」が48人（30.8％）という結果を得た。 

  ①「単一価格でない（上限・下限判明）」から見た

鍼灸治療に関する完全自費治療の料 金設定の

価格帯 

（a）通院の場合「単一価格でない（上限・下限判

明）」では、下限額は、3,000円〜4,000円未満が

36 人（31.3％）と最も多く、1,000 円〜2,000 円

未満が27人（23.5％）と続いた（図16）。上限額

は、4,000円〜5,000円未満が31人（25.4％）と

最も多く、5,000円〜6,000円未満が29人（23.8％）

という結果を得た。上限額10,000円以上は10人

（8.2％）だった（図17）。 

 （b）往診の場合下限額は、4,000円〜5,000円未

満と5,000円〜6,000円未満が14人（25.5％）と

最も多く、ついで6,000 円〜7,000 円未満が 7人

（12.7％）だった（図18）。上限額は、5,000円〜

6,000円未満が14人（25.5％）と最も多く、10,000

円以上が11人（20.0％）、6,000円〜7,000円未満

が6人（10.9％）と続いた（図19）。 
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有無」について質問した。回答者190人のうち「自

費治療と保険治療を併用」123 人（64.7％）が最

も多く、ついで「自費治療のみ」41人（21.6％）、

「保険治療のみ」15人（7.9％）、治療費設定詳細

不明11人（5.8％）だった（図11）。 

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」108 人と「鍼灸治療のみ施術所経営」82 人で

は、どちらも「自費治療と保険治療を併用しかつ

完全自費治療設定あり」が「鍼灸以外の治療を含

む施術所経営・他事業経営」65人（60.2％）、「鍼

灸治療のみ施術所経営」50人（61.0％）と最も多

く、ついで「自費治療のみ」が「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他事業経営」18人（16.7％）、「鍼

灸治療のみ施術所経営」23人（28.0％）と続いた

（図12）。1日あたりの鍼灸施術患者数を治療費料

金設定の多い「自費治療と保険治療を併用し か

つ完全自費治療設定あり」、「自費治療のみ」から

見た図示する（図13）。

（2）完全自費治療の料金設定 

     「1自費治療と保険治療を併用し、かつ完全自費

治療の料金設定がある」、「2 自費治療のみ」の回

答者に、①「鍼灸治療に関する完全自費治療の料

金の設定方法」を(a)通院の場合と（b）往診の場

合に分けて質問した。 

   （a）通院の場合では、「1鍼灸治療費と他の施術

 治療費はセット料金」44人（28.2％）、「2鍼灸

治療費のみで料金を設定」106人（67.9％）、「3往

診専門なので料金設定なし」3 人（1.9％）、無回

答3人（1.9％）であった。（b）往診の場合では、

「1 鍼灸治療費、他の施術治療費、往診料、交通

費などは、すべてセット料金」45 人（28.8％）、

「2治療費のみセット料金（鍼灸＋他の施術）で、

往診料や交通費などは別途設定」16人（10.3％）、

「3 鍼灸治療費、他の施術治療費、往診料、交通

費などは、すべて別々の料金設定」17人（10.9％）、
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「4 その他」7 人（4.5％）、「5 往診はしていない

ので料金設定なし」50人（32.1％）、無回答21人

（13.5％）であった（図14、図15）。 

 「鍼灸完全自費治療費が単一価格か単一でない

（上限と下限判明）」については、（a）通院の場合

は、「単一価格である」が23人(14.7％)、「単一価

格でない（上限・下限判明）」が110人（70.5％）

であった。（b）往診の場合は、「単一価格である」

が16人(10.3％)、「単一価格でない（上限・下限

判明）」が48人（30.8％）という結果を得た。 

  ①「単一価格でない（上限・下限判明）」から見た

鍼灸治療に関する完全自費治療の料 金設定の

価格帯 

（a）通院の場合「単一価格でない（上限・下限判

明）」では、下限額は、3,000円〜4,000円未満が

36 人（31.3％）と最も多く、1,000 円〜2,000 円

未満が27人（23.5％）と続いた（図16）。上限額

は、4,000円〜5,000円未満が31人（25.4％）と

最も多く、5,000円〜6,000円未満が29人（23.8％）

という結果を得た。上限額10,000円以上は10人

（8.2％）だった（図17）。 

 （b）往診の場合下限額は、4,000円〜5,000円未

満と5,000円〜6,000円未満が14人（25.5％）と

最も多く、ついで6,000 円〜7,000 円未満が 7人

（12.7％）だった（図18）。上限額は、5,000円〜

6,000円未満が14人（25.5％）と最も多く、10,000

円以上が11人（20.0％）、6,000円〜7,000円未満

が6人（10.9％）と続いた（図19）。 

社会鍼灸学研究 2018（通巻 13 号）[ここに入力] 

 46 

有無」について質問した。回答者190人のうち「自

費治療と保険治療を併用」123 人（64.7％）が最

も多く、ついで「自費治療のみ」41人（21.6％）、

「保険治療のみ」15人（7.9％）、治療費設定詳細

不明11人（5.8％）だった（図11）。 

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」108 人と「鍼灸治療のみ施術所経営」82 人で

は、どちらも「自費治療と保険治療を併用しかつ

完全自費治療設定あり」が「鍼灸以外の治療を含

む施術所経営・他事業経営」65人（60.2％）、「鍼

灸治療のみ施術所経営」50人（61.0％）と最も多

く、ついで「自費治療のみ」が「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他事業経営」18人（16.7％）、「鍼

灸治療のみ施術所経営」23人（28.0％）と続いた

（図12）。1日あたりの鍼灸施術患者数を治療費料

金設定の多い「自費治療と保険治療を併用し か

つ完全自費治療設定あり」、「自費治療のみ」から

見た図示する（図13）。

（2）完全自費治療の料金設定 

     「1自費治療と保険治療を併用し、かつ完全自費

治療の料金設定がある」、「2 自費治療のみ」の回

答者に、①「鍼灸治療に関する完全自費治療の料

金の設定方法」を(a)通院の場合と（b）往診の場

合に分けて質問した。 

   （a）通院の場合では、「1鍼灸治療費と他の施術

 治療費はセット料金」44人（28.2％）、「2鍼灸

治療費のみで料金を設定」106人（67.9％）、「3往

診専門なので料金設定なし」3 人（1.9％）、無回

答3人（1.9％）であった。（b）往診の場合では、

「1 鍼灸治療費、他の施術治療費、往診料、交通

費などは、すべてセット料金」45 人（28.8％）、

「2治療費のみセット料金（鍼灸＋他の施術）で、

往診料や交通費などは別途設定」16人（10.3％）、

「3 鍼灸治療費、他の施術治療費、往診料、交通

費などは、すべて別々の料金設定」17人（10.9％）、
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「4 その他」7 人（4.5％）、「5 往診はしていない

ので料金設定なし」50人（32.1％）、無回答21人

（13.5％）であった（図14、図15）。 

 「鍼灸完全自費治療費が単一価格か単一でない

（上限と下限判明）」については、（a）通院の場合

は、「単一価格である」が23人(14.7％)、「単一価

格でない（上限・下限判明）」が110人（70.5％）

であった。（b）往診の場合は、「単一価格である」

が16人(10.3％)、「単一価格でない（上限・下限

判明）」が48人（30.8％）という結果を得た。 

  ①「単一価格でない（上限・下限判明）」から見た

鍼灸治療に関する完全自費治療の料 金設定の

価格帯 

（a）通院の場合「単一価格でない（上限・下限判

明）」では、下限額は、3,000円〜4,000円未満が

36 人（31.3％）と最も多く、1,000 円〜2,000 円

未満が27人（23.5％）と続いた（図16）。上限額

は、4,000円〜5,000円未満が31人（25.4％）と

最も多く、5,000円〜6,000円未満が29人（23.8％）

という結果を得た。上限額10,000円以上は10人

（8.2％）だった（図17）。 

 （b）往診の場合下限額は、4,000円〜5,000円未

満と5,000円〜6,000円未満が14人（25.5％）と

最も多く、ついで6,000 円〜7,000 円未満が 7人

（12.7％）だった（図18）。上限額は、5,000円〜

6,000円未満が14人（25.5％）と最も多く、10,000

円以上が11人（20.0％）、6,000円〜7,000円未満

が6人（10.9％）と続いた（図19）。 
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有無」について質問した。回答者190人のうち「自

費治療と保険治療を併用」123 人（64.7％）が最

も多く、ついで「自費治療のみ」41人（21.6％）、

「保険治療のみ」15人（7.9％）、治療費設定詳細

不明11人（5.8％）だった（図11）。 

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」108 人と「鍼灸治療のみ施術所経営」82 人で

は、どちらも「自費治療と保険治療を併用しかつ

完全自費治療設定あり」が「鍼灸以外の治療を含

む施術所経営・他事業経営」65人（60.2％）、「鍼

灸治療のみ施術所経営」50人（61.0％）と最も多

く、ついで「自費治療のみ」が「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他事業経営」18人（16.7％）、「鍼

灸治療のみ施術所経営」23人（28.0％）と続いた

（図12）。1日あたりの鍼灸施術患者数を治療費料

金設定の多い「自費治療と保険治療を併用し か

つ完全自費治療設定あり」、「自費治療のみ」から

見た図示する（図13）。

（2）完全自費治療の料金設定 

     「1自費治療と保険治療を併用し、かつ完全自費

治療の料金設定がある」、「2 自費治療のみ」の回

答者に、①「鍼灸治療に関する完全自費治療の料

金の設定方法」を(a)通院の場合と（b）往診の場

合に分けて質問した。 

   （a）通院の場合では、「1鍼灸治療費と他の施術

 治療費はセット料金」44人（28.2％）、「2鍼灸

治療費のみで料金を設定」106人（67.9％）、「3往

診専門なので料金設定なし」3 人（1.9％）、無回

答3人（1.9％）であった。（b）往診の場合では、

「1 鍼灸治療費、他の施術治療費、往診料、交通

費などは、すべてセット料金」45 人（28.8％）、

「2治療費のみセット料金（鍼灸＋他の施術）で、

往診料や交通費などは別途設定」16人（10.3％）、

「3 鍼灸治療費、他の施術治療費、往診料、交通

費などは、すべて別々の料金設定」17人（10.9％）、
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7. 年収

回答者232人のうち、鍼灸関連を仕事していな

い4人を除く（図3）全員に「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他事業経営」、「鍼灸治療のみの

施術所経営」の経営者 190 人には平成 23 年度に

確定申告した年収を、施術所勤務者 38 人には、

平成 23 年度の税込年収を、掛け持ち仕事がある

場合は含めた年収を選択してもらった。結果は

300万〜400万円未満が最も多く34人（14.9％）、

ついで200万〜300万円未満30人（13.2％）、100

万円未満と100万〜200万円未満が27人（11.8％）

であった（図24）。 

（1）年収と年代 

 「20 代」8人では、300 万〜400 万円未満と200

万〜300万円未満がそれぞれ3人（37.5％）と最

も多く、「30代」46人では300万〜400万円未満

が最も多く14人（30.4％）、ついで100万円未満

が 8 人（17.4％）、200 万〜300 万円未満が 7 人

（15.2％）だった。「40代」62人では、300

万〜400万円未満と400万〜500万円未満

がともに8人（12.9％）と最も多く、つい

で600 万〜700 万円未満と1000 万円以上

がそれぞれ7人（11.3％）、100万〜200万

円未満と200万〜300万円未満がそれぞれ

5人（8.1％）だった。「50代」48人では、

100 万〜200 万円未満が最も多く 8 人

（16.7％）、ついで 500 万〜600 万円未満 

6人（12.5％）、200万〜300万円未満と400

万〜500 万円未満、600 万〜700 万円未満

がそれぞれ5人（10.4％）だった。「60代」

48人では、200万〜300万円未満が最も多

く7人（14.6％）、ついで100万〜200万円未満と

400万〜500万円未満、1000 万円以上がそれぞれ

6人（12.5％）、100万円未満と500万〜600万円

未満、600 万〜700 万円未満が 5 人（10.4％）だ

った。「70代」10人では、100万円未満と200万

〜300万円未満が3人（30.0％）と最も多く、300

万〜400万円未満2人（20.0％）、100万〜200万

円未満と900万〜1000万円未満が1人（10.0％）

と続いた。最後に「80代以上」5人では100万円

未満と 100 万〜200 万円未満がともに 2 人

（40.0％）、無回答 1 人という結果だった（図

25）。 

（2）年収と就業形態 

経営者のうち「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では、108名中

1,000 万円以上が 14 人

(13.0％)と最も多く、次い

で 300 万〜400 万円未満と

400 万〜500 万円未満が 13

人（12.0％）、600万〜700万

円未満が12人（11.1％）100

万円未満と 200 万〜300 万

円未満が11人（10.2％）と

続いた。「鍼灸治療のみの施

術所経営」では、82人中100

万〜200 万円未満が 19 人（23.2％）、ついで 100

万円未満が 13 人（15.9％）、200 万〜300 万円未

満が12人（14.6％）、500万〜600万円未満が9人

（11.0％）と続いた。掛け持ち勤務をしていない

「鍼灸以外の治療を含む施術所勤務者」18人では、

300万〜 400万円未満が8人（44.4％）と最も多
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  ②「単一価格」から見た鍼灸治療に関する完全自

費治療の料金設定の価格帯 

 （a）通院 23 人では、3,000 円〜4,000 円未満と

4,000円〜5,000円未満がそれぞれ9人（39.1％）、

5,000 円〜6,000 円未満が 3 人（13.％）だった

（図20）。 

（b）往診16人では、3,000円〜4,000円未満5人

（31.3％）が最も多く 4,000 円〜5,000 円未満 4

人（25.0％）という結果を得た（図21）。 

3) 完全自費治療費の最も多い価格帯

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」と「鍼灸治療のみの施術所経営」別にみると、

 (a)通院の場合、「鍼灸以外の治療を含む施術所

経営・他事業経営」83人のうち往診専門3人を除

く80人では、3,000 円未満が26人（32.5％）と

最も多く、ついで 3,000 円〜4,000 円未満 23 人

（28.8％）、4,000円〜5,000円未満13人（16.3％）

だった。「鍼灸治療のみの施術所経営」73人では、

3,000円〜4,000円未満38人（52.1％）最も多く、

ついで4,000 円〜5,000 円未満17人（23.3％）、

3,000 円未満9人（12.3％）、5,000 円〜6,000 円

未満6人（8.2％）であった（図22）。往診専門は

0人だった。 

（b）往診の場合では、4,000 円〜5,000 円未満、

3,000 円〜4,000 円未満、3,000 円未満と 5,000

円〜6,000円未満の順に多かった。就業形態別で

は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業

経営」は 83 人のうち往診をしていない 21 人を

除く 62 人では、4,000 円〜5,000 円未満が最も

多く11人（17.7％）、ついで3、000円未満8人

（12.9％）、5,000 円〜6,000 円未満と 6,000 円

〜7,000円未満がそれぞれ5人（8.1％）だった。

「鍼灸治療のみの施術所経営」73 人のうち往診

をしていない29人を除く44人では、「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・他事業経営」では、

4,000円〜5,000円未満が10人（22.7％）、3,000

円〜4,000 円未満が 7 人（15.9％）、5,000 円〜

6,000 円未満が 4 人（9.1％）という結果を得た

（図23）。 
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7. 年収

回答者232人のうち、鍼灸関連を仕事していな

い4人を除く（図3）全員に「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他事業経営」、「鍼灸治療のみの

施術所経営」の経営者 190 人には平成 23 年度に

確定申告した年収を、施術所勤務者 38 人には、

平成 23 年度の税込年収を、掛け持ち仕事がある

場合は含めた年収を選択してもらった。結果は

300万〜400万円未満が最も多く34人（14.9％）、

ついで200万〜300万円未満30人（13.2％）、100

万円未満と100万〜200万円未満が27人（11.8％）

であった（図24）。 

（1）年収と年代 

 「20 代」8人では、300 万〜400 万円未満と200

万〜300万円未満がそれぞれ3人（37.5％）と最

も多く、「30代」46人では300万〜400万円未満

が最も多く14人（30.4％）、ついで100万円未満

が 8 人（17.4％）、200 万〜300 万円未満が 7 人

（15.2％）だった。「40代」62人では、300

万〜400万円未満と400万〜500万円未満

がともに8人（12.9％）と最も多く、つい

で600 万〜700 万円未満と1000 万円以上

がそれぞれ7人（11.3％）、100万〜200万

円未満と200万〜300万円未満がそれぞれ

5人（8.1％）だった。「50代」48人では、

100 万〜200 万円未満が最も多く 8 人

（16.7％）、ついで 500 万〜600 万円未満 

6人（12.5％）、200万〜300万円未満と400

万〜500 万円未満、600 万〜700 万円未満

がそれぞれ5人（10.4％）だった。「60代」

48人では、200万〜300万円未満が最も多

く7人（14.6％）、ついで100万〜200万円未満と

400万〜500万円未満、1000 万円以上がそれぞれ

6人（12.5％）、100万円未満と500万〜600万円

未満、600 万〜700 万円未満が 5 人（10.4％）だ

った。「70代」10人では、100万円未満と200万

〜300万円未満が3人（30.0％）と最も多く、300

万〜400万円未満2人（20.0％）、100万〜200万

円未満と900万〜1000万円未満が1人（10.0％）

と続いた。最後に「80代以上」5人では100万円

未満と 100 万〜200 万円未満がともに 2 人

（40.0％）、無回答 1 人という結果だった（図

25）。 

（2）年収と就業形態 

経営者のうち「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では、108名中

1,000 万円以上が 14 人

(13.0％)と最も多く、次い

で 300 万〜400 万円未満と

400 万〜500 万円未満が 13

人（12.0％）、600万〜700万

円未満が12人（11.1％）100

万円未満と 200 万〜300 万

円未満が11人（10.2％）と

続いた。「鍼灸治療のみの施

術所経営」では、82人中100

万〜200 万円未満が 19 人（23.2％）、ついで 100

万円未満が 13 人（15.9％）、200 万〜300 万円未

満が12人（14.6％）、500万〜600万円未満が9人

（11.0％）と続いた。掛け持ち勤務をしていない

「鍼灸以外の治療を含む施術所勤務者」18人では、

300万〜 400万円未満が8人（44.4％）と最も多
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  ②「単一価格」から見た鍼灸治療に関する完全自

費治療の料金設定の価格帯 

 （a）通院 23 人では、3,000 円〜4,000 円未満と

4,000円〜5,000円未満がそれぞれ9人（39.1％）、

5,000 円〜6,000 円未満が 3 人（13.％）だった

（図20）。 

（b）往診16人では、3,000円〜4,000円未満5人

（31.3％）が最も多く 4,000 円〜5,000 円未満 4

人（25.0％）という結果を得た（図21）。 

3) 完全自費治療費の最も多い価格帯

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」と「鍼灸治療のみの施術所経営」別にみると、

 (a)通院の場合、「鍼灸以外の治療を含む施術所

経営・他事業経営」83人のうち往診専門3人を除

く80人では、3,000 円未満が26人（32.5％）と

最も多く、ついで 3,000 円〜4,000 円未満 23 人

（28.8％）、4,000円〜5,000円未満13人（16.3％）

だった。「鍼灸治療のみの施術所経営」73人では、

3,000円〜4,000円未満38人（52.1％）最も多く、

ついで4,000 円〜5,000 円未満17人（23.3％）、

3,000 円未満9人（12.3％）、5,000 円〜6,000 円

未満6人（8.2％）であった（図22）。往診専門は

0人だった。 

（b）往診の場合では、4,000 円〜5,000 円未満、

3,000 円〜4,000 円未満、3,000 円未満と 5,000

円〜6,000円未満の順に多かった。就業形態別で

は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業

経営」は 83 人のうち往診をしていない 21 人を

除く 62 人では、4,000 円〜5,000 円未満が最も

多く11人（17.7％）、ついで3、000円未満8人

（12.9％）、5,000 円〜6,000 円未満と 6,000 円

〜7,000円未満がそれぞれ5人（8.1％）だった。

「鍼灸治療のみの施術所経営」73 人のうち往診

をしていない29人を除く44人では、「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・他事業経営」では、

4,000円〜5,000円未満が10人（22.7％）、3,000

円〜4,000 円未満が 7 人（15.9％）、5,000 円〜

6,000 円未満が 4 人（9.1％）という結果を得た

（図23）。 
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7. 年収

回答者232人のうち、鍼灸関連を仕事していな

い4人を除く（図3）全員に「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他事業経営」、「鍼灸治療のみの

施術所経営」の経営者 190 人には平成 23 年度に

確定申告した年収を、施術所勤務者 38 人には、

平成 23 年度の税込年収を、掛け持ち仕事がある

場合は含めた年収を選択してもらった。結果は

300万〜400万円未満が最も多く34人（14.9％）、

ついで200万〜300万円未満30人（13.2％）、100

万円未満と100万〜200万円未満が27人（11.8％）

であった（図24）。 

（1）年収と年代 

 「20 代」8人では、300 万〜400 万円未満と200

万〜300万円未満がそれぞれ3人（37.5％）と最

も多く、「30代」46人では300万〜400万円未満

が最も多く14人（30.4％）、ついで100万円未満

が 8 人（17.4％）、200 万〜300 万円未満が 7 人

（15.2％）だった。「40代」62人では、300

万〜400万円未満と400万〜500万円未満

がともに8人（12.9％）と最も多く、つい

で600 万〜700 万円未満と1000 万円以上

がそれぞれ7人（11.3％）、100万〜200万

円未満と200万〜300万円未満がそれぞれ

5人（8.1％）だった。「50代」48人では、

100 万〜200 万円未満が最も多く 8 人

（16.7％）、ついで 500 万〜600 万円未満 

6人（12.5％）、200万〜300万円未満と400

万〜500 万円未満、600 万〜700 万円未満

がそれぞれ5人（10.4％）だった。「60代」

48人では、200万〜300万円未満が最も多

く7人（14.6％）、ついで100万〜200万円未満と

400万〜500万円未満、1000 万円以上がそれぞれ

6人（12.5％）、100万円未満と500万〜600万円

未満、600 万〜700 万円未満が 5 人（10.4％）だ

った。「70代」10人では、100万円未満と200万

〜300万円未満が3人（30.0％）と最も多く、300

万〜400万円未満2人（20.0％）、100万〜200万

円未満と900万〜1000万円未満が1人（10.0％）

と続いた。最後に「80代以上」5人では100万円

未満と 100 万〜200 万円未満がともに 2 人

（40.0％）、無回答 1 人という結果だった（図

25）。 

（2）年収と就業形態 

経営者のうち「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では、108名中

1,000 万円以上が 14 人

(13.0％)と最も多く、次い

で 300 万〜400 万円未満と

400 万〜500 万円未満が 13

人（12.0％）、600万〜700万

円未満が12人（11.1％）100

万円未満と 200 万〜300 万

円未満が11人（10.2％）と

続いた。「鍼灸治療のみの施

術所経営」では、82人中100

万〜200 万円未満が 19 人（23.2％）、ついで 100

万円未満が 13 人（15.9％）、200 万〜300 万円未

満が12人（14.6％）、500万〜600万円未満が9人

（11.0％）と続いた。掛け持ち勤務をしていない

「鍼灸以外の治療を含む施術所勤務者」18人では、

300万〜 400万円未満が8人（44.4％）と最も多
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  ②「単一価格」から見た鍼灸治療に関する完全自

費治療の料金設定の価格帯 

 （a）通院 23 人では、3,000 円〜4,000 円未満と

4,000円〜5,000円未満がそれぞれ9人（39.1％）、

5,000 円〜6,000 円未満が 3 人（13.％）だった

（図20）。 

（b）往診16人では、3,000円〜4,000円未満5人

（31.3％）が最も多く 4,000 円〜5,000 円未満 4

人（25.0％）という結果を得た（図21）。 

3) 完全自費治療費の最も多い価格帯

「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業経

営」と「鍼灸治療のみの施術所経営」別にみると、

 (a)通院の場合、「鍼灸以外の治療を含む施術所

経営・他事業経営」83人のうち往診専門3人を除

く80人では、3,000 円未満が26人（32.5％）と

最も多く、ついで 3,000 円〜4,000 円未満 23 人

（28.8％）、4,000円〜5,000円未満13人（16.3％）

だった。「鍼灸治療のみの施術所経営」73人では、

3,000円〜4,000円未満38人（52.1％）最も多く、

ついで4,000 円〜5,000 円未満17人（23.3％）、

3,000 円未満9人（12.3％）、5,000 円〜6,000 円

未満6人（8.2％）であった（図22）。往診専門は

0人だった。 

（b）往診の場合では、4,000 円〜5,000 円未満、

3,000 円〜4,000 円未満、3,000 円未満と 5,000

円〜6,000円未満の順に多かった。就業形態別で

は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業

経営」は 83 人のうち往診をしていない 21 人を

除く 62 人では、4,000 円〜5,000 円未満が最も

多く11人（17.7％）、ついで3、000円未満8人

（12.9％）、5,000 円〜6,000 円未満と 6,000 円

〜7,000円未満がそれぞれ5人（8.1％）だった。

「鍼灸治療のみの施術所経営」73 人のうち往診

をしていない29人を除く44人では、「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・他事業経営」では、

4,000円〜5,000円未満が10人（22.7％）、3,000

円〜4,000 円未満が 7 人（15.9％）、5,000 円〜

6,000 円未満が 4 人（9.1％）という結果を得た

（図23）。 
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200万円未満、300万〜400万円未満、500万〜600

万円未満、600 万〜700 万円未満がそれぞれ 2 人

（13.7％）であった（図28）。 

【考察】  

大阪府内の一鍼灸専業団体における会員の経営

状態、事業形態、雇用状況などを調査した。今回

の調査では定点の状態を優先し、資格取得時の年

齢や取得後の年数、開業後の年数といった回答者

の背景を除外し質問した。 

就業形態の結果から回答者232人中190人（81.

9％）が経営者であり、「鍼灸治療のみの施術所経

営」より「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」が多いことがわかった。そして「鍼灸

以外の事業内容」155 人（複数回答）では、柔道

整復、あん摩マッサージ指圧、整体またはカイロ

プラクティックの順

に多く、鍼灸以外の

事業は116人（74.8％）

を占めた。「その他の

事業内容」にも、エス

テ、アロマトリート

メントなど施術を行

うと考えられる回答

があったことから、

「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他

事業経営」では、鍼灸

以外の施術を含む経

営者が多いと推察す

る。また居宅介護支

援、居宅サービス事業が 14人（9.0％）で、その

他事業内容には居宅以外の介護関係事業が含ま

れることから、他事業として介護関連事業が多い

と考える。 

施術に使用するベッド数は、2 台が多かった。

使用するベッド数の多い上位3台の台数について

みると、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事

業経営」108 人では、使用ベッド数は 4 台から 6

台以上が多く69人（63.9％）であったのに対し、

「鍼灸治療のみの施術所経営」82人では1台から

3台が66人（80.5％）で「鍼灸治療のみの施術所

経営」が「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」よりもベッド数が少ないと考えられる。 

施術所の従業員数は、従業員の有無を鍼灸師資

格の有無から見た場合、

「鍼灸師資格を 有す

る従業員」のいる経営

者は 77 人（40.7％）、

従業員のいない経営者

が85人（44.7％）とい

う結果から、ほぼ同じ

割合と考える。また「鍼

灸師資格の無い従業員」

を雇用している経営者

は 90 人（47.4％）、雇

用していない経営者

68人（35.8％）という

結果から、従業員の有

無では「鍼灸師資格の

無い従業員」を雇用し
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く、200 万〜300 万円未満が 5 人（27.8％）、400 

万〜500万円未満が2人（11.1％）続いた。「鍼灸

治療のみの施術所勤務」5人では、300万〜400万

円未満と100万円未満が2人（40.0％）、600万〜

700 万円未満が 1 人（20.0％）という結果を得た

（図26）。鍼灸以外の事業内容（図5・表1）から

みた年収を図27に示す。 

 

（3）年収と治療費の設定 

  「自費・保険併用／完全自費治療設定あり」115

人では、100 万円未満と 100 万〜200 万円未満が

それぞれ14人（12.2％）と最も多く、ついで300

万〜400万円未満と400万〜500万円未満、600万

〜700万円未満がそれぞれ13人（11.3％）、200万

〜300 万円未満が 12 人

（10.4％）だった。「自

費・保険併用／完全自

費治療設定なし」8人で

は、1、000万円以上が3

人（37.5％）、200 万〜

300 万円未満 2 人

（25.0％）、400万〜500

万円未満と600万〜700

万円未満1人（12.5％）

だった。「自費治療のみ」

41人では、100万〜200

万円未満が8人（19.5％）

と最も多く、200 万〜

300 万円未満 7 人

（17.1％）、100 万円未

満6人（14.6％）、300万

〜400 万円未満が 4 人

（9.8％）と続いた。「保

険治療のみ」15人では、

100万円未満、100万〜
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200万円未満、300万〜400万円未満、500万〜600

万円未満、600 万〜700 万円未満がそれぞれ 2 人

（13.7％）であった（図28）。 

【考察】  

大阪府内の一鍼灸専業団体における会員の経営

状態、事業形態、雇用状況などを調査した。今回

の調査では定点の状態を優先し、資格取得時の年

齢や取得後の年数、開業後の年数といった回答者

の背景を除外し質問した。 

就業形態の結果から回答者232人中190人（81.

9％）が経営者であり、「鍼灸治療のみの施術所経

営」より「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」が多いことがわかった。そして「鍼灸

以外の事業内容」155 人（複数回答）では、柔道

整復、あん摩マッサージ指圧、整体またはカイロ

プラクティックの順

に多く、鍼灸以外の

事業は116人（74.8％）

を占めた。「その他の

事業内容」にも、エス

テ、アロマトリート

メントなど施術を行

うと考えられる回答

があったことから、

「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他

事業経営」では、鍼灸

以外の施術を含む経

営者が多いと推察す

る。また居宅介護支

援、居宅サービス事業が 14人（9.0％）で、その

他事業内容には居宅以外の介護関係事業が含ま

れることから、他事業として介護関連事業が多い

と考える。 

施術に使用するベッド数は、2 台が多かった。

使用するベッド数の多い上位3台の台数について

みると、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事

業経営」108 人では、使用ベッド数は 4 台から 6

台以上が多く69人（63.9％）であったのに対し、

「鍼灸治療のみの施術所経営」82人では1台から

3台が66人（80.5％）で「鍼灸治療のみの施術所

経営」が「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」よりもベッド数が少ないと考えられる。 

施術所の従業員数は、従業員の有無を鍼灸師資

格の有無から見た場合、

「鍼灸師資格を 有す

る従業員」のいる経営

者は 77 人（40.7％）、

従業員のいない経営者

が85人（44.7％）とい

う結果から、ほぼ同じ

割合と考える。また「鍼

灸師資格の無い従業員」

を雇用している経営者

は 90 人（47.4％）、雇

用していない経営者

68人（35.8％）という

結果から、従業員の有

無では「鍼灸師資格の

無い従業員」を雇用し
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く、200 万〜300 万円未満が 5 人（27.8％）、400 

万〜500万円未満が2人（11.1％）続いた。「鍼灸

治療のみの施術所勤務」5人では、300万〜400万

円未満と100万円未満が2人（40.0％）、600万〜

700 万円未満が 1 人（20.0％）という結果を得た

（図26）。鍼灸以外の事業内容（図5・表1）から

みた年収を図27に示す。 

 

（3）年収と治療費の設定 

  「自費・保険併用／完全自費治療設定あり」115

人では、100 万円未満と 100 万〜200 万円未満が

それぞれ14人（12.2％）と最も多く、ついで300

万〜400万円未満と400万〜500万円未満、600万

〜700万円未満がそれぞれ13人（11.3％）、200万

〜300 万円未満が 12 人

（10.4％）だった。「自

費・保険併用／完全自

費治療設定なし」8人で

は、1、000万円以上が3

人（37.5％）、200 万〜

300 万円未満 2 人

（25.0％）、400万〜500

万円未満と600万〜700

万円未満1人（12.5％）

だった。「自費治療のみ」

41人では、100万〜200

万円未満が8人（19.5％）

と最も多く、200 万〜

300 万円未満 7 人

（17.1％）、100 万円未

満6人（14.6％）、300万

〜400 万円未満が 4 人

（9.8％）と続いた。「保

険治療のみ」15人では、

100万円未満、100万〜
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200万円未満、300万〜400万円未満、500万〜600

万円未満、600 万〜700 万円未満がそれぞれ 2 人

（13.7％）であった（図28）。 

【考察】  

大阪府内の一鍼灸専業団体における会員の経営

状態、事業形態、雇用状況などを調査した。今回

の調査では定点の状態を優先し、資格取得時の年

齢や取得後の年数、開業後の年数といった回答者

の背景を除外し質問した。 

就業形態の結果から回答者232人中190人（81.

9％）が経営者であり、「鍼灸治療のみの施術所経

営」より「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」が多いことがわかった。そして「鍼灸

以外の事業内容」155 人（複数回答）では、柔道

整復、あん摩マッサージ指圧、整体またはカイロ

プラクティックの順

に多く、鍼灸以外の

事業は116人（74.8％）

を占めた。「その他の

事業内容」にも、エス

テ、アロマトリート

メントなど施術を行

うと考えられる回答

があったことから、

「鍼灸以外の治療を

含む施術所経営・他

事業経営」では、鍼灸

以外の施術を含む経

営者が多いと推察す

る。また居宅介護支

援、居宅サービス事業が 14人（9.0％）で、その

他事業内容には居宅以外の介護関係事業が含ま

れることから、他事業として介護関連事業が多い

と考える。 

施術に使用するベッド数は、2 台が多かった。

使用するベッド数の多い上位3台の台数について

みると、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事

業経営」108 人では、使用ベッド数は 4 台から 6

台以上が多く69人（63.9％）であったのに対し、

「鍼灸治療のみの施術所経営」82人では1台から

3台が66人（80.5％）で「鍼灸治療のみの施術所

経営」が「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」よりもベッド数が少ないと考えられる。 

施術所の従業員数は、従業員の有無を鍼灸師資

格の有無から見た場合、

「鍼灸師資格を 有す

る従業員」のいる経営

者は 77 人（40.7％）、

従業員のいない経営者

が85人（44.7％）とい

う結果から、ほぼ同じ

割合と考える。また「鍼

灸師資格の無い従業員」

を雇用している経営者

は 90 人（47.4％）、雇

用していない経営者

68人（35.8％）という

結果から、従業員の有

無では「鍼灸師資格の

無い従業員」を雇用し
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く、200 万〜300 万円未満が 5 人（27.8％）、400 

万〜500万円未満が2人（11.1％）続いた。「鍼灸

治療のみの施術所勤務」5人では、300万〜400万

円未満と100万円未満が2人（40.0％）、600万〜

700 万円未満が 1 人（20.0％）という結果を得た

（図26）。鍼灸以外の事業内容（図5・表1）から

みた年収を図27に示す。 

 

（3）年収と治療費の設定 

  「自費・保険併用／完全自費治療設定あり」115

人では、100 万円未満と 100 万〜200 万円未満が

それぞれ14人（12.2％）と最も多く、ついで300

万〜400万円未満と400万〜500万円未満、600万

〜700万円未満がそれぞれ13人（11.3％）、200万

〜300 万円未満が 12 人

（10.4％）だった。「自

費・保険併用／完全自

費治療設定なし」8人で

は、1、000万円以上が3

人（37.5％）、200 万〜

300 万円未満 2 人

（25.0％）、400万〜500

万円未満と600万〜700

万円未満1人（12.5％）

だった。「自費治療のみ」

41人では、100万〜200

万円未満が8人（19.5％）

と最も多く、200 万〜

300 万円未満 7 人

（17.1％）、100 万円未

満6人（14.6％）、300万

〜400 万円未満が 4 人

（9.8％）と続いた。「保

険治療のみ」15人では、

100万円未満、100万〜
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円〜4,000円未満、4,000円〜5,000円未満の価格

設定が多いことがわかった。就業形態では「鍼灸

以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」の通

院では、3,000 円未満が最も多い結果を得た。矢

野ら 3）によると、2004 年度調査では保険適用者

1,000円以下、非保険適用では3,001円〜4,000円

が最も多く、標準的な治療費として 3,001 円〜

5,000 円の範囲と述べており、2014 年 2）には、

1,000 円から 2,000 円未満が最も多く、ついで

3,000 円〜4,000 円未満で 7,000 円以上はなかっ

たとある。大鍼会の料金設定は、調査前後に行わ

れた矢野らの調査結果と大きな違いはなかった

と考える。料金の設定には保険取り扱いに加え、

鍼灸治療以外の施術費用と関係があるのではな

いかと考える。       

また往診の価格帯は、3,000円〜4,000円未満、

4,000 円〜5,000 円未満の価格設定が多いが、通

院の場合と比べ5,000円以上の価格設定もあった。

通院と同等か高い価格設定をしている経営者が

多いと考える。問8については、無回答が該当者

156人中41人（21.9％）あり、設問方法に課題が

残った。 

年収の結果から、「300〜400万円未満」、「200〜

300 万円未満」、「100〜200 万円未満」と「100 万

円未満」の順に多いことがわかった。調査では年

収の詳細は不明であるが、矢野ら 4)が、鍼灸師の

平均的な年収 225 万〜350 万と推定し年収の範囲

に該当するものが多いと考える。 

職業としての鍼灸師を年収から考察するため

に厚生労働省の平均国民所得の定点と比較した。

「厚生労働省による平成 24 年国民生活基礎調査

の概況、Ⅱ各種世帯の所得等の状況、2 所得の分

布状況」7）によると、所得の分布状況が「300〜400

万円未満」13.4％、「100〜200 万円未満」13.0％

の順に多く、今回の調査では類似した結果を得た

ことがわかった。また、「1世帯あたりの国民平均

所得（以下、国民平均所得と略す）は548万2千

円」を参考に、国民平均所得以上を500万円以上

として年収の結果を見ると、500 万円以上は 228

人中71人（31.1％）、500万未満は141人（61.8％）

となり、国民平均所得以下が半数以上を占めた。 

次に「厚生労働省による平成 24 年国民生活基

礎調査の概況、Ⅱ各種世帯の所得等の状況、3 世

帯主の年齢階級別の所得の状況、表9世帯主の年

齢階級別に見た1世帯あたりー世帯人員1人あた

り平均所得金額（以下年齢階級別平均所得）」8)で

は、29歳以下は314.6万円、30〜39歳では547.8

万、40〜49歳では669.0万円、50〜59歳では764.3

万円、60〜69歳では541.0万円、70歳以上403.8

万円」とある。この数字を参考に年代別に年収を

みると、「20代」8人では、300万〜400万円未満

と200万〜300万円未満が3人（37.5％）と最も

多く、年齢階級別平均所得を含む300万円以上は

3人（37.5％）だった。「30代」46人では、300万

〜400 万円未満が最も多く 14 人（30.4％）、年齢

階級別平均所得を含む 500 万円以上は 7 人

（15.2％）だった。「40 代」62 人では、300 万〜

00万円未満と400万〜500万円未満がともに8人

（12.9％）と最も多く、年齢階級別平均所得を含

む600万円以上は21人（33.8％）だった。「50代」

48人では、100万〜200万円未満が最も多く8人

（16.7％）、年齢階級別平均所得を含む 700 万円

以上は7人（14.7％）だった。「60代」48人では、

200 万〜300 万円未満が最も多く 7 人（14.6％）、

年齢階級別平均所得を含む 500 万円以上は 20 人

（41.7％）であった。「70 代」10 人では、100 万

円未満と200 万〜300 万円未満が最も多く、それ

ぞれ3人（30.0％）、「80代以上」5人では100万

円未満と 100 万〜200 万円未満がともに 2 人

（40.0％）、無回答1人という結果だった。年齢階

級別平均所得（70歳以上）を含む400万円以上は

0 人という結果を得た。以上より 70 代以上を除

き、各年代とも年齢階級別平均所得以上が10.0％

以上存在するが、50.0％以上が年齢階級別平均所

得未満であることもわかった。全体としては年収

が高いとは言い難く、各年代においても格差が生

じていると考える。 

就業形態別に年収を見ると、国民平均所得以上

（500万円以上）の割合は、経営者では190人中63

人（33.2％）、勤務者では33人中8人（21.1％）だ

った。また国民平均所得以上（500万円以上）の経

営者のうち「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では43人（39.8％）、「鍼灸治療のみ

の施術所経営」は20人（24.4％）で、「鍼灸以外の

治療を含む施術所経営・他事業経営」の方が、国

民平均所得以上の年収を得ているものが多いと言

える。勤務者8人では、「鍼灸以外の治療を含む施

術所勤務者（掛け持ちあり）」が3人（37.5％）と

最も多く、ついで「鍼灸以外の治療を含む施術所

勤務者（掛け持ちなし）」と「鍼灸治療のみの施術
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ている経営者が多いことがわかった。 

 従業員数は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」と「鍼灸治療のみ施術所経営」

どちらも鍼灸資格の有無に関わらず1人が最も多

く、図8より「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では、「鍼灸師資格有する従業員数」

は「3人」で4人（3.7％）となり、「3人」以上の

従業員数では10％未満に減少するものの、従業員

数「3 人」以上雇用している経営者は、108 人中

10人（9.3％）いることがわかった。図9より「鍼

灸治療のみ施術所経営」82 人では、「鍼灸師資格

有する従業員数」は「2人」で4人（4.9％）とな

り、従業員数「3人」以上では2人（2.4％）とい

う結果を得た。このことから、一施術における「鍼

灸師資格有する従業員」の雇用状況は、「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・他事業経営」の方が多

いと考える。図8より「鍼灸師資格の無い従業員

数」では、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」108人は、従業員数「4人」で7人（6.5％）

と10％未満に減少したが、従業員数「4人」以上

雇用している経営者は、12人（11.1％）であった。

図9より「鍼灸治療のみ施術所経営」82人では、

従業員数「2人」で7人（8.5％）と10%未満にな

り、従業員数「3人」以上は0人という結果を得

た。一施術における「鍼灸師資格の無い従業員」

の雇用状況は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」の方が多いと考える。以上のこ

とから、鍼灸資格の有無に関わらず、一施術にお

いて「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業

経営」の方が「鍼灸治療のみ施術所経営」よりも

多くの従業員を雇用していると考える。鍼灸師資

格のない従業員には、鍼灸治療以外の事業内容よ

り柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師など国

家資格を有する従業員と、国家資格を有しない従

業員が含まれると考える。これには施術所の規模

や事業内容、人件費と関係があると推察する。 

治療費の設定は、「自費治療と保険治療を併用」、

「自費治療のみ」、「保険治療のみ」の順に多く、

「自費治療と保険治療を併用」が190人中123人

（64.7％）で、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」、「鍼灸治療のみ施術所経営」の

結果から、「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」という治費設定をしている

経営者がどちらも半数以上であることがわかっ

た。矢野ら2）によると1回あたりの治費の支払い

方法では、「全額自費」、「一部保険」「全額保険」

の順に多く、「一部保険」と「全額保険」で半数を

占めていたと述べられている。調査の治療設定方

法「自費治療のみ」が「全額自費」、「自費治療と

保険治療を併用」が「一部保険」、「保険治療のみ」

が「全額保険」に該当すると考えて、「鍼灸治療の

み施術所経営」の設定方法と比較すると「自費治

療と保険治療を併用しかつ完全自費治療設定あ

り」、「自費治療のみ」、「保険治療のみ」の順に多

いことから、全国調査の結果と異なる結果となっ

た。大鍼会は自費治療と保険治療を併用している

施術所が多いといえるが、自費治療については、

「自費治療と保険治療を併用しかつ完全自費治

療設定あり」と「保険治療のみ」が82人中55人

（67.0％）、「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」と「自費治療のみ」が82人

中73人（89.0％）であることから、自費治療の割

合も高いと推察する。自費治療の割合が高いのは、

矢野らも述べているように2）3）鍼灸治療の一部が

保険取り扱いであることや、保険治療を行うにあ

たり医師の同意書を必要とすることなど種々の

制約があることが要因となっていると考えられ

る。 

図 13 に示した 1 日あたりの鍼灸施術患者数と

治療費の設定（「自費治療と保険治療を併用しか

つ完全自費治療設定あり」「自費治療のみ」）では、

患者数 1〜2 人では自費治療のみと「自費治療と

保険治療を併用しかつ完全自費治療設定あり」で

は 1日あたりの患者数は同じであったが、3人以

上になると「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」の患者数が、「自費治療のみ」

を上回った。また鍼灸治療関する完全自費治療の

料金設定」の結果から、鍼灸治療費と他の治療費

をセット料金として設定している場合と鍼灸治

療のみで費用を設定している場合があること、治

療費を「単一価格設定ではない」が単一価格設定

より多いことから、施術内容が複数あると考えら

れる。このような自費治療と保険治療の併用や、

価格の異なる施術内容を作ることは、自費治療の

与える割高感を減少させることにつながると推

察し、矢野らが受療経験者の受療意向で述べてい

る受療しやすい環境を整えることにつながると

考える2）4）6)。

完全自費治療費の1回あたりの治療費について、

治療費の単一価格と最も多い価格設定から 3,000
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円〜4,000円未満、4,000円〜5,000円未満の価格

設定が多いことがわかった。就業形態では「鍼灸

以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」の通

院では、3,000 円未満が最も多い結果を得た。矢

野ら 3）によると、2004 年度調査では保険適用者

1,000円以下、非保険適用では3,001円〜4,000円

が最も多く、標準的な治療費として 3,001 円〜

5,000 円の範囲と述べており、2014 年 2）には、

1,000 円から 2,000 円未満が最も多く、ついで

3,000 円〜4,000 円未満で 7,000 円以上はなかっ

たとある。大鍼会の料金設定は、調査前後に行わ

れた矢野らの調査結果と大きな違いはなかった

と考える。料金の設定には保険取り扱いに加え、

鍼灸治療以外の施術費用と関係があるのではな

いかと考える。       

また往診の価格帯は、3,000円〜4,000円未満、

4,000 円〜5,000 円未満の価格設定が多いが、通

院の場合と比べ5,000円以上の価格設定もあった。

通院と同等か高い価格設定をしている経営者が

多いと考える。問8については、無回答が該当者

156人中41人（21.9％）あり、設問方法に課題が

残った。 

年収の結果から、「300〜400万円未満」、「200〜

300 万円未満」、「100〜200 万円未満」と「100 万

円未満」の順に多いことがわかった。調査では年

収の詳細は不明であるが、矢野ら 4)が、鍼灸師の

平均的な年収 225 万〜350 万と推定し年収の範囲

に該当するものが多いと考える。 

職業としての鍼灸師を年収から考察するため

に厚生労働省の平均国民所得の定点と比較した。

「厚生労働省による平成 24 年国民生活基礎調査

の概況、Ⅱ各種世帯の所得等の状況、2 所得の分

布状況」7）によると、所得の分布状況が「300〜400

万円未満」13.4％、「100〜200 万円未満」13.0％

の順に多く、今回の調査では類似した結果を得た

ことがわかった。また、「1世帯あたりの国民平均

所得（以下、国民平均所得と略す）は548万2千

円」を参考に、国民平均所得以上を500万円以上

として年収の結果を見ると、500 万円以上は 228

人中71人（31.1％）、500万未満は141人（61.8％）

となり、国民平均所得以下が半数以上を占めた。 

次に「厚生労働省による平成 24 年国民生活基

礎調査の概況、Ⅱ各種世帯の所得等の状況、3 世

帯主の年齢階級別の所得の状況、表9世帯主の年

齢階級別に見た1世帯あたりー世帯人員1人あた

り平均所得金額（以下年齢階級別平均所得）」8)で

は、29歳以下は314.6万円、30〜39歳では547.8

万、40〜49歳では669.0万円、50〜59歳では764.3

万円、60〜69歳では541.0万円、70歳以上403.8

万円」とある。この数字を参考に年代別に年収を

みると、「20代」8人では、300万〜400万円未満

と200万〜300万円未満が3人（37.5％）と最も

多く、年齢階級別平均所得を含む300万円以上は

3人（37.5％）だった。「30代」46人では、300万

〜400 万円未満が最も多く 14 人（30.4％）、年齢

階級別平均所得を含む 500 万円以上は 7 人

（15.2％）だった。「40 代」62 人では、300 万〜

00万円未満と400万〜500万円未満がともに8人

（12.9％）と最も多く、年齢階級別平均所得を含

む600万円以上は21人（33.8％）だった。「50代」

48人では、100万〜200万円未満が最も多く8人

（16.7％）、年齢階級別平均所得を含む 700 万円

以上は7人（14.7％）だった。「60代」48人では、

200 万〜300 万円未満が最も多く 7 人（14.6％）、

年齢階級別平均所得を含む 500 万円以上は 20 人

（41.7％）であった。「70 代」10 人では、100 万

円未満と200 万〜300 万円未満が最も多く、それ

ぞれ3人（30.0％）、「80代以上」5人では100万

円未満と 100 万〜200 万円未満がともに 2 人

（40.0％）、無回答1人という結果だった。年齢階

級別平均所得（70歳以上）を含む400万円以上は

0 人という結果を得た。以上より 70 代以上を除

き、各年代とも年齢階級別平均所得以上が10.0％

以上存在するが、50.0％以上が年齢階級別平均所

得未満であることもわかった。全体としては年収

が高いとは言い難く、各年代においても格差が生

じていると考える。 

就業形態別に年収を見ると、国民平均所得以上

（500万円以上）の割合は、経営者では190人中63

人（33.2％）、勤務者では33人中8人（21.1％）だ

った。また国民平均所得以上（500万円以上）の経

営者のうち「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では43人（39.8％）、「鍼灸治療のみ

の施術所経営」は20人（24.4％）で、「鍼灸以外の

治療を含む施術所経営・他事業経営」の方が、国

民平均所得以上の年収を得ているものが多いと言

える。勤務者8人では、「鍼灸以外の治療を含む施

術所勤務者（掛け持ちあり）」が3人（37.5％）と

最も多く、ついで「鍼灸以外の治療を含む施術所

勤務者（掛け持ちなし）」と「鍼灸治療のみの施術
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ている経営者が多いことがわかった。 

 従業員数は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」と「鍼灸治療のみ施術所経営」

どちらも鍼灸資格の有無に関わらず1人が最も多

く、図8より「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では、「鍼灸師資格有する従業員数」

は「3人」で4人（3.7％）となり、「3人」以上の

従業員数では10％未満に減少するものの、従業員

数「3 人」以上雇用している経営者は、108 人中

10人（9.3％）いることがわかった。図9より「鍼

灸治療のみ施術所経営」82 人では、「鍼灸師資格

有する従業員数」は「2人」で4人（4.9％）とな

り、従業員数「3人」以上では2人（2.4％）とい

う結果を得た。このことから、一施術における「鍼

灸師資格有する従業員」の雇用状況は、「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・他事業経営」の方が多

いと考える。図8より「鍼灸師資格の無い従業員

数」では、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」108人は、従業員数「4人」で7人（6.5％）

と10％未満に減少したが、従業員数「4人」以上

雇用している経営者は、12人（11.1％）であった。

図9より「鍼灸治療のみ施術所経営」82人では、

従業員数「2人」で7人（8.5％）と10%未満にな

り、従業員数「3人」以上は0人という結果を得

た。一施術における「鍼灸師資格の無い従業員」

の雇用状況は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」の方が多いと考える。以上のこ

とから、鍼灸資格の有無に関わらず、一施術にお

いて「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業

経営」の方が「鍼灸治療のみ施術所経営」よりも

多くの従業員を雇用していると考える。鍼灸師資

格のない従業員には、鍼灸治療以外の事業内容よ

り柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師など国

家資格を有する従業員と、国家資格を有しない従

業員が含まれると考える。これには施術所の規模

や事業内容、人件費と関係があると推察する。 

治療費の設定は、「自費治療と保険治療を併用」、

「自費治療のみ」、「保険治療のみ」の順に多く、

「自費治療と保険治療を併用」が190人中123人

（64.7％）で、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」、「鍼灸治療のみ施術所経営」の

結果から、「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」という治費設定をしている

経営者がどちらも半数以上であることがわかっ

た。矢野ら2）によると1回あたりの治費の支払い

方法では、「全額自費」、「一部保険」「全額保険」

の順に多く、「一部保険」と「全額保険」で半数を

占めていたと述べられている。調査の治療設定方

法「自費治療のみ」が「全額自費」、「自費治療と

保険治療を併用」が「一部保険」、「保険治療のみ」

が「全額保険」に該当すると考えて、「鍼灸治療の

み施術所経営」の設定方法と比較すると「自費治

療と保険治療を併用しかつ完全自費治療設定あ

り」、「自費治療のみ」、「保険治療のみ」の順に多

いことから、全国調査の結果と異なる結果となっ

た。大鍼会は自費治療と保険治療を併用している

施術所が多いといえるが、自費治療については、

「自費治療と保険治療を併用しかつ完全自費治

療設定あり」と「保険治療のみ」が82人中55人

（67.0％）、「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」と「自費治療のみ」が82人

中73人（89.0％）であることから、自費治療の割

合も高いと推察する。自費治療の割合が高いのは、

矢野らも述べているように2）3）鍼灸治療の一部が

保険取り扱いであることや、保険治療を行うにあ

たり医師の同意書を必要とすることなど種々の

制約があることが要因となっていると考えられ

る。 

図 13 に示した 1 日あたりの鍼灸施術患者数と

治療費の設定（「自費治療と保険治療を併用しか

つ完全自費治療設定あり」「自費治療のみ」）では、

患者数 1〜2 人では自費治療のみと「自費治療と

保険治療を併用しかつ完全自費治療設定あり」で

は 1日あたりの患者数は同じであったが、3人以

上になると「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」の患者数が、「自費治療のみ」

を上回った。また鍼灸治療関する完全自費治療の

料金設定」の結果から、鍼灸治療費と他の治療費

をセット料金として設定している場合と鍼灸治

療のみで費用を設定している場合があること、治

療費を「単一価格設定ではない」が単一価格設定

より多いことから、施術内容が複数あると考えら

れる。このような自費治療と保険治療の併用や、

価格の異なる施術内容を作ることは、自費治療の

与える割高感を減少させることにつながると推

察し、矢野らが受療経験者の受療意向で述べてい

る受療しやすい環境を整えることにつながると

考える2）4）6)。

完全自費治療費の1回あたりの治療費について、

治療費の単一価格と最も多い価格設定から 3,000
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円〜4,000円未満、4,000円〜5,000円未満の価格

設定が多いことがわかった。就業形態では「鍼灸

以外の治療を含む施術所経営・他事業経営」の通

院では、3,000 円未満が最も多い結果を得た。矢

野ら 3）によると、2004 年度調査では保険適用者

1,000円以下、非保険適用では3,001円〜4,000円

が最も多く、標準的な治療費として 3,001 円〜

5,000 円の範囲と述べており、2014 年 2）には、

1,000 円から 2,000 円未満が最も多く、ついで

3,000 円〜4,000 円未満で 7,000 円以上はなかっ

たとある。大鍼会の料金設定は、調査前後に行わ

れた矢野らの調査結果と大きな違いはなかった

と考える。料金の設定には保険取り扱いに加え、

鍼灸治療以外の施術費用と関係があるのではな

いかと考える。       

また往診の価格帯は、3,000円〜4,000円未満、

4,000 円〜5,000 円未満の価格設定が多いが、通

院の場合と比べ5,000円以上の価格設定もあった。

通院と同等か高い価格設定をしている経営者が

多いと考える。問8については、無回答が該当者

156人中41人（21.9％）あり、設問方法に課題が

残った。 

年収の結果から、「300〜400万円未満」、「200〜

300 万円未満」、「100〜200 万円未満」と「100 万

円未満」の順に多いことがわかった。調査では年

収の詳細は不明であるが、矢野ら 4)が、鍼灸師の

平均的な年収 225 万〜350 万と推定し年収の範囲

に該当するものが多いと考える。 

職業としての鍼灸師を年収から考察するため

に厚生労働省の平均国民所得の定点と比較した。

「厚生労働省による平成 24 年国民生活基礎調査

の概況、Ⅱ各種世帯の所得等の状況、2 所得の分

布状況」7）によると、所得の分布状況が「300〜400

万円未満」13.4％、「100〜200 万円未満」13.0％

の順に多く、今回の調査では類似した結果を得た

ことがわかった。また、「1世帯あたりの国民平均

所得（以下、国民平均所得と略す）は548万2千

円」を参考に、国民平均所得以上を500万円以上

として年収の結果を見ると、500 万円以上は 228

人中71人（31.1％）、500万未満は141人（61.8％）

となり、国民平均所得以下が半数以上を占めた。 

次に「厚生労働省による平成 24 年国民生活基

礎調査の概況、Ⅱ各種世帯の所得等の状況、3 世

帯主の年齢階級別の所得の状況、表9世帯主の年

齢階級別に見た1世帯あたりー世帯人員1人あた

り平均所得金額（以下年齢階級別平均所得）」8)で

は、29歳以下は314.6万円、30〜39歳では547.8

万、40〜49歳では669.0万円、50〜59歳では764.3

万円、60〜69歳では541.0万円、70歳以上403.8

万円」とある。この数字を参考に年代別に年収を

みると、「20代」8人では、300万〜400万円未満

と200万〜300万円未満が3人（37.5％）と最も

多く、年齢階級別平均所得を含む300万円以上は

3人（37.5％）だった。「30代」46人では、300万

〜400 万円未満が最も多く 14 人（30.4％）、年齢

階級別平均所得を含む 500 万円以上は 7 人

（15.2％）だった。「40 代」62 人では、300 万〜

00万円未満と400万〜500万円未満がともに8人

（12.9％）と最も多く、年齢階級別平均所得を含

む600万円以上は21人（33.8％）だった。「50代」

48人では、100万〜200万円未満が最も多く8人

（16.7％）、年齢階級別平均所得を含む 700 万円

以上は7人（14.7％）だった。「60代」48人では、

200 万〜300 万円未満が最も多く 7 人（14.6％）、

年齢階級別平均所得を含む 500 万円以上は 20 人

（41.7％）であった。「70 代」10 人では、100 万

円未満と200 万〜300 万円未満が最も多く、それ

ぞれ3人（30.0％）、「80代以上」5人では100万

円未満と 100 万〜200 万円未満がともに 2 人

（40.0％）、無回答1人という結果だった。年齢階

級別平均所得（70歳以上）を含む400万円以上は

0 人という結果を得た。以上より 70 代以上を除

き、各年代とも年齢階級別平均所得以上が10.0％

以上存在するが、50.0％以上が年齢階級別平均所

得未満であることもわかった。全体としては年収

が高いとは言い難く、各年代においても格差が生

じていると考える。 

就業形態別に年収を見ると、国民平均所得以上

（500万円以上）の割合は、経営者では190人中63

人（33.2％）、勤務者では33人中8人（21.1％）だ

った。また国民平均所得以上（500万円以上）の経

営者のうち「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では43人（39.8％）、「鍼灸治療のみ

の施術所経営」は20人（24.4％）で、「鍼灸以外の

治療を含む施術所経営・他事業経営」の方が、国

民平均所得以上の年収を得ているものが多いと言

える。勤務者8人では、「鍼灸以外の治療を含む施

術所勤務者（掛け持ちあり）」が3人（37.5％）と

最も多く、ついで「鍼灸以外の治療を含む施術所

勤務者（掛け持ちなし）」と「鍼灸治療のみの施術
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ている経営者が多いことがわかった。 

 従業員数は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」と「鍼灸治療のみ施術所経営」

どちらも鍼灸資格の有無に関わらず1人が最も多

く、図8より「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・

他事業経営」では、「鍼灸師資格有する従業員数」

は「3人」で4人（3.7％）となり、「3人」以上の

従業員数では10％未満に減少するものの、従業員

数「3 人」以上雇用している経営者は、108 人中

10人（9.3％）いることがわかった。図9より「鍼

灸治療のみ施術所経営」82 人では、「鍼灸師資格

有する従業員数」は「2人」で4人（4.9％）とな

り、従業員数「3人」以上では2人（2.4％）とい

う結果を得た。このことから、一施術における「鍼

灸師資格有する従業員」の雇用状況は、「鍼灸以外

の治療を含む施術所経営・他事業経営」の方が多

いと考える。図8より「鍼灸師資格の無い従業員

数」では、「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他

事業経営」108人は、従業員数「4人」で7人（6.5％）

と10％未満に減少したが、従業員数「4人」以上

雇用している経営者は、12人（11.1％）であった。

図9より「鍼灸治療のみ施術所経営」82人では、

従業員数「2人」で7人（8.5％）と10%未満にな

り、従業員数「3人」以上は0人という結果を得

た。一施術における「鍼灸師資格の無い従業員」

の雇用状況は、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」の方が多いと考える。以上のこ

とから、鍼灸資格の有無に関わらず、一施術にお

いて「鍼灸以外の治療を含む施術所経営・他事業

経営」の方が「鍼灸治療のみ施術所経営」よりも

多くの従業員を雇用していると考える。鍼灸師資

格のない従業員には、鍼灸治療以外の事業内容よ

り柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師など国

家資格を有する従業員と、国家資格を有しない従

業員が含まれると考える。これには施術所の規模

や事業内容、人件費と関係があると推察する。 

治療費の設定は、「自費治療と保険治療を併用」、

「自費治療のみ」、「保険治療のみ」の順に多く、

「自費治療と保険治療を併用」が190人中123人

（64.7％）で、「鍼灸以外の治療を含む施術所経

営・他事業経営」、「鍼灸治療のみ施術所経営」の

結果から、「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」という治費設定をしている

経営者がどちらも半数以上であることがわかっ

た。矢野ら2）によると1回あたりの治費の支払い

方法では、「全額自費」、「一部保険」「全額保険」

の順に多く、「一部保険」と「全額保険」で半数を

占めていたと述べられている。調査の治療設定方

法「自費治療のみ」が「全額自費」、「自費治療と

保険治療を併用」が「一部保険」、「保険治療のみ」

が「全額保険」に該当すると考えて、「鍼灸治療の

み施術所経営」の設定方法と比較すると「自費治

療と保険治療を併用しかつ完全自費治療設定あ

り」、「自費治療のみ」、「保険治療のみ」の順に多

いことから、全国調査の結果と異なる結果となっ

た。大鍼会は自費治療と保険治療を併用している

施術所が多いといえるが、自費治療については、

「自費治療と保険治療を併用しかつ完全自費治

療設定あり」と「保険治療のみ」が82人中55人

（67.0％）、「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」と「自費治療のみ」が82人

中73人（89.0％）であることから、自費治療の割

合も高いと推察する。自費治療の割合が高いのは、

矢野らも述べているように2）3）鍼灸治療の一部が

保険取り扱いであることや、保険治療を行うにあ

たり医師の同意書を必要とすることなど種々の

制約があることが要因となっていると考えられ

る。 

図 13 に示した 1 日あたりの鍼灸施術患者数と

治療費の設定（「自費治療と保険治療を併用しか

つ完全自費治療設定あり」「自費治療のみ」）では、

患者数 1〜2 人では自費治療のみと「自費治療と

保険治療を併用しかつ完全自費治療設定あり」で

は 1日あたりの患者数は同じであったが、3人以

上になると「自費治療と保険治療を併用しかつ完

全自費治療設定あり」の患者数が、「自費治療のみ」

を上回った。また鍼灸治療関する完全自費治療の

料金設定」の結果から、鍼灸治療費と他の治療費

をセット料金として設定している場合と鍼灸治

療のみで費用を設定している場合があること、治

療費を「単一価格設定ではない」が単一価格設定

より多いことから、施術内容が複数あると考えら

れる。このような自費治療と保険治療の併用や、

価格の異なる施術内容を作ることは、自費治療の

与える割高感を減少させることにつながると推

察し、矢野らが受療経験者の受療意向で述べてい

る受療しやすい環境を整えることにつながると

考える2）4）6)。

完全自費治療費の1回あたりの治療費について、

治療費の単一価格と最も多い価格設定から 3,000
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所勤務（掛け持ちあり）」が2人（25.0％）、「鍼灸

治療のみの施術所勤務（掛け持ちなし）」が1人

（12.5％）と続き、「鍼灸以外の治療を含む施術所

経営・他事業経営」の勤務者で、掛け持ちをする

方が国民平均所得以上を得られると考える。 

国民平均所得以上（500 万円以上）の割合を他

事業内容でみると、柔道整復では 61 人中 33 人

（54.1％）、あんま・マッサージ・指圧は24人中

11 人（45.8％）、整体またはカイロプラクティッ

クは17人中4人（23.5％）、居宅介護支援・居宅

サービスは14人中8人（57.1％）、薬局・薬店・

薬業は2人中1人（50.0％）、その他19人中8人

（42.1％）であった。このことから「鍼灸以外の

治療を含む施術所経営・他事業経営」では、柔道

整復、居宅介護支援・居宅サービ薬局・薬店・薬

業の半数以上が国民平均所得以上の年収を得てい

ることがわかった。 

調査時点において、年収を国民平均所得以上に

していくには、鍼灸のみでは難しく治療費におい

て自費治療と保険治療の併用し、事業内容に柔道

整復やあんま・マッサージ・指圧など鍼灸治療以

外の施術を取り入れたり、介護関連ビジネスなど

異なる事業収入を得ることが必要になるのではな

いかと考える。今後の動向を見ていきたい。 

【結語】 

 定点における鍼灸師の実態を、年代別に就業形

態・事業形態（ベッド・1日の患者数・従業員数・

治療費）・年収という経済的側面から調査した結

果、「鍼灸治療のみ施術所経営者よりも」「鍼灸以

外の治療を含む施術所経営・他事業経営者」が多

く、年収も多いことがわかった。 
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所勤務（掛け持ちあり）」が2人（25.0％）、「鍼灸
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方が国民平均所得以上を得られると考える。 
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整復、居宅介護支援・居宅サービ薬局・薬店・薬

業の半数以上が国民平均所得以上の年収を得てい

ることがわかった。 

調査時点において、年収を国民平均所得以上に

していくには、鍼灸のみでは難しく治療費におい

て自費治療と保険治療の併用し、事業内容に柔道

整復やあんま・マッサージ・指圧など鍼灸治療以

外の施術を取り入れたり、介護関連ビジネスなど

異なる事業収入を得ることが必要になるのではな

いかと考える。今後の動向を見ていきたい。 
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所勤務（掛け持ちあり）」が2人（25.0％）、「鍼灸

治療のみの施術所勤務（掛け持ちなし）」が1人

（12.5％）と続き、「鍼灸以外の治療を含む施術所
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【結語】 

 定点における鍼灸師の実態を、年代別に就業形

態・事業形態（ベッド・1日の患者数・従業員数・

治療費）・年収という経済的側面から調査した結
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あとがき 

第13回の研究会、まず、会場探しに手こずった。弱小放浪研究会の割には、全国から参集

頂いていることもあり、アクセスや環境、肝腎の予算など、すべてが問題になる。世話人が

知恵やコネをだしあい各方面に打診したが、なかなか折り合う会場がなかった。ぎりぎりに

なり、東京医療福祉専門学校の協力を仰ぐことができた（御礼申し上げます）。会場のアクセ

スは良かったが、肝腎の「ガバナンス」というメインテーマが「鍼灸」とあまり馴染みがな

く、とてもコア（レア）で分かりにくくなった感がある。 

しかし、である。 

現代日本の直面する重要課題、「社会保障問題」はガバメントのガバナンス問題であり、そ

の如何が将来に大きく影響する。社会保障問題は国民悉皆事項であり、我々鍼灸師は医療や

社会保険の当事者でもある。2025 年問題を踏まえた超高齢化施策「地域包括ケアシステム」

に、あはきがどのように関わっていくのか。現状を鑑みると、高齢者を中心にした医療、福

祉及び介護などが行政の調整の下、縦横に連携していく方向性に、あはきは蚊帳の外に置か

れている印象がある。この実状はまさに、本邦における、あはきの社会的位置が投影されて

いるようでならない。この投影象が日本の鍼灸の実像の一部であることは、本研究会の実績

をみれば明らかである。だから、過去の検証や未来を含め、我々のガバナンスをテーマにし

たいと考えた。 

 テーマや主題の選択、講演や演題の方式、ディスカションの在り方も毎年、議論になる。

答えを探すことが目的はなく、鍼灸の社会的「事実・事象・研究」を「考察・検証」するこ

とを趣旨に立ち上げた研究会である。学会のように講演やパネルディスカションを一方的に

聞くのではなく、主体的で双方向に議論して考えることを目的に、今年は研究テーマに沿っ

てラウンドテーブル式にディスカションすることをメインに考えた。その成果はいかがだっ

たか？存在、継続することに意義があるとはいえ、コペルニクス的転換やレジュームの変化、

大論争が興るわけでもなく、ただ、淡々にディスカションし論文を書くことに、一体、意味

はあるのかと虚しさに見舞われることもある。 

気を取り直して 

特に今年、第一日目の若手 研究者による報告は質も高く、メインテーマの「ガバナンス」

問題に直結する内容が功を奏していた。若手研究者らはこれまで、全日本鍼灸学会などでも

発表してきたが、やはり何か物足りなさを感じ、本研究での発表やディスカションに手応え

を感じているようだった。本研究会がこれまでの積み上げてきた実績や存在意義が少し感じ

られた次第であった。 

東洋鍼灸専門学校の菊池貴子氏が世話人の仲間入りをした。また、世話人会からの呼びか

けに対して、次世代はりきゅうレボルーションズの白石哲也氏、京都仏眼理療鍼灸専門学校

の舟木宏直氏が名乗りを上げてくれた。若手の白石氏によれば、社会学的な話題や研究に興

味を示す若い鍼灸師が少なからずいると、意外な情報を得ることもできた。 

世話人会の小さな発展が一番の収穫だったかも知れない。 

平成最後の師走、茜色の夕日に 箕輪政博 
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スは良かったが、肝腎の「ガバナンス」というメインテーマが「鍼灸」とあまり馴染みがな

く、とてもコア（レア）で分かりにくくなった感がある。 

しかし、である。 

現代日本の直面する重要課題、「社会保障問題」はガバメントのガバナンス問題であり、そ

の如何が将来に大きく影響する。社会保障問題は国民悉皆事項であり、我々鍼灸師は医療や

社会保険の当事者でもある。2025 年問題を踏まえた超高齢化施策「地域包括ケアシステム」

に、あはきがどのように関わっていくのか。現状を鑑みると、高齢者を中心にした医療、福

祉及び介護などが行政の調整の下、縦横に連携していく方向性に、あはきは蚊帳の外に置か

れている印象がある。この実状はまさに、本邦における、あはきの社会的位置が投影されて

いるようでならない。この投影象が日本の鍼灸の実像の一部であることは、本研究会の実績

をみれば明らかである。だから、過去の検証や未来を含め、我々のガバナンスをテーマにし
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答えを探すことが目的はなく、鍼灸の社会的「事実・事象・研究」を「考察・検証」するこ

とを趣旨に立ち上げた研究会である。学会のように講演やパネルディスカションを一方的に

聞くのではなく、主体的で双方向に議論して考えることを目的に、今年は研究テーマに沿っ

てラウンドテーブル式にディスカションすることをメインに考えた。その成果はいかがだっ

たか？存在、継続することに意義があるとはいえ、コペルニクス的転換やレジュームの変化、

大論争が興るわけでもなく、ただ、淡々にディスカションし論文を書くことに、一体、意味

はあるのかと虚しさに見舞われることもある。 

気を取り直して 

特に今年、第一日目の若手 研究者による報告は質も高く、メインテーマの「ガバナンス」

問題に直結する内容が功を奏していた。若手研究者らはこれまで、全日本鍼灸学会などでも

発表してきたが、やはり何か物足りなさを感じ、本研究での発表やディスカションに手応え

を感じているようだった。本研究会がこれまでの積み上げてきた実績や存在意義が少し感じ

られた次第であった。 

東洋鍼灸専門学校の菊池貴子氏が世話人の仲間入りをした。また、世話人会からの呼びか

けに対して、次世代はりきゅうレボルーションズの白石哲也氏、京都仏眼理療鍼灸専門学校

の舟木宏直氏が名乗りを上げてくれた。若手の白石氏によれば、社会学的な話題や研究に興

味を示す若い鍼灸師が少なからずいると、意外な情報を得ることもできた。 
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